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はしがき 

 

この報告書は、2024 年度と 2025 年度の 2 か年にわたって町

田市と法政大学とが行った共同研究の成果を取りまとめたもの

である。 

共同研究の趣旨や組織的枠組みなどについては、本報告書の

第 1 章に記載しているとおりである。報告書の執筆は、研究代

表者の名和田が監修役を務めるとともに、かなりの部分を起草

し、町田市とやり取りをして確定していった。 

研究代表者の名和田は長年コミュニティ政策の研究を行ってきたが、今回のように一つ

の自治体に集中して、その地域コミュニティの様子を多面的に調査研究した経験はほとん

どない。非常によい研究の機会を与えていただいたことにあらためて厚くお礼申し上げる。 

また、コミュニティ政策に詳しい学識者の方々を委員として「研究委員会」を設置し、

年に数回委員会を開催して、貴重なご意見、活発な議論をいただいたことにより、この研

究の信頼性、普遍性が大きく高まったと感じている。委員の方々に深く感謝申し上げる。 

研究が進むにつれて、いろいろと驚くような知見も得られ、現代日本の地域コミュニテ

ィの大きな変容を実感できた。この共同研究の町田市側の主たるパートナーとして、市民

協働推進課という地域振興系の部署のほか、福祉総務課と防災課も加わったことからして、

コミュニティ政策の新しい時代を感じさせる。地域づくりの主要な舞台は、まさに地域福

祉と防災に移りつつあるからである。そして今日のコミュニティ政策はさらに多面的であ

って、2025 年度に設置された町田市の「庁内プロジェクト・チーム」にはさらに多くの課

が参加した。 

研究は、町田市社会福祉協議会、町田市地域活動サポートオフィスをはじめ様々な支援

機関、そして、アンケートや訪問調査にご協力いただいた町田市の地域活動団体や町田市

民の方々、さらには他都市調査に応じていただいた方々にも広がった。 

研究を共に進めてくださった方々、協力してくださった方々に、心からお礼申し上げたい。 

研究の成果はこの最終報告書に取りまとめたが、この成果を生かして、さらに町田市の

地域コミュニティの研究を発展させていきたいと思う。それが同時に町田市にとっても実

践的に有意義なものとなることを願っている。 

 

 

 

2026 年 3 月 研究代表者 名和田 是彦 

  



 

 

最終報告書の刊行にあたって 

 

町田市は、1958 年に旧町田町、忠生村、鶴川村、堺村の「一

町三村」が合併し誕生して以来、それぞれの地域が持つ歴史や

個性を尊重しながら、今日まで発展を遂げてまいりました。そ

の歩みを支えてきたのは、他でもなく、市民の皆様が築き上げ

てこられた温かな「地域のつながり」です。 

安全、安心な暮らしに重要な「地域のつながり」いわゆる「地

域コミュニティ」は、人口減少や少子高齢化、そしてコロナ禍を

経た生活様式の変化等により、関係の希薄化という大きな課題に直面しています。将来に

この社会的課題を残さないため、市では「地域コミュニティの未来に関する研究」を法政

大学との共同研究により 2024 年から 2 か年で取り組みました。 

本研究の過程で行われた市民アンケートの結果では、「地域力」の低下がみられる一方で、

市民の皆様の地域への愛着は依然として高く、「地域のつながり」の基盤はしっかりしてお

り、助け合いの潜在的な力が地域に息づいていることが再確認できました。 

本報告書では、現在の広域的な地域コミュニティの枠組みを大切にしながら、より身近

な「小学校区」のエリアも活用していく「2 層制」のコミュニティ構想が提案されています。 

また、2040 年以降を見据え、個人の関心やライフスタイルに合わせて無理なく「ゆるや

か」に関わることができる「持続可能な地域コミュニティ」の姿が示されています。 

この共同研究には、市役所の 12 の部署が分野横断的なプロジェクト・チームを構成し、

参加しています。本研究報告書を踏まえ、市民、活動団体、事業者、そして行政が一体と

なって、一歩ずつ着実に進むことが、顔と顔が見える持続可能な地域コミュニティの実現

に近づくことと確信しています。 

本研究の代表を務めていただいた法政大学の名和田是彦教授には、コミュニティ政策の

第一人者としての深い学識と、多岐にわたるフィールドワークを通じて、本市の地域社会

を多面的かつ精緻に分析していただきました。また、研究委員会に参加された学識者の皆

様、多忙な中でアンケートや訪問調査にご協力いただいた町内会・自治会、地区協議会、

地域活動団体の皆様、そして市民の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

結びに、本報告書が、町田市の地域コミュニティの新たな一歩を語り合う礎となり、多

くの皆様の間で活発な議論と実践が生まれるきっかけとなることを切に願っております。 

 

 

 

2026 年 3 月 町田市長 石阪 丈一 
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お読みになるにあたって 

本報告書は研究代表者である名和田が執筆した。本報告書は 5 つの章で構成されている。 

冒頭には、今後の町田市のコミュニティ政策を考えていくという視点から見てこの報告

書がどのような考察をしているかを概観した「本報告書の政策論の概要」を置いた。本報

告書の政策的な含意や提案を手早く把握したい方は、まずこれをお読みいただきたい。 

各ページの上方には、そのページがどの章・節なのかが記されている。目次も参照しな

がら必要な箇所を効率よく読んでいただける。 

第 1 章は、本共同研究の枠組み、組織、方法などを述べたごく短い章である。 

第 2 章は、研究の前提となる、日本の地域コミュニティに関する一般的な認識を説明し

たあと、町田市の地域コミュニティの一般的な様相について論じている。 

第 3 章、第 4 章は、町田市の地域コミュニティの現状を分析した章であり、第 3 章では、

町内会・自治会や地区協議会、各種の地域組織、各種の専門機関・支援機関について分析

している。第 4 章は、2025 年度に行った地域活動団体アンケート調査を用いて、町田市内

に 4,500 ほどある地域活動団体の特徴と課題を分析している。 

第 5 章は、それまでの章を受けて、未来に向かった政策論を述べている。町田市だけで

はなく、市民や地域活動団体、支援機関などがそれぞれの立場で、現状認識を踏まえた上

で未来に向けて町田市の地域社会を考えていく、という視点に立ち、地域コミュニティの

仕組みや、地域コミュニティを担っている団体、地域コミュニティを支援している行政や

専門機関について、考察している。 

末尾には、図表の一覧と参考文献リストがあり、それに続けて、巻末資料をつけている。 

参考文献は、本文全体の末尾にまとめて挙示し、本文中に引用する際には、「町田市（2013）：

3」というように、簡略に記載している。この例は、町田市が著者で、発行年が 2013 年の書

籍・資料で、その 3 ページから引用した、という意味である。参考文献リストをご覧になる

と、その詳しい書誌情報がわかる。最近の学術論文でよく行われているやり方である。ただ

し、本報告書では、煩雑になりすぎないように、引用は必要最小限にとどめている。 

巻末資料では、研究経過のほか、いくつかの有益と思われる資料を載せている。必要に

応じて参照していただきたい。2024 年度に行った市民アンケート調査の単純集計を中間報

告書から再掲したほか、そのデータを用いて、町田市が大きく 10 地区に区分されているこ

とに注目して、各地区の特徴を分析し、それぞれの地区に住まわれている市民の方々にご

自分の地域を客観的に考えていただけるようにした。 

さらに巻末資料には、2025 年度に行った地域活動団体アンケート調査の単純集計を収録し

た。さらに、2025 年度に行った町内会・自治会アンケート調査の単純集計も収録している。 

また、本共同研究では他都市との比較の視点も重視し他都市調査を行ったが、その成果

は本文中に随時記載しているほか、巻末資料に他都市調査の内容の簡略な一覧を掲載した。
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本報告書の政策論の概要 

２か年にわたる本研究の成果を政策論の観点から概観し、本研究に基づいて提案してい

る政策とその提案に至る考察を簡潔に記述した。 

 

(1) 町田市の地域コミュニティの歴史的形成と特徴 

町田市の合併史は第 2 章第 2 節で詳しく整理している。現在の町田市の政策的な地域区

分の基本となっている「10 地区」は、「昭和の大合併」の時期に合併によって消滅した５か

町村（町田、南、忠生、鶴川、堺）の区域をもとに、その後地区連合町内会・自治会のエリ

アとして再編されたものであり、町田市民が選び取ってきた基本的なコミュニティ・エリ

アであるといえる。 

この地区は、日本の他都市自治体のコミュニティ・エリアと比べてかなり大きく、必要

に応じてより身近なエリア（例えば小学校区など）を考えることも有効であると考えられ

る。そこで、本報告書では、「ゆるやかな 2 層制」の考え方を提起している。 

 

(2) 町田市の地域コミュニティの様相 

2024 年度に行った市民アンケート調査を分析すると、町田市民は、都市生活を送る上で

の基盤的な条件に関しては満足しており、地域への愛着や定住意向もこの 20 年の間に着

実に増大している。町田市は東京郊外部の住みよい都市であるといってよい。 

こうした良好な生活条件を今後も維持・発展させていくために、本報告書では、「持続可

能な地域コミュニティ」という概念を提示し（詳しくは第 5 章第 1 節）、その実現のための

諸条件を探った。 

よく「地域のつながりの希薄化」や「地域力の低下」がいわれるが、地域社会における

相互の信頼関係や親睦的な雰囲気に関しては、依然としてしっかりしているといえる。た

だ、それを基盤として住みよい地域コミュニティを形成していくための具体的な行動を起

こしていく「地域力」は低下しているといわざるを得ない。例えば、2006 年度に行われた

市民アンケート調査と比較すると、町内会・自治会の加入率は継続的に低下しているし、

町内会・自治会の会員による、自治的な活動への参加も減少している。同様に、地域で合

意形成が必要とされたときに、その主導的役割を地域の町内会・自治会が担うべきだと考

える人が減少し、行政が担うべきだと考える人が増えている。また、町内会・自治会以外

の地域活動への参加意欲も低下している。 

「持続可能な地域コミュニティ」のために、どこに注目し、どのようにその力を引きだ

していけばいいのか、これが本報告書に課せられた課題である。2024 年度に行った市民ア

ンケート調査からも、その萌芽はあることが推察される。例えば、困りごとを抱えたとき

に、その解決を地域の人に依頼したいと考えるかどうかと、そうした依頼を受けたときに

応えることができるかどうかを尋ねたところ、多くの項目で「できる」との回答数が「依
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頼したい」との回答数を上回った（第 2 章第 3 節第 4 項）。しかもこの状況は、10 地区ご

とに集計しても、どの地区でもほぼ同様であった（2024 年度市民アンケート調査の地区別

の分析は、巻末資料に収録している）。 

また、時間軸で「持続可能な地域コミュニティ」の形成を考えたときには、現役世代や

若い世代の動向が重要である。若い世代は特に地域コミュニティに無関心または懐疑的で

あると思われがちだが、2024 年度市民アンケート調査結果を分析すると、実際には決して

そうではない。町内会・自治会への加入や地域活動への参加についても、未加入・不参加

の最大の要因は、「時間がないこと」と「きっかけがないこと」である。地域コミュニティ

に無関心・懐疑的なのはむしろ少数である。 

 

(3) 町田市のコミュニティ政策の総論的な方向性 

町田市における「持続可能な地域コミュニティ」実現のための総論的な方向性について

は、庁内プロジェクト・チームでの議論に依拠して、本報告書では、次のようにまとめた

（第 5 章第 1 節）。 

今後の社会の中心になっていくであろう現在の若い世代や現役層の意識を、2024 年度の

市民アンケート調査のいくつかの設問の年齢層別集計によって確かめた。そして、それぞ

れの課の業務を通じた実感を踏まえて、地域コミュニティへの態度とニーズをライフステ

ージごとに整理した。市民は、ライフステージをたどっていきつつ、比較的強く地域コミ

ュニティに関わるステージを何度か迎えていくのが普通である。「持続可能な地域コミュニ

ティ」はこのニーズに応えうるものでなければならない。 

まず、「持続可能な地域コミュニティ」実現の目標年次を、町田市の基本構想・基本計画

である「まちだ未来づくりビジョン 2040」が目途としている 2040 年に置いた。そして、

これから政策主体（市民、地域活動団体、専門機関、行政）が当面する困難を「3 つの潮流」

として整理した。3 つとは、①「義務から関心へ」という潮流（義務的に活動に参加すると

いう姿勢から関心のあることに参加するという姿勢へとシフトしていく）、②「担い手の固

定化と負担増の悪循環」という潮流（活動の担い手の高齢化・固定化が進み、役員の兼任

も常態化し、1 人当たりの負担が増大することで、新たななり手がさらに現れにくくなる

という悪循環）及び③「意識の分断」という潮流（地域コミュニティの価値に対する認識

のズレが、例えば町内会・自治会の加入者と未加入者との間などで進行し、客観的には、

活動に参加せず、便益だけ享受する「タダ乗り」が深刻化し、結果として地域全体の活力

低下を招く）である。これに対して、本報告書では、5 つの対応の方向性を整理した。 

第一は、「参加のハードルを下げ、多様な「関わりしろ」を用意すること」である。関わ

るための入口の間口を広げて、ともかく関わってもらえれば、理解が進み、地域コミュニ

ティの価値に対する認識のズレも埋まっていくだろう。 

第二は、「「行政への依存」から「住民の主体的な参画」」へという方向性である。行政や
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専門機関の関わりを、住民の主体性を引き出す支援というスタイルに重点化していくこと

である。 

第三は、「ボランティアの善意に頼らない仕組みづくり」である。活動の担い手の負担を

軽減し、中心となっている人の働きへのタダ乗りの構造を避けて、活動を持続可能にする

ためには、活動の有償化について考えなければならない（この概要の（9）でも触れる）。 

第四に、「新たな拠点整備の推進とコーディネーターの配置・育成」である。特に、今後

の学校再編で生まれる「地域活用型学校」を、情報発信や団体間の連携を促すハブ機能を

持つコミュニティ拠点として戦略的に整備することが重要である。そして、その核となり

媒体となる専門の「コーディネーター」を配置・育成することが肝要である。 

そして第五に、「行政の縦割り的な実務意識を改め、住民の負担を増やしている現状を見

直す」ことである。複数の部署が個別に地域へ依頼や働きかけを行うのではなく、部署間

で事業を整理・共同開催するなど、行政内部の連携強化が強く求められる。 

以上の庁内プロジェクト・チームの考察から、本報告書では、2040 年を目途に目指すべ

き「持続可能な地域コミュニティ」の概念の構成要素を、①活動の楽しさ・やりがい、②

多様な関わり方（ゆるやかな入口）、③無理のない役割と負担、④変化への柔軟性、⑤安定

した活動資金、⑥気軽に使える活動拠点、⑦分かりやすい情報共有、⑧多様な連携、と設

定した（第 5 章第 1 節第 6 項）。 

そして、この「持続可能な地域コミュニティ」の概念を実現するための、政策的な基本

方針を、「町内会・自治会、地区協議会への支援強化」、「ゆるやかな２層制の構想」、「分野

横断的な交流と連携」の 3 つに整理した（第 5 章第 1 節第 7 項）。 

以上の総論的考慮を念頭に置きながら、本報告書では、第 3 章から第 5 章までの中で、

主として各所管課が関わっている様々な地域活動団体に焦点を当てて、その意義と課題、

そして行政と専門機関の支援のあり方について論じている。この概要でも、以下の（4）か

ら（8）までにその内容を簡潔にまとめた。 

 

(4) 町内会・自治会と地区協議会 

「持続可能な地域コミュニティ」を構成するアクターは、市民個々人と市民が構成する

様々な地域活動団体、そしてそれを支援する行政や専門機関である。これらの主なものにつ

いて現状を吟味し（第 3 章、第 4 章）、今後の政策的な方向性を探った（第 5 章）。 

地域コミュニティの基本となる組織は、町内会・自治会であり、それを補完し支援する

制度的な仕組みは地区協議会である。 

町内会・自治会は、近代社会形成以降の大合併により、「地方公共団体」という制度的な

枠組みを失った地域社会が、自らを運営するために、地域住民全員を会員にすることによ

って地方公共団体に類似した機能（地域のルールや合意を形成する機能、地域が必要とす

る公共サービスを提供する機能など）を実現する、偉大な組織であった。 
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しかし、町田市に限らずほとんどの都市自治体で加入率は年々低下してきており、地域

住民全員を会員にするどころか、加入率は 5 割を切るところまで来ている（町田市でも 5

割を切っている）ばかりか、加入者率（加入世帯に暮らしている人たちの総人口に占める

割合）も 5 割を切っているところがある（町田市はまだ 6 割）。しかも、こうした加入率低

下は、①世帯規模の縮小、②いわゆる「24 時間市民」（リタイアした人、家事専業者、地元

自営業者といった、基本的に地域にとどまって生活していて、地域でボランティアとして

活動することが比較的容易である人）の減少によるなり手の縮小、③いわゆる「自動加入

文化」（町内会・自治会に入るのは当たり前だという意識）の若い世代の間での崩壊などの

構造的要因によって生じており、今後急に回復することは困難である。 

したがって、町内会・自治会が地方公共団体と同等の機能を果たすという想定を前提に

した政策的発想を見直す必要がある。それでも、町内会・自治会が、地域（つまり人々が

居住する一定のエリア）を目途として組織される地縁的な組織であること、そして当該エ

リアを住みよい地域にすることを使命としている組織であるという特性は不変である。 

2024 年度に行った市民アンケート調査からも、そうした町内会・自治会のあり方に賛同

して会員であろうとする若い世代も含む人たちが一定割合で存在することが確かめられる。

地方公共団体の機能を代替する組織から、もう少し肩の力を抜いて、一定エリアの地域を

住みよい地域にしようと志向する人たちの集う組織としていく方向で、政策を自覚的かつ

体系的に転換する必要がある。 

その最たるものが、いわゆる「都市内分権」という仕組みであり、町田市の「地区協議

会」はその一種である。都市内分権とは、①（合併で大規模化した）自治体のエリアをい

くつかの地区に区分し、②そこに役所の出先機関や拠点施設を置き、③さらにそこに（諸

外国では多くの場合選挙制の）住民代表的な組織を置く、という仕組みである。諸外国で

も多くの例があるが、日本では、特にこの 20 年ほどの間に急速に広まり、都市自治体の 6

割程度が採用していると思われる。町田市では、市域が 10 地区に区分され、そこに「市民

センター」や「コミュニティセンター」が置かれ、地域の諸団体が「構成団体」となって

集う「地区協議会」が組織されている。こうした公的な制度の力で、すべての地区内の住

民を地域づくりの当事者とする舞台を作り、その舞台の上で、闊達な議論や情報交換が行

われ、行政や専門機関の支援を受けつつ、地域の合意が形成され、地域課題の解決活動が

行われる。町内会・自治会はその中で中心的な役割を果たすことによって、あらためて地

域における存在感を高めていくことができる。 

このほか、町内会・自治会をめぐっては、地方公共団体を代替する組織という発想から、

役員、特に会長への様々な充て職の依頼などの過大な負担が課せられてきた。行政はこう

した負担を見直して軽減し、町内会・自治会が地域住民の必要としている活動へとより自

覚的にシフトしていけるようにすることが勧められる。 

上に述べたように、若い世代や現役層が町内会・自治会への加入や地域活動への参加を
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ためらう理由の一番目は「活動する時間がない」というものであり、二番目は「きっかけ

がない」というものであった。しかし、前者は、おそらく活動する曜日や時間帯の設定に

関係しており、現在活動の中心となっている高齢者層とは都合のつく曜日・時間帯が食い

違っているのである。また、活動するきっかけについては、参加しやすい雰囲気づくりや、

関心の持てる活動分野やテーマの設定など、活動の見直しによって克服できよう。 

さらに、ニーズの高い活動分野へのシフトが進まない一つの理由として、近年の地域活

動の専門性の増大があると考えられる。防災の取り組みや、高齢者支援、子育て支援とい

った地域福祉的な活動は、今日ニーズの高い分野である。これに取り組むことによって町

内会・自治会が存在感を示せる分野ではあるが、それなりに専門性が高いというハードル

もある。地域交通、空き家活用、買い物支援なども同様である。 

しかし、これらの活動については、行政や専門機関による支援の仕組み、とりわけ様々

なタイプの「コーディネーター」の配置が進んできている。また町田市には、2025 年度に

行った地域活動団体アンケート調査でも示されている多様な地域活動団体と協力・連携す

ることもできる。第 4 章で示しているように、とりわけ福祉系の活動団体は、地域に根差し

た発想や活動スタイルを強く持っているのである。 

 

(5) 地区協議会と 2層制の仕組み 

町田市の地区協議会の仕組みは、町内会・自治会の持っている民間的な弱点、すなわち「会

員」にならないと地域づくりの「当事者」になれないという原理を補完し、公的な制度の力

で、すべての地区住民を地域づくりの当事者とするプラットフォームであり、全国の多くの

都市自治体が採用している不可欠のコミュニティ政策の取り組みである。 

日本で行われている都市内分権の仕組みには、諸外国と比べていくつか大きな特徴があ

る。例えばドイツの都市内分権は、住民代表的な組織が地区住民によって直接選挙される

という強力な民主的正統性を持っており、行政を法律上拘束する決定権などの様々な権限

を与えられて、行政を監視し、地域のニーズに合った行政を行わせるための「参加」の仕

組みである。日本の都市内分権は、当該地区の特性に合わせて行政に地域の要求を伝える

機能もあるが、どちらかといえば「協働」を主眼とする仕組みであり、地区住民自らが地

区の課題を解決するための活動を行うための組織である。 

だからこそ、日本の都市内分権は、地域の課題解決活動を営々と行ってきた町内会・自

治会を中心とし基礎として設立されるのであり、したがって、その組織エリアは、地区連

合町内会・自治会のエリアとされる。そのエリアは、全国的には、明治の大合併で地方公

共団体となり昭和の大合併で消滅した「明治の村」のエリアであり、多くの場合小学校区

と一致する。そうしたエリアは、諸外国との比較では、かなり小規模だといえる。 

また、諸外国の都市内分権における住民代表的組織は、選挙によって選出されて設立さ

れるが、日本の場合は、地域社会の側でいったん民間組織として協議会組織が立ち上げら
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れ、それを行政側が公式の協議会組織として認める（そのための認定条例を持っている自

治体も多い）というプロセスを踏む。そうすると、協議会組織の構成メンバーをどうする

かという制度設計上の問題が生ずる。多くの場合、実態としては、町内会・自治会やその

他の地域の各種団体の代表者、活動団体や個人で自主的に加わる者などを構成員としている。 

これに対して町田市の地区協議会の仕組みは、全国的な定番のあり方とは少々異なって

いる。 

町田市の地区協議会は、組織エリアが 10 地区であり、人口規模はかなり大きい。人口が

少ない原町田地区と相原地区にしても、1 万人を超えており、最大の鶴川地区はほぼ 9 万

人である。 

また、その活動スタイルは、自ら地域課題解決活動を実践するというよりは、地区全体

を俯瞰して必要とされる活動を特定し、そこに交付金から活動助成を行うというやり方が

多い。いわば「戦略本部型」の活動スタイルである。 

こうした独自のスタイルには、もちろんメリットもある。「地区」の規模が大きいと、活

動のなり手や専門人材が得やすいだろう。また、実際の地域課題解決活動を実践する前に

課題の実情を地域特性に着眼してよく議論し、適切な手を打つという意味で、戦略本部型

のスタイルは重要である。近年の先進事例を見ると、各地区の協議会にコミュニティ計画

の策定を求めており、地域での熟議に基づく戦略的な課題設定を推進しようとしている。 

こうしたメリットを生かして、さらに地区協議会を発展させていくために、本報告書で

は、次のような論点を取り上げている。 

第一に、協議会組織にはやはり固有の専門的スキルを持った、有償または有給の事務局

があることが望ましい。先進自治体の例を見ると、財政制約の中でも、それ以前から整備

してきたコミュニティセンターを協議会の事務局として再編して整備している。町田市の

場合は、地区協議会の拠点的な施設として、市民センターやコミュニティセンターが存在

しているし、元部長の経験を有する「地域おうえんコーディネーター」も配置されている。

市民センター・コミュニティセンターの支援体制を整えることによって、地区協議会の事

務局を強化することができるだろう。 

第二に、町田市の地区協議会は、構成メンバーに関して「構成団体」という考え方を採

用している。地区内の様々な活動団体が広く集まることが推奨されているが、地区連合町

内会・自治会、青少年健全育成地区委員会、地区民生委員児童委員協議会は必ず入るもの

とされ、地区連合町内会・自治会の会長が地区協議会の代表となることを原則としている。

基本的には、地区内の地域力を結集する構成となっていると評価できるが、参加意欲のあ

る個人を巻き込みやすくする工夫、また単位町内会・自治会、特に地区連合町内会・自治

会未加入の単位町内会・自治会の力を生かせるような工夫が、今後必要であろう。 

第三に、町田市においても、各地区協議会に、使途を協議会が決めることのできる交付

金が 100 万円交付されている。100 万円といえば相当な額ではあるが、実は全国の先進事
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例を見ると、1 地区（多くの場合、小学校区または中学校区）あたり数百万という自治体も

あり、決して多いほうとはいえず、また地域課題解決活動を行うために十分とも言い切れ

ない。また、他都市では、基礎的な基準額は想定しながらも、人口などに応じ、また特別

な取組を行う事業に加算するなどして、地区ごとに差をつけている場合が多い。額や配分

の仕方を再考することが、今後必要となるだろう。 

第四に、地区の規模が大きいということを生かして、「ゆるやかな 2 層制」のコミュニテ

ィ・エリア設定を考えていくことが有効である。他都市でも、コミュニティ・エリアを 2 層

制にしている例がある。町田市の場合は、すでに福祉分野で民生委員児童委員の小学校区

程度のエリアでの班活動の取り組みが動き出しており、教育委員会においては「学校を核

とした地域づくり」の構想も推進されている。また、地区社会福祉協議会も、「地区」より

も狭い範囲で組織されているものがある。青少年健全育成地区委員会の組織エリアはおお

むね中学校区程度である。第 4 章で分析しているが、福祉系の活動団体は、活動エリアが

比較的狭いことが多い。 

こうした多様な地域力を生かしていくために、地域課題により、また、それら地域課題

に関係する主体によって、「地区」よりも小さなエリアを想定した政策を採用することも有

効である。必ず「小学校区」というように決めるわけではないが、2024 年度に行った市民

アンケート調査では、小学校区は特に子育て中と思われる年齢層において一定の重みを持

っていることから、おおむね小学校区をひとつの目安にするような「ゆるやかな 2 層制」

を考えていくべきである。そこでは町田市が打ち出している「地域活用型学校」により、2

層目の活動の拠点も得られると期待される。 

 

(6) 各種の地縁的な地域活動団体 

他の都市自治体と同様、町田市も、青少年健全育成地区委員会や地区民生委員児童委員

協議会などの、一定のエリアを持った地縁的な地域活動団体を重視してきたし、今後もそ

の活動に大いに期待したい。 

 

⚫ 青少年健全育成地区委員会 

青少年健全育成地区委員会は、特に行政委嘱の委員の仕組みではないが、青少年関係の

活動をしている団体や個人が集う活気ある情報交換・意見交換の場として今後も活発に活

動していくことが望まれる。特に東京都内の自治体の青少年関係の地域組織は、学校が関

わるように制度設計されていることが特徴であり、今後の「学校を核とした地域づくり」

において大きな役割を果たすことが期待される。また、今後学校再編が進んでいくときに、

組織数からすると小学校区単位になることも予測されることから、上記の「ゆるやかな 2

層制」における重要なアクターともなるであろう。 
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⚫ 民生委員児童委員協議会 

民生委員児童委員についていえば、町田市では民生委員児童委員のいわゆる充足率が他

都市と比べて低いことが課題とされてきた。民生委員児童委員の中には、非常に熱心に活

動し、民生委員児童委員以外の活動でも重要な役割を果たしている人も多いが、民生委員

児童委員には法律上守秘義務が課せられており、その活動の素晴らしさがあまり地域に知

られていない。これが、民生委員児童委員のなり手がなかなか得られない原因の一つでは

なかろうか。 

他の自治体では、民生委員を選任するときに、町内会・自治会からの推薦を得るように

しているところも多いが、町田市ではそのようにはしておらず、町内会・自治会の役員の

間でも民生委員児童委員の活動についてはあまり知られていないようである。 

このほど始まった民生委員児童委員の小学校区程度のエリアでの班活動は重要なきっか

けである。さらに地区民生委員児童委員協議会として、専門性を生かした先導的な意味合

いを持った何らかの地域福祉的事業を手掛けることによって、その活動を地域に見えるも

のにしていくことが、民生委員制度への関心と理解を深め、なり手も増えていくことにつ

ながるのではないかと思われる。 

 

⚫ 健康づくり推進員と保健師 

健康づくり（保健）の分野では、「健康づくり推進員」という委嘱委員の仕組みがある。

地域の町内会・自治会の推薦を受けて選任され、町内会・自治会と連携しながら地域で健

康づくりの活動を行っている点で、注目すべき存在である。 

健康づくりという誰もが関心を持ちやすいテーマで、身近な地域で地道に活動するスタ

イルは重要である。そして、法律上もこうした地域の動きを支援していく職能的使命を持

っている保健師が、健康づくり推進員に寄り添って地域社会への働きかけを強めていくこ

とが望まれる。実際にも、多くの自治体で、まだ地域福祉コーディネーターも生活支援コ

ーディネーターも存在しなかった時代からコミュニティ・ワーク（地域支援）を展開して

きたのは保健師なのである。 

 

⚫ 消防団 

消防団も、行政委嘱の活動としては歴史も古く、大変重要な存在である。上記のように、

今後の地域活動においては、地域福祉とともに防災も重点分野であり、その専門性を担保

する地域組織としても消防団の重要性は高まっていく。特に、町田市の消防団は、実際の

消火活動においても、常備消防の活動を補完する不可欠の役割を果たしている点でも高く

評価されている。 

しかし、近年はやはり定員が充足できていない状態が続いている。消防団活動の全体に

関わることのできる市民が減っている状況においては、松山市など他都市の先進事例を参
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考にしつつ、広報活動など特定の役割だけを担ったり、大規模災害時だけ活動したりと、

一人ひとりの事情やスキルに合わせて消防団活動に参加できる制度である、いわゆる「機

能別団員」の考え方を取り入れていくべきだと考えられる。

⚫ 住みよい街づくり条例と地区街づくり

町田市では、2005 年に「住みよい街づくり条例」を制定し、地区街づくりを推進するコ

ミュニティ・レベルの取り組みや組織を支援する態勢を整備してきた。地区街づくりでは、

住民の私有財産権に関わる調整が課題になることもありうるのであり、地域コミュニティ

にとってはややハードルの高い活動分野といえるが、町田市ではいくつかの地区街づくり

団体が認定されて、優れた活動を行ってきた。条例は 2021 年に全部改正され、「街づくり

プロジェクト」と「まちビジョン」という、より取り組みやすい仕組みが整備された。こ

れを生かしてさらにこの分野での地域活動が広がっていくことを期待したい。

⚫ 地区社会福祉協議会

多くの自治体では、自治体の区域全体にくまなく地区社会福祉協議会が組織され、地区

連合自治会と並んで、福祉分野を中心に地域活動の重要なプラットフォームとなっている。

町田市では、市の全域に地区社会福祉協議会が組織されているわけではない。

しかし、第４章でも分析しているように、町田市には数多くの福祉系の地域活動団体が

活動しており、特に身近なエリアで活動しているという特徴がある。また、地域や町内会・

自治会等との連携を大切にしている団体が多い。町内会・自治会や青少年健全育成地区委

員会、地区民生委員児童委員協議会、老人クラブ、子ども会なども含め、地域で活動して

いる福祉に関連する団体が集まるプラットフォームとして、地区社会福祉協議会は有益で

ある。その組織エリアは、それぞれの地域や活動者が適切と考えるエリアで組織すればよい。

⚫ 冒険遊び場

近年では多くの自治体によって取り組まれるようになった冒険遊び場、意欲のある市民

との協働のあり方や、市民活動の開拓性・創造性の行政としての受け止め方、地域活動に

おける有償・無償の問題など、多様な論点を含む重要なフィールドであり、本研究でも個

別分野の活動事例として特に取り上げることにした。

プレーリーダーの専門職能性を認めて有償または有給の処遇を可能にするだけの補助金

を行政が各団体に支出しているほか、さまざまなレベルの有償ボランティアや無償のボラ

ンティアが関わっている。また、冒険遊び場を通じて地域コミュニティへと関わる入口を

見出す人もおり、地域のコーディネートの場ともなっている。
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(7) 地域活動団体の多様性に応じた支援 

町田市には、所管課が関わっている地域活動団体が 4,500 ほどもある。本研究では、2025

年度に地域活動団体に対してアンケート調査を行い、団体類型分けをした分析結果を示し

ている。特に生涯学習系の団体と福祉系の団体との間には、回答傾向に有意な差があるこ

とが多く、それを手掛かりにそれぞれの活動団体のニーズや課題を考察することができた。 

生涯学習系の団体は、活動場所の不足を訴える声が多いようである。町田市は、2001 年

度にも同様の調査を行っているが、そこでも生涯学習活動の場の不足を訴える声が見られ

た。生涯学習系は福祉系に比べると、活動エリア（というより会員の地理的分布）が広く、

中規模集会施設などの身近な集会施設には集まりにくいという事情があるのであろう。 

福祉系の団体は、活動分野として生涯学習をも選択しているケース（「AC 型」と呼んだ）

と、そうでないケース（「BC 型」と呼んだ）とがある。組織課題、活動資金、活動場所、

地域とのつながり、行政との関係などを分析していくと、AC 型から BC 型への移行・発展

関係が推認された。学びを通じてより本格的な専門性と事業性を持った福祉活動団体へと

成長していく姿は、まさに中央教育審議会もこの 20 年ほどの間強調してきた、学んだこと

を地域で生かしていく、学びと活動の循環の具体的な姿かもしれない。町田市生涯学習セ

ンターは、アウトリーチによる生涯学習支援を重視しており、活動場所の問題の解決や、

学びと活動の循環の支援に取り組むことが期待される。 

 

(8) 専門機関・支援機関・中間支援組織 

「協働」のパートナーとして、また地域活動の専門性の側面での支援者として、行政の

みならず、様々な専門機関の重要性は高まっている。町田市社会福祉協議会は、地域コミ

ュニティの活動支援を古くから手掛けてきたし、2024 年度からは、重層的支援体制整備事

業の一環として「地域福祉コーディネーター」の事業を受託し、まちだ福祉〇ごとサポー

トセンターの地域展開を担ってきた。深刻な個別相談に取り組みながらも、地域づくりに

おいても活動展開をしつつあり、コミュニティ・レベルの重要な支援機関となっていると

いえる。 

同様に、地域包括ケアの枠組みで展開している「高齢者支援センター」とその生活支援

コーディネーターも、コミュニティ・レベルで幅広く支援活動を展開している。 

このように、町田市でも、専門機関は全市的なレベルのものとコミュニティ・レベルの

ものとがあるが、本研究では、この両者が相互関係を持ち、それぞれの立場で地域コミュ

ニティの支援を行っていく姿勢と仕組みが必要だと考えた。 

全市的なレベルの専門機関としては、上記の社会福祉協議会のほか、地域活動サポート

オフィス、国際交流センター、生涯学習センターなどがある。これらの全市的な専門機関

は、「中間支援組織」と呼ばれることが多いが、いずれもコミュニティ・レベルへのアウト

リーチを重視している。 
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コミュニティ・レベルへのアウトリーチと、その際に地縁系の活動団体をも重視するこ

とは、近年他都市の中間支援組織でも重視されており、町田市の中間支援組織のそうした

志向性はまさに適切である。その際、コミュニティ・レベルに配置されている様々な専門

機関やそのコーディネーターと連携し、それぞれの強みを生かしていくことが重要である。 

 

(9) 地域活動の有償・無償に関する政策的考慮と市民的合意 

本報告書では、これからの町田市のコミュニティ政策全体に通底する実践的論点として、

地域活動の有償・無償についても論じた（第 5 章第５節）。2006 年度に行った市民アンケ

ート調査と今回の 2024 年度に行った市民アンケート調査とを比較すると、地域活動は無

償であるべきだとの回答が減少し、有償であるべきだとの回答が増加した。ここには多様

で、しかも実践的な熟慮を要する論点が含まれている。 

無償ボランティアの考え方は高齢層に多く、有償の考え方は現役層や若い世代に多い。

世代間の対話と合意形成が様々な場やチャネルを通じて必要である。 

また、無償といっても、端的に無償の場合と、実質的に無償と同等だと考えられる「実

費弁償程度」の受け取りもあり、さらに「多少の謝礼」（時給にして 500 円程度以下であろ

う）もいわば「無償に準ずる有償ボランティア」の部類であろう。実費弁償と無償に準ず

る有償ボランティアは、2006 年度と比べて回答率はあまり変わらない。大きく増えた（特

に現役層や若い世代で）のは、「活動した分に応じて支払われるべきだ」との回答であり、

有償ボランティアといっても時給 1,000 円程度の最低賃金に近い額から、さらには正式の

雇用（「有給」）も含むと思われる。 

例えば、冒険遊び場でプレーリーダーが「有償ボランティア」である場合は、時給 1,000

円程度のようであり、やはり専門性の高い活動については、単なる無償ボランティアでは

立ち行かないという考慮が市民の間で共有されつつあるのではないだろうか。今後の地域

活動において、とりわけ専門性や事業性が高い場合には、有給または有償の事務局が必要で

あるとの合意が形成されつつあるとも受け止められる。 

また、福祉関連の活動でも上記の「多少の謝礼程度」は支払われるべきだとの意識は、

すでにかなり共有されており、また町内会・自治会活動においても、まさにその程度の謝

礼は会長や役員に支払っているとする回答が、2025 年度に行った町内会・自治会アンケー

ト調査でも半分を占めた。この程度の有償ボランティア（無償に準ずる有償ボランティア）

は、実際にはすでに広く受け容れられていると見られる。 

こうした様々な論点が、整理された形で市民の間で共有され、誰もが気持ちよく地域活

動に携わることのできる環境を整えていくことは、「持続可能な地域コミュニティ」の重要

な条件である。 
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(10) 持続可能な地域コミュニティの実現に向けたロードマップ 

以上の政策論は、市民、地域活動団体、専門機関、行政などの手によって、相互に連携

しつつ、いずれかの時点で何らかの行動を起こす必要がある。本報告書では、町田市の基

本構想・基本計画である「まちだ未来づくりビジョン 2040」が 2040 年を目途として策定

していることから、2040 年を目標年次としたロードマップを作成した（第 5 章第 6 節）。 

このロードマップでは、地域コミュニティの変化に着眼して、「再構築期」→「自律化推

進期」→「価値創造循環期」の 3 つの段階を想定した。 

「再構築期」は、町田市の現在の「地域のつながり」と「地域力」を基礎として、地域コ

ミュニティの再編に着手し、「持続可能な地域コミュニティ」への基盤を確立する時期であ

る。町内会・自治会や地区協議会をはじめ、すべての地域活動団体が、専門機関と行政の

支援を生かして、潜在的に持っている地域力を活性化させていくべき時期である。行政に

は、町内会・自治会活動のサポート強化や地区協議会の事務局機能強化、地域活用型学校

の運用検討など、適切な仕組みの見直しや設計が求められる。 

こうした活性化が軌道に乗れば、各地域の活動団体は、自律的に活動を進めると同時に、

相互に連携し合って、「地区」レベルあるいは「2 層目」のレベルで総体として自律的な「地

域経営」が行われるようになり、各活動団体も相互に連携して効果の高い活動を推進する

スタイルを発展させる「自律化推進期」に入っていく。 

この段階に至れば、これらが世代を超えて再生産される、まさに「持続可能な地域コミ

ュニティ」の段階、すなわち「価値創造循環期」まではすぐそこであろう。「価値創造循環

期」は、「自律化推進期」で構築された地域コミュニティのあり方が、次々に新しい世代や

新しく定住してきた市民へと受け継がれていく開放的なスタイルを通じて永続性を獲得す

る時期である。 

具体的な施策を想定するにあたっては、コミュニティ政策の展開の節目としては、前半

（2026～2031 年度）と後半（2032～2039 年度）に分けて考えた。 

前半期については、本概要の（3）でもまとめた 3 つの基本方針を柱として、その下に第

5 章第 2 節から第 5 節までの各論的考察に基づいた具体的な施策を列挙している。 

後半期の具体的な施策については、多くは基本構想・基本計画（「まちだ未来づくりビジ

ョン 2040」）の見直しの時に検討されるべきものが多いので、今から想定してよい項目に

絞っている。特に前半期の多彩な施策は、地域コミュニティを「再構築期」から「自律化

推進期」へと移行させることに向けられている。 
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第１章 共同研究の枠組みと概要 

 

本報告書は、2024 年度と 2025 年度の 2 か年にわたって町田市と法政大学が取り組んだ

地域コミュニティに関する共同研究の成果を取りまとめたものである。 

本章ではまず、研究の基本的な問題意識、枠組み、組織、方法について説明する。 

 

第１節 町田市と法政大学との共同研究 

本研究は、町田市が研究資金を提供し、法政大学がこれを研究機関として受け入れて管

理し、そのもとで法学部政治学科の教員である名和田是彦（教授）が「研究代表者」とな

り研究を遂行するという、いわゆる受託研究の一種である。受託研究とはいえ、町田市も

主体的に研究に関わることから、法政大学の「共同研究」というカテゴリーに位置づけた。 

研究期間は、2024 年度と 2025 年度の 2 年間であった。 

本共同研究の動機となり出発点となっているのは、以下のような考えである。 

現代社会において、地域コミュニティは防犯、防災、福祉といった住民の安全・安心を

支える基盤として、極めて重要な役割を担っている。しかし、昨今の地域活動を支える団

体は、構成員の高齢化や次世代のなり手不足、さらには役員の固定化といった深刻な構造

的課題に直面している。これらの要因が連鎖することで、地域内のつながりが希薄化し、

かつて持っていた相互扶助の機能や活力が失われる「地域力の低下」が大きな問題となっ

ている。 

これらの課題を乗り越え、次世代へ豊かな地域環境を引き継ぐためには、個人がやりが

いを感じ、多様な関わり方や無理のない役割分担ができる環境を整える必要がある。また、

運営の柔軟性と安定した財源確保に加え、誰もが使える拠点や幅広い方法での情報発信、

外部組織との連携も重要である。これらを通じて地域全体で見守り、支え合う強固な仕組

みを構築することが、「持続可能な地域コミュニティ」の形成に不可欠な要素であると考え

られる。 

本研究の目的は、この「持続可能な地域コミュニティ」を確固たるものにするために、

市民や地域活動団体、行政、関係機関が、それぞれあるいは相互に連携して、今後どのよ

うな政策的な取り組みを行うべきかを検討することである。 

 

第２節 研究の方法、組織体制、経過 

この 2 年間の研究の年表的な経過などは、巻末資料を参照していただきたい。ここでは

概略を紹介する。 

上記のように名和田が研究代表者となって研究を進めたが、当然一人では大きな限界がある。 
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第１項 研究事務局、町田市との定例協議 

まず、名和田の研究作業を実務面でも、また学問面でもサポートしてくれる組織として

「研究事務局」を立ち上げて、日常的に様々な相談をしながら研究を進めた。 

「共同研究」のパートナーである町田市では、市民協働推進課と福祉総務課と防災課と

が第一次的な研究遂行者となった。おおむね月に 1 回（最後の数か月はほぼ毎週）の「定

例協議」の場で研究の現状と展望を議論して、2 年間での研究の完遂に万全を期したほか、

町田市内外の様々な地域活動団体、専門機関等の訪問調査にあたっては、ほぼ必ず随行した。 

 

第２項 庁内プロジェクト・チーム 

また、2025 年度からは、さらに町田市としての研究推進態勢を強化して、「庁内プロジ

ェクト・チーム」を組織した。このプロジェクト・チームは、地域コミュニティととりわ

け関係の深い課をそれぞれ代表して 12 人の職員にはいってもらい、それぞれの課の立場

で町田市の地域コミュニティの現状と未来について検討した。これら 12 人のメンバーは、

3 つのグループに分かれて、それぞれ 4 回の会合を持ったが、研究代表者名和田はそのす

べてに出席し、助言等を行った。 

庁内プロジェクト・チームのメンバー選出課は以下の表のとおりである。 

図 1-1 庁内プロジェクト・チームの構成 

No. 部署名 No. 部署名 

1 政策経営部 経営改革室 7 保健所 保健予防課 

2 防災安全部 防災課 8 子ども生活部 児童青少年課 

3 市民部 市民協働推進課 9 都市づくり部 地区街づくり課 

4 文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 10 学校教育部 指導課 

5 地域福祉部 福祉総務課 11 学校教育部 新たな学校づくり推進課 

6 いきいき生活部 高齢者支援課 12 生涯学習部 生涯学習総務課 

この庁内プロジェクト・チームは、本研究で得られた調査データをもとに 15 年後（2040

年）の将来像とそれに向けたロードマップを作成することを目標とし、研究代表者名和田

の監修のもと、地域コミュニティの未来について検討を進めた。（詳細な活動日程は巻末資

料を参照されたい。） 

庁内プロジェクト・チームが検討したのは、本共同研究で得られたデータや知見を踏ま

えた政策論である。第５章であらためて述べるように、政策的考慮というものは、行政だ

けではなく、市民や地域活動団体、中間支援的組織、専門機関などが、それぞれ独自の立

場で考えていくものである。そうした多元主体的な政策論議の対話の中で、いわば市民的
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合意が形成され、議会と市長によって公的に確認されたものが町田市の政策論となるのである。 

庁内プロジェクト・チームでの政策的検討は、本共同研究の一環として 2025 年 11 月に

研究組織内で報告されたものである。庁内プロジェクト・チームの検討は、政策論全体の

総論としての部分と、各課の所管する各論的な政策論とがあり、多岐にわたる内容であっ

た。そこで、本報告書では、それをそれぞれ適切な箇所で生かして、この報告書の中にい

わば溶け込ませるようにし、必要に応じて庁内プロジェクト・チームの検討成果である旨

を書き添えるようにした。 

 

第３項 研究委員会 

本共同研究ではもちろん町田市内の多くの専門機関に訪問調査を行った。なかでも、町

田市社会福祉協議会（以下、「社会福祉協議会」と略称する）と町田市地域活動サポートオ

フィス（以下、「地域活動サポートオフィス」と略称する）は、研究の主体として、このあ

と述べる「研究委員会」に出席していただいたほか、研究において実際に様々な研究作業

をしていただいた。 

これらのインテンシブな研究作業に関して、専門的な見地からご助言をいただくために、

有識者による「研究委員会」を構成し、年に数回集まって議論をしていただいた。 

研究組織を図示すれば、以下のとおりである。 

図 1-2 町田市における地域コミュニティの未来に関する共同研究の研究組織 
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第４項 研究の方法 

研究の基本的な方法として、いわゆる混合調査法を用いた。大量観察調査としては、2024

年度には 1 万人の市民を無作為抽出して調査票を配布したアンケート調査（以下、「2024

年度調査」と略称する）を行い、また 2025 年度には、町内会・自治会向けのアンケート調

査（以下、「2025 年度町内会・自治会調査」と略称する）のほか、各課が関係を持ってい

る地域活動団体のほぼすべてに調査票を送付したアンケート調査（以下、「2025 年度地域

活動団体調査」と略称する）も行った。こうした大量観察調査を実施する傍ら、町田市内

の町内会・自治会、地区協議会、青少年健全育成地区委員会、地区民生委員児童委員協議

会、消防団などの地域活動団体、また国際交流センターや高齢者支援センターなどの専門

機関に訪問調査を行った。 

また、本研究では、町田市の外にも積極的に目を向け、他都市調査を行った。研究代表

者名和田は、すでに外国をも含む多くの他都市の調査経験を有していたが、今回の共同研

究の趣旨に基づいて、調査先と調査項目を設定しあらためて研究組織での事前事後の検討

を行い、本研究に生かしていった。 

特筆すべきことは、町田市のこれまでの研究蓄積である。町田市は、2001 年度に市民活

動団体のアンケート調査（以下、「2001 年度調査」と略称する）を行っており、その最終

報告書はもちろん、もとのデータもほぼ残っていた。また、2006 年度には地方自治研究機

構と共同して本共同研究とほぼ同様の問題関心に基づく研究を行っており、町田市民から

1 万人を抽出したアンケート調査（以下、「2006 年度調査」と略称する）1も行っている。

2006 年度調査の元データは失われていたが、最終報告書はもちろん残っており、その中に

アンケートの単純集計結果が載っていた。本共同研究においては、これらの研究結果を参

照してここおよそ 20 年間の町田市の変化を考察することができた。 

このほか町田市の各部署は、その政策立案・遂行のために、地域コミュニティの分野に

ついても、さまざまな質の高い政策的検討を行って報告書や政策文書を公表してきており、

本研究においても大いに活用することができた。 

 

 

  

 
1 １万人を抽出するという標本数の設定は、通常ではやや過大と考えられるのかもしれ

ないが、本研究において検討した結果、地区ごとの詳細な分析やいわば少数者に属する属

性の方々の様子もきめ細かく分析するために、2006 年度調査に倣って、１万人を抽出し

て 2024 年度にアンケート調査を行った。 
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第２章 日本の地域コミュニティの概要と町田市の地域コミュニティ 

 

第１節 日本の地域コミュニティの構造と基本的な機能 

町田市の地域コミュニティの現状を分析し、今後の政策的考慮の基本を明らかにするの

が本報告書の任務であるが、そのための背景となる基本的な認識枠組・理論枠組をまず示

すほうが理解しやすいであろう。 

本報告書は、政策的な考察を目的とすることから、町田市をはじめとする地方自治体を

規律している仕組み、すなわち地方自治制度の延長上に地域コミュニティを位置づけて考

察している。 

 

第１項 日本における地域コミュニティの基本的機能 

そのような観点から見れば、日本の地域コミュニティは、単に親睦の場であるだけでは

なく、様々な機能を果たしている。中間報告書では、親睦のほか、行政は提供しないが地

域の誰もが必要とする公共サービスを提供する機能と、地域の総意を形成する意思決定機

能とを挙げた。本報告書ではさらに地域の計画・企画機能をも加えて、あらためて簡単に

整理しておく。 

日本で地域コミュニティが果たしている機能の第一は、「親睦」の機能であり、地域の中

で安心して住める雰囲気を醸成する機能である。具体的には、出合ったときに挨拶をする

とか立ち話をするとかいった何気ない行為を通じて実現される。もう少し踏み込んだ関わ

りとしては、ちょっとした困りごとを抱えたときに、助け合ったり相談に乗り合ったりす

ることも、「親睦」の範囲内だといってよいだろう。お祭りなどのイベントもやや組織だっ

た形でやはり親睦的雰囲気を醸成する行動だといえる。こうした当たり前のことを当たり

前に行うことによって地域社会は安心して暮らせる雰囲気を持つようになるのである。「地

域のつながりの希薄化」といわれる現象は、こうした行為が当たり前のようには行えなく

なりつつあることを指すのであろう。 

そこで、本報告書では、「地域のつながり」という言葉を、この「親睦」という地域コミ

ュニティの機能の意味で用いることにしたい。そして、以下に述べる第二から第四までの

機能を発揮することを「地域力」と呼ぶことにする。これにより議論が明晰になると同時

に、人々が「地域のつながり」とか「地域力」とかいった言葉を使う時の語感にも合致し

た用語法だと考えられる。 

この「親睦」の機能は、特に日本に限定されるわけではなく、およそ世界中の国々の地

域社会が基本的にもっている機能である。 

地域コミュニティの第二の機能は、公共サービスの提供機能である。1990 年代以降、行

政だけではなく、民間の様々な主体が公共サービス提供主体として注目されるようになり、

「協働」という政策理念が大きくクローズアップされてきた。地域コミュニティもそうし
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た民間主体の主要な一つとして大いに期待されている。ここが、ヨーロッパ型の高福祉高

負担国家と大きく異なる点である。 

地域コミュニティの第三の機能は、地域の総意を形成し、これを対内的または対外的に

表明する機能である。この機能は、公式の地域の集合的意思決定機関である地方自治体が

担っているのであるが、今日の自治体は合併によりかなり大規模になっている。そのため、

諸外国においても、都市内分権などの制度化を通じて、地域コミュニティのような狭域の

レベルに、（場合によっては選挙制の）代表機関を置いて、地域ごとの実情に合った意思決

定をするようにしている。日本では、こうした制度化は立ち遅れてきたが、そのかわり、

いわば民間自治体とでもいうべき町内会・自治会が、その住民の大多数を組織していると

いう力をバックに、地域の総意を行政等に表明する機能を担ってきた。今世紀においては、

こうした機能を担う制度的な仕組みとして日本でも都市内分権が多くの自治体で取り組ま

れるようになっているが、そこでも町内会・自治会は中心的な役割を果たしている。 

地域コミュニティの第四の機能は、地域の合意形成や公共サービスの提供の前提として、

そうした地域社会としての行動をやや長期的に計画・企画する機能である。町田市の各地

区においても、「未来ビジョン」が策定されている。こうした地域コミュニティごとの計画

づくりは、今日全国的にかなり広がっている。隣の横浜市の場合は、その「地域福祉保健

計画」の「地区別計画」が、横浜市の 256 の地区（連合自治会・町内会や地区社会福祉協

議会の地区）で策定されているのは、こうした地域社会の計画・企画機能の発現のユニー

クな形態である。 

先に確認したように、以上に設定した地域コミュニティの第二から第四までの 3 つの機

能を発揮する力を、本報告書では「地域力」と呼ぶことにする。 

 

第２項 地域的まとまりの重層構造の日本的形態 

以上に整理したような機能を担ってきたのは、日本では、地方自治体ではなく、町内会・

自治会のほか様々な民間地域組織や地域活動団体であった。これは、何度かにわたって行

われた大規模な市町村合併において、身近な地域社会（地域コミュニティ）を制度的な枠

の外に置いてきたという日本特有の歴史の結果である。 

すなわち、まず近代の地方自治制度の最初の完成形となった市制・町村制の施行にあた

って、江戸時代以来の地域的まとまりである村は、町村にはなれず、それがいくつか束ね

られて（合併されて）町村となった。いわゆる明治の大合併である。このとき、独自に運

営される必要があるにもかかわらず、法制度的な位置づけを得られなかった地域社会（江

戸時代の村）は、民間地域組織を形成して対応した。これが今日の単位町内会・自治会の

起源であると考えられる。 

明治の大合併によって形成された「明治の村」は、今度は、1955 年前後に行われた全国

的な合併運動である「昭和の大合併」によって、法制度の外に置かれることになった。そ
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れに対応して、地域社会の側は、旧町村の領域を運営するために連合町内会・自治会を組

織して対応した。

このように、身近な地域的なまとまりが 2 つの層にわたって法制度の外に置かれ、民間

地域組織が運営するという特有な構造ができた。「明治の村」はおおむね小学校を 1 つ持っ

ていた（つまり小学校区であった）ので、連合町内会・自治会の区域は小学校区と一致し

ていることが多い。しかも、高度成長期後、各自治体は、このエリアを目途にコミュニテ

ィセンター等の身近な集会施設を整備したので、連合町内会・自治会＝小学校区＝集会施

設のエリアは、1970 年代以降展開されるコミュニティ政策の基本エリアとなった。

町田市に即して、地域的まとまりの重層構造を簡略かつ図式的に整理すると、以下の図

のとおりである。

図２-１ 町田市の地域的なまとまりの重層構造

第２節 町田市の地域コミュニティの形成と地区区分

以上に述べた、日本の地域コミュニティの歴史と現状の基本形は、町田市にそのままの

形で当てはまるわけではない。

明治の大合併で市町村になれなかった江戸時代の村が今日の単位町内会・自治会の原型

となっていること、及び、「昭和の大合併」で消滅した旧町村が今日の地区連合町内会・自

治会の基礎となっていることは、全国の多くの自治体と同様である。しかし、高度成長期

における人口膨張がかなり激しく、連合町内会・自治会の地区の人口規模はかなり大きく

なり、小学校区とも全く一致しなくなった。

まず、明治の大合併の時期に、現在の各地区の原型となる「明治の村」が次のように成

立した。

日本

  都

町田市

市 合町内会・自治会

  町内会・自治会
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図 2-2 「明治の村」の成立 

年月日・出来事 成立した村 

1889 年 4 月 1 日 

町村制の施行 

本町田村、原町田村、森野村、南大谷村が合併して神奈川県南多摩

郡町田村が成立 

金森村、高ヶ坂村、鶴間村、成瀬村、小川村が合併して神奈川県南

多摩郡南村が成立 

木曽村、山崎村、根岸村、上小山田村、下小山田村、図師村が合併

して神奈川県南多摩郡忠生村が成立 

相原村、小山村が合併して神奈川県南多摩郡堺村が成立 

金井村、野津田村、小野路村、大蔵村、能ヶ谷村、広袴村、真光寺

村、三輪村が合併して神奈川県南多摩郡鶴川村が成立 

このようにして成立した、町田村、南村、忠生村、堺村、鶴川村は、いわゆる「昭和の大

合併」の時期に合併し、今日の町田市が成立した。より正確にいえば、まず 1954 年に町田

町（1913 年町田村が町制施行）と南村が対等合併し、あらためて町田町となり、次いで、

1958 年に町田町、鶴川村、忠生村、堺村の 1 町 3 村が対等合併して町田市が誕生した。こ

の時の人口は、およそ 6 万人であったというから、その後人口は 7 倍にも増加したわけで、

人口増加が激しかったことがわかる。 

「昭和の大合併」後、旧町田町では、町田第一、町田第二の 2 つの地区連合町内会・自

治会ができ、また新たに開発された玉川学園と旧町田村の一部だった旧南大谷村が玉川学

園・南大谷地区連合町内会を形成した。いったん南村に入っていた高ヶ坂、成瀬は、その

後住宅開発が進展し、独自に高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会を形成した。木曽は、いった

ん忠生村を形成したが、1972 年に独自の地区連合町内会・自治会となった。堺村だった地

域は、1992 年に相原地区と小山地区（小山ヶ丘地域の開発後は、「小山・小山ヶ丘地区」）

に分割された。 

合併の経緯と現在の地区連合の様子、それに現在の町名との関係を示す表を、中間報告

書で示したが、以下に再掲しておく。なお、地区連合町内会・自治会には未加入の町内会・

自治会も存在している。 
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図 2-3 町田市の地域的まとまりの歴史的変遷 

明治の 
大合併前の村 

明治の村 現在の町内会・自治会連合会 現在の町名 

原町田村 

町田村 

町田第一地区 

町内会・自治会連合会 
原町田 

本町田村 町田第二地区 

町内会・自治会連合会 

旭町、中町、藤の台、本町田、 

森野 森野村 

南大谷村 
玉川学園・南大谷地区 

町内会自治会連合会 
玉川学園、東玉川学園、南大谷 

小野路村 

鶴川村 
鶴川地区 
町内会・自治会連合会 

大蔵町、小野路町、金井、 

金井ヶ丘、金井町、真光寺、 

真光寺町、鶴川、能ヶ谷、 

野津田町、広袴、広袴町、三輪町、

三輪緑山、薬師台 

能ヶ谷村 

金井村 

大蔵村 

野津田村 

真光寺村 

広袴村 

三輪村 

木曽村 

忠生村 

木曽地区 
町内会・自治会連合会 

木曽西、木曽東、木曽町 

山崎村 

忠生地区 
町内会・自治会連合会 

上小山田町、下小山田町、 

図師町、忠生、常盤町、根岸、 

根岸町、矢部町、山崎、山崎町、

小山田桜台 

上小山田村 

下小山田村 

図師村 

根岸村 

鶴間村 

南村 

南地区 

町内会・自治会連合会 

小川、金森、金森東、つくし野、

鶴間、成瀬が丘、南つくし野、 

南町田 

小川村 

金森村 

高ヶ坂村 高ヶ坂・成瀬地区 

町内会連合会 

高ヶ坂、成瀬、成瀬台、西成瀬、

南成瀬 成瀬村 

相原村 
堺村 

相原地区連合町内会 相原町 

小山村 小山連合町内会 小山町、小山ヶ丘 

出典 町田市町内会・自治会連合会 HP 及び町田市からの情報提供により作成 
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こうしてみると、町田市は特に高度成長期に人口が大きく膨張した結果、明治の大合併

以前の江戸時代以来の村が、単位町内会・自治会の起源となっていると思われる地域と、

連合町内会・自治会の範囲をなしている地域とがある。この点、都市膨張が大きかった都

市自治体の特徴があらわれている。しかし、町内会・自治会やその連合組織が、合併によ

って制度上の空白となりながらも住民の力で町内会・自治会を作り、地域を運営する（上

記の地域コミュニティの 4 つの機能を果たす）基礎をなしたという点は、日本の他の地域

と同様である。 

「昭和の大合併」の時期に、これらの「明治の村」は合併し、町田市が成立したあと、

合併前の町村がそのまま連合町内会・自治会になるのではなく、住民の側の模索の結果、

現在の 10 地区の体制に落ち着いている。 

地域コミュニティのエリアとしては、他の多くの自治体では、合併前の「明治の村」が

連合町内会・自治会という民間組織として組織されるのが通常であるが、町田市の場合は、

その後あらためて再編された。町田市の「地区」は、政策上のコミュニティ・エリアとし

ては大きく、全国的に定番的な小学校区コミュニティよりもかなり大規模であるが、合併

後に町田市民が選び取ったコミュニティ・エリアとして、政策上の基本となっている。 

現在における各地区の人口規模は以下の表のとおりである。大規模であるのみならず、

人口規模が 10 地区の間でかなり異なっていることがわかる。 

図 2-4 各地区の人口規模 

地区 人口 地区 人口 

南 74,179 人 木曽 23,125 人 

高ヶ坂・成瀬 43,560 人 忠生 52,085 人 

町田第一（原町田） 16,214 人 鶴川 89,949 人 

町田第二 53,642 人 小山・小山ヶ丘 31,811 人 

玉川学園・南大谷 31,188 人 相原 14,577 人 

出典 2026 年 2 月 1 日現在の「町丁別人口表」をもとに町田市が整理 

このようにやや大規模な「地区」は、コミュニティ活動における人材が得やすいという

メリットもある。今後も町田市のコミュニティ政策の基本として維持し、政策分野によっ

ては、さらにより狭域のコミュニティ・エリアを設定して、重層的な構えを取ることも有

効であると考えられる。この点に関して、本報告書では、後述のとおり、「2 層制」のコミ

ュニティの仕組みを提案する。 
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第３節 町田市の地域コミュニティの一般的様相 

以上において、町田市のコミュニティ政策の骨格をなすコミュニティ・エリアとその歴

史的成り立ちを整理した。 

この中で日常的に営まれている市民生活の様相を、コミュニティ政策の観点から分析し

てみよう。主なデータとしては、2024 年度調査と、2006 年度に町田市が地方自治研究機

構と共同で行なった研究（地方自治研究機構（2007））でのアンケート調査の結果を用いる。

報告書のこの部分は、中間報告書と重複するところが多いが、最終報告書だけで事足りる

ようにしたいと考えたものであり、おゆるしいただきたい。 

 

第１項 暮らしやすさ 

町田市に住む市民の基本的な関心事としては、やはり基礎的な生活条件が過不足なく得

られることであり、買い物の利便性、移動の利便性、医療アクセス、防犯・防災などの安

全・安心の状況などである。実際、アンケート調査でも、これらの項目が、上位を占めて

いる（以下のグラフを参照。回答は 3 つまでの複数回答あり）。 

 
出典 2024 年度調査 問 3 n=3,472 

各選択肢は以下のとおりであった。参考までに、それぞれの選択肢に関する正確な回答

数と選択率も示す。  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答

人

選択肢No.

図2-5安心して暮らすために必要なこと

回答数
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図 2-5-a 選択肢回答（図 2-5） 

No. 選択肢 回答数 割合 

1 買い物や交通の便利さ 2,552 73.5% 

2 隣近所などとのお付き合い 647 18.6% 

3 町内会・自治会の活動 188 5.4% 

4 地域でのボランティア活動 56 1.6% 

5 地域での防犯体制 1,498 43.1% 

6 地域での防災体制 1,219 35.1% 

7 地域の福祉・保健の相談体制 652 18.8% 

8 病院などの医療体制 2,197 63.3% 

9 地域の景観や街並み保全 580 16.7% 

10 その他 72 2.1% 

- 無回答 34 1.0% 

これは、市民生活の基盤的条件であり、地域コミュニティの機能（親睦、サービス提供、

合意形成、計画・企画）が展開されるための基礎をなすものである。 

では、これらの項目について、市民はどの程度満足しているのであろうか。市民アンケ

ート調査の問 2 で聞いている。以下のグラフと表にまとめた。 

 
出典 2024 年度調査 問 2 n=3,472  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%
図2-6生活環境の満足度

かなり満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答
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図 2-6-a 選択肢回答（図 2-6） 

No. 選択肢 
かなり 

満足 

まあ 

満足 
どちらとも

いえない 

やや 

不満 

かなり 

不満 
無回答 

1 買い物や交通の便利さ 17.7% 50.0% 11.3% 14.2% 6.1% 0.7% 

2 
隣近所などとの 

お付き合い 
6.2% 44.2% 41.4% 5.0% 2.3% 1.0% 

3 町内会・自治会の活動 2.8% 27.2% 57.3% 7.5% 4.0% 1.2% 

4 
地域での 

ボランティア活動 
1.8% 13.5% 76.6% 4.3% 2.1% 1.7% 

5 地域での防犯体制 2.9% 29.7% 52.0% 10.9% 3.1% 1.4% 

6 地域での防災体制 2.9% 30.4% 54.2% 8.3% 2.7% 1.4% 

7 
地域の福祉・保健の 

相談体制 
2.8% 24.5% 59.5% 8.3% 3.4% 1.6% 

8 病院などの医療体制 5.7% 42.2% 26.0% 17.9% 7.2% 1.1% 

9 地域の景観や街並み保全 7.9% 47.6% 27.5% 11.8% 3.9% 1.3% 

出典 2024 年度調査 問 2 n=3,472 

「1. 買い物や交通の利便性」と「8. 医療体制」は、いずれも「かなり満足」と「まあ満

足」でほぼ半数から 3 分の 2 を占めており、暮らしやすさの基盤が整っている都市である

といえる。（地区ごとの違いは巻末資料を参照。） 

「5. 防犯」と「6. 防災」は、市民自らが主体的に関わる必要のある生活条件であるから、

必ずしも十分に関わっていない場合には「どちらともいえない」が多くなると考えられる。

特に、これらの問 2 と問 3 は、「お住まいの地域で」の「暮らしやすさ」を尋ねていること

に留意しよう。そう考えると、悪くない結果であろう。 

なお、この問 2 と問 3 は、2006 年度調査では、対応する設問がないので、比較すること

はできなかった。 

さて、この結果として、ある程度まで当然ではあるが、2006 年度調査と比較して、居住

年数の長い人が順調に増えている（以下の図を参照）。 
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出典 2024 年度調査問 33 と 2006 年度調査 

そしてまた、暮らしている地域に愛着や親しみをもっている人が、2006 年度調査と比較

して増えている。このように暮らしやすさの感覚が熟成されていることは、特筆すべきこ

とではなかろうか（以下の図を参照）。 

 
出典 2024 年度調査問 7 と 2006 年度調査 

暮らしの条件は、地域によりまた「地区」によって様々であるだろうし、実際に地区ごと

あるいは町名ごとに集計してみると若干の差異が認められるが、例えば 2024 年度調査の問

41 で主観的な幸福度を尋ねた結果を地区ごとに集計しても、以下のグラフのとおり、さした

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
図2-7居住年数の推移

2006年度調査

2024年度調査

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

図2-8 居住地域への愛着・親しみの推移

2006年度調査

2024年度調査
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る差異は見られない。このほか地区別の詳細なデータについては巻末資料でまとめて述べる。 

 
出典 2024 年度調査問 41（主観的幸福度 10 段階）を地区別に集計（居住地無回答者を除く） 

大まかに捉えるならば、町田市は、東京郊外部にある住みやすい都市であるといってよい。 

 

第２項 近所付き合いに見る「地域のつながり」 

こうした比較的住みよい環境の中で、地域コミュニティはどのような状況にあるのだろ

うか。本報告書では、上記の地域コミュニティの 4 つの機能に沿いながら、2 か年にわた

る研究を通じて取得した資料やデータを用いて、以下に分析していく。まず近年よく言わ

れている「地域のつながりの希薄化」ということについて考えてみよう。 

「地域のつながりの希薄化」といわれるものがどのようにあらわれていてどのようにデ

ータの上で確認できるのか、地域コミュニティに関する真摯な政策的考察の一例として、

横浜市の『地域福祉保健計画』で紹介されているデータをまず参照してみる。 

同計画では、まず 2019 年に策定された第 4 期計画において、地域コミュニティの希薄

化を探求すべく、横浜市が長年行ってきた市民意識調査における「隣近所とのつきあい方」

の経年変化を示したグラフを資料編で示し、さらに 2024 年に策定された第 5 期計画でも

同様のグラフを掲げている。以下に、第 5 期計画の資料編に掲載されたグラフを示す。 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

幸福度：低＜高

図2-9 市民の幸福度の地区ごとの集計結果

南 原町田 小山・小山ヶ丘 忠生

木曽 玉川学園・南大谷 町田第二 相原

高ヶ坂・成瀬 鶴川
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出典 第 5 期横浜市地域福祉保健計画（2024 年）117 頁 

これに関して、この計画は、「隣近所とのつきあい方は、「道で会えば挨拶ぐらいする」

（46.8％）が最も多く、次いで「たまに立ち話をする」（27.7％）となっています。「一緒に

買い物に行ったり、気の合った人と親しくしている」と「困ったとき、相談したり助け合

ったりする」の２つを合わせた、『比較的親密なつき合い方』をしている割合は、過去 50

年の間減少傾向が見られ、ここ数年は約１割となっています。」と考察している（同計画、

117 頁）。地域のつながりの希薄化が徐々に進行しているというのである 。 
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図2-10横浜市における隣近所とのつきあい方の歴史的変遷

顔もよく知らない
道で会えば挨拶くらいする
たまに立ち話をする
一緒に買い物に行ったり、気の合った人と親しくしている
困ったとき、相談したり助け合ったりする
無回答

0.0
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しかし、濃い付き合いが減って薄い付き合いが増えたとはいっても、薄い付き合いも、

人々が相互に社会的承認を与え合う行為として大切なことであり、これがずっと 8 割程度

維持されていることは重要である。 

さらに、第 5 期計画では、以下の図を示して、地域のつながりについて論じている。 

 
出典 第 5 期横浜市地域福祉保健計画（2024 年）20 頁 

ここでは、「地域における『つながり』の希薄化」と題して、「『健康に関する市民意識調

査』の結果をみると、『地域の人々と関わりを持とうと思う者の割合』と『地域の人々は困

ったときに助けてくれると思う者の割合』は徐々に減少傾向にあり、地域における住民同

士の『つながり』の希薄化が懸念されます」と分析している。ここで話題に上っているの

は、やや積極的につながりを持とうとする意志や困ったときに助けるという積極的な行為

であり、上に見た薄い付き合いよりもやや濃い関係ではなかろうか。それはやはり第 4 期

の時と同様に、年々低下しているのは否定できないようである。 

地域において相互に尊重し合って暮らしていくという基盤的な関係はあるが、そこから

さらに進んで困ったときに助け合うといった積極的な行動に移るだけの地域力は低下して

いる、というように見ることができるのではないか。 

では、町田市ではどうであろうか。 

我々の 2024 年度調査でも、近所との付き合い意向を尋ねている。2006 年度調査と比較

しながら検討する。 

2024 年度調査では、問 9 と問 10 は、隣近所の方々とどの程度の付き合いをしているか、

そしてまたどの程度の付き合いをしたいか、を尋ねているのだが、以下の表に選択肢を示

したように、2024 年度調査は 2006 年度調査にはない 2 つの選択肢を示している。 

63.4%

51.7%
55.6%

48.2%49.1%

44.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

地域の人々と関わりを持とうと思う者の割合 地域の人々は困った時に助けてくれると思う者の割合

2013年 2016年 2020年

図2-11 横浜市における地域の人々との関わりと助け合いに関する意識変化
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問 9 では、2006 年度調査と選択肢の文言に若干の違いがあり、また今回の 2024 年度調

査では複数選択ありとしたので、直接の比較はしにくいが、選択肢 1 と 2 は、横浜市調査

で年々減少しているとされているやや濃い付き合いと考えられるところ、これはこの約 20

年間の間にあまり増減がないようである。また、選択肢 3 と 4 は、横浜市調査では年々少

しずつ増えているとされるやや薄い付き合いであるが、2024 年度調査では、この設問は、

2006 年度調査では単一回答だったのを、複数回答可としたので、比較ができない。 

2006 年度調査と比較するグラフとその数値の表を示しておく。 

 
出典 2024 年度調査問 9 と 2006 年度調査 

図 2-12-a 選択肢回答（図 2-12） 

No. 選択肢 2024 年度 2006 年度 

1 家を行き来したり、一緒に出かけたりする人がいる 14.2% 13.7% 

2 たがいに相談するなど、生活面で協力し合っている人がいる 11.1% - 

3 立ち話をする人がいる 50.8% 31.2% 

4 会ったらあいさつをする人がいる 81.8% 45.8% 

5 顔を知っているだけの人がいる 49.1% 4.4% 

6 全く顔も知らない人がいる 41.2% 2.7% 

7 その他 1.3% - 

- 無回答 0.2% 2.2% 

出典 同上  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

1 2 3 4 5 6 7 無回答

図2-12隣近所との付き合いの現状

2006年度調査

2024年度調査



第２章 第３節 

<40> 

一方、問 10 については、2006 年度調査と直接に比較できる。以下のグラフにしてみた。 

 
出典 2024 年度調査問 10 と 2006 年度調査 

この 20 年ほどの間に、積極的に付き合いたいという人は若干減少し、あまり付き合いた

くないという人が若干増加しているが、劇的に変化しているとはいえないだろう。 

以上のデータから、隣近所との付き合い意向に見る「親睦」的な関係は、基盤は意外に

しっかりしているといえるのではないだろうか。こうした基盤を生かして今後地域活動に

取り組む中で、地域のつながりが深められていく可能性は十分ある。 

しかし、地域の様々な困りごとや課題などを地域での取り組みによって解決していくと

いう行動力（これを本報告書では「地域力」と呼ぼう）にまでこの基盤が結びついている

かというと、現状ではそうではないようである。すなわち、「地域のつながり」はそれほど

希薄化してはいないが、「地域力」は若干低下しつつあるように見える。これをデータによ

って見てみよう。 

 

第３項 「地域力」の低下 

とりわけこの部分は、中間報告書とかなり重複するが、本報告書でも示しておきたい。 

 

(i) 「地域」イメージの希薄化 

このあと見るように地域の困りごとや諸課題を、地域コミュニティ自身の力で解決しよ

うとする行動が減ってきたといえる。その影響と思われるのが、「地域」というものを、町

内会・自治会や青少年健全育成地区委員会など実際に行動する社会集団と関連付けて意識

する人が減って、地理的な範囲として意識する人が増えていることである。すなわち、2024

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
図2-13隣近所との付き合い意向の変化

2006年度調査

2024年度調査
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年度調査の問 1 で、「住んでいる地域」という場合に、「地域」とはどの範囲を考えている

かという設問について見てみると、2006 年度調査と比べて、「2. 住宅街や団地の範囲」と

か「4. 町内会・自治会の範囲」といった地域コミュニティと関連づいたイメージの回答が

減っており、住所上の「丁目」の範囲とか「町」の範囲といった回答が若干増えている。

また、2006 年度調査にはなかった選択肢だが、「町田市全体」という回答がかなりの回答

数であったことも注目される。 

 
出典 2024 年度調査問 1 と 2006 年度調査 

(ii) 地域で生活課題を解決しようとする志向の低下 

さらに懸念されるのは、生活上の課題を地域コミュニティの力で解決していこうとする

意向が低下し、その意味で「地域力」が低下している兆候が見られることである。 

例えば、問 12 で、「あなたのお住まいの地域で、課題解決のために住民の合意を形成し

ていくには、どのような組織が中心となって取り組むべきだと思いますか。」と尋ねている

のに着目しよう。グラフで見ると、2006 年度調査と比べると、合意形成の主導を町内会・

自治会に期待する割合と行政に期待する割合とが、まさに逆転している。 
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図2-14「地域」と考える範囲

2006年度調査

2024年度調査
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出典 2024 年度調査問 12 と 2006 年度調査 

図 2-15-a 選択肢回答（図 2-15） 

No. 選択肢 2024 年度 2006 年度 

1 町内会・自治会 22.3% 36.9% 

2 各種の市民活動団体が集まった会議体 2.1% 2.7% 

3 町内会・自治会や市民活動団体が集まった会議体 9.9% 18.7% 

4 特定の課題解決を目的に結成した自由参加の住民組織 10.3% 11.5% 

5 市などの行政機関 44.1% 23.7% 

6 社会福祉協議会などの専門機関 5.6% - 

7 その他の組織 1.5% 1.5% 

- 無回答 1.5% 0.3% 

これは、このほぼ 20 年の間に、第 2 章で整理した地域コミュニティの第三の機能である

「合意形成の力」が低下し、その意味で「地域力」が低下しているといえるデータであろう。 

 

(iii) 地域で活動する意向の低下 

今度は、問 23 で、地域活動への今後の参加意向を尋ねているのに着目する。問 23 は、

「あなたは、今後 4～5 年を見通して、お住まいの地域 でどのような種類の地域活動に参

加したいと思いますか。ただし、『現在参加しており今後も活動を継続するもの』も含めて

お答えください。（〇はいくつでも）」と尋ねている。回答結果を、2006 年度調査の同様の

回答結果と比べたグラフと、2024 年度調査の選択肢と回答を以下に示す。 
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1 2 3 4 5 6 7 無回答

図2-15 地域での合意形成を主導する組織
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出典 2024 年度調査問 23 と 2006 年度調査 

図 2-16-a 選択肢回答（図 2-16） 

No. 選択肢 2024 年度 2006 年度 

1 町内会・自治会の活動 22.0% 27.0% 

2 
町内会・自治会と関連する活動 
（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等） 

14.2% 24.2% 

3 地区協議会の活動 2.2% - 

4 
行政への協力、公的社会貢献活動 
（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年健全育成委員、
スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA 等） 

5.9% 10.5% 

5 
生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動 
（リサイクル促進、コミュニティバス等の運行、子育て・高齢
者・障がい者支援、伝統芸能の継承等） 

14.1% 22.0% 

6 
趣味のサークルやグループ活動 
（文化、学習、健康、スポーツ等） 

37.5% 44.0% 

7 その他のボランティア、助け合い活動 3.0% 18.4% 

8 どれにも参加したくない 35.5% 14.5% 

- 無回答 3.5% 8.6% 

2006 年度調査と比べて、町内会・自治会活動だけではなく、どの活動についても軒並み

活動意向が減少しており、「8. どれにも参加したくない」が増えている。 

これらの選択肢が示している地域活動には、第 2 章で整理した地域コミュニティの機能

のうちの第二の「公共サービス提供機能」、第三の「合意形成の機能」、第四の「計画・企

画機能」のいずれにも関係している可能性があるが、その意味で「地域力」がこの 20 年間
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
図2-16 今後どのような地域活動に参加したいか

2006年度調査
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でやや低下していることが見て取れる。 

 

(vi) 地域で行われている課題解決行動の認知の低下 

問 11 で住んでいる地域の課題を尋ね、さらに問 11−1 でその中でも最も関心のある課

題を尋ねて、それについて問 11−2 でどのように地域で取り組みが行われているかと尋ね

ている。ここでも住民が主導的に取り組んでいるとの認識が、2006 年度調査よりも減少し、

どのような取り組みが行われているかわからないという回答（及び無回答も）が増えている。 

 
出典 2024 年度調査問 11-2 と 2006 年度調査 

図 2-17-a 選択肢回答（図 2-17） 

No. 選択肢 2024 年度 2006 年度 

1 住民が互いに協力し、自力で解決しようとしている 5.5% 13.4% 

2 住民がリーダーシップをとり、市の支援も得て解決しようとしている 5.2% 10.1% 

3 住民と市がお互いパートナーとして連携して解決しようとしている 3.9% 8.0% 

4 市がリーダーシップをとり、住民も協力して解決しようとしている  5.6% 5.1% 

5 市が全責任を持って解決しようとしている 2.3% 0.9% 

6 その他 2.7% - 

7 特になにも取り組みが行われていない 14.6% 14.3% 

8 どのような取り組みが行われているかわからない 53.9% 44.0% 

- 無回答 19.8% 4.2% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 無回答

図2-17 地域で行われている課題解決の行動主体
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2024年度調査



第２章 第３節 

<45> 

(iv) 町内会・自治会の活動力の低下 

町内会・自治会については、またあとで詳しく論ずるが、ここでは、町内会・自治会に

加入している人が、その活動にどの程度参加しているかを、2024 年度調査と 2006 年度調

査とで比べてみよう。 

以下のグラフは、問 13-2 の集計結果を 2006 年度調査と比較したものであるが、町内

会・自治会加入世帯に暮らす回答者に尋ねている。ほとんど参加していない人の割合が増

え、活動に参加している人の割合は減少している中で、「1. 組織の役員や活動のリーダー

役をできるだけ引き受けて活動している」人の割合だけが増えている。加入者が減る中で、

各町内会・自治会で必要な役員やリーダー役のポスト数は減らないからであろう。一部の

積極的な活動者への負担が増しているのである。 

 
出典 2024 年度調査問 13‐2 と 2006 年度調査 

図 2-18-a 選択肢回答（図 2-18） 

No. 選択肢 
2024 年度 

（n=2,065） 
2006 年度 

（n=3,662） 

1 
組織の役員や活動のリーダー役をできるだけ引き受けて活動

している 
7.1% 4.8% 

2 会合や行事などの際は、できるだけ手伝うようにしている 12.8% 17.0% 

3 都合がつくときは、行事や総会などに顔を出すようにしている 31.4% 39.4% 

4 会合や活動には、ほとんど参加していない 44.4% 36.0% 

- 無回答 4.3% 2.9% 
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図2-18 加入している町内会・自治会への活動参加

2006年度調査

2024年度調査

２ ３ ４ 無回答 １ 
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(v) 分譲マンションの管理組合の活動力の低下 

問 37-1 では、分譲マンションの居住者に、管理組合の自治的な活動の状況について尋ねている。 

分譲マンション（区分所有建物）には法律上当然に管理組合という、区分所有者を構成

員とする団体があり、地域コミュニティ形成の観点からは、さまざまな問題に自主的に取

り組むことが期待される。そうした活動に取り組む傾向は 2006 年度調査と比較すると低

下しているようである。すなわち、問 37 で回答者の居住形態を尋ねたのに続いて、分譲マ

ンションに住んでいるという 524 人に管理組合による自治的な活動について尋ねたところ、

居住環境改善活動においても、親睦的な活動においても、2006 年度調査と比較して「活発」

との回答割合が減り、「低調」との回答と「参加していないからわからない」との回答割合

が増えた。 

 
出典 2024 年度調査問 37-1 と 2006 年度調査 
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図2-19 分譲マンションの管理組合の活動への参加状況
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図 2-19-a 選択肢回答（図 2-19） 

No. 選択肢 
2024 年度 
（n=524） 

2006 年度 
（n=638） 

1 居住環境改善、親睦ともに活動が活発に行われている 21.9% 26.3% 

2 
居住環境改善のための活動は活発に行われているが、親睦活

動はあまり行われていない 
27.1% 31.5% 

3 
親睦活動は活発に行われているが、その他の活動はあまり行

われていない 
2.3% 1.1% 

4 
居住環境改善、親睦ともにほとんど行われず、理事会や総会

が開催されているだけ 
24.0% 18.5% 

5 参加していないのでわからない 24.4% 18.2% 

6 その他 2.1% 2.0% 

- 無回答 1.7% 2.4% 

 

第４項 引き出すことのできる地域力の存在 

以上のように地域力の低下が見られるが、しかし、先に見た「地域のつながり」の基盤

は比較的しっかりしていることを背景として、地域力が潜在しているようでもある。 

2024 年度調査では、その問 4 で、困りごとをいくつか挙げて、それについて、自分がそ

うした困りごとを抱えたときに地域の人に助けを求めたいかということと、地域の人から

助けを求められたときに自分は助けることができるかを、尋ねている。いわばボランティ

ア・マッチングがうまくいくかどうかを尋ねている。 

中間報告書でも示しているが、これを表に整理すると以下のとおりである。 

図 2-20 助け合い意識の存在とマッチング 

No 選択肢 
回答 判定 

（頼まれたらでき
る人は多いか） 頼みたい 

頼まれたら 
できる 

1 日常の安否確認の声がけ 2,251 2,614 多い 

2 ちょっとした買い物やゴミ出し 1,885 2,112 多い 

3 食事を作ったり、掃除や洗濯の手伝い 1,313 757 少ない 

4 外出の手助け 1,691 1,307 少ない 

5 子どもの遊び相手 1,045 1,393 多い 

6 話し相手や相談相手 1,716 1,933 多い 

7 災害時避難の手助け 2,917 2,525 少ない 

8 
具合が良くないときに病院や役所などへの
連絡 

2,562 2,546 少ないが拮抗 

出典 2024 年度調査 問 4 
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頼みたい人より頼まれたらできる人が少ない項目は、ややハードルが高そうだが、これ

は介護保険制度など別途専門機関に依頼できる仕組みがある。8 番目の項目は、拮抗して

おり、鶴川地区では頼まれたらできる人のほうがむしろ多く、また相原地区では同数であった。 

地域での助け合いの潜在力はかなりありそうである。 

しかし、こうした潜在力を顕在化させるには、市民・地域活動団体、専門機関、行政の

政策的な取り組みが大いに必要であろう。現に、この助け合いという分野では、以前から

社会福祉協議会がボランティア・マッチングの仕組みとして取り組んでいるが、まだまだ

潜在力を十分に発掘している状況とはいえないだろう。本報告書は、そのような発掘の取

り組みに向けて諸論点を整理したものといえるだろう。 
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第５項 現役世代の状況 

今後の地域コミュニティとその持続可能性を展望するとき、現役世代の状況は気になる

ところである。地域のつながりの希薄化が語られるときに、特に若い世代においてそれが

顕著に見られると心配されることが多い。本研究において行った様々な訪問調査において

も、中心となっている活動者は高齢の方々が多かった。しかし、アンケート調査などの大

量観察データを読み解いてみると、事態はそれほど悲観すべきものでもない。以下、この

点をいくつかのデータにより明らかにしよう。 

町内会・自治会関連のデータはのちほど、町内会・自治会を扱う箇所で見るので、ここ

では、それ以外のデータを 2 つほど見たい。 

まず、中間報告書でも取り上げた、市民アンケート調査において、今後どのような地域

活動をしていきたいかという設問（問 23「あなたは、今後 4～5 年を見通して、お住まい

の地域でどのような種類の地域活動に参加したいと思いますか。ただし、「現在参加してお

り今後も活動を継続するもの」も含めてお答えください。」）において、「8. どれにも参加し

たくない」と回答した人が、2006 年度調査と比べて大いに増えた（このほか、どの活動分

野においても、それに参加したいとの回答が減った）。それでは、これを年齢層別に集計し

たらどうなるだろうか。 

出典 前掲の 2024 年度調査問 23 を年齢層別に集計 
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図2-21 今後どのような地域活動に参加したいか

1. 町内会活動 2. 老人会、子ども会、自主防災組織

3. 地区協議会 4. 民生委員、青少健等の行政協力

5. 生活環境の改善 6. 趣味活動

7. その他のボランティア活動 8. 参加したくない
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たしかに若い層に「参加したくない」という回答が多いが、しかしそうした意識が極端

に多いわけでもなく、実践的にはそう悲観すべき状態でもないだろう。10 代後半から 30

歳代まではライフステージの上で勉学・仕事関係を中心に関心と行動範囲が大きく広がる

時期であり、「お住まいの地域で」の活動に関心が向かない人が多いのも自然ではある。 

次に、問 24「お住まいの地域の活動が、もっと参加しやすいものとなるためには、どの

ようなことが必要だと思いますか。」への回答の年齢層別の集計結果を見よう。 

この設問はかなり選択肢が多いので、見やすくするために、3 つに分けて示す。 

出典 2024 年度調査問 24 を年齢層別に集計 
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図2-22-1 地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること

1. 活動に関する情報をもっとPRする

2. 活動の内容がマンネリ化しないよう魅力的なものにする

3. 参加しやすい曜日や時間を設定する

4. 活動内容や役割を選べるようにする

5. 役員やリーダーを任期制にするなど、特定の人にずっと負担がかからないようにする
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出典 同上 

 
出典 同上 
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図2-22-2 地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること

6. 成果や貢献が具体的に見えたり、実感できるように工夫する

7. しがらみがあって参加したらやめられないなど、閉鎖的な雰囲気をなくす

8. 会員にならなくても、活動メンバーとして参加できるようにする

9. 特定のイベントのみの参加、インターネット上での参加など、多様な参加方法を用意する

10. 地域内の様々な住民組織、活動団体が連携して、一緒に取り組める活動をする
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図2-22-3地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること

11. 参加した人が、なんらかのメリットを得られるようにする
12. 参加者の意見を尊重し、民主的な運営をする
13. その他
14. わからない
無回答
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これを見ると、現役層にとって重要なのは、「3. 参加しやすい曜日や時間帯」、「4. 活動

の PR」、「7. 開放的な雰囲気」、「9. 多様な参加形態」といったところで、このほか若年層

では「11. 参加のメリット」が重要のようである。このような点に留意すれば、地域活動に

参加する現役層も増える可能性がある。 

特に活動の曜日・時間帯については、別途問 25 において、「仮にあなたが お住まいの地

域の活動に参加するとしたら、どのような曜日、時間帯が参加しやすいですか。」と尋ねて

いる。これの年齢層別の集計をしてみると、以下のとおりである。 

 
出典 2024 年度調査問 25 を年齢層別に集計 

高齢者と現役世代とでは全く食い違っていることがわかる。活動の曜日や時間帯は安易

に決めるべきものではなく、関係者・当事者の都合や意向を十分に勘案して決めていくべ

きである。都合の良い時間帯が全く食い違うとはいっても、そこには多少の柔軟性があり、

話し合いによって妥協や工夫の余地があるはずである。 

また、取り組むべき地域課題についても、年齢層に関係なく関心を持たれている分野と、

年齢層によって認識が異なっている分野とがある。地域での取り組みにおける話し合いと

意思決定において留意すべきである。 

例えば、以下の図のとおり、防犯や防災はほとんどの年齢層が大きな関心を持っている。
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図2-23 活動できる曜日・時間帯

1. 平日午前 2. 平日午後昼間
3. 平日夜間 4. 週末・祝日午前
5. 週末・祝日、午後昼間 6. 週末・祝日夜間
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出典 2024 年度調査問 11 を年齢層別に集計（一部抜粋） 

これに対して、子育て支援や、高齢者支援といった分野は、わが身への関わり具合から

か、どうしても年齢層によって偏りがある。以下のとおりである。 

 
出典 同上 

特に、今日の少子化の動向に思いを巡らすとき、子育て支援における偏りは重大である。 
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4. 高齢者・障がい者支援 8. 子育て支援 9. 青少年健全育成

図 2-24 年齢層によって重要性の認識にばらつきが少ない地域課題 

 

図 2-25 年齢層によって重要性の認識にばらつきが大きい地域課題 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

年齢層

1. 防犯 2. 防災 6. 緑地保全・地域美化

7. 地域活性化・まちづくり 17. 地域交通・移動支援 18. 空き地・空き家

19. 居場所づくり

図 2-24 年齢層によって重要性の認識にばらつきが小さい地域課題 
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第６項 小括 

町田市という都市は、基本的には、東京の郊外部にある暮らしやすく住みやすい都市で

ある、といえる。町田市民と行政とは、まずはこのことに自信を持ったうえで、これから

の展望を描いていくべきである。 

町田市においては、地域のつながりはそれほど希薄化しておらず、基盤のところはしっ

かりしているが、それを生かして様々な生活課題を地域の力で解決していく行動力（「地域

力」）には十分に結びついておらず、むしろ 2006 年度調査のときと比べて若干地域力が低

下している。 

現在の社会を全体として見渡すと、貧富の格差の増大、「分断」と表現されるような、利

害や見解の対立を融和不可能なものとしてとらえる意識の蔓延、個人の孤立の進行など、

憂慮すべき状況が指摘されている。 

しかし、地域社会では、社会的な連帯と融和・協調の精神が保たれているように思われ

る。本章で確認した、町田市の地域コミュニティにおける状況、「地域力」はやや低下しな

がらも、まだ「地域のつながり」の基盤は保持されており、お互いに助け合う気持ちがア

ンケートを通じても確認される状況は、希望を抱かせてくれるものである。同時に、今市

民全体で政策的な手を打ち、一個の社会的運動として「地域共生社会」を創出していくこ

とが切に求められているといえないであろうか。 

本報告書の以下の章では、より住みよい社会を求めて、さらに町田市に即した分析と政

策提言を試みていく。 
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第３章 町田市の地域コミュニティの構成要素から見た地域力

の向上の可能性 

 

日本の地域社会には、様々な活動団体があり、それらの有機的な結びつきによって地域

社会が形成されている。秩序を作り出す力は、行政や市場だけではなく、「市民社会」の中

の諸々の組織によっても発揮されている。だからこそ、例えば大災害が起きて市場も行政

も機能しなくなっても、被災地では大きな暴動や略奪などの秩序崩壊が起きないのであろ

う。そして、仮設住宅にとりあえず身を寄せて復興に向かっていく際にも、そこでの生活

秩序を自主的にも確保すべく自治会を作ったりしているのである。日常の生活においても

こうした市民社会組織が機能することが日本社会の持続可能性の基礎的条件である。 

町田市にも、他都市と同様な市民社会組織が存在し、他都市に引けを取らない活動をし

て、地域社会を支えている。そうしたコミュニティの構成要素を一つ一つ吟味することを

通じて、町田市のコミュニティ政策の課題を洗い出してみる。ただし、考察の対象になり

うる活動団体はきわめて多種多様であり、すべてを網羅することはできそうもない。いく

つか代表的な団体を選んで詳しく考察し、そのあと 2025 年度地域活動団体調査に依拠して

町田市の地域活動団体全体を俯瞰した考察をする、というようにしたい。 

 

第１節 町内会・自治会 

まず代表的な地域住民組織としての町内会・自治会を取り上げる。 

町内会・自治会は、なんといっても地域コミュニティの中心的な組織であり、その事情

は日本のどの地域でもほとんど変わらない2。日本都市センター3が 2018 年度に行った全国

都市自治体アンケート調査で、コミュニティ活動の「中心主体」は何かと尋ねたところ、

町内会・自治会との回答が 8 割を占めた4（日本都市センター（2020）：257）。 

しかし、特に今世紀に入ってからほぼ全国的に加入率の低下が顕著に進み、「地域のつな

がりの希薄化」や「地域力の低下」というときに真っ先に念頭に置かれる状況にある。 

 

2 我々が行った他都市調査の中では、武蔵野市が例外的であって、市域の一部に町内

会・自治会が存在してはいるが、特に行政と特別な付き合いはない、という状況である。 

3 公益財団法人日本都市センターは全国市長会のシンクタンクであり、その研究成果は

ほとんどそのウェブサイトで公開され、PDF ファイルとしてダウンロードできる。研究代

表者名和田は、長年、日本都市センターの研究活動に参加し、また理事を務めている。 
4 残りの 2 割はというと、町田市でいう地区協議会のような都市内分権の協議会組織

（日本都市センターの用語では「協議会型住民自治組織」）、総務省や内閣府が「地域運営

組織」と呼んでいる組織などであり、いずれも町内会・自治会が強く関わっている組織である。 
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論ずべき点は多い。以下、順に解きほぐしていく。 

 

第１項 地域運営の民間的ソリューションとしての町内会・自治会 

まず、地域コミュニティを地方自治制度の延長上に発想するならば、町内会・自治会は、

本来ならば地方公共団体（市町村）として位置づけられて地域運営を行うべきところ、合

併により制度的な空白となった地域社会を、民間的な力で地域運営を可能にする工夫であ

る5。明治の大合併以来、町内会・自治会は、身近な地域社会において、地方公共団体を機

能的に代替する民間地域組織であったといえる。 

そのためには、当該地域の住民全員を会員にする必要がある。全員が会員であれば、条

例制定権がなくても会のルールが地域のルールになる。また、全員が会員であれば、会費

を集めて財政を構成し、それを原資に当該地域が必要とする、行政は提供しないが、地域

の誰もが必要とする公共サービスを提供し、かつ、いわゆる「タダ乗り」（活動に参加せず、

便益だけ享受すること）は生じない。 

だから、全員が会員でないとうまく機能しない。 

行政側から見れば、行政に協力して、行政が対応できない公共サービスを担ってくれる

組織として、また市政の円滑な運営のために地域の意向を尊重すべきときに地域サイドの

合意形成を担うことのできる組織として、きわめて重要なパートナーである。 

このように考えると、地域住民全員を会員として組織するという途方もない事業をやり

きり、地方公共団体と同等の機能を備えて地域の生活を守ってきた町内会・自治会がいか

に偉大な組織であるかがわかるだろう。 

ところが、加入率が低下してくると、町内会・自治会が提供するサービスにフリーライ

ドする住民が増加して、会員のモチベーションを削いでいく。また、加入者が住民の 5 割

を切るようだと、行政としても当該地域の総意を代表する組織とも当然にはみなせなくな

る。それでも、3 割にせよ 4 割にせよ、それだけの会員を擁している組織というのは通常

はほかにはなく、依然として最大・最強の地域活動団体である。 

加入率の低下は、いくつかの構造要因の結果であり、今後急に回復することは困難だと

考えられる。加入率低下時代の町内会・自治会のあり方や、行政とのパートナーシップの

あり方などについて、政策的な熟慮が必要となっている。本章では、そうした政策的熟慮

の前提となる現状認識を固めるものである。 

  

 

5 町内会・自治会に関するこのような捉え方は、政策論的な観点が強く出たもので、研究

代表者名和田の独自の見解かもしれない。さしあたり、名和田（2021a）を参照されたい。 
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第２項 町田市における町内会・自治会の現状 

我々は、2025 年度に町田市内の 307 の町内会・自治会にアンケート調査をお願いし、

219 通の回答を得た。このアンケート結果や、2024 年度市民アンケート、訪問調査などか

ら、町田市の町内会・自治会の現状をまとめてみる。 

まず、以下の図は、1975 年以降の世帯総数、加入世帯数、加入率の経年変化のデータを

もとに作成したものである。これを見ると、世帯総数は一貫して増加する一方、加入世帯

数は横ばいからこの数年は減少に転じており、結果として加入率は一貫して低下を続け、

特に近年は低下のスピードも速くなっているように見える。 

 
出典 町田市提供資料により作成 

いわゆる加入率は 2025 年度において約 42.8％である。町内会・自治会の著しい特徴と

して、会員は個人ではなく世帯であるから、加入率というのは、加入世帯数を世帯総数で

除した数値である。町内会・自治会に加入している世帯に暮らしている人の人数の総人口

に対する比率（いわば町内会・自治会の人口カバー率。本報告書では、簡便に「加入者率」

ということがある）はもう少し多い。 

2006 年度調査の時点では、加入率は約 6 割で、人口カバー率は約 8 割であった。これに

対して 2024 年度調査では、加入率が約 44.2％であるのに対して、人口カバー率は約 6 割

（59.7%）であった。まだ過半数の市民が町内会・自治会のもとで暮らしているのである。 

しかしそれでも、解散する町内会・自治会もわずかではあるが出てきており6、また連合

町内会・自治会に加入しない単位町内会・自治会が町田市では他都市と比べてかなり多い。 

 
6 町田市では直近 10 年で、解散・休会した町内会・自治会が 10 団体ほどある 
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ここでは詳しくは述べないが、加入率が低下する基本的な要因としては 、(1)世帯規模

の縮小、(2)特に若い世代におけるいわゆる「自動加入文化」（町内会・自治会に加入するの

は当たり前だと考える意識）の衰退、(3)町内会・自治会活動を担える社会層の縮小、の 3

つが考えられる（名和田(2021a): 29 f.）。これらの要因は、全国的に同じように見られる要

因であり、したがって、地方都市でも加入率低下は同じように進行している。ほぼどの自

治体の加入率の経年変化のグラフを描いても、毎年 1％ずつというスピードで加入率が右

肩下がりに低下している様子が示される。 

それでは、このままでは町内会・自治会は消滅するのであろうか。 

本報告書の仮説としては、一部に解散して空白が生じたりしながらも、加入率が低位安

定していくのではないかと考えてみたい。 

こうした展望を描く時の焦点は何といっても現役世代、若い世代の動向であろう。 

たしかに、現代の加入率低下の大きな原因の一つに、特に高齢世代の一人暮らしの人が、

班長等の役員を引き受けられないなどの理由で退会するという実態がある。これに対して

は、会費の減免や役員の免除、さらには、我々が他都市調査で訪問した丸亀市の「コミュ

ニティ自治会」7という工夫もある。 

むしろ心配なのは、現役世代の意識であって、町内会・自治会への加入のほか、およそ地

域コミュニティとか地域での助け合いや地域のつながりというものに無関心な人が増えて

いるのではないかということがよく心配されている。しかし、アンケート調査結果をみると、

たしかに、さまざまな面でコミュニティ意識は現役世代で若干低下しているけれども、それ

ほど悲観すべき状況でもない。このことは第 2 章でも一端を示したとおりである。町内会・

自治会にこれから先も十分に若い世代の参加が得られるかどうかは、今後の市民・地域活動

団体や行政・専門機関による政策的対応次第であるといえる。これを以下明らかにしよう。 

まず、たしかに未加入者は若い世代に多いというのは事実である。20 歳代前半までは、

おそらく親元で暮らしていて、その親と思われる世代の加入者率と同じ程度の数字である。

その後独立して自分自身または配偶者が世帯主となって、独自に加入・未加入を判断する

年代と思われる 20 歳代後半から 30 歳代までは、3 割台にまで低下している。これは、町

内会・自治会の加入率（世帯単位で算出した加入率）でいえば 2 割程度であろうか。それ

でも、それだけの人が加入しているのである。 

 
7 丸亀市で「コミュニティ」というのは、町田市の地区協議会のことである。同市の川西

地区では、自治会を退会した一人暮らし高齢者を、「コミュニティ」の会員として再び地域社

会の輪の中に迎え入れる試みを行っており、これを「コミュニティ自治会」と称している。 
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出典 2024 年度調査問 13 を年齢層別に集計 

次に、町内会・自治会に入っていると回答した人に、その理由を尋ねているのに注目しよう。 

 
出典 2024 年度調査問 13-1（複数回答あり）を年齢層別に集計 n=2,059  
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図3-2町内会・自治会の年齢層別の加入者率

1. 加入 2. 未加入
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図3-3 町内会・自治会への加入理由の年齢層別分布

1. 加入は当たり前 2. 親の代から加入 3. 仲間外れを避ける

4. 情報の入手 5. 親睦を深める 6. いざという時の助け

7. 地域に役立ちたい 8. その他

年齢層 
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図 3-3-a 選択肢（図 3-3） 

No. 選択肢 No. 選択肢 

1 加入するのは当たり前だから 5 近所の人々と親睦が深められるから 

2 親の代から加入していたから 6 いざというとき助けてもらえるから 

3 近所から仲間はずれにされたくないから 7 地域を住みよくするために役立ちたいから 

4 生活に必要な情報が得られるから 8 その他 

この中で、「自動加入文化」を継承していると思われるのは、「1. 加入するのは当たり前

だから」であり、それに近いものとして、「2. 親の代から加入していたから」であろう。自

動加入文化を共有している人は若い世代にも一定割合でいることがわかる。 

そしてなんといっても、町内会・自治会の実質的なメリットに説得力を感じている回答

として、選択肢 4、5、6、7 を選んでいる人も一定割合でいる。 

こうした、広い意味で町内会・自治会を必要としている人たちは、若い世代や現役層に

も一定割合でおり、しばらくの間は、町内会・自治会は、崩壊・消滅していくというより

は、低位安定しつつ存続するのではなかろうか。 

しかし、町内会・自治会の加入者でも、実際にはほとんど活動に参加していない人が 2006

年度調査と比べて増えていることを先に見た。このような加入者が増えると、結局は町内

会・自治会の活動が不活発になり、その存在意義を示せずに、やはり消滅していくのでは

なかろうか。それでは、こうした活動参加状況の年齢層別の分布をみよう。 

問 13-2 では、町内会・自治会に加入していると回答した人に、さらに実際の活動にどの

程度参加しているかを尋ねた。その回答の年齢層別集計は以下のとおりである。 

 
出典 2024 年度調査問 13-2 を年齢層別に集計 n=2,059 
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図3-4 町内会・自治会への参加頻度の年齢層別分布

1. 役員やリーダー役 2. できるだけ参加
3. 都合が付けば参加 4. ほとんど参加していない
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これを見ると、年齢層による違いはそれほど顕著ともいえない。親元を離れた人が多い

と思われる 20 歳代後半以降では、選択肢 2 と 3 は、高齢者世代にはかなわないが、それ

なりに活動に参加している人がいる。また、「4. ほとんど参加していない」人も、とりたて

て高齢者に少なく現役層に多いともいえないだろう。 

先に見たように、「ほとんど参加していない」人の割合は、2006 年度調査と比べるとか

なり増大していて、加入者の間でも町内会・自治会の力が薄まってきているのだが、それ

でも、自動加入文化が希薄化した年代層においても、町内会・自治会の意義を認めこれを

必要としている人が一定割合いるといっていいだろう。このような状況である限り、加入

者は年とともに継続的に減少して最後は消滅するというよりは、どこかで低位安定すると

予想すべきではなかろうか。 

東京都内の自治体の中でも、加入率が低位安定している自治体が散見される8。今後こう

した低位安定が常態になるのではなかろうか。そうした常態を前提に、地域コミュニティ

の再生を考えるとすれば、どのような政策的考慮をすればいいだろうか。これが、第 5 章

での政策論における中心的な考慮の一つである。そのためにも、以下さらに現状に関する

考察を深めてみよう。 

 

第３項 現在の町内会・自治会の困りごと 

これからの町内会・自治会をどうしたらよいかを展望する前に、現在の組織的状況を確

認し、その課題や困りごとを整理しておく必要がある。これが、展望を考える上での出発

点だからである。 

まず、客観的に見て、町内会・自治会の役員を担える余裕のある人（リタイアした人、

家事専業者、地元自営業者といった、基本的に地域にとどまって生活していて、地域でボ

ランティアで活動することが比較的容易である人、いわゆる「24 時間市民」）が減少して

いることはすでに見た。その結果として、中間報告書でも注目したが、少数の役員に負担

がかかっている。下は、先ほども見たデータだが、今度は、2006 年度調査と比較している。

特に「1. 組織の役員や活動のリーダー役をできるだけ引き受けて活動している」という人

の割合が増えている。つまり。会員が減少しても役員のポストはあまり変わらない（それ

ぞれの年度の調査の「n」と選択肢 1 の回答率をかければ、ほぼ同じ数である）のである。 

 
8 ここ十数年ほど、新宿区は 4 割強、三鷹市は 3 割程度で、安定的に推移しているよう

に見える。また、港区も、事業所会員とかマンションの「一棟会員」とかいった特殊な会

員種別があり、簡単には言いにくいが、加入率は 3 割程度で安定しているようだ。 
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出典 2024 年度調査問 13-2 と 2006 年度調査 

実際本研究の一環で 2025 年に行った町内会・自治会アンケート調査では、「町内会・自

治会の普段の活動を主に担っているのはどなたですか。」という設問（問 5）において、「1. 

会長やその他役員が担っている」との回答が、回答していただいた 219 団体のうちの 8 割

を占めた。この設問については、庁内プロジェクト・チームでも注目した点であり、地域

コミュニティの今後を考える上で重要である。 

 
出典 2025 年度町内会・自治会調査 問 5 
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図3-5町内会・自治会への参加状況の変化

2006年度調査

2024年度調査

1. 会長やその他役員が担っている（80%）

2. 一部、一般会員も協力している（14%)

3. 幅広く、一般会員も協力している（6％）

図3-6  町内会・自治会の活動の担い手

1. 会長やその他役員が担っている 2. 一部、一般会員も協力している

3. 幅広く、一般会員も協力している 4. 会員以外も協力している
無回答

4.会員以外も協力している（回答なし)
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これと関連して、問 11 で活動上の課題や悩みを尋ねた結果は、以下のとおりであった。 

 
出典 2025 年度町内会・自治会調査 問 11 

なお、この問 11 の設問は、「貴団体が活動する中で、現在悩んでいること、課題に思っ

ていることはどのようなことですか。（あてはまるものすべてに〇）」で、選択肢は、以下

のとおりである。 

図 3-7-a 選択肢（図 3-7） 

No. 選択肢 No. 選択肢 

1 役員等を担える人が少ない（役員不足） 9 他団体との連携が弱い 

2 会長等役員の負担が大きい 10 情報発信が十分でない 

3 
あて職（役職に就くと自動的に他の職務

も兼務すること）が多く負担が大きい 
11 

運営方法（会議の進行方法、情報共有、会

費の収集方法等） 

4 未加入者や退会者数の増加 12 
行政からの依頼が多い 

（回覧業務、イベントの周知・出席等） 

5 活動場所の不足 13 課題はない 

6 
イベントや事業等の活動が 

負担になっている 
14 その他 

7 活動資金の不足 15 無回答 

8 会員の活動に対する関心が薄い  

課題・悩みの第 1 位は、「1. 役員不足」であり、第 2 位は「2. 役員の負担の大きさ」で

ある。役員に負担が集中しているという上記の状況そのものである。そして、役員でない
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図3-7 町内会・自治会の悩み、課題
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会員は「8. 活動に対する関心が薄い」ということになる。 

したがって、負担を軽減し、身の丈に合った活動を発想したいところであるが、活動を

縮小することは、そのまま町内会・自治会の存在意義の縮小をも結果しかねない。縮小の

仕方はよくよく考えなければならない。 

おそらく、不要不急の活動から撤退し、会員の（さらには非会員の）ニーズに合った活

動へとシフトするというのが一般論としては妥当であろう。 

この場合、何が不要不急な活動なのかは、地域により団体により異なるであろうから、

それぞれの地域で議論して決めていくべきであるが、一般論としては、次のように考えて

みてはどうだろうか。 

町内会・自治会が地方公共団体の機能を代替するというかつての位置づけの呪縛から解

放され、地域を住みよくする活動（ニーズに合った活動）に専念することが大切である。

例えば、選択肢 3 の「あて職」などは、行政が町内会・自治会を地域を代表する人を選出

する場合に欠かせない選出母体と位置付けていることから来る過剰な負担ではなかろうか。

選択肢 12 についても同様である。 

そして、よく見ると、こうした町内会・自治会の性格変化はすでに感じ取られており、

町内会・自治会の「地方公共団体代替機能」に過度に依存した行政からの依頼は、徐々に

減少しつつある。多くの自治体で、町内会・自治会が住民の大多数を組織しているから、

町内会・自治会に本来地方自治体が自ら行うべきことを依頼しても大丈夫だ、という判断

にはかなり慎重になってきている。町田市ではすでにかなり以前から行われていないが、

多くの自治体で、細街路網の街路灯は、「防犯灯」とか「民有灯」とか称して、町内会・自

治会が管理（電気代の負担や、故障した時の役所への連絡など）している。ごみ収集のラ

ストワンマイルであるごみ集積所の管理を（非会員が、場合によってはルールを守らずに、

利用するという問題を地元に残しながら）町内会・自治会に依頼する、市の広報の配布や

市からの情報提供の回覧を（いくら全戸に回してほしいといっても、町内会・自治会とし

てはなかなか会員以外には対応できないことを知りながら）町内会・自治会に依頼する、

選挙などの立会人を依頼する、などは、町内会・自治会が地域住民の大多数を組織してい

て地方公共団体の機能を代替できるとの想定で行われてきた依頼であるが、この 10 年ほ

どかなり変化してきている。防犯灯は、電気代を市が補助して、非会員のフリーライドを

回避する、あるいは、そもそも管理は市が引き取る、回覧板は廃止し、広報などはポステ

ィングしたり SNS などを通じてインターネット配信したりする、ごみは戸別収集に切り替

える、などがすでに多くの自治体で実施されている。 

こうした方向性に立って、政策論を提言する第 5 章で、町内会・自治会のこれからを展

望してみることにする。 
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第４項 町内会・自治会はなぜ大切なのか 

加入率の低位安定といっても、それが 2 割なのか 3 割なのか 4 割なのか、いずれにせよ、

一般の民間組織の規模として考えればやはり別格の存在であり続ける。 

しかも、町内会・自治会は、単に人の集まり（法律的に言えば「社団」）であるだけでは

なく、一定の地理的領域全体に一定の秩序をもたらそうとする志向性を持っている点でも

独自な存在であり、この性格は加入率の低下が進んでも放棄されることはないだろう。 

また、2024 年度調査からは、町内会・自治会加入者は、未加入者よりも、地域活動に対

しても積極的であるようだ。 

例えば、以下の図は、2024 年度調査における、町内会・自治会の加入・未加入（問 13）

と今後活動したい分野（問 23）とをクロスさせたものである。 

 
出典 2024 年度調査 問 13、問 23 

ほとんどの項目で町内会・自治会の加入者のほうが未加入者よりも積極的な意欲を持っ

ているようである。 

つまり、町内会・自治会は、地域をよくしようという気持ちのある方々が集まっている

組織であるといえる。こうした組織を政策的にも応援していくことが有益である。 

地域をよくしたいという意欲が、加入者に相対的に強いのは、やはり町内会・自治会が、

単に人の集まり（社団）であるだけではなく、一定の地理的領域を意識した性格を持って

いることから来るのであろう。その意味で、町内会・自治会は、単に量的に他団体と比べ
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図3-8  今後活動したい分野と町内会・自治会の加入・未加入

加入
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て破格に大きいというだけではなく、一定の地理的範囲を意識した地縁性を持っている、

特別な性格を持つ団体であるといえる。 

こうした点にも留意しながら、第 5 章では、これからの町内会・自治会を展望していく。 

 

第２節 地区協議会 

町田市の地区協議会のような仕組みを、一般に「都市内分権」、「自治体内分権」、「地域

（内）分権」などという（本報告書では、「都市内分権」の語を用いる）。日本都市センタ

ーの調査によると、2018 年の時点で、全国の都市自治体（市と東京 23 区）のおよそ 6 割

弱程度が導入している（日本都市センター（2020）：38 - 41）。その後も採用する自治体が

増えているように思われる。 

研究代表者の名和田は、長年、都市内分権に関する国際比較研究を行ってきて、内外の

実態について知見を有しているが、町田市の地区協議会制度に焦点を当てて研究するため

に、本共同研究として、町田市の地区協議会をめぐる資料探索や調査、会議傍聴などを行

った。さらに、他都市調査として、一関市、松山市、丸亀市、高松市、明石市、茅ケ崎市、

調布市、三鷹市、武蔵野市を訪問し、考察を深めた。なお、これらの調査の結果は、本報

告書の本文中に随時反映しているほか、巻末資料に簡単に紹介している。 

 

第１項 日本型都市内分権について 

都市内分権とは、（1）合併で大規模化した自治体の区域をいくつかの部分領域（合併前

の自治体を目途とすることが多い）に区分し、（2）その区域に、行政の出先やコミュニテ

ィセンター等の拠点施設を設置する、または行政や専門機関の地区担当職員を派遣するな

どの措置をし、さらに（3）当該区域に（諸外国では多くの場合直接選挙制の）住民代表的

組織を置く、という 3 つの要素からなる仕組みである。とりわけこの種の仕組みが、単な

る行政機能の地域分散ではなく、都市内「分権」といわれるのは、第 3 番目の要素こそが

肝心だからである。町田市では「地区協議会」がそれに当たる。 

この仕組みは、市町村合併によって制度的空白となる旧合併市町村にある程度の自治を

回復するための仕組みとして、主として都市部で試みられてきた。ドイツでは、各州の地

方自治法9によって規定され、比較的規模の大きな都市自治体には都市内分権を行うように

 

9 連邦国家であるドイツでは、地方自治制度を定める権限は各州にあり、連邦憲法では

ごく簡単な基本原則のみを定めているにすぎない。また、各州の地方自治法は、「市町村

法」と「郡法」に分けて制定している場合と、統一的な「地方自治法」としている場合と

がある。さらに、ドイツの 16 の州のうち、ベルリン、ハンブルク、ブレーメンは、都市

自治体がそのまま州の位置づけを持っている「都市国家」であり、それの「地方制度」は

まさに都市内分権制度を規定した法律だということになる。 
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義務付けている州もある。住民代表的組織は、直接選挙され、多くの場合、特定の事項に

ついて、または一般的に、その議決に法的な拘束力が付与されている。その政策的な狙い

は、「参加」、すなわち当該地区の住民の声を市政に反映させ、大規模自治体における民主

主義の感度を高めるところにある。 

これに対して、日本で試みられてきた都市内分権は、こうした「参加」の理念とともに、

「協働」の理念、すなわち公共サービスの提供活動を、行政と市民社会組織との連携・協

力によって保障していくという考え方が強くある。このことをもって、「日本型都市内分権」

と呼ぶことができる。町田市の地区協議会も、協働のパートナーとしてさまざまな地域課

題解決活動を手掛けることを期待されている。 

このことと関連して、日本の都市内分権では、地域を代表すると同時に、さまざまな地

域課題解決活動をすでに長年手掛けてきた、町内会・自治会が中心となって組織される。

特に、地区の連合町内会・自治会は、まさに合併前の旧市町村であったことが多く、地区

連合町内会・自治会のエリアが市域を区分するときの目安となる。住民代表組織（以下、

日本のそれをいう時には、「協議会組織」ということにする）も、選挙によって選ぶという

よりは（日本ではそうした法制度は存在しない10）、地域内で実際に地域課題解決活動を行

っている諸団体を集めて構成されるのが常である。 

市域の区分の目安が、合併旧市町村であって、地区連合町内会・自治会のエリアであるこ

とが多いとすると、そのエリアは、同時に小学校区とも重なっていることが多い。また 1970、

80 年代に盛んに整備されたコミュニティセンターや公民館のエリアとも重なっていること

が多い。さらには、地区社会福祉協議会のエリア、地区民生委員児童委員協議会、青少年健

全育成関係の地区組織などのエリアとも重なっていることが多い。 

実際、我々が行った他都市調査でも、小学校区をコミュニティ・エリアとしている自治体

が多かった（一関市、松山市、丸亀市、高松市、明石市、調布市11）。それで、「コミュニテ

ィ」の政策的な適正エリアは小学校区であるとの主張がよく聞かれるのであるが、これは必

ずしも絶対ではなく、中心となる地区連合町内会・自治会のエリアであることが最も重要で

 

10 地方自治法上の地域自治区制度を採用している新潟県上越市では、各地域自治区の

「地域協議会」の構成員（上越市での言い方は「委員」）を市長が選任するにあたって、

各地域自治区での投票結果を参照し、これを尊重して決める、という「公募公選制」が行

われているが、これは公職選挙法による選挙とは異なる。 
11 第 2 章で述べたように、明治の村は多くの場合小学校区であり、これが消滅して連

合町内会・自治会になったのだから、小学校区がコミュニティ政策の基本的なエリアにな

るのは、ほとんど法則的なもので、事例は枚挙にいとまがない。人口膨張が急激だった大

都市ではこうならない例も多いが、それでも、名古屋市、神戸市、北九州市、福岡市など

は、基本的に小学校区がコミュニティ・エリアである。 
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ある。町田市の地区協議会のエリアは、小学校区よりもはるかに大きいが、すでに述べたよ

うに、このエリアは町田市民が歴史的に選び取ってきたエリアであって、地域コミュニティ

の基礎をなしている。このエリアを基本としつつ、今後の政策的展開の必要に応じて、さら

により身近なエリアをも考えていくようにすべきである。この点については、第 5 章で、「2

層制」の考え方を提起する。 

 

第２項 地区協議会制度の特徴 その 1 市民センター・コミュニティ

センター 

上記の都市内分権制度の第二の要素として、町田市では、市民センターとコミュニティ

センターが整備されている。そこには、地区協議会の専用スペースが一部屋確保されてい

る。また、町田市からの支援として、職員が常駐しているわけではない（市民センターや

コミュニティセンターは、地区協議会と一定の関わりがあるにしても、活動支援や事務局

機能を担っているわけではない）が、現在は部長経験者の再任用職員が「地域おうえんコ

ーディネーター」として配置されており、1 人当たり 2～3 の地区協議会を担当している。 

この支援体制は、さすがに部長経験者がついているだけあって強力であるといえるが、

地区協議会が、地域課題の解決活動を展開していくためには、より本格的に固有の事務局

と活動拠点を持つことが望ましい。我々が行った他都市調査では、一関市、松山市、丸亀

市、高松市においては、いずれも身近な集会施設であるコミュニティセンターを協議会組

織が指定管理し、その職員は協議会組織の事務局員として動いていた。そして、コミュニ

ティセンターは、生涯学習の場であると同時に、協議会組織の活動拠点でもあった。 

町田市では、2018 年に「町田市公共施設再編計画」を策定・公表し（町田市（2018））、

これを受けて、2021 年に「町田市市民センター等の未来ビジョン」を策定・公表している

（町田市（2021））。この時期は、国（財務省）から、高度成長期とそのあとの時期に整備

した公共施設が老朽化し更新の時期を迎えるにあたり、財政制約が大きい中で、施設の長

寿命化や更新にあたっての合築・複合化の検討が必要ではないかとの問題提起があり、各

自治体が検討を進めた時期であった。これについては、別途生涯学習支援政策を扱う箇所

で再度立ち返るが、市民センターとコミュニティセンターについていえば、こうした各「地

区」の拠点として、集会需要を満たすという観点で見ると、公共交通機関の利用の便が良

いという論点が強調されている（例えば、町田市（2018）：40 など）。実はこうした考慮は、

町田市独特ともいえる。なぜなら、多くの自治体では、身近な集会施設は、小学校区に 1 つ

など、徒歩で行けるということを配置上の基本的考慮としているからである。 

ここではさしあたり、「地区」レベルのコミュニティ政策として地区協議会の特徴を考え

るとすれば、その拠点となっている市民センターやコミュニティセンターは、想定サービ

スエリアが広いだけあって、施設の規模は比較的大きいというメリットがある。しかも、

地区協議会は、この中にそれぞれ固有の専用スペースを与えられている。また「地域おう
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えんコーディネーター」の支援を受けられる。 

他方で、この仕組みにおいては、地区協議会は事務局体制が弱いという弱点がある。我々

が行った他都市調査においては、いずれにおいても、こうした協議会組織のほとんどはその

管轄区域内にあるコミュニティセンター等の拠点施設に専従的な事務局を持っていた。今日

の地域コミュニティに求められる課題解決機能を担うためには、今日の地域課題の複雑性・

多様性に見合って、事務局機能を持つ必要があると考えられる。今後は、市民センターやコ

ミュニティセンターの中に何らかの形で地区協議会の事務局機能を持たせることが望ましい。 

地区協議会設立構想段階においても、地区協議会に事務局を置くことが想定され（町田

市（2013）：9）、実際にも機能しているが、今後、事務局に専従職員を配置するなどの形で

これを強化していくことが必要である。この専従職員の性質については第 5 章でふれる。 

 

第３項 地区協議会制度の特徴 その 2 戦略本部型スタイル 

本研究では、町田市の 10 地区にそれぞれお邪魔し、地区連合町内会・自治会や地区協議

会に会議傍聴や訪問調査をさせていただいた。 

研究代表者名和田は、多くの都市自治体における都市内分権の取り組みを調査した経験が

あり、これを踏まえて、町田市の地区協議会の活動スタイルを特徴づけることに留意した。 

我々が行った他都市調査においても、また名和田が観察してきた多くの都市の事例にお

いても、都市内分権制度の協議会組織は、当該地区内の課題解決をほぼ一手に引き受ける

かのような包括的な組織である。これに対して、町田市の地区協議会は、自ら事業を手掛

ける場合もあるが、おおむね地域の課題解決活動は地区内の別な活動団体に委ね、交付金

100 万円からそうした団体に支援している、というスタイルである。いわば「戦略本部型」

のスタイルといえる。 

同じ東京都内の大田区の「地域力推進地区委員会」もこれと似ているが、大田区の場合

は、まだ、地区内のさまざまな活動団体や行政機関、専門機関が一堂に会して情報交流を

しているというおもむきであり、委員会に与えられる交付金もないし、委員会では地区の

課題を総括的にとらえるような動きも乏しい。ただ、大田区の 18 の「地区」では、それぞ

れ特別出張所が置かれ、これが地域力推進地区委員会の事務局となっているのは、町田市

と比べると手厚い支援体制だといえる。 

新潟市、豊田市、飯田市などは、地方自治法上の地域自治区制度を採用しており、法律

上その「地域協議会」は審議組織である（課題解決活動を自ら行う組織ではない）ので、

別途住民自身が課題解決活動を行うための組織が必要となる。そうすると「地域協議会」

は、戦略本部としての機能を担うことになるが、実際にはなかなかそうした機能を担うま

でには成熟せず、影の薄い存在になりがちであり、その結果として例えば宮崎市や恵那市

のように、地域自治区制度から離脱する例も出てきている。 

これに対して、新潟市は、政令指定都市の特例を用いて、行政区レベルに地域協議会（「自
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治協議会」と称する）を置き、区内の各コミュニティ地区に「地域コミュニティ協議会」

という課題解決のための実働組織を置くという、2 層制を採用しているために、地域協議

会が審議組織として独自の意義を保っている。また、豊田市も、地域自治区制度を活用して

2 層制の仕組みを構築している。 

町田市においても、比較的規模の大きな「地区」に組織されている地区協議会の特徴を生

かして、戦略本部機能を磨く12ことができる。地区内の活動団体の市民公益活動を支援するほ

か、小学校区程度のエリアごとにやや幅広い機能を持つコミュニティ組織を持つことも考えら

れる。現在町田市が進めている小学校区を目途としたいくつかの政策の方向性を考えたときに

は、望ましいといえる。この点は、第 5 章で政策論を考えるときに、さらに立ち入って考える。 

 

第４項 地区協議会制度の特徴 その 3 構成団体 

日本における都市内分権の協議会組織では、諸外国で公式の選挙によって委員が選任さ

れる仕組みであるのとは異なり、地区内の力を集めて地域課題解決活動が実際に行われる

ように組織される必要がある。そのため、町内会・自治会をはじめとする活動団体に集っ

てもらい、さらには地区内の多様な意見を網羅するように公募委員を入れる、といった組

織の仕方が行われる。このため、制度設計としては、協議会組織の構成員を地区内の住民

全員と規定するというやや懸念を持たざるを得ないやり方をしているケースもある。つま

り、協議会組織の会員をまずは当該地域住民全員だとして全員を当事者にしておいたうえ

で、その中から実際に関わってくれる方に、役員や部会員として参加してもらう、という

やり方である。13 

選挙によらずに稼働する組織を構築すること、しかも単に地域の総意を形成するという

審議機能だけではなく、実際に地域課題解決活動を行う組織を構築することは、熟慮を要

する制度設計上の課題なのである。この点、町田市の制度設計はどうであろうか。 

町田市では、地区協議会の「構成団体」という考え方が採用されている。地区協議会制

度に関しては、2013 年 12 月に出された『町田市「協働による地域社会づくり」推進計画』

 

12 例えば、地区内でのアンケート調査やワークショップによる話し合いを積極的に行

い、地域課題の洗い出しをしていくなどが考えられる。 
13 地域住民全員を会員とするというコミュニティ組織の構成の仕方はかなり前からあ

り、1970、80 年代のコミュニティセンター自主管理政策の下で、地元の管理運営委員会

のメンバーをそのように規定しているケースが、管見の限りでもかなりあった（足立区、

目黒区、杉並区など）。目黒区ではこの点について訴訟まで起きている。他方で、こうし

た考え方は、町内会・自治会の基本的組織原理である世帯会員制にともなう問題、すなわ

ち世帯内の多様な意見が出てきにくい、したがってすべての個人の力を発揮しにくい、と

いう問題への反省という意味で、意義を認めることができるかもしれない。 
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（町田市（2013））という政策文書があり、これを推進するための実務的なルールとして、

「町田市地区協議会の設立及び活動の支援に関する要領」がある。この『推進計画』によ

ると、地区協議会は、「地区内で活動する団体の包括ネットワークとなり、地区の特性と資

源を活かした活動を展開することを目的としているので、各種団体の従来の活動分野にと

らわれず、より多くの団体の参加が期待されます」（町田市（2013）：9）としつつ、「ただ

し、『地区協議会』の設立には、市内全域にわたって組織され地域社会を支えている」3 つ

の団体、すなわち、町田市町内会・自治会連合会の地区連合会、町田市青少年健全育成地

区委員会及び町田市民生委員児童委員協議会の代表者は必ず入ることとしている（同）。 

この場合、意欲のある個人の参加が得られにくいこと（他自治体では、公募委員として

参加できるところがある14）と、町田市は全体の 3 割を占める地区連合未加入の単位町内

会・自治会の力を十分に生かすことができないことが、課題となるであろう。 

制度発足後 10 年というのは、他の自治体でも一つの節目であり、成果とともに様々な課

題もまた浮上してくる時期である。また、仕組みを見直して将来を展望していくべき時期

でもある。 

なかなか難しい問題であるが、第 5 章で政策論の観点からさらに考えたい。 

 

第３節 町内会・自治会以外の地縁型の団体 

日本の地域社会には、町内会・自治会や地区協議会のような組織以外にも、もちろん多

彩な団体が活動しており、一定の管轄区域を持っているという意味で地縁的な団体に限っ

ても数多い。またそれらは地域で非常に重要な役割を果たしており、政策的にもその持続

可能性について十分に考察していかなければならない。 

ここでは、町田市にある地縁的な活動団体の現状を簡単に確認し、それを踏まえた政策

的考慮は、第 5 章において述べたい。 

 

第１項 青少年健全育成地区委員会 

はじめに、24 の青少年健全育成地区委員会（うち 1 つは活動休止中）が挙げられる。 

町田市ホームページによると、「東京都青少年の健全な育成に関する条例及び町田市の青

少年健全育成施策の趣旨にのっとり各地域において青少年の健全育成の活動に取り組み、

 

14 そもそも、町内会・自治会をはじめとした地域で活動する活動団体のほか、趣旨に賛

同する公募委員を入れて地元のコミュニティ組織を構成するというのは、1970，80 年代

のコミュニティセンター地元自主管理型のコミュニティ政策の時代から、定番のやり方で

あった。我々の他都市調査でも、茅ケ崎市は、その「まちぢから協議会」を条例認定する

ときの必須項目としており、過去には公募委員が得られていないことにより認定されなか

った例があるほどである。 
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青少年の育成を図ることを目的として活動」する組織である15。 

我々も調査期間中に会議を傍聴させていただき、訪問調査もさせていただいたが、青少

年の健全育成に関わる様々な方々が集まって意見交換・情報交換をされており、活気があ

るという印象であった。 

とりわけ重要だと思われたのは、町田市のみならず、東京都の市区町村の青少年健全育

成関係の地域組織は、地域内の公立小中学校も関わるように制度設計がされており、学校

と地域との連携を確保する仕組みとなっていることである。隣の横浜市では「青少年指導

員」という委嘱委員の仕組みがあるが、必ずしも学校と連携できる制度設計にはなっていない。 

今後町田市が進めていく、学校再編、地域活用型学校や学校を核とした地域づくりなど

の政策との関連においても、青少年健全育成地区委員会に期待される役割は大きい。 

 

第２項 民生委員児童委員協議会 

民生委員は、民生委員法に規定された厚生労働大臣により委嘱されるいわゆる行政委嘱

ボランティアであり、児童福祉法の定めるところにより16、児童委員を兼ねている。それで、

「民生委員児童委員」と呼びならわされている。また、特に児童の問題を扱う民生委員と

して「主任児童委員」も委嘱されている。 

民生委員児童委員は、９つの地区割によって、「地区民生委員児童委員協議会」（略して

「地区民児協」）を組織しており、定期的に集まって意見交換をしている。我々も何度か足

を運んで傍聴させていただき、また訪問調査をさせていただいた。 

民生委員制度は、戦前以来の歴史を持つ伝統ある仕組みであるが、近年高齢化の進展に

より訪問対象となる人が増えており、負担が大きくなっているためか、なかなか定数が充

足できない自治体が増えてきている。 

町田市の民生委員児童委員の定数に対する充足率は 7 割 5 分程度と、他の自治体に比べ

てかなり低いことが政策上の課題となってきた。本研究においても重点項目の一つであった。 

その定数、現員数、充足率の経年変化を示せば、以下の図のとおりである。 

 
15 「町田市子育てサイト 町田市青少年健全育成地区委員会」https://kosodate-

machida.tokyo.jp/soshiki/4/2/machida_seishouken.html （2025 年 12 月 14 日閲覧） 
16 児童福祉法では、原則として 18 歳未満の者を「児童」としている。これに対して、

学校教育の分野では、「児童」とは小学校に通学する者であり、中学校のそれは「生徒」

と呼ばれる。読者におかれては、文脈により「児童」の意味をご理解いただきたい。 
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出典 町田市提供資料により作成 

民生委員児童委員は、対象となる市民、とりわけ一人暮らし高齢者を定期的に訪問する

のが主たる活動となっており、いわば独任制で、それぞれが担当区域を持っている。個別

の対象者に個別具体的にアプローチする福祉サービスの最前線17としてきわめて重要であ

るのみならず、民生委員児童委員の多くは、それ以外の地域活動にも熱心な人が多く、町

内会・自治会や地区協議会などでも重要な役割を果たしている人が多い。その後継者が十

分に得られず、充足率が低下するのは、地域コミュニティ全体にとっても大問題である。 

こうした観点から本研究においても重視して考察を行った。なかなか妙案は見つからな

いが、第 5 章において政策論を考えてみたい。 

 
17 研究代表者名和田は、全国の自治体での調査のほか、外国、とりわけドイツでの調査研

究を長年手掛けてきたが、ここ 10 年ほど、ドイツではいわば地域福祉的なソーシャルワー

クが展開してきているように思われる。そこでは、福祉事務所のソーシャルワーカーや行政

から委託を受けた専門機関のソーシャルワーカーが、とりわけ社会問題が集積している条件

不利地域において、各戸を訪問し、対象者を励ましながら質問をして状況を聞き取り、支援

につなげていくという手法（「元気づけながらのアンケート調査（aktivierende Befragung）」）

が採用されている。つまり高福祉高負担国家のドイツでは、住民の個別のニーズを個別具体

的につかむのは、行政とその委託を受けた専門機関の役割なのである。これに対して、日本

ではそれを民生委員や町内会・自治会のような民間側の主体が担っている。民生委員児童委

員や町内会・自治会のような民間組織がいかに重要であるかがわかるであろう。 
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図 3-9 町田市の民生委員児童委員の定数、現員数、充足率の経年変化 
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第３項 健康づくり推進員制度と保健師の地域コミュニティへの関わり 

特に法律の規定はないが、保健・健康づくりの分野でも、隣の横浜市のように、行政委

嘱委員の仕組みを持っている自治体がある（横浜市は「保健活動推進員」）。町田市の「健

康づくり推進員」もそうした仕組みの一つである。町田市健康づくり推進員設置要領によ

ると、「地域における市民の自発的な健康づくり活動の推進及び「自分の健康は自分で守り

育てる」という意識の推進を図るため」に、「地域において健康づくり活動に積極的に取り

組んでいる町内会、自治会等の地域団体から推薦を受けた者等のうちから、市長が委嘱す

る」ものである。 

健康づくり推進員は、この要領によると、「町内会、自治会等の地域団体と連携して行う

ものとする」とされており、地域の様々な団体を巻き込んで健康づくり活動をすることが

求められているのは、重要な点である。 

これにかかわるのが、行政側の専門職である保健師である。 

そもそも保健師は、今日のように様々な福祉系の「コーディネーター」などが配置され

る以前から、地域コミュニティにおける重要なコーディネーター役を果たしてきた。 

本研究でも特に重視して他都市調査も行った都市内分権の仕組みにおいても保健師は重

要な役割を果たしていた。また、1990 年代以降の都市内分権の先駆的な例であった北九州

市では、1990 年代において、その「まちづくり協議会」の仕組みを所管していたのは、な

んと保健福祉局であったのであり、各区役所では、各まちづくり協議会の支援のために保

健師が活躍していたのである。 

町田市の健康づくり推進員の活動の様子がわかる、その活動報告書資料を見ると、横浜

市の保健活動推進員と違って地区レベルの協議会組織はないようであるが、それぞれの居

住地の町内会・自治会と連携して活動している様子がよくわかる。また高齢者支援センタ

ーがかなり支援しているようである。 

健康づくり活動は、地域コミュニティの活動の中で重要な分野の一つであり、今後も、

高齢者支援センターや専門職としての保健師が関わっていくことが望まれる。さらに重要

なのは、健康づくり推進員が、各単位町内会・自治会で健康づくりを切り口に住民のニー

ズに合った活動を推進する重要なキーパーソンになりうることである。 

 

第４項 消防団 

消防団は、普段は別の仕事を持つ地域住民が「自らの地域は自らで守る」という精神で

活動する地域組織である。常備消防と協力して地域の防火、防災、消火等の活動を行う重

要な役割を担うが、近年なり手不足が深刻で、定数が充足できていない。その経年変化を

示せば、以下の図のとおりである。 
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出典 町田市提供資料により作成 

近年の地域コミュニティにおいては、のちにも論ずるが、防災は市民の大きな関心事で

もありまた、地域活動における主要な分野の一つでもある。その防災活動の重要な担い手

手である消防団が衰退するとなると大問題である。 

これまた妙案は難しいが、第 5 章で再び立ち返る。 

 

第５項 地域資源を活用した街づくりの活動団体 

町田市が「住みよい街づくり条例」を施行して 20 年ほど経つ。この条例では、市街地形

成のための地域資源を活用した街づくり活動を推進している。街づくりの仕組みの中で町

田市は一貫して身近な地域コミュニティでの市民の関わりを大切にしてきた。また、その

間に施行された景観法も踏まえ景観づくりとも連動して、地域での街づくりを所管してい

る地区街づくり課によって取り組まれている18。街づくり条例における「地区街づくり団体」

による「地区街づくりプラン」の提案の仕組み、2021 年に全部改正された後の、「街づく

りプロジェクト」、「まちビジョン」の仕組みが整備されてきている。 

いわゆる街づくり条例は、1980 年に都市計画法の中に新設された地区計画制度がいわば

源流となっており、同法第 16 条第 2 項のいう手続条例を定めるにあたり、神戸市と世田

 
18 町田市の景観計画では、地域コミュニティにおいて住みよい地域をめざす地域活動に

取り組む市民の姿をも「景観」ととらえた「生活風景」というユニークな概念が提示され

ており、景観行政においても地域コミュニティが重視されている。 
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谷区が、この手続をも含んだ独自の街づくり条例を制定したことに始まる。その後しばら

く追随する自治体がなかったが、今世紀になってから、規制緩和に伴う建築紛争が増大す

る兆しが見えると、町田市を含むいくつかの自治体が条例を制定した。 

これらの街づくり条例には、地域コミュニティにおいて街づくりを進める団体を市長が

認定して、提案権などを付与し、また市として様々な支援を行う、という仕組みが組み込

まれている。まさに地域コミュニティの力を引き出すための仕組みなのである。 

しかし、ハード（施設整備等）の地域資源を活用したまちづくりを進めるには、地域住

民の私有財産権の規制の問題が出てくる場合もあり、地域コミュニティとして取り組むに

はハードルが高いといえる。町田市に限らず、多くの自治体で街づくり条例の運用が十分

に進んでいないのが現状である。 

それでも、町田市においては、既存の地区街づくり団体で今でも優れた活動をしている

団体もあり、地区街づくりはコミュニティ政策上の重要な分野といえる。この分野でどの

ように地域コミュニティの力を引き出していけるか、第５章でさらに考察してみたい。 

 

第６項 地区社会福祉協議会 

日本の多くの自治体では、市町村社会福祉協議会のほかに、自治体の区域のほぼ全域に

わたって、校区や連合自治会のエリアを目途に地域の福祉関連の活動団体や個人が会員と

なる地区社会福祉協議会（名称は様々で、「校区福祉委員会」などと称している場合もある。

以下、「地区社協」と略称する）が組織されている。現代コミュニティの最重要の課題の一

つである地域福祉の分野で、自ら様々な活動に取り組みながら、会員の活動に関する意見

交換や連絡・調整を行い、場合によっては都市内分権制度のない自治体では都市内分権類

似の機能も果たす。ほぼ例外なく、当該地域の町内会・自治会も会員になっており、地区

社協の権威と実働性を高めると同時に、町内会・自治会の存在意義を高めてもいるといえる。 

都市内分権の協議会組織を作るときにも、その福祉部会19を支えるアクターとして重要

な役割を果たしているケースが全国的に多い。我々が行った他都市調査の中では、特に丸

亀市においては、その「コミュニティ」（都市内分権の協議会組織）を設立するときに地区

社協を基盤としたとのことであった。 

町田市では、全域に地区社協が存在しているわけではないが、いくつかの地区社協が存

在している。その組織エリアは地域の実情に応じて設立を主導した団体や個人が合意して

定めているようである。 

 
19 町田市の地区協議会は、すでに述べたように「戦略本部型」のスタイルなので状況が

異なるが、他の自治体の場合は、協議会組織が課題解決活動を直接に担っている場合がほ

とんどで、そのために課題ごと、あるいは課題分野ごとに、部会をいくつか設置している

ことが多い。中でも、「防災部会」や「福祉部会」などは、ほぼどの協議会でも見られる。 
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我々の観察では、地区社協は有効な地域組織であり、今後地域コミュニティが主体とな

って地域課題解決に取り組むにあたっては、重要な役割を果たすことのできる組織である。

会員としては、町内会・自治会や地区民児協、青少年健全育成地区委員会、老人クラブ、

子ども会など地域の主要な団体が入るのが普通であり、これらの連絡・調整の場にもなる。

民生委員児童委員の地域における認知度もより高まるだろう。 

 

第７項 冒険遊び場 

本研究では、冒険遊び場（プレーパーク）を固有の研究対象として、やや深めに研究した。 

冒険遊び場は、いわゆるテーマ型の地域活動といわれることが多いと思われるが、便宜上

地縁型の活動を扱っている本節で述べる。 

今日、子どもの外遊びはかなり低調であり、このことが子どもの健全な成長の大きな阻害

要因となっているといわれている。子どもの外遊び文化を復興するための地域活動として、

日本でもプレーパークが 1980 年代から始まったが、発祥の地といわれる世田谷区と同じく

らい早く展開されたのが町田市であった。 

本研究で冒険遊び場を調査対象とした趣旨はもう一つある。今日の市民公益活動が、専門

性・事業性を高めた結果、専従職員や事務局を抱えた組織態勢を持たざるを得なくなる分野

があること、また従来は全くの無償かまたは実費弁償程度で市民が支えてきた活動に有償的

な原理を導入すべきではないかとの考慮が近年出てきていることを考察するために、重要な

事例研究であると考えた。（地域活動の有償・無償の問題は第 5 章第 5 節で取り上げている。） 

町田市は子ども青少年関係の施策に力を入れている自治体として知られている。その中心

的な施策は子どもセンターの整備であるが、さらに多様な施策を展開しており、冒険遊び場

もその一つである。現在のところ、せりがや冒険遊び場、鶴川中央公園冒険あそび場、谷戸

池公園冒険あそび場、三ツ目山冒険遊び場及び松葉谷戸冒険遊び場の 5 つが常設型冒険遊び

場として整備されているほか、4 か所の定期開催型も補助事業の対象となっている。 

地域活動の無償・有償の問題を考える題材としてみれば、冒険遊び場は、有給・有償のプ

レーリーダー、謝金ベースの有償ボランティア、無償のボランティアなどの多様な活動者が

関わる有機的な事業体である。地域活動や市民公益活動のすべてがこうした姿を目指す必要

はもちろんないが、専門性・事業性が高く責任もともなう取組みでは、こうした本格的な態

勢が必要であろう。 

プレーリーダーは、活動に必要な専門性とスキルを持つ人材として、冒険遊び場の核心部

分をなすが、その確保は難しい課題である。行政が資金を提供して雇用されるが、町田市に

限らずどの自治体でも低賃金であり、労働環境も厳しいため、なかなか人材が得られないの

が悩みである。ただ、町田市では、プレーリーダーの雇用形態は各冒険遊び場の判断に委ね

られており、中には、有償ボランティアとしているところもある。この場合、有償ボランテ

ィアといっても、かなり最低賃金に近いレベルの報酬である。こうした形で、プレーリーダ
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ーのなり手の裾野を広げるのは、ユニークな工夫である。 

このほか町田市はプレーリーダー養成講座を委託事業として開催しており、人材の育成を

図っている。 

事務局や専門人材をかかえた本格的な市民公益活動の一つの典型的なあり方として、冒険

遊び場の組織的特性から学ぶことは多い。プレーリーダーを核としたスタッフの周りには、

それに協力する「サポーター」がおり、遊びに来る子どもたち、特に乳幼児にはその親たち

が付き添ってくる。さらに、そこに他の地域活動団体、町内会・自治会や地区社協などの地

縁的な活動団体も連携するという具合に、冒険遊び場は多様な市民が多様かつ多層的に関わ

る場であるから、開かれた交流空間であるだけではなく、インフォーマルな相談の場ともな

っており、また地域活動への入口を見出す人もいる。冒険遊び場は地域コーディネートの一

つの場となっているといえる。 

 

第４節 専門機関と施設 

すでにふれてきたように、町田市において、地域コミュニティと向き合い、これを支援

する重要な専門機関としては、社会福祉協議会、地域活動サポートオフィスのほか、国際

交流センターなどの全市的な機関がある。より地域コミュニティに近いエリアに複数設置

されている専門機関としては、高齢者支援センターやまちだ福祉◯ごとサポートセンター

などがある。また、上記のように、冒険遊び場も、その実際に果たしている機能から言え

ば、地域づくりに関わっている重要なアクターであるといえる。 

また、近年は社会福祉法人の社会貢献が法律上も要請されており、町田市でも、高齢者

支援センターなどを受託するといった公式の動きだけではなく、さまざまな形で地域コミ

ュニティに関わっている様子を、我々も地域での訪問調査などで垣間見る機会があった。

社会福祉法人という形式ではないが、一般財団法人ひふみ会のまちだ丘の上病院が運営し

ている「ヨリドコ小野路宿」というユニークな居場所づくりの実践もある。 

さらには、近年全国的に「コミュニティカフェ」と称する、民設民営の居場所づくりが

盛んに取り組まれているが、町田市でも、成瀬台の「陽だまりカフェ」、玉川学園の「まち

の縁側１丁目の加々美さんち」、小山田桜台の「ほっとスペースさくらさくら」などのよう

な本格的な事例が出てきており、またいわゆる「住み開き」をして自宅の一部を地域に開

放して交流の場を作る試みも多くみられるようである。 

こうした、専門機関のコーディネート機能にも助けられながら、地域コミュニティ側の

取り組みによって、地域のつながりづくりが進んでいる姿は、今後の町田市全体の政策的

考慮において大いに顧みられるべきである。 
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第５節 町田市における集会機能の密度と支援機能 

町田市は、法律や条例の根拠をもった地域集会施設、すなわち公民館や地方自治法上の

「公の施設」として整備される地域集会施設（コミュニティセンターなど）が、他都市に

比べてかなり少ない。町田市と同様に人口の爆発的増大に直面した歴史を持ち、それゆえ

に地域集会施設の整備が立ち遅れてきた隣の横浜市も、1990 年代から他自治体に追いつく

べく「地区センター」等の整備を加速し始め、地区センター以外にも、「コミュニティハウ

ス」という比較的小規模な集会施設を整備するほか、地域ケアプラザ（包括支援センター

の機能も担っている横浜市独自の専門機関。町田市の「高齢者支援センター」にほぼ当た

る）や区社会福祉協議会などにも集会室があり、かなりの密度にまでなってきている。 

しかし、もともと集会施設というのは機能概念であって、公民館や「公の施設」でなく

ても、市民が気軽に使える集会場所が身近なところに十分な量だけあれば、それでいいの

である。ここで重要なのは、集会機能を充足するスペースの法律的な性格ではなく、実際

に市民の集会需要に応え得ているかどうかである。そして、「市民の集会需要」というもの

も、所与としてそこに固定化されてあるものではなく、社会の変化を背景とした政策的な

考慮によって、どのような地域コミュニティを目指すかという方向性に沿って捉えていく

べきものである。 

集会施設をその機能に即して考えるならば、公式の条例施設以外にも多様なものがあり、

町田市でもそうした多様な集会施設が機能している。町内会館・自治会館は、もっとも身

近な集会施設であり、およそ 3 分の 1 の町内会・自治会が会館を保有している。また、す

でにふれているが、民設民営の交流拠点であるコミュニティカフェや、「住み開き」と称さ

れる、個人宅の一部を開放して交流スペースとする活動も方々で見られる。また、学校開

放も有力な集会機能提供形態であり、2025 年度地域活動団体調査では、スポーツ系の団体

としては学校開放を利用している団体を抽出したところ、400 団体ほどもあったのである。 

こうした集会機能に関する政策論については、第 4 章で、町田市の地域活動の全般的な

状況をアンケート調査に基づいて解明したのちに、第５章で、あるべき（あるいは、あり

うる）方向を考える。 

ここでは、町田市で集会機能を考えるときに逸することのできない存在である、いわゆ

る「中規模集会施設」について検討しておく。 

中規模集会施設と呼ばれている施設は、34 館あり、1987 年から 2011 年までの間に建設

された。延べ床面積は、二百平米から三百数十平米までのものがほとんどであり、他都市

で整備している集会施設でいえば、小学校区に 1 つ程度という密度で整備されるコミュニ

ティセンターよりやや狭い、というところであろう。単独の町内会・自治会または複数の

町内会・自治会が母体となって管理運営組織を作り、ほとんどボランティアで運営してい

る。水光熱費等の経費は、利用料金収入をもって充てているが、やや費用の掛かる修繕な

どは市からの補助もある。 
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稼働率は玉川学園さくらんぼホールや南町田会館のような例外（60％以上）はあるが、

おおむね 30％を下回っている。 

他都市のように公民館や公の施設としてのコミュニティセンターなどの条例施設を身近

な集会施設ニーズに応える施設として整備するのではなく、より簡便な仕方で、町内会館・

自治会館の延長上のような施設として整備していったものといえよう。中規模集会施設と

市民センター・コミュニティセンターとを合わせれば、数の上では小学校区に 1 つ程度集

会施設があることになるので、全国的な水準に追いついているといえる。しかし、稼働率

が低いためか、地域活動団体アンケート調査では、特に生涯学習系の団体は、2001 年度調

査でも 2025 年度地域活動団体調査でも、集会施設不足の声が多い結果となっている。 

今後、生涯学習施策として、生涯学習を通じた地域づくりの支援を強めていく方向を打

ち出しており、そのための「アウトリーチ」の重要性も認識されているが、地域における

足場として、地元の町内会・自治会が管理運営する中規模集会施設を活用する方策を検討

していくことが有効ではなかろうか。 

以上の点は、2025 年度地域活動団体調査の結果を検討したうえで、第５章の政策的考察

において再び立ち返る。 
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第４章 地域活動団体アンケート調査から見える町田市の活動

団体の特徴と課題 

 

以上においては、町田市の代表的な地域活動団体を取り上げて、詳細に考察した。 

しかしもちろん、町田の地域活動団体はこれらの団体に限られるわけではない。 

多様な団体が多数活動しているのが町田市の市民社会の強みでもある20。こうした団体

があるからこそ、地区協議会も戦略本部型の活動スタイルをとることができるのである。 

本研究では、2025 年度に、2001 年度調査に倣って、町田市内の地域活動団体をできる

だけ網羅的に洗い出し、それらに調査票を送って、アンケート調査を行った。調査の設計、

概要、調査票、単純集計結果などは、巻末資料をご覧いただきたい21。 

ここでは、以上に見てきた町田市の様々な地域力の存在形態とその主たる担い手ともい

うべきさまざまな地域活動団体の考察の範囲をさらに広げ、町田市で活動している地域活

動団体の全体像を描き、このあとの政策的考察につなげていきたい。 

 

第１節 地域活動団体アンケート調査の分析の基本的着眼点 ～団体

類型区分～ 

研究代表者名和田は、町田市の 2001 年度調査と同様のアンケート調査のデータを解析

した経験を持っている（名和田（2006））。この論稿は、名和田が関わってきた横浜市港南

区の市民活動団体「まちづくりフォーラム港南」が、港南区役所と協力して行ったやはり

 

20 2001 年度調査、2025 年度地域活動団体調査においても、町田市の各所管課が関係する

団体をリストアップしたところ、約 4,500 団体もの地域活動団体（このうちの 6 割程度が

スポーツを含む生涯学習的団体だと思われる）が見いだされた。これは、2001 年度及び

2020 年度に市民活動団体「まちづくりフォーラム港南」が横浜市港南区（人口 20 万人程

度）で行ったアンケート調査での対象団体の 8 倍ほどにのぼる。また、大田区の地域力推

進課が 2025 年度に行った生涯学習団体アンケート調査で、区内 18 か所の文化センター

等の登録団体などをリストアップしたところ、約 2,000 団体であった（そのうちほぼ半分

がスポーツ団体。大田区の人口は約 74 万人）。これらの詳細は、巻末資料などを参照し

ていただきたいが、町田市の地域活動団体の数の多さがある程度理解されるであろう。 

21 巻末資料でも述べているが、町田市の 2001 年度調査では、町内会・自治会も調査対

象としていたが、本研究では、町内会・自治会については、別途アンケート調査を実施し

たので、ここで述べている「地域活動団体アンケート調査」では対象としていない。これ

に対して、2001 年度調査ではスポーツ団体が対象に含まれていなかったが、2025 年度地

域活動団体調査では、学校開放を利用しているスポーツ団体を調査対象に含めた。 
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2001 年度調査の分析と関連させて論じたものであった。そして名和田はさらに、2020 年

にも、「まちづくりフォーラム港南」の仲間とともに、港南区内の市民活動団体のアンケー

ト調査を手掛け、2001 年度調査からの 20 年の変化を考察したことがある。 

これらのアンケート調査の分析では、名和田は団体類型を区分する手法を用いた。本報

告書でもその手法を踏襲する。 

その団体類型の設定とは、次のようなものである。 

まず、団体の活動分野を尋ねている設問への回答を使って、活動団体を生涯学習を目的

としている団体（「A 型」と呼ぼう）とそうでない団体（「B 型」と呼ぼう）とに分ける。A

と A でない団体とに二分したのであるから、この 2 つのいずれかにすべての団体が含まれ

る。この 2 つで全部であることに注意されたい。そして、この中で、福祉を活動分野とし

ている団体を「C 型」とする。そうすると、C 型は、生涯学習をも活動分野としている「AC

型」と、そうでない「BC 型」に分かれる。 

さらに、Ａ型のなかで、生涯学習分野だけの活動をしている団体を「AA 型」とする。そ

して、Ａ型の中で、AA 型でも AC 型でもない団体を AX 型と呼んでおく。同様に、Ｂ型の

中で、BC 型でないものを「BX 型」と呼んでおこう。 

注意すべきは、ここでの分類の「A 型」には、スポーツ系の団体が含まれないことであ

る。スポーツ活動は生涯学習といってよいと思われるが、中でも青少年関係のスポーツ活

動の団体で活動している大人たちは、自分のためというよりはスポーツをしている青少年

のために活動しており、回答傾向もそれに大きく影響を受ける。しかも、2001 年度調査で

は、調査対象としてリストアップされながらスポーツ系は対象とならなかったという事情
22がある。2001 年度調査との比較を考えると、まずは A 型の中にスポーツを入れないもの

としたのである。したがって、スポーツ系はここでは「BX 型」に分類される。BX 型のお

よそ 6 割がスポーツ系である。おそらくその結果として、BX 型には時に特徴的な回答傾向

が見られるが、その点をより精密に掘り下げるには、あらためてスポーツ系を独自の類型

として（例えば「BS 型」とでもして）分析を深めることが必要であろう。この点は今後の

研究課題としたい。 

  

 

22 予想外に調査対象団体が多くなり、予算の関係でやむなくスポーツ系を除外したとい

うことらしい。 
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以上の類型分けをベン図で示すと、以下の図のとおりである。 

図 4-1 地域活動団体の団体類型図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究代表者名和田のこれまでの分析の経験から、これらの類型の間ではかなり回答傾向

が異なっていることが多く、それを手掛かりに様々な政策的考察を行うことができる。 

以下においては、その中で特に重要と思われる論点を取り上げる。 

 

第２節 活動場所と公共施設 

今回のアンケート調査では、問 3「貴団体の活動場所等についてうかがいます。」におい

て、いくつかの設問を設けている。活動場所の選択肢は、「1. 公共の施設内」、「2. 学校」、

「3. 民間・企業等の施設」、「4. 野外」、「5. 町内会・自治会館、中規模会館23、マンション

等の集会室」、「6. 団体専用の事務所」、「7. メンバーの個人宅」、「8. レストラン・喫茶店

など」、「9. オンライン」、「10. その他」である。 

「活動場所」という時に留意すべきは、団体の目的である事業そのものを行う場所（例

えば、子ども食堂を行っている団体であれば、その子ども食堂を開催する場所）と、その

ために組織内で様々な打ち合わせやミーティングや役員会などを行う場所とがあるという

 

23「中規模会館」は 2001 年度調査に倣った表記で、本報告書で考察している「中規模

集会施設」を指す。以降の考察では「中規模集会施設」というものとする。 



第４章 第２節 

<84> 

ことである。特に、B 型の団体は、後者を頻繁かつ機動的に行う必要が高いことが、2001

年度調査の分析でも分かっている。ここでも、この 2 つを見てみよう。中でも注目される

のは、「5. 町内会・自治会館、中規模会館、マンション等の集会室」である。問 3 では、そ

の 1-1 で打ち合わせ場所及び事業の実施場所を、それぞれ尋ねている（1-2 では、具体的

な場所も）。ここでは、身近な集会施設としての「5. 町内会・自治会館、中規模会館、マン

ション等の集会室」に着目してみよう。 

まず、打ち合わせやミーティングを行う場所について、団体類型別に回答割合をグラフ

に示すと、以下のとおりである。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 3 1-1 

ここで、回答率というのは、各類型の団体の中でこの選択肢を選んだ団体が何％あるか

を示す数値である。また、「平均値」というのは、回答した団体すべての中でこの選択肢を

選んだ団体の割合であり、単純集計において登場する回答率にほかならない。この平均値

からかなり離れた数値を示している団体類型は、その類型的特徴がこの選択肢に関して表

れているということになる。統計になじんだ読者には説明するまでもないが、平均値から

どの程度離れていれば、当該団体類型の特徴を表しているといえるのか、あるいはそこま

ではいえずいわゆる「誤差の範囲内」に過ぎないのかは、「統計的検定」によって確認され

る。上のグラフに示された選択肢では、「平均値」は、10.5%なのだが、団体類型別に見る

と、現実にこの値に近い回答率を示しているものはない。しかし、統計的に検定すると、

統計的に有意に平均値から離れているのは、AA 型、AC 型、BC 型及び BX 型であって、AX

型はそうではなかった。一見すると AX 型も、ほかの類型と比べて十分に平均値から離れ

ているように見えるが、回答の実数（「度数」）が少なく、統計的に有意とはいえないのである。 

以下、本章の説明ではすべて、このような要領で読んでいただきたい。 

さて、今度は、活動団体が目的としている事業を行う場所として、町内会館や中規模集

会施設を使っているとの回答の団体別集計である。 
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20.0%

AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-2打ち合わせの場所

（「5.  町内会館や中規模集会施設」）

回答率 平均値
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出典 2025 年度地域活動団体調査 問 3 1-2 

統計的に有意な類型差を示しているのは、AC 型と BX 型である。AA 型は、ここでも平

均値を下回っているが、また BC 型は平均値を上回っているが、統計的に有意とまではい

えなかった。 

以上の活動場所の集計結果を見ると、町内会館や中規模集会施設といった身近な集会施

設を使用する傾向にあるのは、福祉系の活動団体だといえそうである。福祉系の中でも、

AC 型と BC 型とは若干異なっているが、この点はさらにこのあと多面的に考察する。 

この類型差は、後で述べる活動範囲と関係していると思われる。すなわち、生涯学習系

は、活動範囲（生涯学習系の場合、実は活動範囲というより、会員の地理的分布であるよ

うに思われる）が広域にわたる場合が多く、近隣の人たちが集まるのに向いている町内会

館・自治会館やマンションの集会施設は使いづらいだろう。町田市独自の中規模集会施設

も、すでに見たように、基本的には町内会館・自治会館の延長上に位置づけられ、やはり

多くの場合交通の便はよくない。 

これに対して、福祉系の活動は、身近なエリアで行われることが多く（後述）、身近なエ

リアに整備されている施設が好まれる。町内会館・自治会館や中規模集会施設は、厨房の

設備は貧弱ではあるが、地域に根差した福祉活動の場となっているのであろう。 

以上のクロス分析から浮かび上がるのは、町田市が進めてきた集会施設整備とニーズと

のある種のミスマッチである。社会教育・生涯学習系の集会施設として、多くの自治体は、

1970 年代、80 年代に条例施設として（つまり「公民館」や「公の施設」としてのコミュニ

ティセンター）を整備したが、この分野において立ち遅れていた町田市は、1980 年代後半

から、町内会館・自治会館の延長上に中規模集会施設を多数配置するようにしたと思われ

る。しかし、比較的広範囲から会員が集まる生涯学習活動には使いづらく、結果として稼

働率が低い施設が多い。中規模集会施設は、むしろサロン活動や食事サービスなどの福祉

系の活動に使うとよいように思われるが、そのためには厨房設備が若干強化される必要が

あるかもしれない。さらに第 5 章で政策的考慮を深めたい。 
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図4-3 事業の実施場所

（「5. 町内会館や中規模集会施設」）

回答率 平均値
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第３節 活動資金 

第１項 財政規模 

活動資金については、今回のアンケート調査では、問 4「貴団体の活動資金や経済状況に

ついてうかがいます。」において尋ねている。 

まず、問 4 の 1-1 では「活動資金はどのくらいですか」と財政規模を尋ねており、選択

肢は、「1. 10 万円未満」、「2. 50 万円未満」、「3. 100 万円未満」、「4. 500 万円未満」、「5. 

1000 万円未満」、「6. 1000 万円以上」、「7. なし」の 7 段階であるが、「1」が半分弱、「2」

が 2 割強で、「7」も 1 割程度あり、これらの比較的つつましやかな財政規模の団体で 8 割

を占める。こうした小規模な団体が、町田市の地域活動と地域活動文化を支えているのである。 

 

第２項 最も多い収入源 

次に、歳入の中で最も多い収入源を尋ねた設問（問 4 の 1-2）の回答状況（当然上記の財政

規模で、「7. なし」を選択した団体を除く団体に尋ねている）を見る。この設問では、各収入

源について、1 番目に多いもの、2 番目に多いもの、3 番目に多いもの、というように三択で

選ばせる形をとっている。ここでは、どの収入源種別が 1 番目に多いかに着眼してみる。 

財政規模が小さな団体が多いので、会費が一番多い収入源であるという団体が、全体の

4 分の 3 ほど（76.7％）を占めた。しかし、類型別に見ると、AA 型や AX 型といった生涯

学習系団体に多く、BC 型はかなり少ない（AX 型を除いて統計的に有意）のである。生涯

学習系だが福祉系でもある AC 型の場合もやはり統計的に有意に少ない。以下のグラフに

示す。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 4 1-2  

これは 2001 年度調査でも見られた傾向で、生涯学習系は、さしあたり学ぶ局面にある

市民であり、自分のために学習しているのだから、相応の費用を負担するのは当然という
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図4-4-1 最も多い収入源

(「1. 会費等」)

回答率 平均値
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意識が強く、他方で、B 型のほうは、多様ではあるが、活動する局面にある市民であると

いう面が強く、市民公益活動をしている場合が多いので、（多くの場合ボランティアで）他

人のため・社会のために活動したうえに会費まで負担するというのは抵抗感があるようで

ある。こうした点について、この後にもいくつかの論点が登場するが、市民による公益活

動について、政策的に考えていかなければならない。 

また、同じ福祉系とはいっても、AC 型と BC 型には、若干の違いがあるようで、留意し

て分析していく必要がある。回答傾向を総合すると、BC 型のほうがより専門性や事業性の

高い団体であるように見受けられる。行政や専門機関の支援のあり方もそれぞれ異なった

対応が求められるだろう。 

収入源について、詳細には、巻末資料を参照していただきたいが、会費以外の収入源（寄付、

事業収入、行政補助、民間団体からの助成、借入）は、いずれも 1％から 9％程度で多くない。

しかし、統計的に有意なデータを拾うと、類型ごとの特色が浮かび上がるので、若干述べる。 

行政からの補助を一番多い収入源に選んだ団体は、全体で 8.7%とそれなりに多いが、福祉

系が多く、特に BC 型は突出している。福祉系の中でも、BC 型は、専門性と事業性が高いの

であろう。これに対して、AA 型は、そもそも回答数がゼロであった。以下にグラフを示す。 

 
出典 同上 

さらに、事業収入を一番の収入源に挙げるのは全体の 3.8%にすぎないが、BC 型に統計

的に有意に多い。AC 型は、平均とほぼ同じである。ここでも、福祉系の団体の中にも、専

門性や事業性において多様な団体が含まれることがわかる。以下のグラフを参照されたい。 
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図4-4-2最も多い収入源

(「5. 行政からの補助金など」)

回答率 平均値
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出典 同上 

第３項 経済的に負担になっていること 

問 4 の 2 では、「活動をしていく中で経済的負担になっていることは何ですか。」として

3 つまで選択してもらった。 

最も回答が多かったのは、「2. 会場、施設などの使用料」で、ほぼ半数の団体が選んでい

る。しかし、類型別でみると、AA 型が統計的に有意に多く、B 型（BC 型と BX 型）は統

計的に有意に少ない。また、統計的に有意とはいえないが、AC 型は平均より多かった。以

下のグラフのとおりである。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 4 2 

町田市は、生涯学習活動に利用できる身近な集会施設が比較的少なく、A型の団体は2001

年度調査の時も、その量的不足を指摘する回答が多かったが、その問題は今でも続いてい

る。会場費への支出が多いとの回答は、その表れの一つではないかと推測されよう。 

また、福祉系の中でも、AC 型と BC 型の違いがここでも表れた。これは、BC 型のほう
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図4-4-3 最も多い収入源

（「4. 事業収入」）

回答率 平均値
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図4-5-1経済的に負担になっていること

(「2. 会場、施設などの使用料」)

回答率 平均値
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が事業スタイルが確立していることが背景にあるのではないだろうか。同様な例として、

「9. 事務所維持費（光熱水費、家賃等）」を挙げた団体には BC 型が統計的に有意に多かっ

た。AC 型はそうでもない。なお AA 型はそもそもゼロであった。以下にグラフを示す。 

 
出典 同上 

なお、「11. 経済的な負担はない」と回答している団体は全体の 3 割で、身の丈に合った

収支を実現して活動しているものと思われ、そうした安定した団体も町田市には多くある

ことにも注意を促しておきたい。 

 

第４節 活動範囲 

問 1 の 13 において、活動の地理的範囲を尋ねた。 

2001 年度調査においても、B 型、特に BC 型の団体には、活動範囲が狭い傾向があった

が、今回も同様であった。市民公益活動、特に福祉活動では、食事サービスとかサロン活

動などを想起すればわかるように、町内会・自治会くらいの範囲、あるいは小中学校の通

学区域くらいの範囲で活動することが多いのである。 

今回のアンケート調査でも、AA 型は、「4. 町内会・自治会の範囲」、「5. 最寄の小学校の

通学範囲」、「6. 最寄の中学校の通学範囲」が平均よりかなり少なく、「10. 町田市外を含む」

がかなり多い一方で、BC 型は、選択肢 4 と 5 のほか、「6. 最寄の中学校の通学範囲」が、

かなり多かった（いずれも統計的に有意）。BC 型は、比較的狭域のエリアでその地域社会

に根付いた活動をしていると見られる。以下の 4 つのグラフを参照されたい。 
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図4-5-2 経済的に負担になっていること

(「9. 事務所維持費（光熱水費、家賃等）」)

回答率 平均値
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出典 2025 年度地域活動団体調査 問 1 13 

 
出典 同上 

 
出典 同上 
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図4-6-1活動範囲

（「4. 町内会・自治会の範囲」）

回答率 平均値
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図4-6-2 活動範囲

（「5. 最寄の小学校の通学範囲」）

回答率 平均値
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図4-6-3 活動範囲

（「6. 最寄の中学校の通学範囲」)

回答率 平均値
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出典 同上 

地域福祉が今後の地域課題の主要な分野の一つであるとすると、こうした地域活動を支援

するためのエリア設定としては、現在の 10 地区よりもより狭域を考えていく必要があり、

現に高齢者支援センターはそうした活動を実践しているし、教育委員会が考えている学校を

核とした地域づくりも、小学校区、中学校区を目途としている。住民組織では、青少年健全

育成地区委員会が、おおむね中学校区をエリアとしている。また、民生委員児童委員の小学

校区程度を範囲とした班活動もすでに始まっている。こうした動向を踏まえ、本報告書第 5

章では、町田市のコミュニティ政策における「2 層制」の考え方を提起している。 

 

第５節 組織運営 

今回の地域活動団体アンケート調査では、団体の組織運営上の課題について、問 6 で、

1-1 の人材面と、1-2 の運営面とに分けて尋ねている。 

 

第１項 人材面 

「1. 専門職・事務局員などの人材の確保が難しい」は、選んだ団体が全体で 61 団体

（6.3%）に過ぎなかったが、それでも統計的に有意に AA 型と BX 型が少なく、BC 型が多

い。BX 型はその 6 割がスポーツ系であり、当該競技の指導者を念頭に置いての回答なのか

もしれない。BC 型は、やや専門性・事業性の高い福祉活動を行っており、専門人材や事務

局機能を必要としているのだろう。「2. 役員のなり手がいない」においては、この回答は

AA 型が少なく、福祉系（AC 型と BC 型）が多いのだが、これも役員の人材が活動の成否

に大きく関わるからであろう。以上に指摘した傾向は、いずれも統計的に有意である。以

下の 2 つグラフを参照されたい。 
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図4-6-4 活動範囲

（「10. 町田市外を含む」）

回答率 平均値
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出典 2025 年度地域活動団体調査 問 6 1-1 

 
出典 同上 

「10．人材面で特に課題はないとの回答も 36%ほどあり、少なからざる団体が順調に運

営されているといえるだろう。ただこうした回答は、類型別に見ると、統計的に有意に、

AA 型に多く、福祉系に少ない。この点は、庁内プロジェクト・チームも注目している論点

であった。以下のグラフに示す。 
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図4-7-1 組織運営上の課題・人材面

（「1. 専門職・事務局員などの人材の確保が難しい」）

回答率 平均値
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図4-7-2 組織運営上の課題・人材面

（「 2. 役員のなり手がいない」）

回答率 平均値
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出典 同上 

第２項 運営面 

人材面を除いた運営面の課題も多様であるが、多くの項目で、福祉系の団体に課題とし

て挙げる向きが多い。 

「1. 運営資金の確保が難しい」を選んだのは全体の 15％ほどだが、統計的に有意に福祉

系に多い。「3. 活動場所の確保が難しい」は、全体で 3 割ほどの団体が選んでおり、すで

に述べたように、町田市における活動スペースの不足状態を反映していると思われるが、

なかでも統計的に有意に AC 型に多い。福祉系の中で考えると、BC 型は、すでに活動スタ

イルを確立しているので、この選択肢は選ばない場合が多いのではないかと推測されよう。

以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 6 1-2 

「7. 社会の認知度が低く、支持を受けにくい」は、選んだ団体は全体の 7.6%とさほど多

くないが、一般に福祉系に多く、特に統計的に有意に BC 型が多い。 
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図4-7-3 組織運営上の課題・人材面

（「 10. 特に課題はない」）

回答率 平均値
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図4-8-1 組織運営上の課題・運営面

（「3. 活動場所の確保が難しい」）

回答率 平均値
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出典 同上 

同様に、「8. 運営ノウハウが不十分で効率が悪い」も、選んだのは全体の 2.6%にすぎな

いが、福祉系に多く、特に統計的に有意に BC 型に多い。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

以下、ここではグラフを示さないが、「9. 活動情報の発信・PR が難しい」、「10. SNS や

ホームページの立ち上げ・運用が難しい」、「11. 活動の参考になる情報の入手が難しい」、

「12. 他の団体や行政と交流する場が少ない」、「13. 活動に必要な知識や技術を身につけ

るのが難しい」においても、同様の傾向が見られる。 

「14. 特に課題はない」は全体の 44.4%であって、多くの団体は大過なく活動している。

ただしここでも、統計的に有意に AA 型と BX 型が多く福祉系はこの回答が少ない。以下の

グラフのとおりである。 
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図4-8-2組織運営上の課題・運営面

（「7. 社会の認知度が低く、支持を受けにくい」）

回答率 平均値
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図4-8-3 組織運営上の課題・運営面

（「8. 運営ノウハウが不十分で効率が悪い」）

回答率 平均値
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出典 同上 

 

第６節 対外的なつながり 

問 5 は、活動団体の対外的なつながりについて尋ねている。 

 

第１項 市行政とのつながり 

まず、市行政とのつながりについてである。 

問 5 の 1-1 では、どんな種類のつながりを持っているかを尋ねており、それぞれについ

て類型ごとの差異が見られた。 

「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」では、行政から定期的に補助を受けているのは全

体の 11.4%であったが、統計的に有意なのは、AA 型と BX 型が少なく（AA 型は回答数が

ゼロ）、福祉系が多いことであった。しかも、AC 型より BC 型のほうが多い。より成熟し

た福祉活動団体として安定した資金を供給されていると解釈できるとすれば、AC 型から

BC 型への移行・発展という関係があることになり、生涯学習支援行政の重要性が浮かび上

がってくる。以下のグラフを参照されたい。 
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図4-8-4 組織運営上の課題・運営面

（「14. 特に課題はない」）

回答率 平均値
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出典 2025 年度地域活動団体調査 問 5 1-1 

同様に、「2. 活動資金の補助（一時的なもの）」の回答は、全体の 2.9%に過ぎず、統計的

に有意な類型差があるとはいえないが、参考として福祉系に多いようである。特に、AC 型

より BC 型の方が多く、より本格的な福祉活動団体である BC 型は一時的な補助金もしっ

かり得て活動している傾向が見て取れる。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

「3. 活動機会の提供（事業委託など）」は、これを回答しているのは全体の 3.6%に過ぎ

ないが、統計的に有意に AA 型が少なく（回答数はゼロ）、AC 型が多い。BC 型は平均より

ちょっと多い程度で、統計的に有意でない。BC 型は活動スタイルが確立している成熟した

活動団体だと考えると、新たな「活動機会の提供」を必要としているのは、AC 型のほうな

のだろう。ここでもやはり、AC 型と BC 型の発展段階の差、前者から後者への移行・発展

の関係が表れているのかもしれない。以下のグラフを参照されたい。 
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図4-9-1 市行政とのつながり

(「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」）

回答数 平均値
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図4-9-2 市行政とのつながり

（「2. 活動資金の補助（一時的なもの）」）

回答率 平均値
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出典 同上 

「6. 設備や備品の貸し出し」は、全体の 16.4%が選んでいるが、統計的に有意に、AC 型

に多く、BX 型に少ない。BC 型は統計的に有意とは言えないがむしろ平均よりかなり少な

い。ここでも AC 型と BC 型の違いが表れているといえるかもしれない。つまり、BC 型の

ほうがより成熟した活動団体として、必要な設備や備品はすでに自ら所有するなどめどが

安定してついているのであろう。やはり類型として、AC 型から BC 型への移行・発展が想

定できそうである。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

「8. つながりは持っていない」との回答は全体の 46.8%で、統計的に有意に、AA 型に

多く、福祉系（AC 型と BC 型）に少ない。以下のグラフに示した。 
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AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-9-3 市行政とのつながり

（「3. 活動機会の提供（事業委託など）」）

回答率 平均値
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AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-9-4 市行政とのつながり

（「6. 設備や備品の貸し出し」）

回答率 平均値
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出典 同上 

続いて、問 5 の 2-1 は、市行政との今後の関わりをどのように望んでいるかを尋ねた。 

この中では、「2. 行政の支援を受けながら活動していきたい」と「3. 必要に応じて連携・

協力していきたい」は、統計的に有意に AA 型に少なく、福祉系（AC 型と BC 型）に多く、

これとは反対に、「4. 独自に活動していきたい」は、統計的に有意に AA 型に多く、福祉系

（同）に少ない。以下に 3 つのグラフにこの様子を示したので、参照していただきたい。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 5 2-1 
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40.0%

60.0%

80.0%

AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-9-5 市行政とのつながり

（「8. つながりは持っていない」）

回答率 平均値
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AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-10-1 市行政との今後のつながり

（「2. 行政の支援を受けながら活動していきたい」）

回答率 平均値
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出典 同上 

 
出典 同上 

 

第２項 支援機関とのつながり 

次に、行政ではない専門機関との関わりを見よう。 

問 5 の 3-1 は「市役所以外の支援組織（町田市社会福祉協議会、高齢者支援センター、

町田市地域活動サポートオフィスなど）」とのつながりについて尋ねた。結果は、上記の市

行政とのつながりと似ている。 

「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」の回答は、全体の 6.7%に過ぎないが、統計的に

有意に、AA 型と BX 型が少なく（そもそも AA 型は回答数がゼロ）、BC 型が多い。AC 型

も平均より多いが、統計的に有意であるとまではいえない。以下のグラフを参照されたい。 
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AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-10-2 市行政との今後のつながり

（「3. 必要に応じて 携・協力していきたい」

回答率 平均値
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図4-10-3 市行政との今後のつながり

（「4. 独自に活動していきたい」）

回答率 平均値
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出典 2025 年度地域活動団体調査 問 5 3-1 

ここでも、生涯学習系の特性とともに、福祉系の中の AC 型と BC 型の差異が見られる。 

これらの傾向は、「2. 活動資金の補助（一時的なもの）」についても同様である。 

さらに、「3. 活動機会の提供（事業委託など）」についても、先の市行政とのつながりで

の傾向と類似している。この回答は全体の 2.8%に過ぎないが、統計的に有意に、AA 型は

少なく（回答数がゼロ）、AC 型に多い。AC 型は BC 型（平均より多いが統計的に有意とは

いえない）よりも数値が高く、支援機関の協力を得ながら活動しているところが多いので

あろう。以下のグラフのとおりである。 

 
出典 同上 

このほか、ここではグラフは特に示さないが、選択肢 4 以下の回答傾向も、市行政との

つながりと類似していた。問 5 の 4-1 の今後の関り意向の回答傾向も同様であった。 
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AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-11-1 支援機関とのつながり

(「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」）

回答率 平均値

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-11-2 支援機関とのつながり

（「3. 活動機会の提供（事業委託など）」）

回答率 平均値
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第３項 地域とのつながり 

今度は、地域とのつながりを見よう。 

問 5 の 5 は、「貴団体は、地域と何らかのつながりを持っていますか（複数回答可）」と

尋ねて、いくつかの選択肢を提示した。 

「1. メンバーのほとんどが地域住民である」という団体が全体の 3 分の 2 であったが、

統計的に有意に AA 型は少なく、福祉系（AC 型と BC 型）は多い。以下にグラフを示す。 

 
出典 2025 年度地域活動団体調査 問 5 5 

もちろんこの場合「地域」というのがどのくらいの範囲なのかはわからない。2024 年度

調査における「地域」のイメージは多様であった。しかしそれでも、回答者の 8 割は、「合

併前の旧町村」のエリアかまたはそれより狭域のエリアをイメージしていた。身近な地域

の人たちで構成される団体がこの選択肢を選んでいると見てよい。 

AA 型でこの選択肢を回答したのは、実数で 115 団体、AA 型の中の半数程度に過ぎなか

った。それ以外の AA 型団体は、会員がより広域に分布しており、こうした団体は、やはり

町内会館・自治会館や中規模集会施設には集まりにくいだろうと想像される。逆に、我々

が訪問調査をした中規模集会施設である玉川学園さくらんぼホールは、小田急線の玉川学

園前駅の近くであり、おそらくそれゆえに稼働率は大変高く、また利用団体のほとんどが

生涯学習系だという。生涯学習支援政策を考えるときには、こうした状況を十分考慮する

必要があるだろう。 

「2. 地域の行事によく参加している」は、全体の 17.2%が選んでいるが、ここでも、統

計的に有意に AA 型と BX 型は少なく、福祉系（AC 型と BC 型）が多い。福祉系団体のう

ち 3 割弱がこの選択肢を選んでおり、地域に根付き、地域とのおつきあいを大切にしなが

ら活動している様子が想像できよう。以下のグラフに示した。 
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図4-12-1地域とのつながり

（「1. メンバーのほとんどが地域住民である」）

回答率 平均値
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出典 同上 

今度は逆に活動団体のほうが「3. イベントを行う時など地域に手伝ってもらっている」と

いう立場のつながりだが、回答全体の 6.5%に過ぎないが、統計的に有意に、AA 型と BX 型

は少なく、BC 型は多い。AC 型は平均とほとんど変わらない。AC 型はそもそもイベントの

ようなことをあまりやっていない団体も多いのかもしれない。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

BC 型といえども、この回答をしているのは 12.4％に過ぎないが、地域と密な関係を持

っている団体として、町内会・自治会や地区協議会などの活動においても重視されるべき

存在であろう。 

「4. 活動対象が地域・住民である」という団体だが、活動対象が地域だという団体は全

体の 3 分の 1 ほどを占めている。しかし、類型別に見ると、統計的に有意に、AA 型、AX

型及び BX 型は少なく、福祉系（AC 型と BC 型）は多い。福祉系のおよそ半分ほどがこの

選択肢を回答している。AA 型、BX 型も、相対的に少ないとはいっても、それぞれの類型
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30.0%

AA型 AC型 AX型 BC型 BX型

図4-12-2 地域とのつながり

（「2. 地域の行事によく参加している」）

回答率 平均値
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回答率 平均値

図4-12-3 地域とのつながり

（「3  .  イベントを行う時など地域に手伝ってもらっている」）
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中の 2 割ほどがこの選択肢を選んでおり、こうした団体にも、地域内での連携の輪の中に

入ってもらうように考えていくことが望ましく思われる。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

「5. 地域及び近隣の町内会・自治会等と連携を取ることがある」を回答したのは、全体

の約 15％だが、統計的に有意に、AA 型と BX 型は少なく、福祉系（AC 型と BC 型）は多

い。福祉系ではおよそ 4 分の 1 が回答しており、町内会・自治会にとっても重要な連携相

手といえるのではないだろうか。以下のグラフを参照されたい。 

 
出典 同上 

「6. 地区協議会と連携を取ることがある」との回答は全体の 5.3%に過ぎないが、やはり

統計的に有意に、AA 型と BX 型に少なく、福祉系（AC 型と BC 型）に多い。中でも、BC

型のほうが AC 型より、回答件数も回答率も大きい。以下のグラフのとおりである。 
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図4-12-4 地域とのつながり

（「4. 活動対象が地域・住民である」）

回答率 平均値
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回答率 平均値

図 4-12-5 地域とのつながり 

（5. 地域及び近隣の町内会・自治会等と 携を取ることがある」） 



第４章 第６節 

<104> 

 
出典 同上 

「7. 地区社会福祉協議会と連携を取ることがある」というのであるが、町田市では地区

社協は市の全域に組織されているわけではないが、それでも全体の 8.6%がこの選択肢を選

んでいる。やはり統計的に有意に、AA 型と AX 型、BX 型に少なく、福祉系（AC 型と BC

型）に多い。地区社協は、福祉を中心とした地域の活動団体が会員になっているのだから、

当然の結果ともいえる。しかしここでも、BC 型のほうが AC 型よりも、回答件数も回答率

も高い。以下のグラフのとおりである。 

 
出典 同上 

「8. つながりは持っていない」についても、全体の 4 分の 1 ほどがこの選択肢を選んで

いるが、統計的に有意に、AA 型、AX 型に多く、福祉系（AC 型と BC 型）に少ない（それ

ぞれの類型の 1 割程度）。BX 型は平均より多いが統計的に有意というほどではない。以下

にグラフを示す。 
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図4-12-6 地域とのつながり

（「6. 地区協議会と 携を取ることがある」）

回答率 平均値
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図4-12-7 地域とのつながり

（「7. 地区社会福祉協議会と 携を取ることがある」）

回答率 平均値
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出典 同上 

福祉系、特に BC 型は、地域に向き合った活動、コミュニティ志向的な活動という性格

を持っていることが推測できるが、生涯学習系の中にも地域での活動の連携・協力の中で

無視しえないものがあることも忘れてはならないだろう。 

 

第７節 小括 

団体を類型別に分けて集計するのは、あくまで、きめ細かく分析して、団体の多様な性

格やニーズを把握し、政策的に生かせるようにするためであって、団体に価値的な序列を

つけるためでは全くない。重要なことは、地域活動団体の多様性をよく認識し、それに適

した支援策・連携策を考えることである。 

生涯学習系の団体については、その活動範囲がやや広域である場合が多いことを考えて、

その集まる場所（集会施設）のあり方を考える必要がある。また、近年政策的に強調され

ている「学びと活動の循環」に留意していく必要がある。例えば、2018 年 12 月の文部科

学省に設置されている中央教育審議会において「人口減少時代の新しい地域づくりに向け

た社会教育の振興方策について」が答申されたが、「社会教育を基盤とした人づくり・つな

がりづくり・地域づくり」が一層重要であると提言されている。こうした、学んだことを

地域で生かしていくという方向性は、すでに 1999 年の中央教育審議会答申以来繰り返し

強調されてきている。学んだことを地域で生かし、そこで壁に当たればまた学ぶといった、

いわば「学びと活動の循環」が可能な仕組みができることが理想的であろう。地域コミュ

ニティによる地域課題の解決ということを考えた場合に、生涯学習団体の活力は注目され

るべきである。 

このこととの関連で福祉系の活動団体を考えると、ここで設定した AC 型と BC 型とで

は、少なからざる違いがあったが、この違いは、一部は活動の発展段階の違いから来るも

のかもしれないことが示された。最初は学びの活動も含めてボランティアで取り組んだ活
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図4-12-8地域とのつながり

（「8. つながりは持っていない」）

回答率 平均値
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動が、次第に本格化し、ついにはかなり専門的な事業体にまで成長するというのは、時に

見られる展開であり、地域に根差した市民的なセンスを持った公益事業体が成立する道筋

としても好ましいだろう。AC 型から BC 型への移行・発展の可能性について、常に留意す

べきである。 

また、福祉系の活動団体は、地域に根差した性格を持ったものが多く、地域の中での地

域活動の相互連携を考えるときに注目されるべきである。そして、そうした観点から、活

動場所、集会施設の問題、活動資金の問題、活動の輪を広げていく課題などを考えていく

必要がある。 

上記の観点からの分析のほか、様々な視点からこのアンケート調査を分析し、政策論に

生かしていくことができる可能性がある。例えば、今回は BX 型の中にスポーツ系の団体

を入れたが、本章の最初にも述べたように、この中には青少年スポーツ活動も含まれてお

り、多様な傾向を内包している可能性がある。スポーツ系を独自な類型として取り出して

分析することも有用かもしれない。また、2001 年度調査の時には、思いも及ばなかった活

動分野として、その後居場所づくりとかカフェなどの交流系の活動が展開してきており、

今回は活動分野の選択肢に取り入れたところ、最も重点を置いている活動分野として回答

した団体が 71 団体（7.4%）、それも含めて該当する活動分野として回答した団体が 200 団

体（20.8%）もあったのである。このほかにも、今回新たに設けた活動分野の選択肢はあり、

これらの新傾向の活動を多面的に分析してみることも今後重要である。  



市民や地域活動団体、専門機関、町田市が考えるべきコミュニティ政策 

<107> 

第５章 市民や地域活動団体、専門機関、町田市が考えるべき

コミュニティ政策 

 

本章は、研究成果を政策論の観点からまとめたものである。 

本共同研究は、過去からの経緯、現状、今後予想される展開を客観的に記述するだけで

はなく、将来に向けた政策論をも展開することを目指してきた。 

この場合の「政策論」とは、町田市が定めるものだけではない。市民が様々な立場から

「こうあってほしい」「こうありうるのではないか」といった考慮、それを市民同士が様々

な場で交換して議論して形成される世論、さまざまな地域活動団体が持つ政策的考慮や提

言、町田市や専門機関が持つ政策的考慮や公式の政策などを含む。 

昨今「ガバナンス（協治）」という言葉で強調されている、多元主体的な自治体のあり方

からしても、政策主体は多元的であるという視点で考えるべきである。 

以下においては、そうした立場から、さまざまな政策主体の視点から政策的考察を行う

ように留意している。 

 

第１節 市勢全体を俯瞰した政策論 

個別の仕組みや個別の分野、個別の団体に関する政策論を考える前に、まず町田市の市

勢の全体状況を俯瞰したうえでの政策的方向性を考察しよう。 

この点では、庁内プロジェクト・チームが有用な考察をしており、これに拠りながら以

下述べてみよう。 

 

第１項 市勢の基礎的な趨勢 

町田市で政策的考察を行う際には、基本構想・基本計画である「まちだ未来づくりビジ

ョン 2040」が 2040 年を目途として策定されていることを前提とするのが、適当であろう。 

地域コミュニティは 2040 年にどのような状態になると予想されるのか。 

庁内プロジェクト・チームの考察によれば、現在の情勢が継続すると仮定して 2040 年

を迎えた場合、以下のように予測される。 
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図 5-1 現在の趨勢が継続した場合の 2040 年の地域コミュニティの状況 

項目 2025 年度 2040 年度 具体的な影響 

人口 約 43 万人 約 40 万人 
・人口が減少することで、活動の担い手は一部の高齢者や

現役世代に集中。高齢者自身も支援を必要とする層の割

合が増える。 

・生産年齢人口の割合の低下により労働力不足が深刻化。 

・減少した現役世代は、自身の仕事や子育て、親の介護に

追われる状況が常態化。 

・地域活動のなり手不足が加速。 

高齢化率 約 28％ 約 36％ 

生産年齢 
人口率 

約 61％ 約 54％ 

出典 庁内プロジェクト・チームの検討結果による 

人口減少はほぼ確実と見られており、地域活動の担い手が一部の人たちに限定される傾

向も、本報告書で、2006 年度調査と比較しながら分析したとおりである。また、高齢化も

さらに進展し、支援を必要とする人が増えることも確実視されている。今後の外国人受け

入れ政策の動向にもよるが、欧米の国々と違って、外国人を大量に受け入れた経験が最近

の日本にはなく、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足を補う試みは簡単には進まないだ

ろう。経済の停滞は格差の拡大、税収不足、社会保障制度の困難などの様々な問題を加速

させる。個人や家族、そして地域コミュニティに期待される役割はますます高まるが、こ

れに応えることは容易ではない。すでにみたように、2006 年度調査と比べると、地域活動

に携わる条件や意欲はこの 20 年でかなり低下しており、このままの趨勢が続けば状態は

さらに深刻化すると予想される。 

まさに、政策的対応が必要な状態である。 

 

第２項 地域コミュニティに関する市民アンケート結果から探る 

政策論を考える上では、時間軸が基礎となる。2040 年を目途として社会の趨勢を予測し、

そのもとで地域コミュニティの変容を予測し、政策的働きかけの基本を考えるとすれば、

市民の年齢層別の状況をもとにして考えることが必要である。加えて、それぞれのライフ

ステージに応じてどのような状態が望ましいか、そしてそれを実現するためにはどのよう

な政策的な働きかけが有効であるかをロードマップとして提示すれば、各論的な政策論の

出発点として大いに役立つだろう。 

庁内プロジェクト・チームは、このようなロードマップの作成を目指して、まず年齢層

別の市民の状況の分析を試みた。データは、これまでもしばしば引用してきた我々の 2024

年度調査で、今度はこれを政策的考察のために参照する。庁内プロジェクト・チームが注

目したのは、以下のようなデータである。 

まず、第 2 章でも見たが、年齢層別町内会・自治会加入状況に着目する。 

以下のグラフは、第 2 章のものと基本的に同じであるが、各年齢層の加入者のみについ

て、その人数（度数）と当該年代層内での割合とを示すように作成したものである。 
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出典 2024 年度調査問 13 を年齢層別に集計 

15～19 歳は 45～49 歳と、20～24 歳は 50～54 歳と加入割合が近似している。別な設問

の集計から、15～19 歳の 96.2%、20～24 歳の 90.8%がそれぞれ父母と同居していること

が分かっており、世帯会員制のため、このような結果になると考えられる。これらの 15 歳

から 24 歳までの若い人たちは、その後親元を離れて自立生活に入ると、町内会・自治会に

は加入しなくなるようであることがわかる。 

このこととの関連で、次に、2024 年度調査の問 15 から、年齢層別の地域活動参加状況

を分析する。 

問 15 は、「町内会・自治会の他に、現在、参加されている地域住民等による自主的な活

動はありますか（〇はいくつでも）」という設問で、以下のような選択肢を示した。 

図 5-3-a 選択肢（図 5-3） 

No. 選択肢 

1 町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等） 

2 地区協議会の活動 

3 
行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年健全
育成委員、スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA 等） 

4 
生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動（リサイクル促進、コミュニティ

バス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等） 

5 趣味のサークルやグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等） 

6 その他のボランティア、助け合い活動 

7 何も参加していない 
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図5-2  年齢層別の町内会・自治会加入状況
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以下のグラフは、この回答から、何らかの活動に参加しているという回答（選択肢 7 と

無回答を除いたもの）の人数（度数）と割合を年齢層別に示したものである。 

 
出典 2024 年度調査問 15 を年齢層別に集計 

これを見ると、20 代から 30 代前半にかけての年齢の人の地域活動参加割合が極端に低

いことが分かる。これが、この年齢層の普遍的な特徴なのか、それとも現在のこの年齢層

を構成している人たちの固有の特徴なのかはわからないが、10 代の人の回答はそれなりに

多いことを考えると、やはり就職したり親元を離れたりして一気に世界が広がるこの年齢

層の普遍的な特徴ではないかとも想像される。 

この年齢層も含めて、15 歳から 64 歳までの年齢層（まだ定年退職前の「現役層」とい

ってよいだろう）は、それ以上の年齢層（いわゆる高齢者）と比べて、地域活動への参加

が低調であるといえる。 

この年齢層の人たちが、地域活動に参加しないのはどうしてだろうか。 

まず、町内会・自治会に加入しない理由を見てみよう。上に示したデータは、「町内会・

自治会を除く」地域活動への参加状況を尋ねたものであった。町内会・自治会に加入して

いてもほとんど活動できていない人も多いことはすでに述べたが、ここでは現役層の活動

意識・活動環境を探るために、町内会・自治会に加入していない理由を見てみる。 

2024 年度調査では、問 13 で町内会・自治会の加入・未加入を尋ね、未加入と回答した

人に問 13-5 で、加入していない理由を尋ねている（複数回答あり）。15～64 歳が、どの選

択肢を回答しているのか、回答の多かった上位 6 つの選択肢に関して、その回答割合を示

したのが以下の図である。 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
人数

参加割合

年齢層

図 5-3 年齢層別の地域活動参加状況（町内会・自治会活動を除く） 
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出典 2024 年度調査問 13−5 を年齢層別に集計（上位 6 つ） 

なお、以下の表は、全年齢層にわたって町内会・自治会に加入していない理由を多い順

番に 6 つまで並べたものである。 

図 5-5 町内会・自治会に加入していない理由（上 6つまで） 

順位 回答した選択肢 回答割合 

1 1 活動時間を取ることができないから 37.8％ 

2 3 加入するきっかけがないから 26.3％ 

3 7 役員になると忙しくて大変だから 26.2％ 

4 9 町内会・自治会の活動に制約されたくないから 15.8％ 

5 6 町内会・自治会の活動の必要性を感じていないから 14.1％ 

6 5 会費を負担したくないから 12.0％ 

出典 2024 年度調査問 13-5 

次に、今度は先に引照した問 15 を用いて、町内会・自治会以外の地域活動への参加状況

に関し、現役層が参加しない理由を見よう。 

問 15-3 では、問 15 で何の活動にも参加していないと回答した人を対象に、活動に参加

していない理由は何かを、複数回答ありで尋ねている。結果は以下の図のとおりである。

なお、問 15 で「地域活動に何も参加していない」と回答した 2,740 人がこの設問の対象者
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図5-4 年齢層別の町内会・自治会に加入していない理由

未加入者数 1. 活動する時間がない

3. 加入のきっかけがない 5. 会費を負担したくない

6. 活動の必要性を感じない 7. 役員になると大変
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であるが、このうち現役層は 1,972 人である。 

 
出典 2024 年度調査問 15-3 を年齢層別に集計 

なお、6 つの選択肢を回答の多かった順に並べて整理したのが以下の表である。 

図 5-7 地域活動に参加しない理由（多い順） 

順位 回答した選択肢 回答割合 

1 1 活動する時間を取ることができないため 54.5％ 

2 4 参加するきっかけがないため 42.0％ 

3 6 参加することに興味や関心がないため 25.1％ 

4 3 身近に参加したいと思う活動や団体がないため 21.1％ 

5 5 活動に参加する必要性を感じていないため 17.2％ 

6 2 他の人と関わることが面倒なため 13.9％ 

出典 2024 年度調査問 15-3 

町内会・自治会の加入においても、それ以外の活動への参加についても、「活動時間を取

ることができないため」が理由の一番を占めているが、2 番目は「参加するきっかけがな

い」というものであるのは注目に値する。有効な働きかけができれば、加入または活動参

加につながる場合も多いのではなかろうか。 
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第３項 ライフステージごとの行動変容 

以上に見たように、現役層、特に 20 代から 30 代前半までは、意識の上でもまた実際の

行動の上でも、地域コミュニティへの関わりは薄いことが、いくつかのデータを通じて確

認できる。 

これが、現在のこれらの年齢層の固有の世代的特徴なのか、それともライフステージを

たどっていくときの普遍的な傾向であって、次第に年齢が上がるにしたがって変化が生ず

るものであるのかは、わからない。本報告書においても、また中間報告書においても、2006

年度調査と比較すると、地域力は低下しており、現在の現役層の固有の傾向という面もあ

るのであろう。 

しかし他方で、多くの研究によれば、当然ながら人間の意識と行動は、ライフステージ

によって変容していくものであり、その点は地域コミュニティに関連した意識と行動に関

しても変わらない。 

例えば、以下の図は、子どもの成長に伴う地域資源の活用度と生活圏域の変化を年齢の

時間軸で捉えたものである。 

図 5-8 ライフステージと地域資源の活用、行動範囲 

 
出典 研究委員会の三輪律江委員提供資料（三輪（2025）「人のライフステージと生 

活圏との関係図」） 
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乳幼児から小学生、中学生、青少年期へと成長する過程では、地域社会において提供さ

れている活用可能な資源を活用することが多い。そして自分が子育てをする時期になれば、

再びそうした地域の資源を活用することになる。さらに、高齢になって、身近な地域にい

る時間が長くなれば、再び慣れ親しんだ地域に接し、その資源を活用しつつあるいはその

資源の提供主体となるのである。 

また、地域の資源を活用するという時の、資源が存在するエリアも様々であり、とりわ

け乳幼児期の場合は、半径 300 メートル圏程度24と狭いものが多いだろう。このくらい狭

いと、なかなか公式の政策では位置づけにくいが、地域活動団体の中にはこの程度のエリ

アで活動しているものもある。 

こうしたライフステージを経過する中で、地域コミュニティを意識した行動をとること

が多い時期とそうでない時期とがある。それを横断面で切り取った調査を行えば、いろい

ろな人がいるという構造が描き出されるが、時間軸で見れば、いつも地域コミュニティは

一定の役割を果たすものとして存続していなければならない。 

そうだとすれば、前項で検討した、町内会・自治会に入らない理由や地域活動に参加し

ない理由についてのデータをあらためて見てみると、政策的な働きかけの着眼点が導き出

されるのではないだろうか。 

まず、最も多くの回答が、「活動時間が取れない」という理由を挙げている。たしかに、

例えば子育て一つとっても、現代人は子どもを丁寧に育てなくてはならないという意識が

強く、昔よりも多くの時間をかけているといわれる。しかし、生活時間の基本構造として、

ほとんどの人は、「やりたいこと」または「やらなくてはならないこと」をすべて行うため

には一日 24 時間では不足している。そこに何らかの優先順位をつけて選択しているので

あるから、地域コミュニティへの関わりはその場合の優先順位が低いということである。

地域コミュニティは必要であるとか、楽しいとか、有意義であるとかいったことを実践的

に伝えることができれば、優先順位は変わってくるだろう。ニーズに合った活動をするこ

とが重要である理由である。 

次に、理由の第 2 位は、「きっかけがない」というものであり、注目すべきである。第 2

章でも見たように（第 3 節第 5 項）、今後活動に参加しやすくするために必要なこととし

て、多くの年齢層でトップに挙がっているのは情報・PR であった。しかし、知らせればよ

いというものでもなく、それ以外に現役層の参加のハードルはいろいろとあり、活動の曜

日・時間帯、テーマ、その場の雰囲気など、配慮すべきことは数多い。こうした参加のノ

ウハウのような部分は、専門機関の支援を受けることも可能であり、おそらく今後は必須

である。 

 

24 ニュータウン開発などでは、この程度の圏域で買い物等の利便性に関してまとまりの

ある区域を想定するようである。 



第５章 第１節 

<115> 

このように考えていくと、地域コミュニティそのものに否定的・拒絶的な意識ばかりが

参加しない理由ではなく、参加を促す行動には大きな可能性があるといえる。 

時間ときっかけということに着目すれば、近年多くの自治体で試みられている、大学生

を公営住宅に住まわせて、当該地域に関わってもらう（例えば町内会・自治会の役員をし

たり、消防団に入ったりといった活動）という事業は、大学の多い町田市でも考えられて

よいだろう。大学生というライフステージは、時間の融通が比較的つきやすく、また様々

な体験に対して積極的な時期であるから、きっかけという意味でも働きかけがしやすい。 

 

第４項 ライフステージ別地域参画機会と各課の主な事業 

では、どのような働きかけが有効であろうか。 

まず、庁内プロジェクト・チームでは、ライフステージごとのコミュニティとの関わり

方を理想と実態に分けた上で、各部署の事業がどのライフステージを意識しているのかを

示し、現状の町田市の取り組みを以下の図にまとめた。 
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図 5-9 庁内プロジェクト・チームが作成したライフステージと各分野の取り組み 
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この章の第２節以下は、この図にまとめられているライフステージごとの各課の事業の特

徴と今後の方向性を、今度は地域活動団体の側からの視点で、詳細に述べたものといえる。 

 

第５項 町田市の取り組みの現状と方向性 

庁内プロジェクト・チームが各課の現状の事業を分析したところ、地域コミュニティに

対する関わり方は、その特性から以下の 3 つのタイプに大別できる。 

第一のタイプは、「新たな「入口」と「拠点」を創出する事業」である。 

これまで地域と接点がなかった住民に対し、新たな関わりの「入口」を提供する役割を

持つ事業である。例えば、乳幼児健診は子育て世代の最初の接点となり、学校再編で生ま

れる「地域活用型学校」は、多世代が集う新たなコミュニティの「拠点」となるポテンシ

ャルを秘めている。また、子どもの活動拠点は、保護者同士のつながりを生み出す場とし

ても機能している。 

第二のタイプは、「専門分野を軸に多様な世代をつなぐ事業」である。 

例えば、スポーツや防災といった専門分野を軸に、年齢や所属を超えた多様な世代・団

体をつなぐ役割を持つ事業である。楽しみや共通の目的があるため人が集まりやすく、世

代間交流を促進する上で重要な機能を果たしている。 

第三のタイプは、「既存の地域組織を支える事業」である。 

例えば、町内会・自治会、民生委員児童委員、高齢者団体など、従来から地域を支えて

きた組織の活動を直接的に支援する事業である。補助金交付や情報交換会の開催、なり手

育成などを通じて、既存コミュニティの基盤維持に貢献しているが、担い手の高齢化や活

動のマンネリ化といった共通の課題も抱えている。 

これに対して、今後の地域コミュニティの趨勢を考えてみると、以下の 3 つの大きな潮

流に直面すると考えられる。 

第一に、「義務から関心へ」という潮流である。 

参加の動機においても組織のあり方においても、緩やかさが求められるようになる。従

来の町内会・自治会のような地理的・地縁的な要因によって構成される包括的・義務的な

組織は、求心力を失っていくと想定される。特に若い世代は、活動のメリットや楽しさが

明確でなければ参加しない傾向が強く、今後はスポーツ、防災、子育てといった個人の興

味・関心に基づいた「テーマ型」の緩やかなつながりがコミュニティ活動の中心になって

いくと考えられる。本共同研究でも確認された町内会・自治会の加入率の低下と特に若い

世代における加入の減少は、こうした潮流の表れであり、組織のあり方を変えていかなけ

れば、義務感だけでは支えられない。 

第二に、「担い手の固定化と負担増の悪循環」という潮流である。 

本共同研究でも確認できたが、活動の担い手は高齢化・固定化が進んでおり、世代交代

が喫緊の課題となっている。特に福祉分野や子ども関連団体でその傾向は顕著である。役
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員の兼任も常態化しており、1 人当たりの負担が増大することで、新たななり手がさらに

現れにくくなるという悪循環に陥っている実態がある。 

第三に、｢意識の分断であり、地域コミュニティの価値に対する認識のズレ｣という潮流

である。 

日本では、行政サービスだけでは、個人のニーズをすべて満たすことはできず、地域コ

ミュニティなどの「市民社会」の活動によっても公共サービスが補完されたり開拓された

りする必要があり、そのかなりの部分は地域住民のボランティア活動に支えられている現

実がある｡その一方で、市民の中には「コミュニティは不要」と感じる層が存在し、両者の

間に意識の溝が生まれている。このコミュニティの価値に対する認識のズレが、地域全体

の活力低下を招く一因になると懸念される。つまり、こうした認識のズレが広範に広がれ

ば、コミュニティ不要論者は、ボランティアの地域活動に「タダ乗り」していることにな

っても、その自覚がなく、地域社会の中に溝が拡大していく。 

以上においては、まず現に町田市の各課が地域コミュニティにアプローチする際の手法

を 3 つに整理し、次いで地域コミュニティが実はすでに当面し今後はもっと強まるであろ

う趨勢（潮流）を整理してみた。これを踏まえ、これからのコミュニティ政策の基本的ス

タンスとして、以下の 5 つの方向性が重要であると考えられる。 

第一は、参加のハードルを下げ、多様な「関わりしろ」を用意することである。 

町内会・自治会にしても、町内会・自治会そのものは地域に関することを総合的に担う役

割を持っているが、実際の活動においてはそうした総合性をすべての参加者が発揮すると

考える必要はなく、イベントの手伝いや趣味の活動など、個人の関心や都合に合わせて気

軽に参加できる「入口」を増やすことが重要である。興味のある分野にだけ関われるよう

な、負担の少ない「ゆるやかな関わりしろ」を行政や地域活動団体が意識的に設計・提供

するのが有効な方策である。さきほどアンケート調査の結果をも参照しながら考えたよう

に、一度緩やかな入口から活動に参加してもらえれば、活動の様子がわかることによって

優先順位付けによる時間の工面ができやすく、また活動するきっかけもつかめるであろう。

この問題は、必ずしも町内会・自治会に限った話ではないが、町内会・自治会については、

本章の第 2 節でもう少し深堀してみたい。 

第二は、「「行政への依存」から「住民の主体的な参画」へという方向性」である。つま

り、住民の主体性を引き出す支援が重要である。行政側も、行政が主導して事業を進める

のではなく、住民が自ら地域の課題を発見し、解決しようとする動きを後方から支援する

「伴走型」の姿勢への転換が求められる。住民の「自分ごと」として活動を捉える意識を

醸成することにより、行政や専門機関が手を放しても、住民の取り組みが継続していくこ

とができる。 

第三は、「ボランティアの善意に頼らない仕組みづくり」である。活動の担い手の負担を

軽減するため、そしてまた、上に指摘した意識のズレに基づく意図せざる「タダ乗り」の
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ためにモチベーションがそがれないように、活動の有償化や経費の実費負担など、ボラン

ティアの善意や持ち出しだけに依存しない仕組みを検討することが不可欠である。これに

より、活動の継続性を担保し、新たななり手を確保しやすくなるだろう。この点について

は、本章の第 5 節でより詳細に考えることとする。 

第四に、「新たな拠点整備の推進とコーディネーターの配置・育成」である。特に、今後

の学校再編で生まれる「地域活用型学校」を、情報発信や団体間の連携を促すハブ機能を

持つコミュニティ拠点として戦略的に整備することが重要である。そして、その核となり

媒体となる専門の「コーディネーター」を配置・育成することが肝要である。この点に関

しては、本章では、第 3 節で地区協議会のこれからと 2 層制の仕組みを提起するところで

さらに考えたい。 

そして第五に、地域活動の諸分野を連携させることとの関連で、行政の側も縦割り的な

意識や実務をあらため、行政の複数の部署が個別に地域への依頼や働きかけを行い、住民

の負担を増やしている現状を改め、部署間で事業を整理・共同開催するなど、行政内部の

連携強化が強く求められる。 

 

第６項 2040 年を目途とした「持続可能な地域コミュニティ」のゴール 

以上の考察から、市民、地域活動団体、専門機関、町田市が共有すべき 2040 年のゴール

として、庁内プロジェクト・チームは、「持続可能な地域コミュニティ」という概念を考え、

その内容を以下の 8 つに整理した。すなわち、2040 年の目指すべき姿である「持続可能な

地域コミュニティ」とは、以下の要素を満たす、地域に関係する誰もが主役となるコミュ

ニティである。 

図 5-10 庁内プロジェクト・チームが考える「持続可能な地域コミュニティ」 

No. 要素 説明 

1 活動の楽しさ・やりがい 
活動が「義務」ではなく、参加する人が楽しさや、誰かの役に立
っているという実感（やりがい）を感じられる。 

2 
多様な関わり方 
（ゆるやかな入口） 

自分のライフスタイルや関心に合わせて、イベントの単発手伝い
だけなど、誰もが気軽に関われる多様な選択肢（入口）がある。 

3 無理のない役割と負担 
役員の負担が特定の人に集中せず、誰もが「これくらいならでき
る」と思える、無理のない範囲で活動を続けられる。 

4 変化への柔軟性 
新しい仲間や多様な意見を歓迎し、時代に合わせて活動の目的や
やり方を柔軟に見直すことができる。 

5 安定した活動資金 
会費や補助金、事業収入など、活動を継続していくための安定し
た財源が確保されている。 

6 気軽に使える活動拠点 誰もがいつでも気軽に集い、活動の相談や準備ができる場所がある。 

7 分かりやすい情報共有 
地域の活動に関する情報が、回覧板だけでなく SNS 等も活用し
て分かりやすく発信され、必要な情報をいつでも得られる。 

8 多様な連携 
地域内の団体同士はもちろん、学校や地元の企業、地域活動団体な
ど、地域の様々な主体と協力し合える関係が築けている。 
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第一の、「活動の楽しさ・やりがい」は、「義務から関心へ」という潮流に対応するもの

である。たしかに活動の中心にいる活動者は、場合によっては苦しかったり辛かったりす

ることも多いかもしれないが、それでもそれを克服する達成感を得ることが「やりがい」

につながり、その意味で「楽しい」といえる。ましては、活動の「入口」を除いた人にとっ

ては、楽しくなければ、到底それ以上中に入る気にはならないだろう。 

第二の、「多様な関わり方（ゆるやかな入口）」は、アンケート調査からも析出された、

活動・加入をためらう理由の「きっかけ」に関係する。きっかけさえあれば、参加したい

人は意外に多いのである。多様なきっかけを用意し、気軽に関われるようにすることが、

これからの地域コミュニティには重要である。 

第三の、「無理のない役割と負担」は、参加するすべての人にとって当然であるが、中で

も役員など活動の中心にいる人にとっても安心して続けられる条件としてとりわけ重要で

ある。各活動団体においても、特定の人に過重な役割が集中しないような工夫や配慮が求

められる。 

第四の、「変化への柔軟性」は、新しい仲間、新しい時代状況、新しい活動スタイル、新

しい活動目的に、好奇心を持ち、柔軟に組織を変化させていける受容性を意味している。

活動をしていると、今いる仲間と今やっているスタイルで継続することに安心感を覚えて、

なかなか新しいことを歓迎しなくなるきらいがある。まだ仲間でない人に対しても組織の

窓を広く開くこと、活動の理念からして状況にどう対応したら自分たちの満足感も向上す

るのかを柔軟に考えることが、大切である。 

第五の、「安定した活動資金」は、やはり活動していくうえでは重要である。第 4 章でも

分析しているように、団体の性格によって様々であるが、会費、補助金、事業収入など、

団体の性格と考え方に応じて資金調達のスタイルを確立し、安定した組織体制をつくるよ

う心掛けたいものである。 

第六の、「気軽に使える活動拠点」は、本報告書でも、中規模集会施設などについて論じ

ているが、いろいろな工夫が可能であり、現に行われている。近年は、空き家や空き店舗

を活用したコミュニティカフェや自宅の一部を開放する住み開きなどの試みもある。町田

市の政策としては、「地域活用型学校」は、持続可能な地域コミュニティにとって重要な身

近な拠点となるだろう。 

第七の、「分かりやすい情報共有」は、会議の進め方の工夫などのほか、双方的な情報媒

体である SNS などを活用して、地域コミュニティの裾野を拡大することが望まれる。 

第八の、「多様な連携」は、とりわけ町田市には数多くの地域活動団体があり、地域コミ

ュニティの中で力を合わせることが有効である。そしてまた、連携する主体は、質的にも

多様であって、地域の活動団体だけではなく、地域内の専門家、学校、大学、企業・事業

者、地域活動団体など、広く巻き込んでいくべきである。最近は、企業は CSR（企業の社

会的責任）が強調されており、また社会福祉法人は社会福祉法によって社会貢献が義務付
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けられている。大学も地域との連携に熱心になっている。「多様な連携」を意識すれば、助

っ人はいくらでもいるのである。 

かくして、本報告書の提唱する「持続可能な地域コミュニティ」とは、①楽しくやりが

いを持って活動でき、②入口がゆるやかで多様なかかわり方が可能であり、③役割と負担

が特定の人に過度に集中せずに、適切に分散されており、④会員や活動スタイルに関して

変化に柔軟であり、⑤活動資金が安定していて不安がなく、⑥気軽に安定して使える活動

拠点にアクセスでき、⑦分かりやすい情報共有が実現されており、⑧多様な組織と多様な

連携ができる、地域活動団体からなる地域コミュニティのことである。 

 

第７項 持続可能な地域コミュニティの実現に向けた基本方針 

そして、庁内プロジェクト・チームを中心に検討した結果、前項で設定した「持続可能

な地域コミュニティ」の実現に向けては、以下の 3 つの方針を導き出した。 

図 5-11 「持続可能な地域コミュニティ」の実現に向けた基本方針 

No. 方針 内容・期待できる効果 

1 

町内会・自治会、 

地区協議会への 

支援強化 

＜内容＞ 

・慣例的な行事の見直し、負担の削減、役割分担の適正化、効果的な

情報発信など、時代やライフスタイルを意識した運営への転換を

支援する。 

＜期待できる効果＞ 

・現役世代や若年層が「これなら自分も関われる」と関心を持てる、

スリムで効率的な組織運営が可能になる。 

・地域コミュニティの基盤である組織の持続可能性を高められる。 

2 
ゆるやかな 

2 層制の構想 

＜内容＞ 

・地区協議会のエリアを基本としつつ、地域活用型学校を活用して、

より身近なコミュニティ・エリアを検討する。 

・地区協議会と地域活用型学校との連携を支援する。 

＜期待できる効果＞ 

・身近な場所に、誰もが参加しやすく、多様な関わり方が可能なコ

ミュニティが生まれる。 

・地区協議会が地区全体の情報やニーズを集約・共有するハブとし

て機能でき、地域課題に対して効果的に取り組むことができる。 

3 
分野横断的な 

交流と連携 

＜内容＞ 

・地域の多様な主体が、それぞれが持つ専門知識や資源（人材、場

所、資金、情報）を持ち寄れる仕組みを作る。 

＜期待できる効果＞ 

・地域の多様な主体同士による分野を超えたつながりが生まれる。 

・地域課題に対して多角的なアプローチが可能になり、時代の変化

にも対応できる強固な地域力を育むことができる。 
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第一の「町内会・自治会、地区協議会への支援強化」については、このあと第 2 節、第

3 節で詳細に述べている。町内会・自治会については、地方公共団体の機能を地域において

代替するという性格から来る活動スタイルや発想を脱却し、肩の力を抜いて、地域をよく

しようとする人々の集うプラットフォームとして活動を考えていくことが大切である。 

第二の「ゆるやかな 2 層制の構想」については、このあと地区協議会とともに第３節で

詳しく論じている。町田市の地区協議会の「戦略本部型」のスタイルの利点を生かしつつ、

より身近なエリアにもコミュニティ活動を展開することにより、町田市民の市民力がより

生かされるようになるだろう。 

第三の「分野横断的な交流と連携」は、地区協議会や地区社協などもプラットフォーム

として機能することが期待されるが、どの活動団体も、周囲の団体と連携することに習熟

すると、より楽に活動でき、新しい地平が開けてくるだろう。また、こうした連携が可能

になるように、各種の中間支援組織やコーディネーターは留意すべきである。時折、「地域

は行政以上に縦割りだ」といわれることがあるが、これはそれぞれの団体に向き合ってい

る行政や専門機関がその縦割り構造を地域に持ち込んでいることが原因でもあろう。支援

する側の分野横断的気風と組織体制の整備も重要である。 

 

第２節 町内会・自治会のこれから 

以上の第１節では、庁内プロジェクト・チームの検討をベースに、総論的な考察を行い、

各論的な施策の頭出しもした。以下のいくつかの節は、今度は、この各論を、地域の活動

団体の側から検討することによって、より具体的な考察を行いたい。 

まず、町内会・自治会を取り上げよう。 

上記の「協治」の考え方にしたがって、「町内会・自治会に関する政策論」というのは、

町内会・自治会の役員をはじめ会員の方々の今後の町内会・自治会の方向性に関する考慮

であると同時に、そのほかの諸主体、非会員の方々も含む市民、それから多様な地域活動

団体、さらに専門機関、行政の町内会・自治会に関する考慮でもある。なるべく多様な主

体の視点から考えてみることが大切である。 

 

第１項 地域の多様なニーズに対応した活動 

第 3 章では、町内会・自治会は、早晩町田市民の過半数を組織できていない状態（加入者

率が 5 割を切る状態）になるとして、もはや古典的な町内会・自治会の、地方公共団体の機

能を民間原理に基づいて代替するような存在ではなくなる。しかし依然として、当該地域的

領域を運営する志向性を持っており、また地域において別格の規模を持つ組織であり、当該

地域をよくしようと志向している人たちが集う重要な組織であり続けるだろう。地方公共団

体の機能を代替するような機能を過剰に担おうとするのではなく、身の丈に合った形で、地

域をよくするべく、多様な地域の人たちが協力するプラットフォームとなるべきである。 
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そのためには、町内会・自治会は、原点に立ち返って活動の内容を点検し、住みよい地

域を実現する使命を持った地域組織として存続していくことが望まれる。 

町内会・自治会の原点とは何であろうか。それは、地域住民の生活上の必要に応えると

いうところにあるだろう。農村では、すでに水利とか入会とかいった農業生産上の必要に

応える共同体組織があったが、それとは別に町内会・自治会が必要とされるようになった

のは、都市化によって地域の中に農民ではない人も住むようになり、生産共同組織とは別

に生活共同組織が必要とされたからであると考えられる。 

町内会・自治会は、その地域の生活上の必要に行政が対応しない場合に、住民自らが課

題を解決する組織として発展した。終戦直後、GHQ は町内会・部落会を戦争協力組織と見

て解散を命じたが、地域の生活上の必要（例えば配給など）に対応する地域組織は解散す

ることはできず、「広報委員会」等の名目で存続し、サンフランシスコ講和条約発効ととも

に再び公然と姿を現した。高度成長による急激な都市化のため、例えば行政による道路整

備が追いつかない場合は、町内会・自治会が道普請を組織して、住民の生活上の必要に応

えたのである。 

では、現在の町田市の町内会・自治会は、どのような活動に取り組んでいるのだろうか。 

2025 年度町内会・自治会調査では、問 9 で、町内会・自治会が取り組んでいそうな活動

をなるべく多く列挙して、どの活動に取り組んでいるかを回答していただいた。 

項目が多く、少々見づらいが、詳しくは巻末資料を参照していただきたい。 

 
出典 2025 年度町内会・自治会調査 問 9 
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図5-12 町内会・自治会の活動
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度数が 100 を超える回答は、「1. 地域美化」、「4. 防災」、「5. 防犯」、「15. 掲示板の管理」、

「16. 集会施設の管理」、「21. 慶弔関係」、「24. 回覧業務」である。これに近いものとして、

「2. ごみ収集・処理」（99）、「3. 地域トラブルの調整・相談」（75）、「9. 高齢者支援」（84）

がある。「14. 青少年健全育成地区委員会の支援」（92）も多いが、これはおそらく制度設

計上町内会・自治会もメンバーだからだろう。さらに、「17. 生活道路、街灯、防犯カメラ

の管理」（71）、「18. 公園の維持管理」（91）、「19. 祭りの実施」（100）がある。これを見

ると、町内会・自治会が依然として、生活の基盤的な活動を担っていることがわかる。 

ただ、相対的に子ども関係の活動が少ないことがわかる。「7. 乳幼児、子育ての保育支

援」は、たった 5 団体で、障がい者支援より少ない。「13. 子どもの教育の支援」も 6 団体

である。別途指摘したように、子育て支援については、年代層によって重視するかどうか

に大きな差がある。それを反映してか、町内会・自治会の活動でも、子ども分野が弱いと

いえる。逆にこれは伸びしろであって、積極的に子ども分野に取り組めば、未加入者が相

対的に多い若い世代にどんなにアピールできることだろうか。 

町田市以外のデータを見てみると、日本都市センターの 2019 年度の全国都市自治体ア

ンケート調査によると、都市自治体の担当者が今後地域コミュニティで重視されるべき活

動分野として重視しているもののうち、1 位と 2 位は防災と地域福祉であった（日本都市

センター（2020）：258）。 

また、名古屋市市民経済局地域振興課が 2015 年に公表した『地域コミュニティ活性化

に関する調査報告書』の中で報告している市民アンケートの結果によると、「あなたは、町

内会・自治会について、どの観点から必要性を感じますか。」との設問（複数回答あり）の

回答の集計結果は以下のとおりであった。 

 
出典 名古屋市（2015）『地域コミュニティ活性化に関する調査報告書』 
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お祭りや運動会など地域行事を行うため

地域で情報を共有するため

災害等において助け合いの取り組みを行うため

子どもの見守り活動を行うため

高齢者の見守り活動を行うため

交通安全運動や防犯・防災活動を行うため

地域で清掃活動を行うため

特に必要性を感じない

その他

無回答

図 5-13 名古屋市市民アンケート 町内会・自治会の必要性を感じる活動 
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これを見ても、数々の町内会・自治会の貴重な活動の中でも、とりわけ防災や地域福祉

的な活動が市民の関心が高いことが読み取れる。 

これらの期待されている活動に取り組み、地域の人たちにその「メリット」を示し、同

じ地域に住む人としてともに地域をよくしていくように呼び掛けることを通じて、仲間（会

員）が少しでも増えていくことを喜び、地域を住みよくしていくことが、今後の町内会・

自治会のあり方の基本といえるのではないだろうか。そうした観点から見ると、2025 年度

町内会・自治会調査で示された町田市の町内会・自治会の活動は、防災への取り組みはか

なり広がっているが、地域福祉、特に子ども分野がやや弱く、ここを強化することによっ

て、町内会・自治会がしっかりしてくるであろうと思われる。 

 

第２項 専門性の高い活動分野での専門機関による支援 

ところで、日本都市センターのすでに何度か参照した研究によると、地域での取り組み

に関してその専門人材の必要性をも検討しており、活動の中でも比較的専門性の高い分野

があることが浮かび上がってきている。それによると、専門性がそれなりに高く、地域の

中の専門人材にせよ行政や専門機関といった支援者側の専門人材にせよ、専門人材が必要

とされると意識されている活動分野もまた、防災と地域福祉であった（日本都市センター

（2020）：263）。 

つまり、今地域コミュニティにおいて町内会・自治会に最も期待されている活動分野は

また専門性というハードルもあるということである。 

その点では、今後の町内会・自治会活動において、会員の中の専門人材はもちろん、他

団体の専門人材と連携したり、行政・専門機関の支援を受けたりして、ネットワーク型で

活動していくことが、今以上に必要となる。他都市調査での明石市や一関市では、全市レ

ベルの中間支援組織が、地域コミュニティの事務局（協議会組織の役員や協議会事務局の

コミュニティセンター職員）と連携して、協議会や町内会・自治会の活動を支援していた。 

町田市においても、町内会・自治会は、それぞれの殻に閉じこもっているわけではなく、

2025 年度町内会・自治会調査でも、問 14 で、「貴団体の活動をさらに活発なものにしてい

くために、町内会・自治会と他団体とが協力し合う仕組みが必要だと思いますか。」と尋ね

たところ、「大いに必要」と「ある程度必要」で 6 割を占めた。その次の枝設問で、どんな

分野での協力かを聞いており、「1．地域美化」、「3．防災」、「4．防犯」、「5．交通安全」、

「7．高齢者支援」、「11．祭りの実施」、「15．多世代交流」などが多い。ただ、「6．子育て

支援」は、高齢者支援の 3 分の 1 程度にとどまっているなど、先にも指摘した、活動関心

のシフトが必要とされる面もある。 
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第３項 地域代表性に関する地区協議会との相互補完 

明治の大合併、昭和の大合併、平成の大合併と、何度も大規模な市町村合併を経験した

日本の地域社会は、合併によって自治制度上の空白となる区域に、町内会・自治会やその

連合会を組織して、民間の力で地方公共団体の機能を代替するという偉業を成し遂げてきた。 

しかし、町内会・自治会の加入率が大きく低下した今日においては、身近なコミュニテ

ィ・エリアで地方公共団体の機能を代替する役割は、町内会・自治会から、町内会・自治

会を含む地区協議会のような都市内分権組織に移っていく。我々が行った他都市調査でも、

地区連合や全市の連合を協議会組織に移行する例が多くみられた。例えば茅ケ崎市では、

いくつかの地区で連合自治会を解消して協議会組織（茅ケ崎市の仕組みでは「まちぢから

協議会」25）に一本化したところが出てきており、また高松市では、全市レベルで自治会連

合会と地域コミュニティ協議会連合会とが併存していたが、このほど後者に一本化してい

る。町田市においても、市レベルの連合町内会・自治会のあり方も再考されてよい。 

加入率低位安定時代を迎えても、町内会・自治会は、自らの住む一定の領域を持つ点で

重要な性格を持っており、地区協議会のような公的な制度と相互補完しつつ、地域コミュ

ニティの地域代表性を保持していくことが、各地域の実情に合った市政を実現していくう

えで重要である。 

 

第３節 地区協議会のこれからと 2層制の構想 

町田市が構築してきた都市内分権制度である地区協議会は、地区が比較的大規模である

こと、したがってその内部で人材が得やすいこと、市民センター等の行政機関や高齢者支

援センターやまちだ福祉○ごとサポートセンターなど比較的身近なエリアに配置されてい

る専門機関、小中学校などと連携しやすい特徴がある。また、活動スタイルが戦略本部型

であること、比較的多額の交付金を付与されて地区内の地域活動で強化すべきだと考えら

れる活動を奨励することができること、市民センターまたはコミュニティセンター内に固

有の活動スペースを手当されていること、「地域おうえんコーディネーター」によって支援

されていること、などの特徴がある。このような良さをさらに生かして、今後正念場を迎

える地域コミュニティの再生への道を確かなものにしていくためには、地区に常駐してい

るわけではない地域おうえんコーディネーターのほかに、固有の事務局体制を整備すると

ともに、より身近なエリアのほうが活動しやすい課題については、かつて構想された「ブ

ロック」という発想を活用し、地区内に重層的なエリア設定をしていくことが考えられる。 

以下、項を分けていくつかの論点にふれてみよう。 

 
25 茅ケ崎市の都市内分権を根拠づけている認定コミュニティ条例では、認定コミュニティ

（まちぢから協議会）として認定されるためには、区域内のすべての自治会が協議会に加わ

っていなければならないとされており、町田市の場合と制度設計がかなり異なっている。 
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第１項 固有の事務局の整備 

第 3 章では、地区協議会にも固有の事務局が必要だと論じたのであるが、具体的にどの

ようにするかは、いろいろな選択肢があり、判断は難しい。都市内分権における住民組織

の事務局機能の問題は、比較的新しい問題なのである。 

一つには、名和田（2021b）でも論じたように、日本の地域活動全般とそれを基礎にし

て組織されている都市内分権に特有のボランティア原理のため、有償または有給の事務局

を置くという発想が希薄であった。宮崎市は、コミュニティ政策の柱として地域自治区制

度を採用した26時に（現在の宮崎市は地域自治区制度を離脱している）、各地域自治区にお

いて住民側の組織として地域課題解決活動を行う実働組織として「地域まちづくり推進委

員会」を組織し、その事務局費用として年間 60 万円のアルバイト費をつけたが、このあ

たりの時期から、協議会組織の事務局という問題が次第に意識されてきたと思われる。宮

崎市のこの事務局は、個別の事業には関わらず組織運営のための事務局とされたが、それ

でも業務が多すぎて、アルバイト賃金程度では足りず、安定して人材が確保できないとい

う事態であった。 

もう一つには、多くの自治体は、コミュニティ政策の一環として、1970、80 年代に、身

近なエリアにコミュニティセンターなどの集会施設を整備したが、これを協議会の拠点へ

と移行させることはそれほど簡単ではない。1990 年代以降、地域課題解決を住民が主体的

に取り組むという日本型の都市内分権が広まったときに、このコミュニティセンターを新

しい協議会組織の拠点施設とし、そこに雇用されているコミュニティセンターの職員を事

務局員とすればいいようにみえる。だが実際には、コミュニティセンターは生涯学習活動

の拠点として設置されており、職員も、学習活動にやってくる人を「お客様として接遇す

る」という行動パターンであり、地域課題解決活動を共に行いコーディネートしていくと

いう役割にはなかなか移行できないのである。 

しかし、近年は協議会における事務局の重要性が認識されるようになり、我々が訪問し

た松山市、高松市、丸亀市、明石市、一関市では、上記の限界を突破して、事務局につい

て特に政策的手当てをしてきており、コミュニティセンターが協議会組織の事務局になり

切っていた。 

明石市の場合は、コミュニティセンターに、小学校の敷地内に整備されているものと、

中学校の敷地内に整備されているものとがあり、前者が、「校区まちづくり協議会」の活動

拠点となっている。後者は、生涯学習の拠点とされている。小学校内にあるコミュニティ

センターは最初から協議会組織の活動拠点として位置づけられているのである。そして、

この協議会の活動拠点内の事務局は、市の再任用職員などが配置されてきたが、地元協議

 

26 宮崎市の地域自治区については、宮崎市の所管課自身による宮崎市（2021）のほ

か、その実際を詳細に分析した名和田（2020）を参照。 
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会による自主運営に切り替えつつあり、我々が 2025 年 8 月に訪問した時点では、7 か所で

協議会による自主運営に切り替わっていた。当初は再任用職員などが配置されていたのを、

校区まちづくり組織自身が事務局を設置する場合にはこうした所長を引き上げ始め、現在

7 校区で協議会組織が管理運営しているという。 

同じく他都市調査で訪問した三鷹市では、「住民協議会」（町田市の地区協議会にあたる）

や「地域ケアネット」（地域包括ケアの地元組織）への支援体制を強めるために、コミュニ

ティセンターの指定管理者を市の外郭団体に統合する方向で、体制を強化する方向のよう

である。 

どれが効果的なのか、結論はまだ出ていないといえよう。他都市調査に当たっては、都

市内分権は公的な制度なので、行政職員がコーディネートしたほうがよいのではないかと

の意見も聞かれた。町田市の地区協議会に関しても、事務局機能を強化していくのであれ

ば、市民センター等を拠点にしている今の状況に鑑みて、市民センター等の職員を地域担

当として配置していく方向性が考えられる。 

 

第２項 構成団体のあり方 

都市内分権制度における各地区の住民組織は、諸外国ではほぼ選挙によって選任するこ

とが定番となっているので、選任の仕方については、ほとんどバリエーションはなく、む

しろ法律上与えられている権限の範囲や事務局役となる役所の出先の有無やあり方が主要

な論点である。これに対して、日本では、公職選挙法には都市内分権組織（地方自治法上

の地域自治区など）を選挙によって組織するような仕組みはなく、町内会・自治会をはじ

めとする地元の地域活動団体などに依拠して組織される。こうしたやり方は、「協働」の理

念のもとに、地域課題の解決活動を実際に行える組織を構築する必要があるからであり、

その点では日本全国どこでも大枠として似た組織形態をとる。しかし細かくは、それぞれ

の自治体や地域の状況に応じて、いろいろな工夫がありバリエーションがある。 

第 3 章で見たように、町田市の場合は、「構成団体」という考え方を採用しており、町内

会・自治会については、地区連合がまとめて構成団体となり、かつ原則として地区連合の

会長が地区協議会の代表となる。そのため、個々の単位町内会・自治会はあまり前面に出

ず、連合未加入の単位町内会・自治会は、それとしては登場しない。また、個人の参加に

おいても、玉川学園・南大谷地区協議会では規約で「本会の会員は、会の主旨に賛同して

玉川学園・南大谷地区町内会・自治会連合会(以下玉南連という) の区域内で活動する各種

団体及び理事会で承認された個人をもって構成する。」と記載されており、一部参加できる

地区協議会もあるが、全市的に広がっていないのが現状である。 

なかなか難しい問題だが、一般論としては、なるべく広範な個人や団体の力を結集でき

るように制度を不断に見直す努力が必要であろう。また、このあと述べる「ゆるやかな 2

層制」のもとで、地区内のより身近なエリアに設定される仕組みを作る際には、地区協議
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会の構成団体でない組織も柔軟に参加してもらうことが望ましいだろう。 

 

第３項 交付金のあり方 

一般に、都市内分権という制度は、合併後の自治の回復の措置としては、やや中途半端

である。合併後の旧市町村は、もはや法人格は持たずに行政組織内の一機関となり、条例

制定権は持たずに行政組織内で一定の提案や提言を行うにとどまる（諸外国の選挙制の場

合は、公式の決定権を与えられることもあるが）、課税権は持たずに自ら使途を決定できる

一定額の交付金を与えられるにとどまる、といった具合である。このうち、交付金を与え

られてその使途をある程度自律的に決定できるという財政的権能は、日本における協働型

の都市内分権においては、まさに活動費であり事業費となるので重要である。日本でも、

1 地区当たり数百万円程度の交付金を交付している自治体もある。 

町田市の地区協議会も交付金を得ており、今後考えるべき論点がいくつかある。 

一つは、金額が 100 万円で十分なのかという問題である。これは、地区協議会がどんな

課題解決活動（事業）を行うかによる。町田市の地区協議会は戦略本部型のスタイルをと

っており、自ら事業をするよりは、地区内の市民公益活動を行っている団体に補助すると

いうことが多い。それでも、地区内でどのような課題があり、どのように対処するかは、

地区協議会が判断して補助を決定するのだから、100 万円では足りないという場合もある

だろう。地域のニーズと財政制約のバランスの中で決まっていくのだろうが、町田市のよ

うに、人口が数万人に及ぶ大きな地区が多い場合には、他の自治体と比べると 100 万円で

はやや不足するのではないかと思われる。他の自治体では、小学校区程度のエリアで組織

されている協議会組織に 100 万円を超える（場合によっては数百万円の）補助金を支出し

ている例が多くある。そして、地域ではそれでも足りずに、協議会を構成している自治会

から財政的な負担を求めている場合も多い。我々が他都市調査を行った松山市、高松市、

丸亀市、明石市は、いずれも小学校区を基本として協議会組織を設置しているが、市から

の補助金はいずれも 100 万円を超えている。 

そこで第二に、交付金がどの地区も同じ金額でいいのかという問題もある。日本全国、

あるいはドイツの各州の仕組みを見渡すと、地区として存在している限りは一定の最低額

は保障しつつ、それ以上の部分は人口規模で差をつけるという運用が普通である。町田市

の地区協議会がより本格的に地区内の地域課題解決活動に取り組んでコミュニティ再生を

図っていくならば、当然人口が多いほうが課題解決活動はより大規模になると考えられる

からである。 

我々が行った他都市調査の中でいえば、茅ケ崎市では、用意されている金額はどの地区

も同じであった。まず、およそ協議会組織として組織的に存立するための事務的経費は、

地区の人口規模にはあまり関係ないと考えられ、組織運営費用と若干の事業費も含めて一

律年間 25 万円ずつが交付されている。これ以外に、各地区に 200 万円を上限とする予算



第５章 第３節 

<130> 

枠が設けられているが、これは交付金とは異なり、前年度に各地区が企画して申請し、行

政側が審査し、議会が予算を議決することによって、翌年事業で使えるという仕組みであ

る（「特定事業」と称されている）。そういう仕組みであるせいもあり、上限いっぱい使う

ことはほとんどないので、どの地区も同じでいいのかという問題はほとんど意識されない。

また、地区ごとの人口規模の違いもそれほど大きくない。茅ケ崎市の状況は、町田市とは

かなり異なるというべきである。 

そのほか他都市調査を行った松山市、高松市、丸亀市は、いずれも基礎額を設定しつつ、

地区の世帯数や事業などに応じて差をつけており、また茅ケ崎市同様、組織それ自体の運営

経費を、協議会が行う事業（地域課題解決活動）の費用とは分けて計上している。その場合

特に、事務局経費、事務局員の人件費についても丁寧に考えられている（丸亀市は、2025 年

度からコミュニティセンターに勤務する事務局職員を 1 人増員し、事務局長と 2 人の職員と

いう態勢とした）。また、これらの市では、一定の基準で算定される交付金のほか、特別の事

業を行う意欲を持った協議会に補助を加算する仕組みを持っていた。上記の茅ケ崎市の「特

定事業」も、その実際の機能においては、こうした特別加算と類似しているといえる。 

第三に、交付金の使途を地区協議会が決定するという場合、そこにはやり公金を扱うこ

とに関する説明責任がともなう、という問題も考えておく必要がある。この点で、上記の

茅ケ崎市のやり方は（ほかにも大阪の池田市も）、かなり念が入っている。前年度に予算要

求をして翌年事業化するといった手間のかかることを地域に求めているが、その使途はま

さに議会が定めているので、何の問題もないのである。この問題は、ドイツでは、憲法訴

訟にまで発展した問題である。だから、日本でも、茅ケ崎市や池田市のような慎重な制度

設計をしている自治体もあるし、そこまでいかなくても、例えば、宮崎市は、かつては「地

域コミュニティ税」という住民税の超過課税によって生み出した原資で基金を造成し、そ

こから各地域自治区に交付金を出していたこともあり（税を特にとっていたのは 2 年間だ

けで、そのあとは一般会計から同額を出すようになった）、説明責任が強く求められると考

えて、「地域コミュニティ活動交付金評価委員会」という審議組織を立ち上げて、毎年度各

地域自治区にヒアリングをしたうえで評価書を作成する、あるいは各地域自治区に「地域

魅力発信プラン」という計画を策定してもらって（まさに地域コミュニティの計画・企画

機能である）、それに基づいて交付金事業を発想してもらう、といった取り組みを行ってい

た。町田市においても、我々は多くの地区協議会の総会を傍聴させていただいたが、総会

の席で予算と決算、事業計画を議題として審議されており、説明責任は果たされている。

今後、交付金を増額したり、地区ごとの配分に差をつけたりして、より本格的な交付金制

度に向かっていくのであれば、より慎重な説明責任の果たし方も必要となるかもしれない。 
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第４項 ゆるやかな 2層制の構想 

さらに、コミュニティ・エリアの適切性について考えてみよう。 

今後学校再編と地域活用型学校の展開、あるいは民生委員児童委員の小学校区を目途と

した班活動などを見据えると、「地区」とともに小学校区や中学校区などの 2 層目のコミュ

ニティ・エリアをも想定していくことが適切であろう。地区協議会は地区レベルにおける

地域課題の戦略的俯瞰と地域的合意の形成に重点を置き、それより狭域のブロックレベル

では具体的な課題解決活動を実施していく実践的な場としていくのである。新潟市（政令

指定都市）が、行政区のレベルを地方自治法上の地域自治区（その政令指定都市の特例）

として「自治協議会」（地方自治法でいう「区地域協議会」に当たる）を置いて地域課題の

発見と整理を行い、さらに区内で小学校区または中学校区ごとに「地域コミュニティ協議

会」を組織して具体的な課題解決活動にあたっている、という 2 層制の仕組みを採用して

いるのは、参考になる。 

町田市でコミュニティ・エリアを設定する場合、まずは現在の 10 地区を基本としつつ、

活動分野や地域の実情に応じて、さらに身近な区域を設定していく柔軟な「ゆるやかな 2

層制」的態度が適切である。 

図 5-14 町田市における 2層制のコミュニティ・エリアの設定のイメージ 

 

2 層制という場合、第 1 層目の 10 地区はいいとして、2 層目は、さまざまな可能性があ

り、テーマによって市民や町田市、専門機関の行動しやすさを考慮して柔軟に考えてよい。

実際にも例えば青少年健全育成地区委員会や地区社協においてそのように実践されている

と思われる。その上で、常にまたどの地域でもそうしようとこだわるものではないが、今

後政策的な基盤として注目すべき普遍的な 2 層目として、小学校区に特に注目すべきであ

ると考える。 

市民の間でも、小学校区は特に子育て中と思われる年齢層において一定の重みをもって

いる。以下のグラフは、2024 年度調査の問 1 で、「地域」という場合にどのエリアをイメ

ージするかを尋ねた回答を、年齢層別に集計したものである。 
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出典 2024 年度調査問 1 を年齢層別に集計 

町田市教育委員会においては、今後取り組まれる学校再編を見据えて、「地域活用型学

校」、「学校を核とした地域づくり」の構想が推進されつつある。また、福祉分野において

も、民生委員児童委員では、小学校区を目途に班活動を展開することが既に開始されてい

ることは、すでに何度かふれた。2 層目のコミュニティ・エリアを設定すること、特にその

場合に学校区に着眼することは大きな可能性を秘めている。 

そして、こうした重層的な体制を生かしていくためにも、各層・各当事者主体が情報・

意見交換を密にし、相互に連携していく組織態勢を構築していくべきである。我々が他都

市調査の一環で訪問した一関市では、地域の「市民センター」の職員、行政担当者、中間

支援組織が27定期的に情報交換を行い、地域の状況や課題を共有する仕組みが構築されて

いる。また、岡山県でも庁舎内に事務所を設置し、日常的に行政と市民の協働を支援する

 

27 一関市では、地区協議会に当たる地域組織は一般に「地域協働体」と呼ばれるが、

我々が訪問した山目地区でのそれは「まちづくり協議会」という名称であった。そして、

山目地区まちづくり協議会が指定管理者となって管理運営している活動拠点が「市民セン

ター」である。「市民センター」の所長は、まちづくり協議会に雇用されており、まちづ

くり協議会の事務局長を兼ねていた。副所長もまちづくり協議会の事務局長補佐を兼ね

る。一関市でこの仕組みを所管しているのはまちづくり推進課で、これと並んで、合併前

の役場である支所には地域担当職員もいる。また全市の中間支援組織として「一関市市民

活動センター」が、調査時点で 32 ある地域協働体にもアウトリーチして支援しており、

これらが定期的に集まって意見・情報交換をすることになっている。 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

年齢層

図5-15 学校区を地域と考える年齢層
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体制を構築している。今後こうした中間支援組織と行政が定期的に情報交換できる仕組づ

くりも必要なってくるだろう。 

また、このように周到に構築された仕組みを持つ場合には、その基本原則を簡潔にわか

りやすい標語のような形で定式化し、関係者でいつも共有するようにしておくことが望ま

しい。例えば、他都市調査で訪問した明石市においては、まちづくり推進組織の 4 原則と

して、「透明性、計画性、開放性、民主性」といったように定式化している。 

 

第４節 各分野における政策的考慮 

第１項 民生委員児童委員協議会 

民生委員児童委員は守秘義務を負っている関係から、地域の他の団体や個人からなかな

か活動内容が知られにくく、認知度が今一つである。我々が行った訪問調査の中でも、町

内会・自治会関係者の間でも、民生委員児童委員の活動をはっきりとは知らないという人

が多かった。 

さきほど示したデータだが、2024 年度調査において、今後活動したい分野を聞いた設問

（問 23）の回答を、町内会・自治会の加入・未加入に分けて集計した結果を見たところ、

ほとんどの分野で加入者のほうが参加意向が高かったが、民生委員児童委員だけは、あま

り変わらない（未加入者のほうがわずかに多い）結果であった。おそらく、民生委員児童

委員の活動が地域にあまり知られていない結果だと思われる。 

民生委員児童委員は独任制ではあるが、地区ごとに地区民児協が組織されることになって

いる。町田市では、9 の地区において民児協が組織されている。他都市では、民生委員活動に

は地域との連携が重要であるとの認識に基づいて、この地区民児協自体が地域活動団体とし

て様々な地域福祉的活動を展開しているケースが多い。こうした地区民児協の活動は町田市

ではあまり行われていない。おそらくそのために民生委員児童委員の認知度が地域の中で高

まらず、充足率の低下につながっているのではないか。 

また、他の自治体では、民生委員の選任にあたって町内会・自治会が大きな役割を果たすよ

うな仕組みを持っているところが多いが、町田市ではそうしていない。地域によっては、町内

会・自治会と相談しながら選任しているところもあるが、一般的な仕組みとはなっていない。 

民生委員児童委員と地域との連携を深めるためにも、地区民児協が、その専門性を生か

して先導的な意味合いを持った何らかの地域福祉的事業を行うなどすることが方向性とし

て考えられる。地域との連携を深めれば、民生委員児童委員活動に関心を持つ人も増える

し、また選任にあたって、町内会・自治会や地区協議会、青少年健全育成地区委員会など

が協力してくれる雰囲気も醸成されるであろう。 

福祉総務課では、「都民連（東京都民生児童委員連合会）」が民生委員児童委員の「班活

動」を奨励していることを踏まえて、小学校区程度のエリアで数人の民生委員児童委員が

協力しながら訪問活動などを行うことを開始した。この方向は、上記の 2 層制の仕組みと
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も合致するし、民児協による事業活動にもつながる動きとして、歓迎される。 

これとの関連でさらに考えると、現在町田市内のいくつかの地域でしか組織されていない

地区社協を、もっと積極的に展開するようにし、町内会・自治会とともに、民生委員児童委

員がその中心となって、地域福祉活動を推進し、その中で民生委員児童委員の認知度を高め

ていく、といった方向を考えることもできる。我々が行った他都市調査に限らず、多くの自

治体で、自治体の区域全域で地区社協が組織され、民生委員児童委員が町内会・自治会とと

もに中心になって福祉の観点から地域づくりに取り組んでいる姿が見られる。 

 

第２項 青少年健全育成地区委員会 

町田市の青少年健全育成地区委員会は、もちろん地域によって違いはあるが、青少年健

全育成関係の活動をしている個人や団体のほか、小中学校や専門機関も参加し、なかなか

活気がある。市からの補助金を使用して青少年健全育成地区委員会としての事業を行いつ

つ、それぞれの活動をしている団体も集って意見交換をする場となっているのが活気のあ

る要因の一つではなかろうか。そうしたスタイルは、上記の地区協議会の戦略本部型スタ

イルとも似た点がある。 

若い世代や現役世代のニーズに応える地域活動の相互交流と議論の場として、青少年健

全育成地区委員会は不可欠のコミュニティ組織である。 

その活動エリアの考え方はあまり明確でないが、かつての人口膨張時代には学校新設ご

とに設置されていった経緯があるようだ。基本的にはかつての中学校通学区域であるよう

だが、総数の上からも将来的には小学校の通学区域を活動エリアとしていく方向に整理す

ると、上に提起した 2 層制の発想とも相性がよい。 

 

第３項 消防団 

現代においては消防行政の広域化が推進されているが、市民が消防に対する適切な認識

を深めるためには、非常備の消防機関である身近な消防団の存在が重要である。 

町田市における消防団の沿革を振り返ると、当初は町田町、南村、鶴川村、忠生村、堺

村の各町村に 5 つの消防団が存在していた。1954 年（昭和 29 年）4 月に町田町と南村が

合併した後、1957 年（昭和 32 年）2 月には旧 4 町村が合併し、町田市が誕生した。町田

市の誕生と同時に町田市消防団も結団され、当時は 5 個分団（現在も 5 個分団である）で

団員数が 800 名を超える規模であった。 

町田市の消防団は、地域での防火活動や防災訓練において大きな貢献をしていることは

もちろんのこと、消火活動においても常備消防が到着するまでの初期消火活動等において

重要な役割を果たしている。しかしながら、こうした活動に従事できる「24 時間市民」と

呼ばれる団員は構造的に減少しており、団員に対する要求もメリハリをつけていく必要が

あるのではないだろうか。消防団の先進自治体と呼ばれる松山市や他の自治体では、消火
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活動以外に特定の活動に参加する機能別団員の導入が積極的に進められている。具体例と

して、応急救護や広報・PR 活動に特化した女性団員や学生団員、知識や経験が豊富で大規

模災害時に活躍が期待される OB 団員などが挙げられる。 

町田市消防団においては、今後、上記のような機能別団員の導入が検討されるべきである。

機能別団員の導入により、多様な人材を受け入れることが可能となり、特に人員が不足しが

ちな大規模災害時における人員の補完に寄与することが期待される。また、若年層をはじめ

とする新たななり手の確保にも繋がり、消防団全体の災害対応能力の向上に貢献することが

予想される。このような観点から、機能別団員の導入に向けて詳細な検討が求められる。 

さらに、活動環境の整備の一環として、休団制度の検討を行い、組織のあり方を見直す

ことも必要ではないか。この取り組みにより、団員の活動負担を軽減し、長期的な参加を

促進する効果が期待される。町田市消防団は、時代の変化に対応し、より柔軟かつ効率的

な組織運営を目指すべきである。 

町田市消防団は、すでに各種行事や訓練等を通じて市民にアピールする機会を多く持っ

ており、これらの場で消防団への入団に多様な関わり方があることが示されれば、入団の

ハードルは下がるのではないか。 

 

第４項 健康づくり推進員と保健師の支援 

第 3 章（第 3 節第 3 項）で述べたように、町田市の「健康づくり推進員」制度は、単位

町内会・自治会と連携して、健康づくりという住民が関心を持ちやすく取り組みやすい活

動を推進するものであり、地域づくりにおいて大変有効な仕組みである。 

健康づくり活動は、一人ひとりの生活の質を高めるわかりやすく取り組みやすい活動で

あり、地域でのラジオ体操はコロナ禍のもとでも継続された数少ない地域活動の一つである。 

特に専門職である保健師は、こうした地域での活動を積極的に支援していくべきである。

2013 年に改正された厚生労働省の「地域における保健師の保健活動に関する指針」におい

ても、引き続き地域保健法に基づいて保健師が、地域において、個別の事例の解決だけで

はなく、地域づくりそのものにも関わることによって、地域力を高めていくことの重要性

が説かれている。 

すなわち、同指針は、冒頭で、「保健師の保健活動の基本的な方向性」として「保健師は、

個人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図るため、所属する組織や部署にか

かわらず、以下の事項について留意の上、保健活動を行うこと」とし、「地域診断に基づく

PDCA サイクルの実施」、「個別課題から地域課題への視点及び活動の展開」、「地区活動に

立脚した活動の強化」、「地域特性に応じた健康なまちづくりの推進」、「地域のケアシステ

ムの構築」など、地域コミュニティに対する働きかけを保健師の活動の本質的な構成要素

として強調している。そのための組織態勢として、「地区担当制の推進」を推奨しており、

保健師が「分野横断的に担当地区を決めて保健活動を行う地区担当制等の体制の下、住民、
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世帯及び地域全体の健康課題を把握し、世帯や地域の健康課題に横断的・包括的に関わり、

地域の実情に応じた必要な支援をコーディネートするなど、担当する地区に責任をもった

保健活動を推進する」ことを求めている。保健師は、「個々の住民の健康問題の把握にとど

まらず、地域特性を踏まえて集団に共通する地域の健康課題や地域保健関連施策を総合的

に捉える視点を持って活動すること」、また、「健康課題の解決に向けて住民や組織同士を

つなぎ、自助及び共助など住民の主体的な行動を促進し、そのような住民主体の取組が地

域において持続するよう支援すること」が職能的任務である。保健師は、「積極的に地域に

出向き、（中略）地区活動を通じてソーシャルキャピタル（社会関係資本）の醸成を図り、

それらを活用して住民と協働し、住民の自助及び共助を支援して主体的かつ継続的な健康

づくりを推進」しなければならないのである。 

町田市の地域コミュニティでも、保健師が、1 層目の地区レベルでも地区協議会などに

関わるほか、健康づくり推進員の力を借りて、2 層目のレベルでも住民の多様な地域活動

を支援していくことが期待される。 

 

第５項 地域コミュニティによるハードのまちづくりへの取り組み 

町田市の条例と同じ年に制定された横浜市の地域まちづくり推進条例に関連しては、「ヨ

コハマ市民まち普請事業」のような派手な支援メニューのほか、身近な施設整備事業の小

規模な補助メニューもあり、成果を上げている。ハード整備は、私有財産権に関わる点で

地域コミュニティにとってはハードルの高い活動分野ではあるが、それだけにそうした力

量を蓄えている地域にとっては、効果の高い事業ともいえる。 

また、支援機関も、都市計画・建築系のテーマだからといって敬遠してはならない。現に、

玉川学園の地域まちづくり組織である「玉川学園地区まちづくりの会」が地域の居場所「ま

ちの縁側１丁目の加々美さんち」を立ち上げるときに、町田第 3 高齢者支援センターもメン

バーになってくれたことを感謝しておられたが、福祉系のこうした広い視野は、これからま

すます重要になってくる。地域コミュニティにとって地域課題は総合的なものであって、ハ

ードもソフトも一体だからである。 

横浜市の第 5 期地域福祉保健計画では、地域交通や都市計画などの分野にも目配りをする

ことを促す記述がされている。それを受けて、横浜市都市整備局が 256 地区すべての地域福

祉保健計画の地区別計画を確認したところ、空間整備につながる記載が大変多くあることを

見出した。その結果、上記の身近な施設整備支援事業を立ち上げたのである。 

 

第６項 地域活動団体への支援と中間支援組織 

1996 年に、横浜駅西口から徒歩で 10 分内外という交通至便なところに、神奈川県がか

ながわ県民活動サポートセンターを設置したのは、多方面から大いに歓迎された。無料で、

予約なしでも空いていればスペースが使えて、そのほかホワイトボードや付箋などが置い
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てあり、団体登録すればレターケースも置いてもらえる。これは、第 4 章で詳細に分析し

た B 型の団体のニーズに応える施設であった。つまり、それまできめ細かく整備されてき

た集会施設は、予約が必要だったり、定期利用ができなかったり、必要な事務用品や備品

がなかったりと、市民公益活動にとっては何かと使い勝手が悪かった。市民公益活動は、

その目的とする事業を行うまでに何度も機動的にミーティングをする必要があり、そうし

たミーティング需要に 100％応えたのが県民活動サポートセンターが好評を得た理由であ

った。その後、この種の施設は「市民活動支援センター」などの名称で瞬く間に広がり、

今やほとんどの市町村が整備している。こうした施設を運営して、地域で実際の活動をし

ている諸団体を様々な形で支援する組織を「中間支援組織」という。町田市でももちろん、

「地域活動サポートオフィス」がある。 

近年は、いわゆるテーマ型の活動団体だけではなく、町内会・自治会などの地縁系の団

体のサポートも行うようになった。我々が行った他都市調査の範囲内だけでも、一関市と

明石市のセンターは、地縁系の団体に向けた研修等の開催や、センターの職員で地域担当

制を設け、地域に出て情報を集めるなど積極的なアウトリーチ活動を行っていた。町田市

の地域活動サポートオフィスもそうした新しいタイプのセンターであるが、そうしたアウ

トリーチ活動はさらに強化していくことが望まれる。 

こうした、中間支援組織としては、町田市でも、地域活動サポートオフィス以外にも、

社会福祉協議会、国際交流センターなどがあり、それぞれ申し分のないスキルと熱意を持

った職員が在籍している。 

他都市と比べた場合の課題としては、この種の中間支援組織のオフィスには、当該中間

支援組織の事務所スペースや団体の相談に乗るためのスペース以外に、活動団体が自由に

やってきてミーティングをしたり相互に交流したりスタッフに相談したりできるフリース

ペースがあるのが普通である。我々が他都市調査で訪問した支援センターでも、一関市、

丸亀市、明石市、岡山県などでそうした様子が見られた。町田市の場合はそうしたスペー

スがほとんどない。今後ミーティングスペースの検討を進めていくのであれば、必ずしも

新設せずとも町田市民フォーラムや市民センターの一角を活用して定期的に開放するなど、

既存施設の活用も考えられる。また、そうした整備が整えば「相談・連携・活動」を一体

的に支援することが可能になる。その際に社会福祉協議会や高齢者支援センターと協働で

支援できる体制作りができれば地域への効果も多いと考える。 

また、地域活動サポートオフィスのような施設は、全市に一つという場合が多いが、そ

れは、上に述べた経緯から、比較的新しい種類の施設であるためであって、これで十分と

いうわけではない。横浜市にも、かつて桜木町の資源循環局のビル内に市民活動支援セン

ターがあった時代には、このほかに市が尾と戸塚にブランチがあった。その後、これでは

少なすぎるということが提言され、各区に一つずつ作ることになり、今日に至っている。

こうしたブランチや都市内分権の協議会組織の拠点施設などがあることにより、中間支援
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組織からのアウトリーチによる支援もやりやすくなることが、我々が訪問した一関市や明

石市のセンターを見ても感じられた。 

町田市の人口規模を考えても、ブランチが必要ではなかろうか。そして、全市的なレベ

ルの社会福祉協議会や地域活動サポートオフィスなどがコーディネーター的に第 1 層目の

「地区」なり 2 層目なりにアウトリーチ活動を展開していき、現場にいてコーディネート

機能を展開するコーディネーター（高齢者支援センターやまちだ福祉〇ごとサポートセン

ター、さらには学校支援ボランティアコーディネーターなど）と連携するというコーディ

ネート態勢が必要であろう。我々が訪問調査を行った一関市では、そうした態勢ができて

いるようであった。現場に近くまた特定の分野（福祉とか教育とか）で機能しているコー

ディネーターにとって、俯瞰的な視点や分野横断的な視点を全市レベルの支援機関が補完

することが有効だと考えらえる。そして、そのような仕組みの深化のために、コーディネ

ーターの研修的な交流会の場を設けることも考えられる。 

近年は、企業の社会貢献活動やエリアマネジメントによる地域への働きかけ、あるいは

社会福祉法人や医療法人による地域貢献活動も増えてきており（社会福祉法人については、

社会福祉法改正によって義務付けられている）、上記のような重層的コーディネート態勢に

よって得られるものは多いと期待できる。 

また、我々の他都市調査の範囲では、茅ケ崎市が毎年 2 回まちぢから協議会の全市的な

情報・意見交換会を行って、協議会同士が学び合う機会を中間支援組織が取り持つといっ

た取り組みや、一関市でも「自治会長サミット」を中間支援組織が呼び掛けて実施するな

ど、地縁型の団体への支援を積極的に行う機会を設けている。町田市の中間支援組織もそ

のような活動を積極的に行っていく必要があるだろう。その場合、行政の所管課と支所・

出張所・拠点施設と中間支援組織の定期的な意見・情報交換の場の必要性については、す

でに述べた（本章第３節第４項）。 

 

第７項 生涯学習支援によるコミュニティ政策 

第 3 章でみたように、「学びと活動の循環」を目指した生涯学習支援の方向が目指されて

いる。町田市でも生涯学習センターの目指す姿を示した文書（町田市生涯学習センターの

あり方見直し方針（2022））でも、専門性と相談機能の充実、そのための生涯学習センター

の機能再編と地域分散、アウトリーチ、課題解決活動への結びつき、学びに支援が必要な

人への支援の継続（外国人へのアプローチ）など、地域コミュニティの視点から見て重要

な項目が丁寧に検討されている。 

問題は、活動場所と学習支援体制ではないだろうか。 

町田市では、町内会・自治会が保有している会館のほか、いわばその延長上にあると考

えられる中規模集会施設が数多くあり、全体として集会需要を充たすだけのスペースはあ

りそうである。 
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しかし、生涯学習支援を通じて地域コミュニティの支援を考えるのであれば、現在の体

制は十分とはいいがたいのではなかろうか。すなわち、第 4 章の地域活動団体アンケート

調査の分析で示したように、生涯学習団体の多くは会員がやや広域に散らばっており、中

規模集会施設には集まりにくいのである。それが低稼働率の原因でもあろう。我々が訪問

した玉川学園さくらんぼホールは、例外的に稼働率が高いが、それは小田急線玉川学園前

駅の近くにあるという立地が影響していよう。お話によると、市外からも、利用者が見え

るとのことであった。そして利用のほとんどは生涯学習分野であるという。それでも、町

田市内はバスの便は地方都市と比較すると良く、また我々も訪問した小野路公会堂は駐車

場が充実していた。アクセスに関する情報提供を強め、さらにインターネット予約やイン

ターネットによる鍵の解錠や出退管理など利便性を高めれば、生涯学習活動の支援強化に

活用できるのではないか。 

他方、中規模集会施設は、厨房の設備があまり充実しておらず、本格的な食事サービス

などの福祉用途には向いていない。それでも、中規模集会施設は、町内会館・自治会館と

ともに、単位町内会・自治会がサロン等の軽易な福祉的用途に用いて、町内会・自治会の

存在意義を示していく活動に用いることは可能だと思われる。 

さらに生涯学習スペースとしては、今後徐々に再編・整備されていく地域活用型学校の

活用が考えられる。そこに学習支援のコーディネーター（社会教育指導員）を配置または

派遣するのである。生涯学習センターの「アウトリーチ」活動である。大田区は、近年、

長らく休眠していた生涯学習推進プランをあらためて策定し、「学びと活動の循環」を促す

べく、区内 18 の「文化センター」を社会教育指導員（会計年度任用職員）が巡回指導する、

という仕組みを採用して、効果を上げている。 

 

第８項 地域活用型学校とコミュニティ・エリアとしての学校区 

総論的な内容を述べた第 1 節でも、「地域活用型学校」は、今後の町田市コミュニティ政

策における重要な資源として位置づけた。また、地区協議会との関連で提起した 2 層制の

仕組みも、2 層目の重要なコミュニティ・エリアの一つとして、学校区は有力な位置づけで

あった。教育委員会の側でも、「学校を核とした地域づくり」という考え方が打ち出されて

おり、こうした政策的考慮に呼応するものとなっている。 

こうした動向の一つの起点としては、国（財務省）からの、公共施設の老朽化問題への

対応という問題提起をきっかけとして、全国的に行われてきた公共施設の今後のあり方の

検討があり、町田市でも 2018 年に「町田市公共施設再編計画」が策定されたことはすでに

述べた。これを受けた形で、教育委員会でも、2021 年に「新たな学校づくり推進計画」が

策定され、さらに 2025 年に一部修正されている。市立学校施設の老朽化とともに、児童・

生徒数の減少をも見据えて、学校の統廃合・通学区域の再編を目指した計画である。 

しかし、こうした施設整備に随伴する政策としてでは必ずしもなく、町田市ではかなり
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以前より、学校・家庭・地域の連携による学校教育の推進を進めてきた経緯がある。その

成果の上に立って、今回の計画でも、「今後の町田市立学校における教育環境・生活環境づ

くりや放課後活動」のほか「市民生活の拠点としてのあり方を見据えた新たな学校づくり」

の基盤となるのが学校施設の整備だとの考え方を打ち出しているのである（町田市

（2021）：14）。 

各小中学校には、学校運営協議会と地域学校協働本部が設置されており、また地域連携

担当要員、そして学校支援ボランティアコーディネーターが（学校によっては複数名）置

かれている。また、教育委員会でも独自に市域を、学校の通学区域をもとに 10 地区に区割

りしており、それぞれの地区には「地区統括ボランティアコーディネーター」が置かれて

いる。これらのボランティアコーディネーターは、いわば有償ボランティアであり、活動

1 時間当たりの謝金額は 1,000 円である。 

ボランティアコーディネーターをされている方々の多くは、PTA 活動をされてきた方々

であるという。これは、全国を見渡すと昨今は、PTA 活動を通じて地域と地域活動とに関

わった人が、子どもの卒業のあと別な地域活動に加わるという地域の人材育成の仕組みが

なかなか機能しなくなっている中で、地域での人材発掘・育成という意味でも重要である。 

こうした活動が、青少年健全育成地区委員会や民生委員児童委員の班活動などとも相ま

って、町田市における 2 層目のコミュニティ・エリアとしての学校区を実質的なものにし

ていくことが期待される。また、町田市の地縁型の活動では、子ども青少年関連の分野が

比較的弱いことを本報告書で指摘してきたが、そこに新たな活力を生む原動力ともなるで

あろう。さらに、「地域活用型学校」において地域に開放されるスペースは、2 層目のコミ

ュニティ・エリアの重要な拠点の一つとして機能することが期待できる。 

 

第５節 地域活動における有償・無償問題 

2024 年度調査では、2006 年度調査と比べて、地域活動の有償性を支持する回答が大い

に増加した。また、地域での訪問調査などでも、活動の有償性についての話題がよく出て

きた。町内会・自治会の活動でも、役員に手当を出したりしているケースがよくあった。

2025 年度町内会・自治会調査においては、何らかの形で会長に手当を支払っている団体、

会長以外の役員に手当を支払っている団体は、ともにほぼ 5 割であった。 

この有償性の問題は、有償か無償かという単純な問題ではなさそうである。 

 

第１項 地域活動における有償原理の浸透とそれについての意識 

中間報告書でも述べているが、2024 年度調査では、2006 年度調査と比べて、地域活動

は有償であるべきだとの回答が増えた。以下にグラフを示す。 
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出典 2024 年度調査問 19 と 2006 年度調査 

これは、「あなたは、お住まいの地域で公益的な活動（町内会・自治会の役員や街の清掃

など）に参加する場合、報酬については一般論としてどうあるべきだと思いますか。」とい

う設問への回答を、2024 年度調査と 2006 年度調査とで比較したものである。 

2006 年度段階と比べて、顕著に変化しているのは、「１. 活動した分に応じて報酬が支払

われるべきだ」が増えている点と、「４. 無報酬であるべきだ」が減っている点である。選

択肢の 2 と 3 は、あまり変化がないが、内容としても、無償ボランティアの延長線上にあ

る意識といえるだろう。 

そこで、選択肢 1 を「有償派」、選択肢 4 を「無償派」として、年齢層別に集計してみた

のが、以下のグラフである。 
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出典 2024 年度調査問 19 を年齢層別に集計 

年齢が上がるにしたがって無償派が増大し、有償派が減少するという、かなりくっきり

した傾向が見て取れる。 

ちなみに、男女別の集計をしたところ、選択肢 1 が、男性回答者の中では 17.1%に対し

て、女性回答者の中では 13.2%、「3. 多少の謝金があるべきだ」が、男性回答者の中で 16.3%、

女性回答者の中で 13.7%と、やや差があったが、ほかの設問ではほぼ差がなかった。おそ

らく、比較的年配の女性の中には主婦として地域活動をボランティアで支えてこられた

方々も多く、無償意識が強いのであろうと想像される。 

以上のような、ここ 20 年間の市民意識の変化、年齢層別、男女別の意識の差異を見ると

き、どのような政策的考慮をすべきであろうか。第 2 章でも強調したようにここには多様

な論点が含まれており、町田市民、町田市における地域活動団体、行政、専門機関が、政

策的に考え、一定の市民的合意を形成していくことが必要である。第 2 章で挙げた点をや

や詳しく述べたい。 

 

第２項 地域活動の事務局や専門職の確保 

我々の市民アンケート調査で、「1. 活動した分に応じて報酬が支払われるべきだ」が

2006 年度調査と比べて増大したことを、この間の状況変化を踏まえて考えるならば、地域

活動の中の一定のもの、すなわち専門性や事業性の高いものが増えてきており、そうした

活動には、それなりの報酬を得て動く事務局が必要であるという認識を持つべきである。 

このような場合の「有償性」というのは、「3. 多少の謝金があるべきだ」の中でも、最低

賃金に近い程度の報酬か、さらには、最低賃金を超える正式の雇用の形をとる。 

例えば、町田市内で展開している冒険遊び場（プレーパーク）では、それに不可欠なプ
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レーリーダーを、最低賃金に近い程度の報酬で確保しているところと、最低賃金以上を支

払って正式に雇用しているところとがある。ボランティアの地域活動から出発して、その

活動が社会のニーズに合っていることが実証される。それを社会の「民主的多数派」が認

知し、それを基盤に議会や市長といった公式の意思決定機関も認めて、制度化されて安定

した財源が付与される、というまさに市民公益活動の創造性・開拓性・先進性が発揮され

た経緯をたどっている。こうした市民公益活動の専門機関化が歴史的に進行してきており、

それを市民社会の健全な成熟と見る意識が、選択肢 1 の背景にあると考えられる。 

また、町田市立の各小中学校に配置されている学校支援ボランティアコーディネーター

は、活動 1 時間当たりの謝金額 1,000 円であり、10 地区（地区割の考え方は、地区連合町

内会・自治会や地区協議会などの場合と異なり、学校区を基準としている）の各地区の地

区統括コーディネーターは 1,500 円である。品川区においてはスクール・コーディネータ

ーの処遇は会計年度任用職員であり、さらに充実している。これも、こうした、地域と学

校をつなぐコーディネート機能の重要性が評価された結果であろう。 

地区協議会のような比較的広域な地域を俯瞰してその戦略本部としての機能を果たす組

織についても、事務局体制の充実が必要である。都市内分権制度は、日本では、町内会・

自治会の組織力を基盤として展開してきたため、町内会・自治会の持つボランティア原理

を引きずっている（名和田（2021b））が、ここでも、行政の支所・出張所（地域自治区の

事務所も含む）にせよ、中間支援組織による支援にせよ、協議会組織の拠点となる施設の

職員にせよ、有償の事務局機能を持つことによるボランティア原理の限界突破が近年の傾

向となっている。 

行政改革の文脈で、町内会・自治会等の無償の協力に期待する傾向がみられてきた。し

かし、社会構造の変化やなり手不足、地域課題の複雑・多様化等を理由に、ボランティア

精神に依存した行政運営が維持できる領域は限定的になりつつあると認識すべきである。 

 

第３項 実費弁償 

2024 年度調査では、実費弁償程度の手当てが必要との回答割合は 2006 年度調査とあま

り変わっていない。地域活動団体調査では、特に福祉系の活動などで、多額の会費を負担

することへの抵抗感が読み取れるが、ボランティア活動をした上に会費まで負担するとは

納得いかないということだろうか。少なくとも、こうした社会貢献活動には、経済的負担

が伴わずに安心して取り組めるような仕組みが必要だとの意識があり、実費弁償という要

求もそうした意識から出てくるのであろう。こうした仕組みがなかなか整わないのはこの

20 年ほどの間にあまり変化がなかったということである。 

有償か無償かという点からみると、実費弁償は、無償のボランティアの部類だとみるべ

きである。こうした伝統的なボランティア活動を支持する意識は、2006 年度調査以降も変

わらず存在しており、地域活動においてももちろん今後も必要なものである。 
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第４項 ちょっとした善意の有償ボランティア 

町田市に限らず、他自治体でもボランティア・マッチングの仕組みを社会福祉協議会な

どが取り持っている取り組みがよくみられる。こうした場合には、活動時間が 1 時間程度

で利用者が 500 円支払い、ボランティア活動をした人と仲介した機関とが半分ずつ受け取

る、といった運用が多いように見受けられる。 

また、2025 年度町内会・自治会調査では、問 6 で、会長や役員に手当を出しているかを

尋ねているが、出しているといないとがほぼ半々であった。すなわち、まず、会長につい

ては、以下のとおりであった。 

 
出典 2025 年度町内会・自治会調査 問 6（a、a-1、b、b-1）  
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次いで、会長以外の役員に関しても、ほぼ同様の結果であった。 

 
出典 同上 

こうした活動者への「報酬」は多様でありうるのであり、近隣の商店で使用できるクー

ポンとか、最近また流行の兆しが見える地域通貨の付与とか、さまざまな工夫がされている。 

先に見た町内会・自治会の役員向け手当なども、行っている活動との関係ではきわめて

少額といってよく、ここで述べている善意の有償ボランティアの部類であろう。 

2025 年度町内会・自治会調査の問 6 における、会長と役員の手当の実際の額に関する集

計結果は以下のとおりであった。 

 

出典 同上 
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出典 同上 

2024 年度調査におけるボランティア・マッチングの可能性を調べる設問は、2025 年度

に行った地区別経過報告会でもしばしば話題になっており、この種の仕組みを地区レベル

で展開していくことは、今後の地域活動の現実的なメニューと考えられる。 

このカテゴリーの「有償ボランティア」はすでに現実であるといえよう。 

 

第５項 市民的な議論と合意形成の必要性 

有償を許容する意識は、年齢層別にみると、若い世代に多い。高齢者層、特に女性は、

主婦として地域活動を支えてこられた方々が多く、有償というのは納得いかないという人

も多いであろう。 

また、地区別の経過報告会などでは、登下校時の見守りなどを、保護者は有償でやって

いるものと思い込んでいて、したがって見かけてもお礼も言わない、といった話が出ていた。 

地域コミュニティにおいて我々はどのように支え合っているのか、またどのように支え

合っていくべきなのか、市民的な議論と合意形成が必要である。 

 

第６節 持続可能な地域コミュニティへのロードマップ 

第 5 章では、政策論を展開してきたが、その締めくくりとして、具体的な時間軸を設定

して、「持続可能な地域コミュニティ」へのいわば「ロードマップ」を提示してみたい。 

このロードマップは、主として庁内プロジェクト・チームの検討内容をもとに作成した

ものであって、2040 年を実現の目標年次とした場合、どのように進めればいいかを、実務

者の感覚で検討した結果である。 

この共同研究を共に推進した町田市では、本報告書を受けて、すぐに 2026 年度から動
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いていく意向であるが、2040 年を見据えたときに、地域コミュニティの変化に着眼した場

合には、「再構築期」→「自律化推進期」→「価値創造循環期」の 3 つの局面を想定してい

る。コミュニティ政策の展開の節目としては、前半（2026～2031 年度）と後半（2032～

2039 年度）に分けてロードマップを考えた。後半期の具体的な施策については、多くは基

本計画・基本構想（「まちだ未来づくりビジョン 2040」）の見直しの時に検討されるべきも

のが多いので、今から想定してよい項目に絞っている。 

町田市の地域コミュニティが現在の地点からさらに成長・発展していく上記の 3 つのス

テップの第一は、「再構築期」であって、地域コミュニティの再編に着手し、「持続可能な

地域コミュニティ」への基盤を確立する時期である。ロードマップの前半期の取り組みの

ほとんどはこの地域コミュニティの再構築を目指したものである。本報告書で分析したよ

うに、町田市の地域コミュニティにおける「地域のつながり」の基礎はしっかりしており、

これを生かして「持続可能な地域コミュニティ」を目指していくことができるが、そのた

めには、この基礎が人々の行動へと結びついていく「地域力」を様々な手立てによって再

生していかなければならない。町内会・自治会や地区協議会をはじめ、すべての地域活動

団体が、専門機関と行政の支援を生かして、潜在的に持っている地域力を活性化させてい

くべき時期である。町田市には、そのための適切な仕組みの見直しや設計が求められる。 

こうした活性化が軌道に乗れば、各地域の活動団体は、自律的に活動を進めると同時に、

相互に連携し合って、「地区」レベルあるいは「2 層目」のレベルで総体として自律的な「地

域経営」が行われるようになり、各活動団体も相互に連携して効果の高い活動を推進する

スタイルを発展させる「自律化推進期」に入っていく。第 4 章では、特に福祉系の活動団

体に着眼して、学びを基礎としながら、周囲の地域社会に足場を置き、専門機関や行政と

の関係を持ち、次第に専門性と事業性を高め、安定した活動に至る移行・発展のモデルを

垣間見た。こうした移行・発展が各地域で広範に生ずることが期待される時期である。こ

の段階に至れば、これを世代を超えて再生産していく、まさに「持続可能な地域コミュニ

ティ」の段階、すなわち「価値創造循環期」まではすぐそこであろう。「価値創造循環期」

は、「自律化推進期」で構築された地域コミュニティのあり方が、次々に新しい世代や新し

く定住してきた市民へと受け継がれていく開放的なスタイルを通じて永続性を獲得する時

期である。 

以下の図がロードマップである。  
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図 5-22 2040 年に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ再編の始動 

基盤の確立 

（再構築期） 

持続可能な 

地域コミュニティの実現 

（価値創造循環期） 

多様な主体による 

地域経営の加速化 

（自律化推進期） 

2040年度 2026年度 2032年度 

＜前半（2026～2031 年度）※2032 年度以降も継続する取組を含む＞ 

① 町内会・自治会、地区協議会への支援強化 
●全庁的な町内会・自治会等への依頼事項の洗い出しと整理 
●単位町内会・自治会、地区協議会の役員交流会を実施 
●単位町内会・自治会のデジタル化支援 
●地域活動サポートオフィスと連携し町内会・自治会、地区協議会への講座や研修等を実施 
●地区協議会の取組を PR 
●市連合町内会・自治会、単位町内会・自治会の活動内容、補助金等について見直し検討 
●地区協議会の事務局強化 
●各地区協議会の市担当を体制強化 
 

② ゆるやかな 2層制の構想 
●地域活用型学校の推進体制の設置及び仕組みづくりと運用検討 
●地域活用型学校の順次運用開始 
●地区協議会の補助金・参加条件を見直し検討、新たな方向性を決定・実施 
●地区協議会と小学校区の連携活動に対する支援を実施 
●地域住民に向けた民生委員児童委員協議会主催事業の実施 
●民生委員児童委員協議会の小学校区での活動実施 
●消防団の組織体制の見直しと体制強化（休団制度、機能別団員）を検討・実行 
 

③ 分野横断的な交流と 携 
●地域活動サポートオフィスによるコーディネーター情報交換会を実施 
●生涯学習センターによる地区協議会、町内会・自治会等と連携した講座の実施 
●子ども食堂連絡会の実施 
●冒険遊び場交流会の実施 
●地域資源を活用した街づくりプロジェクト、まちビジョンの推進 
（情報発信、アドバイザー派遣等） 
●地域密着型スポーツ推進委員による町内会・自治会等との連携事業の実施 
●健康づくり推進員の活動支援（若い世代が参加しやすいイベントに関する情報提供） 
●サポートオフィスの体制・機能の拡充を検討・実施 

① 町内会・自治会、地区協議会への支援強化 

●デジタル化の定着によるスマートな組織運営の推進 

●地区協議会の事務局機能の確立 
 

② ゆるやかな 2層制の構想 

●地域活用型学校の「地域の拠点」としての活用推進 
 

③ 分野横断的な交流と 携 

●各分野のコーディネーターが連携した多様な地域人材の参画促進 

＜後半（2032～2039 年度）＞ 
※「まちだ未来づくりビジョン 2040」の見直し時期に合わせて具体的に検討 
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具体的な施策は、3 つの柱のもとにまとめられているが、この 3 つは、本章第１節第 7

項で提示した、持続可能な地域コミュニティを実現するための基本方針として設定した 3

つである。 

この 3 つの柱の中には、多くの具体的な施策が挙げられているが、本章で検討した様々

な地域活動団体や専門機関の活動も位置づけられ関連付けられていることが、本章を通読

してこられた読者にはお分かりであろう。本章での政策論的な考察が、具体的な施策とし

て落とし込まれているのである。 

本研究を遂行してみて、あらためて、これまでの町田の地域コミュニティを支えてこら

れた方々のご尽力に触れて感銘を受けてきた。この優れた積み重ねを生かして、これから

また町田市は新しいコミュニティ形成の局面に入っていく。 

2040 年というとだいぶ先のことのように感じられるが、特に前半期を考えれば、この先

ほんの 5 年間で、これだけの施策が実施されることを通じて、市民、地域活動団体、専門

機関も、熟慮し行動することになり、町田市にとって重要な 5 年間となりそうである。そ

の中で、全国に誇れるような確固とした地域コミュニティが築かれることを願ってやまない。 
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本報告書の結び 

本報告書では、町田市の地域コミュニティの現状と将来展望を描くべく、全国の（場合

によっては外国の）他の自治体の様子も参照しながら、町田市に蓄積された資料・データ

を用いて検討を重ねてきた。 

東京郊外の住みよい都市である町田市の基盤は、地域コミュニティの力に支えられてい

る。このコミュニティを持続させることは、町田市の政策において極めて重要であり、そ

の要諦を本報告書にまとめた。 

2024 年度から取り組んできた本研究は、本報告書の公表をもって一区切りとなる。しか

し、本研究の終了は、取り組みの終着点ではなく、むしろ新たな始まりである。本報告書

の分析や提言を端緒として、市民の間で議論が巻き起こることを期待したい。町田市にお

いても、本報告書を対話のツールとして活用し、多様な主体と議論を深めながら、住みよ

い町田市と地域コミュニティの発展に向けた具体的な姿を具現化して欲しい。 

本報告書で提示した「ロードマップ」は、当面の指針である。これを実践し、検証しな

がら議論を継続していく必要がある。 

2026 年 3 月 3 日に開催された「研究委員会（2025 年度第 5 回）」では、研究委員の先生

方から貴重なご意見をいただき、今後の課題として以下の 3 点が整理された。 

第一に、人材像の解明とコーディネートのあり方である。 

「持続可能な地域コミュニティ」を支える制度的枠組みは示せたが、それを動かす人材

の具体像や、活動間のコーディネート機能についてはさらなる深化が必要である。例えば、

事業者の参画・貢献、中壮年層の意欲を行動へと結びつける手法、中高生の主体性を引き

出す仕組みなどは、今後の重要な研究課題である。 

第二に、乳幼児・児童青少年分野の深掘りである。 

冒険遊び場や子どもセンターまあちでの「子ども委員会」など、町田市における児童青

少年施策には優れた取り組みがある。乳幼児・児童青少年は「持続可能な地域コミュニテ

ィ」にとって極めて重要な役割を果たす。そのため、15 歳未満の市民の意見を反映させる

仕組みを整え、次世代と共に創るコミュニティのあり方を追求しなければならない。 

第三に、エビデンスに基づく政策評価である。 

本研究では、庁内プロジェクト・チームの力によって、事例的検討やデータの読み取り

から積み上げてロードマップに至るまでの具体的な政策論を展開できたが、適切な指標や

エビデンスに基づいて評価し、PDCA サイクルを回していく体制整備が急務である。客観

的なデータに基づき、施策の実効性を検証する視点を強化していくことが必要である。 

以上のような残された課題は、2026 年度以降の新たな段階で取り組む。今後私たちは、

市民、地域活動団体、専門機関、行政、議会が構成する多元主体的な「協治（ガバナンス）」

の世界において、研究と実践を継続していきたい。本報告書とこの後の巻末資料が、そう

した多元主体的な政策論議の基礎的な資料となりえていることを切に願っている。
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図表一覧 

 

◆第 1章（2） 

図 1-1 庁内プロジェクト・チームの構成 

図 1-2 町田市における地域コミュニティの未来に関する共同研究の研究組織 

 

◆第 2章（35） 

図２-1 町田市の地域的なまとまりの重層構造 

図 2-2「明治の村」の成立 

図 2-3 町田市の地域的まとまりの歴史的変遷 

図 2-4 各地区の人口規模 

図 2-5 安心して暮らすために必要なこと 

図 2-5-a 選択肢回答（図 2-5） 

図 2-6 生活環境の満足度 

図 2-6-a 選択肢回答（図 2-6） 

図 2-7 居住年数の推移 

図 2-8 居住地域への愛着・親しみの推移 

図 2-9 市民の幸福度の地区ごとの集計結果 

図 2-10 横浜市における隣近所とのつきあい方の歴史的変遷 

図 2-11 横浜市における地域の人々との関わりと助け合いに関する意識変化 

図 2-12 隣近所との付き合いの現状 

図 2-12-a 選択肢回答（図 2-12） 

図 2-13 隣近所との付き合い意向の変化 

図 2-14「地域」と考える範囲 

図 2-15 地域での合意形成を主導する組織 

図 2-15-a 選択肢回答（図 2-15） 

図 2-16 今後どのような地域活動に参加したいか 

図 2-16-a 選択肢回答（図 2-16） 

図 2-17 地域で行われている課題解決の行動主体 

図 2-17-a 選択肢回答（図 2-17） 

図 2-18 加入している町内会・自治会への活動参加 

図 2-18-a 選択肢回答（図 2-18） 

図 2-19 分譲マンションの管理組合の活動への参加状況 

図 2-19-a 選択肢回答（図 2-19） 

図 2-20 助け合い意識の存在とマッチング 
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図 2-21 今後どのような地域活動に参加したいか 

図 2-22-1 地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること 

図 2-22-2 地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること 

図 2-22-3 地域活動に参加しやすくなるために必要と考えること 

図 2-23 活動できる曜日・時間帯 

図 2-24 年齢層によって重要性の認識にばらつきが小さい地域課題 

図 2-25 年齢層によって重要性の認識にばらつきが大きい地域課題 

 

◆第 3章（12） 

図 3-1 年度別町内会・自治会加入状況の推移 

図 3-2 町内会・自治会の年齢層別の加入者率 

図 3-3 町内会・自治会への加入理由の年齢層別分布 

図 3-3-a 選択肢（図 3-3） 

図 3-4 町内会・自治会への参加頻度の年齢層別分布 

図 3-5 町内会・自治会への参加状況の変化 

図 3-6 町内会・自治会の活動のなり手 

図 3-7 町内会・自治会の悩み、課題 

図 3-7-a 選択肢（図 3-7） 

図 3-8 今後活動したい分野と町内会・自治会の加入・未加入 

図 3-9 町田市の民生委員児童委員の定数、現員数、充足率の経年変化 

図 3-10 町田市の消防団員数の定数、現員数、充足率の経年変化 

 

◆第 4章（37） 

図 4-1 地域活動団体の団体類型図 

図 4-2 打ち合わせの場所（「5. 町内会館や中規模集会施設」） 

図 4-3 事業の実施場所（「5. 町内会館や中規模集会施設」） 

図 4-4-1 最も多い収入源（「1. 会費等」） 

図 4-4-2 最も多い収入源（「5. 行政からの補助金など」） 

図 4-4-3 最も多い収入源（「4. 事業収入」）     

図 4-5-1 経済的に負担になっていること（「2. 会場、施設などの使用料」） 

図 4-5-2 経済的に負担になっていること（「9. 事務所維持費（光熱水費、家賃等）」） 

図 4-6-1 活動範囲（「4. 町内会・自治会の範囲」） 

図 4-6-2 活動範囲（「5. 最寄の小学校の通学範囲」） 

図 4-6-3 活動範囲（「6. 最寄の中学校の通学範囲」） 

図 4-6-4 活動範囲（「10. 町田市外を含む」） 



図表一覧 

<153> 

図 4-7-1 組織運営上の課題・人材面（「1. 専門職・事務局員などの人材の確保が難しい」） 

図 4-7-2 組織運営上の課題・人材面（「2. 役員のなり手がいない」） 

図 4-7-3 組織運営上の課題・人材面（「10. 特に課題はない」） 

図 4-8-1 組織運営上の課題・運営面（「3. 活動場所の確保が難しい」） 

図 4-8-2 組織運営上の課題・運営面（「7. 社会の認知度が低く、支持を受けにくい」） 

図 4-8-3 組織運営上の課題・運営面（「8. 運営ノウハウが不十分で効率が悪い」） 

図 4-8-4 組織運営上の課題・運営面（「14. 特に課題はない」） 

図 4-9-1 市行政とのつながり（「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」） 

図 4-9-2 市行政とのつながり（「2. 活動資金の補助（一時的なもの）」） 

図 4-9-3 市行政とのつながり（「3. 活動機会の提供（事業委託など）」） 

図 4-9-4 市行政とのつながり（「6. 設備や備品の貸し出し」） 

図 4-9-5 市行政とのつながり（「8. つながりは持っていない」） 

図 4-10-1 市行政との今後のつながり（「2. 行政の支援を受けながら活動していきたい」） 

図 4-10-2 市行政との今後のつながり（「3. 必要に応じて連携・協力していきたい」） 

図 4-10-3 市行政との今後のつながり（「4. 独自に活動していきたい」） 

図 4-11-1 支援機関とのつながり（「1. 活動資金の補助（定期的なもの）」） 

図 4-11-2 支援機関とのつながり（「3. 活動機会の提供（事業委託など）」） 

図 4-12-1 地域とのつながり（「1. メンバーのほとんどが地域住民である」） 

図 4-12-2 地域とのつながり（「2. 地域の行事によく参加している」） 

図 4-12-3 地域とのつながり（「3. イベントを行う時など地域に手伝ってもらっている」） 

図 4-12-4 地域とのつながり（「4. 活動対象が地域・住民である」） 

図 4-12-5 地域とのつながり（「5. 地域及び近隣の町内会・自治会等と連携を取ることがある」） 

図 4-12-6 地域とのつながり（「6. 地区協議会と連携を取ることがある」） 

図 4-12-7 地域とのつながり（「7. 地区社会福祉協議会と連携を取ることがある」） 

図 4-12-8 地域とのつながり（「8. つながりは持っていない」） 

 

◆第 5章（23） 

図 5-1 現在の趨勢が継続した場合の 2040 年の地域コミュニティの状況 

図 5-2 年齢層別の町内会・自治会加入状況 

図 5-3-a 選択肢（図 5-3） 

図 5-3 年齢層別の地域活動参加状況（町内会・自治会活動を除く）  

図 5-4 年齢層別の町内会・自治会に加入していない理由 

図 5-5 町内会・自治会に加入していない理由（上位 6 つまで） 

図 5-6 年齢層別の地域活動に参加していない理由 

図 5-7 地域活動に参加していない理由（多い順） 
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図 5-8 ライフステージと地域資源の活用、行動範囲 

図 5-9 庁内プロジェクト・チームが作成したライフステージと各分野の取り組み 

図 5-10 庁内プロジェクト・チームが考える「持続可能な地域コミュニティ」 

図 5-11「持続可能な地域コミュニティ」の実現に向けた基本方針 

図 5-12 町内会・自治会の活動 

図 5-13 名古屋市市民アンケート 町内会・自治会の必要性を感じる活動 

図 5-14 町田市における 2 層制のコミュニティ・エリアの設定のイメージ 

図 5-15 学校区を地域と考える年齢層 

図 5-16 活動の有償・無償に関する回答 

図 5-17 活動の有償・無償に関する回答の年齢層別分布 

図 5-18 町内会・自治会の会長への報酬 

図 5-19 町内会・自治会の会長以外への報酬 

図 5-20 会長の手当の額 

図 5-21 役員の手当の額 

図 5-22 2040 年に向けたロードマップ 
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資料 1

研究経過年表

１ 研究委員会

Ｎo 開催 日程

１ 2024 年度第 1 回研究委員会 2024 年 5 月 19 日

２ 第 2 回研究委員会 2024 年 7 月 29 日

３ 第 3 回研究委員会 2024 年 9 月 17 日

４ 第 4 回研究委員会 2024 年 12 月 25 日

５ 第 5 回研究委員会 2025 年 3 月 21 日

６ 2025 年度第 1 回研究委員会 2025 年 6 月 19 日

７ 第 2 回研究委員会 2025 年 8 月 4 日

８ 第 3 回研究委員会 2025 年 11 月 7 日

９ 第 4 回研究委員会 2026 年 1 月 9 日

10 第 5 回研究委員会 2026 年 3 月 3 日

２ 庁内プロジェクトチーム（グループ会議）

No 開催 日程

１ 研究事務局とプロジェクトチームメンバー懇談会 2025 年 4 月 24 日

２ 市長とプロジェクトチームメンバー懇談会 2025 年 4 月 30 日

３ 第 1 回 A グループ会議 2025 年 5 月 28 日

４ 第 1 回 B グループ会議 2025 年 6 月 4 日

５ 第 1 回 C グループ会議 2025 年 6 月 11 日

６ 第 2 回 B グループ会議 2025 年 7 月 2 日

７ 第 2 回 A グループ会議 2025 年 7 月 9 日

８ 第 2 回 C グループ会議 2025 年 7 月 16 日

９ 第 3 回 A グループ会議 2025 年 8 月 6 日

10 第 3 回 B グループ会議 2025 年 8 月 6 日

11 第 3 回 C グループ会議 2025 年 8 月 13 日

12 第 4 回 B グループ会議 2025 年 9 月 17 日

13 第 4 回 C グループ会議 2025 年 9 月 17 日

14 第４回 A グループ会議 2025 年 9 月 24 日
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３ 庁内検討

No 開催 日程

１ 市長と研究代表者等懇談会 2024 年 4 月 4 日

２ 庁内 12 課ヒアリング 2024 年 5 月 9 日

３ 市長へ中間報告書提出・懇談会 2025 年 2 月 13 日

４ 市長へ最終報告書提出・懇談会 2026 年 2 月 27 日

※ 研究事務局と市等の庁内打合せを別途実施

４ 研究経過報告会（中間報告）

5 会議傍聴・ヒアリング等

（１）地区協議会

No 地区 日程

１ 忠生地区 2024 年 8 月 26 日

２ 南地区 2025 年 1 月 14 日

３ 小山・小山ヶ丘地区 2025 年 5 月 17 日

４ 原町田地区 2025 年 5 月 26 日

５ 木曽地区 2025 年 6 月 4 日

６ 鶴川地区 2025 年 6 月 5 日

７ 高ヶ坂・成瀬地区 2025 年 6 月 6 日

８ 玉川学園・南大谷地区 2025 年 6 月 8 日

９ 相原地区 2025 年 7 月 17 日

No 開催 日程

１ 職員向け            （参加 69 名） 2025 年 4 月 10 日

２ 全体会             （参加 70 名） 2025 年 5 月 17 日

３ 鶴川地区            （参加 25 名） 2025 年 6 月 1 日

４ 高ヶ坂・成瀬地区        （参加 24 名） 2025 年 6 月 8 日

５ 忠生地区            （参加 19 名） 2025 年 6 月 15 日

６ 町田第一地区          （参加 7 名） 2025 年 6 月 29 日

７ 町田第二地区          (参加 11 名) 2025 年 7 月 13 日

８ 南地区             （参加 25 名） 2025 年 8 月 3 日

９ 玉川学園・南大谷地区      （参加 26 名） 2025 年 8 月 17 日

10 小山・小山ヶ丘地区       （参加 22 名） 2025 年 8 月 24 日

11 相原地区            （参加 11 名） 2025 年 8 月 31 日

12 木曽地区            （参加 13 名） 2025 年 9 月 7 日
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（２）地区連合町内会・自治会

No 地区 日程

１ 小山地区 2024 年 9 月 25 日

２ 木曽地区 2024 年 10 月 8 日

３ 町田第一地区 2024 年 10 月 9 日

４ 町田第二地区 2024 年 10 月 12 日

５ 南地区 2024 年 10 月 13 日

６ 高ヶ坂・成瀬地区 2024 年 11 月 13 日

７ 鶴川地区 2024 年 11 月 21 日

８ 相原地区 2024 年 12 月 4 日

９ 町内会・自治会役員情報交換会 2025 年 9 月 20 日

（３）単一町内会・自治会

No 対象 日程

１ 鶴川地区の単一町内会・自治会 2024 年 11 月 5 日

２ 町田第二地区の単一町内会・自治会 2024 年 12 月 9 日

（４）青少年健全育成地区委員会

No 地区 日程

１ 小山田地区 2024 年 10 月 29 日

２ 忠生第六地区 2024 年 11 月 19 日

３ 忠生第三地区 2024 年 12 月 5 日

４ 町田中央地区 2025 年 1 月 9 日

（５）民生委員児童委員協議会

No 地区 日程

１ 南第二地区 2024 年 9 月 25 日

２ 忠生第一地区 2024 年 9 月 26 日

３ 町田第一地区 2024 年 9 月 30 日

（６）消防団

No 対象 日程

１ 組織強化担当会議 2024 年 11 月 8 日
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（７）まちづくり協議会

No 地区 日程

１ 小山田桜台地区 2024 年 12 月 6 日

２ 玉川学園地区 2024 年 12 月 6 日

（８）社会福祉協議会、地域活動サポートオフィス等

No 対象 日程

１ 町田市社会福祉協議会 2024 年 8 月 27 日

２ 町田市地域活動サポートオフィス 2024 年 8 月 27 日

３ 地区社会福祉協議会（玉川学園地区） 2024 年 8 月 27 日

４
まちだ福祉○ごとサポートセンター

地域福祉コーディネーター
2025 年 1 月 7 日

５ 町田市国際交流センター 2025 年 5 月 30 日

（９）冒険遊び場、子ども食堂

No 対象 日程

１ 冒険遊び場（鶴川地区） 2024 年 10 月 18 日

２ 子ども食堂（町田地区） 2024 年 10 月 18 日

３ 冒険遊び場つなぐ会 2025 年 6 月 17 日

４ 子ども食堂（南地区） 2025 年 6 月 20 日

５ 冒険遊び場（せりがや地区） 2025 年 12 月 4 日

（10）その他コーディネーター等

No 対象 日程

１ ケアマネジャー（役員会） 2024 年 11 月 28 日

２ ゼネラルボランティアコーディネーター（指導課） 2025 年 6 月 19 日

３ 生活支援コーディネーター（連絡会） 2025 年 6 月 20 日

４ 高齢者支援センター（南第三） 2025 年 7 月 9 日

５ 高齢者支援センター（堺第一） 2025 年 7 月 18 日

６ 高齢者支援センター（町田第三） 2025 年 7 月 22 日

７ 高齢者支援センター（忠生第一） 2025 年 7 月 29 日

（11）集会施設

No 訪問・ヒアリング等 日程

１ 玉川学園さくらんぼホール（施設管理委員会） 2025 年 12 月 2 日

２ 小野路公会堂（小野路町内会） 2025 年 12 月 5 日
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６ 他都市調査

No 訪問・ヒアリング等 日程

１ 青森市（浅虫地区及び油川地区） 2024 年 11 月 1 日

２ 横浜市瀬谷区民生委員児童委員協議会 2024 年 11 月 8 日

３ 大田区社会教育指導員 2024 年 11 月 18 日

４ 横浜市瀬谷区地域振興課（青少年指導員制度） 2025 年 2 月 13 日

５

岩手県一関市

（まちづくり推進課、山目地区まちづくり協議会、

いちのせき市民活動センター）

2025 年 3 月 4 日

６ 香川県丸亀市（川西地区、飯山南地区、岡田地区） 2025 年 3 月 23 日

７
愛媛県松山市

（まちづくり推進課、雄郡地区、堀江地区）
2025 年 8 月 18 日

８

香川県丸亀市

（地域づくり課、市民活動交流センターマルタス、

川西地区、城坤地区）

2025 年 8 月 19 日

９

香川県高松市

（協働コミュニティ推進課、国分寺北部校区、

多肥地区）

2025 年 8 月 20 日

10
兵庫県明石市

（明石コミュニティ創造協会、藤江地区）
2025 年 8 月 21 日

11
神奈川県茅ヶ崎市

（市民自治推進課、湘南地区まちぢから協議会）
2025 年 9 月 25 日

12 調布市（協働推進課、コミュニティ推進協力員） 2025 年 9 月 26 日

13
武蔵野市

（市民活動推進課、けやきコミュニティ協議会）
2025 年 9 月 30 日

14 三鷹市（コミュニティ創生課） 2025 年 10 月 9 日

７ アンケート調査

No 内容 日程

１
2024 年度市民アンケート調査

（回答数:3,472 件/10,000 件）
2024 年 8 月～9 月

２
2025 年度地域活動団体アンケート調査

（回答数:982 件/ 4,548 件）
2025 年 4 月～5 月

３
2025 年度町内会・自治会アンケート調査

（回答数:219 件/ 307 件）
2025 年 9 月～10 月
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資料 2 

市民アンケート調査の 

単純集計、調査票、地区別集計 

1. 調査の概要 

1.1. 調査目的 

本アンケートは、市民の皆様の地域との関わり、地域コミュニティに関する意識や活動

の現状、生活実態を把握することを目的に実施した。 

 

1.2. 調査項目 

Ⅰ   お住まいの地域について 

Ⅱ   お住まいの地域で取り組まなければならない課題について 

Ⅲ   町内会・自治会や自主的活動への参加状況について 

Ⅳ   活動のための場所について 

Ⅴ   町内会・自治会や自主的活動への今後の参加意向について 

Ⅵ   あなたの生活と相談機関について 

Ⅶ   あなた自身のことについて 

 

1.3. 調査設計 

（1）調査地域 町田市全域 

（2）調査対象 市内在住の 15 歳以上 80 歳未満の男女個人（2024 年 8 月 1 日現在） 

（3）対象者数 10,000 人 

（4）抽出方法 住民基本台帳からの無作為抽出（外国人を含む） 

（5）調査方法 郵送による配布、郵送及びインターネットによる回収 

（6）調査期間 2024 年 8 月～9 月 

 

1.4. 回収結果 

（1）調査件数   10,000 件 

（2）有効回収数  3,472 件（うち郵送回答 2,142 件、インターネット回答 1,330 件） 

（3）有効回収率      34.7% 

（4）回収状況  

  

巻末資料＜8＞



 

◆ 性別 

 
 

◆ 年齢 男性 

 
 

 

 

  

男性 49.2%

男性 39.3%

女性 50.8%

女性 57.9%

その他 1.9%

無回答 0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

対象者

（n=10,000）

有効回答

（n=3,472）

10歳代

6.6%

10歳代

4.9%

20歳代

14.2%

20歳代

5.7%

30歳代

12.8%

30歳代

8.2%

40歳代

17.9%

40歳代

15.0%

50歳代

21.5%

50歳代

24.2%

60歳代

13.8%

60歳代

20.0%

70歳以上

13.2%

70歳以上

2.0%

無回答

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対象者

（n=4,916）

有効回答

（n=1,363）
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◆ 年齢 女性 

 
 

◆居住地区 

 
 

 

1.5. 地域区分 

郵便番号で回答を収集し、それを地区協議会のエリアに基づいて層化した。 

  

10歳代

6.0%

10歳代

3.0%

20歳代

13.1%

20歳代

6.6%

30歳代

12.6%

30歳代

10.1%

40歳代

17.2%

40歳代

16.1%

50歳代

20.2%

50歳代

21.2%

60歳代

14.3%

60歳代

19.0%

70歳以上

16.6%

70歳以上

23.0%

無回答

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対象者

（n=5,084）

有効回答

（n=2,010）

南

17.2%

南

16.8%

高ヶ坂・成瀬

10.1%

高ヶ坂・成瀬

9.9%

原町田

4.1%

原町田

3.7%

町田第二

12.0%

町田第二

10.5%

玉川学園・南大谷

7.3%

玉川学園・南大谷

7.8%

木曽

12.2%

木曽

11.4%

忠生

21.0%

忠生

20.4%

小山・小山ヶ丘

7.6%

小山・小山ヶ丘

7.5%

相原

3.4%

相原

3.6%

無回答

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対象者

（n=10,000）

有効回答

（n=3,472）
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2. 調査結果 

※ この調査結果を示すグラフは、基本的にマイクロソフトフォームズが自動生成した画

像を活用して編集したものである。グラフを見る際は以下の点にご留意いただきたい。 

 マイクロソフトフォームズの仕様により「無回答」は反映されていない。つまり、

無回答を除いた回答数を分母として割合が算出されグラフ化されている。 

 分岐設問では、回答該当者数を n として追記した。回答非該当者の回答が含まれて

いる場合があることや、無回答が反映されていないことなどにより、n とグラフ上

の全数とはわずかに異なる場合がある。 

※円グラフは、上部中央から選択肢の番号順に時計回りに並んでいる。 

 

 

Ⅰ お住いの地域について 

問 1:あなたは、自分が住んでいる「地域」という場合に、どの程度の範囲をイメージしますか。 

 
 

  

4.8%

(163) 8.5%

(290)
6.4%

(218)

22.4%

(766)

7.8%

(265)

4.8%

(163)20.8%

(711)

6.2%

(213)

15.1%

(516)

2.0%

(43)

1.3%

(69)

1 隣近所の範囲

2 住宅街や団地の範囲

3 「丁目」の範囲

4 町内会・自治会の範囲

5 最寄の小学校の通学範囲

6 最寄の中学校の通学範囲

7 「町」の範囲

8 合併前の1町4村の地区範囲

9 町田市全体

10 その他

11 わからない
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問 2:あなたは、あなたが現在お住まいの地域での暮らしやすさについて、どの程度満足し

ていますか。 

 
 

問 3:あなたは、お住まいの地域で安心して暮らしていくためには、特にどのようなことが

重要だと思いますか。
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214

96
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102

102

96

197

274

1,736

1,535

944

469

1,032

1,057

849

1,465

1,651

393

1,436

1,990

2,661

1,806

1,882

2,066

901

956

493

172

262

149

377

288

288

622

409

211

81

138

72
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95

117

251

137
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2,552

647

188

56

1,498

1,219

652

2,197

580

72

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 買い物や交通の便利さ

2. 隣近所などとのお付き合い

3. 町内会・自治会の活動

4. 地域でのボランティア活動

5. 地域での防犯体制

6. 地域での防災体制

7. 地域の福祉・保健の相談体制

8. 病院などの医療体制

9. 地域の景観や街並み保全

10. その他
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問 4:日常生活に関することについて、お伺いします。 

①あなたがこれから、病気や事故で日常生活が不自由になったときや、高齢になったと

きに、お住まいの地域に頼みたいと思うことはありますか。 

 
 

②あなたの お住まいの地域 で、日常生活を送るうえで高齢、障がい、子育てなどで困

っている方がいた場合、頼まれたらできることはありますか。） 

 
 

  

2,251

1,885

1,313

1,691

1,045

1,716

2,917

2,562

1,056

1,420

1,995

1,604

2,103

1,557

403

739

1. 日常の安否確認の声がけ

2. ちょっとした買い物やゴミ出し

3. 食事を作ったり、掃除や洗濯の手伝い

4. 外出の手助け

5. 子どもの遊び相手

6. 話し相手や相談相手

7. 災害時避難の手助け

8. 具合が良くないときに病院や役所などへの連絡

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

頼みたい 頼みたくない

2,614

2,112

757

1,307

1393

1,933
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2,546

728

1,214

2,550

1,994

1,907

1,376

805

770

1.日常の安否確認の声がけ

2.ちょっとした買い物やゴミ出し

3.食事を作ったり、掃除や洗濯の手伝い

4.外出の手助け

5.子どもの遊び相手

6.話し相手や相談相手

7.災害時避難の手助け

8.具合が良くないときに病院や役所などへの連絡

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

頼まれたらできる 頼まれてもできない
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問 5:あなたには、お住まいの地域に、いざというとき助け合える人や、信頼して相談でき

る人がいますか。 

 
 

問 6:お住まいの地域で住民同士の信頼感や助け合い意識を高めるには、どのようなきっか

けがあったら効果的だと思いますか。 

 
 

問 7:お住まいの地域に対して愛着や親しみを感じていますか。 

  

9.1%

(316)

52.2%

(1,804)

21.3%

(737)

17.3%

(598)
1. 5人以上いる

2. 1～4人いる

3. 一人もいない

4. わからない

1,385
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1,037
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2,664
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383
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1. 行事やサークル等、身近な交流や親睦の機会がある

2. 地域の公園などを共同で管理する

3. 防災や防犯など地域の問題の解決に、一緒に取り組む

4. 身近なテーマについて、一緒に学べる講習会等がある

5. 地域の高齢者や子供の見守りやお世話を一緒に行う

6. あいさつや声を掛け合う

7. その他

8. わからない

36.2%

(1,249)

42.1%

(1,453)

13.5%

(467)

3.6%

(124)

4.7%

(164)

1.  感じている

2. やや感じている

3. あまり感じていない

4. 感じていない

5. わからない
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問 8:これからも、現在お住まいの地域に住み続けたいと思いますか。 

 
 

問 9:今度は特に、隣近所の方々とのお付き合いについてお伺いします。あなたは、隣近所

の方々と、どの程度のお付き合いをしていますか。 

 
 

No 選択肢 

１ 家を行き来したり、一緒に出かけたりする人がいる 

２ たがいに相談するなど、生活面で協力し合っている人がいる 

３ 立ち話をする人がいる 

４ 会ったらあいさつする人がいる 

５ 顔を知ってるだけの人がいる 

６ 全く顔も知らない人がいる 

７ その他 

  

24.3%

(839)

50.4%

(1,740)

3.0%

(104)

5.8%

(199)

16.6%

(507)
1. ぜひ住み続けたい

2. できれば住み続けたい

3. 町田市内の他の地域に住み替えたい

4. 町田市外に移りたい

5. わからない
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問 10:あなたは今後、隣近所の方々と、どの程度のお付き合いをしていきたいですか。 

 
 

 

Ⅱ お住いの地域で取り組まなければならない課題について 

問 11:あなたが関心をもっているお住まいの地域の課題は何ですか。 

 
  

7.3%

(251)

78.1%

(2,698)

12.2%

(423)

2.4%

(82)

1. 積極的に付き合いたい

2. ほどほどに付き合いたい

3. あまり付き合いたくない

4. 全く付き合いたくない

1,693

1,794
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1,024
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217
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446

466

189

82

161

252
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1. 防犯・治安

2. 防災

3. 交通安全

4. 高齢者・障がい者支援

5. 健康づくり

6. 緑地保全・地域美化

7. 地域活性化、まちづくり

8. 子育て支援

9. 青少年健全育成

10. 伝統芸能、祭り

11. 親睦・交流

12. ごみの減量、資源化

13. スポーツ、文化

14. 生活問題学習の機会づくり

15. 自治会活性化

16. 外国人との交流、相互理解

17. 地域交通・移動支援

18. 空き地、空き家

19. 居場所づくり

20. 地域活動IT化

21. その他

22. 課題はない

23. わからない
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問 11-1:問 11 で○をつけた地域課題の中で、当面、最も関心のある課題は何ですか。 
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6. 緑地保全・地域美化
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8. 子育て支援

9. 青少年健全育成

10. 伝統芸能、祭り

11. 親睦・交流

12. ごみの減量、資源化

13. スポーツ、文化

14. 生活問題学習の機会づくり

15. 自治会活性化

16. 外国人との交流、相互理解

17. 地域交通・移動支援

18. 空き地、空き家

19. 居場所づくり

20. 地域活動IT化

21. その他

n=3,073 

巻末資料＜17＞



 

問 11-2:問 11-1 で選択した課題に対して、現在、解決に向けた取り組みがどのように行

われていますか。 

 
No 選択肢 

1 住民が互いに協力し、自力で解決しようとしている 

2 住民がリーダーシップをとり、市の支援も得て解決しようとしている 

3 住民と市がお互いパートナーとして連携して解決しようとしている 

4 市がリーダーシップをとり、住民も協力して解決しようとしている 

5 市が全責任を持って解決しようとしている 

6 その他 

7 特になにも取り組みが行われていない 

8 どのような取り組みが行われているかわからない 

 

 

Ⅲ 町内会・自治会や自主的活動への参加状況について 

問 12: 今後、あなたのお住まいの地域で、課題解決のために住民の合意を形成していくに

は、どのような組織が中心となって取り組むべきだと思いますか。 
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448

1,650
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23.3%

(775)
2.2%

(73)

10.3%

(344)
10.8%

(359)

46.0%

(1,530)

5.8%

(194)

1.5%

(51)

1. 町内会・自治会

2. 各種の市民活動団体が集まった会議体

3. 町内会・自治会や市民活動団体が集まった会議体

4. 特定の課題解決を目的に結成した自由参加の住民組織

5. 市などの行政機関

6. 社会福祉協議会などの専門機関

7. その他の組織

n=3,073 
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問 13:あなたの世帯では、町内会・自治会に加入していますか。 

 

 

問 13-1:町内会・自治会に加入している理由は何ですか。 

 
 

No. 選択肢 No. 選択肢 

1 加入するのは当たり前だから 5 近所の人々と親睦が深められるから 

2 親の世代から加入していたから 6 いざというとき助けてもらえるから 

3 近所から仲間はずれにされたくないから 7 地域を住みよくするために役立ちたいから 

4 生活に必要な情報が得られるから 8 その他 
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40.2%
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2. 未加入
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問 13-2: ふだんの町内会・自治会との関わり方についてお伺いします。 

 
 

No 選択肢 

1 組織の役員や活動のリーダー役をできるだけ引き受けて活動している 

2 会合や行事などの際は、できるだけ手伝うようにしている 

3 都合がつくときは、行事や総会などに顔を出すようにしている 

4 会合や活動には、ほとんど参加していない 

 

  

7.4%

(149) 13.4%

(266)

32.8%

(649)

46.4%

(922)

1. 役員やリーダー役

2. できるだけ参加

3. 都合が付けば参加

4. ほとんど参加していない

n=2,059 
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問 13-3:あなたの世帯が加入している町内会・自治会では、現在、どのような組織の運営

や活動上の課題がありますか。 

 
 

No 選択肢 

1 役員を引き受ける人が少なくなってきた 

2 会員が高齢化して、活動全般の運営が滞ってきた 

3 従来からのリーダー層と、若い世代や転入者のリーダー層との間で、運営や活

動の仕方を巡って摩擦が起きてきた 

4 個人情報の取り扱いが厳しくなり、会員の連絡網づくりや、災害時等に援助が

必要なお宅の確認が難しくなってきた 

5 退会を申し出る会員が増加してきた 

6 町内会館や集会施設の維持管理について、会員の合意が得られない 

7 地域の事業者や住民等からの寄付が減少してきた 

8 新規転入世帯に加入の勧誘をしても、断られることが増えてきた 

9 特定の人達が長く役職についていて自由な議論や企画提案がしにくい 

10 その他 

11 わからない 

 

問 13-4: 現在お住まいの地域で町内会・自治会に加入していたことはありますか。 
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67.5%

(923)
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(386)
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1. 一度も加入したことはない

2. 加入していたが、退会した

3. その他

n=2,059 
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問 13-5:町内会・自治会に加入していない理由は何ですか。 

 
 

問 14:町田市では、町内会・自治会や地域の諸団体、住民の方々などが集まって、各地区

ごとに（市内で 10 地区）「地区協議会」というネットワーク組織を設置しています。あな

たは「地区協議会」をご存知ですか。 

 
 

  

466146

326

124

151

214

359

72

228

111

135

89

184

1. 活動時間を取ることができないから

2. 近所の人と関わるのが面倒だから

3. 加入するきっかけがないから

4. 申込方法がわからないから

5. 会費を負担したくないから

6. 町内会・自治会の活動の必要性を感じていないから

7. 役員になると忙しくて大変だから

8. 今住んでいる所に長く住むつもりがないから

9. 町内会・自治会の活動に制約されたくないから

10. 町内会・自治会の雰囲気になじめないから

11. 町内会・自治会があることを知らなかった

12. 住んでいる地域に町内会・自治会がない

13.その他
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3.9%

(134)

28.7%

(973)

67.4%

(2.288)

1. 内容まで含めて知っている

2. 名前は知っている

3. 知らない

n=1,387 
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問 15:町内会・自治会の他に、現在、参加されている地域住民等による自主的な活動はあ

りますか。 

 
 

No 選択肢 

1 町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等） 

2 地区協議会の活動 

3 行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年健全育成委員、

スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA 等） 

4 生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動 

（リサイクル促進、コミュニティバス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等） 

5 趣味のサークルやグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等） 

6 何も参加していない 

7 その他 

 

問 15-1:活動に参加している理由は何ですか。 
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6. その他のボランティア、助け合い活動

7. 何も参加していない
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1. 自分の時間を充実させるため

2. 社会の役に立つため

3. 仲間や友達をつくるため

4. 自分の知識や技術を役立てたり、高めたりしたいため

5. 親しい人が参加しているため

6. その他

n=646 
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問 15-2: 活動に参加するようになった直接のきっかけは何ですか。 

 

 

問 15-3:活動に参加していない理由は何ですか。 

 
 

問 16:あなたが、お住まいの地域で参加している活動のグループ・団体の数はいくつですか。 
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8. チラシ、ポスターなど広告物を見て

9. その他

10. 特にきっかけはない
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6. 参加することに興味や関心がないため

7. その他

82.5%

(1,083)

11.4%

(149)

3.8%

(50)

2.3%

(30)

1. 1つ

2. 2つ

3. 3つ

3. 4つ以上

n=2,740 

n=646 

n=2,195 
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問 17:あなたは、お住まいの地域で、活動に参加する時間が 1 週間にどのくらいありますか。 

 
 

問 18:あなたがお住まいの地域で現在取り組んでいる主な活動テーマは何ですか。 

 
  

68.3%

(851)

15.5%

(193)

11.9%

(148)

2.9%

(36)

1.1%

(14)
0.3%

(14)

1. 1時間未満

2. 1～2時間程度

3. 3～5時間程度

4. 6～10時間程度

5. 11～20時間程度

6. 20時間以上

322

382

103

104

165

157

71

80

53

87

168

145

160

14

181

7

20

22

33

16

76

298

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1. 地域の防犯、治安の向上

2. 防災、災害時の対応

3. 交通安全

4. 高齢者や障がい者への支援

5. 健康づくり

6. 緑地保全・地域美化

7. 地域の活性化、まちづくり

8. 子育てへの支援

9. 青少年の健全育成

10. 地域の伝統芸能・祭りの継承や保存

11. 住民同士の親睦・交流

12. ごみの減量・資源化

13. スポーツ・文化活動の活性化

14. 学習の機会づくり

15. 町内会・自治会の活性化、組織化

16. 外国人との交流、相互理解

17. 地域の交通・移動支援

18. 空き地・空き家問題

19. 身近な居場所づくり

20. 地域活動のIT化の推進

21. その他

22. 特にテーマはない

n=2,195 

n=2,195 
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問 19:あなたは、お住まいの地域で公益的な活動（町内会・自治会の役員や街の清掃な

ど）に参加する場合、報酬については一般論としてどうあるべきだと思いますか。 

 
 

問 20:あなたは、お住まいの地域以外で、何かサークルやボランティア等の自主的な活動

に参加していますか。 

 
 

Ⅳ 活動のための場所について 

問 21: 自主的な活動に利用できる次の施設についてお伺いします。 

No 選択肢 

１ 市民センター・コミュニティセンター 

２ 子どもセンター・青少年施設 

３ 集会所・町内会館 

４ 小中学校の学校開放 

５ 公園・広場 

６ 公営のスポーツ施設 

７ 民間の事業所が地域に提供している集会所やコミュニティカフェ（カフェ形式の居場所のこと） 

15.6%

(519)

37.5%

(1,251)15.2%

(507)

12.9%

(429)

2.1%

(70)

16.7%

(557)1. 活動した分に応じて報酬が支払われるべきだ

2.活動に使った実費・経費は支払われるべきだ

3. 多少の謝礼があるべきだ

4. 無報酬であるべきだ

5. その他

6. わからない

258

155

72

35

12

19

38

16

68

52

2,692

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 運動・スポーツに関する活動

2 . 文化芸術に関する活動

3. 子どもを対象にした活動

4. 高齢者を対象にした活動

5. 防犯・交通安全に関する活動

6. 地域防災に関する活動

7. 自然や環境を守るための活動

8. 居場所づくりの活動

9. SNS等オンライン上のコミュニティ

10. その他

11. 参加していない
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①具体的に名前や場所を知っていますか。 

 
 

②町内会・自治会や地域の自主活動等で利用したことがありますか。 

 
 

③今後、もっと活用したいですか。 

 
 

2,981

1,844

2,541

1,789

2,974

2,316

675

401

1,467

813

1,522

360

1,008

2,643

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

名前や場所を知っている 知らない

1,791

927

1,491

685

2,218

1,274

170

1,552

2,344

1,829

2,588

1,083

2,027

3,111

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

利用したことがある 利用したことがない

1,209

582

661

582

1,622

1,443

701

2,066

2,635

2,588

2,645

1,625

1,802

2,539

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

もっと活用したい わからない
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問 22:お住まいの地域の中で、自主的な活動のために利用したい場所はありますか。 

 
 

Ⅴ 町内会・自治会や自主的活動への今後の参加意向について 

問 23:あなたは、今後 4～5 年を見通して、お住まいの地域でどのような種類の地域活動

に参加したいと思いますか。 

 
 

No 選択肢 

1 町内会・自治会の活動 

2 町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等） 

3 地区協議会の活動 

4 行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年健全育成委員、

スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA 等） 

5 生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動 

（リサイクル促進、コミュニティバス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等） 

6 趣味のサークルやグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等） 

7 その他 

8 どれにも参加したくない 

278

857

821

571

623

220

365

241

572

182

60

1,405

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

1. 自宅や仲間の家など個人の家屋

2. 近隣の商店や飲食店

3. 民間企業の施設（会議室、スポーツ施設など）

4. 銭湯、健康ランド

5. 大学、高校、専門学校などの教育施設

6. 農地や雑木林

7. 神社・仏閣、協会などの施設

8. 空き家、空き店舗

9. 民間の事業所が地域に提供している集会所等

10. 道路や施設のための遊休地

11. その他

12. 特にない

763

493

76

205

491 1,302

105

1,232

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

1. 町内会・自治会の活動

2. 町内会・自治会と関連する活動

3. 地区協議会の活動

4. 行政への協力、公的社会貢献活動

5. 生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動

6. 趣味のサークルやグループ活動

7. その他のボランティア、助け合い活動

8. 何も参加したくない

巻末資料＜28＞



 

問 23-1:今後、参加する活動で特に取り組みたいと思うテーマは何ですか。 

 

  

652

779

244

419

673

334

284

401

142

168

345

274

510

212

198

193

188

107

320

108

33

165

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1. 地域の防犯、治安の向上

2. 防災、災害時の対応

3. 交通安全

4. 高齢者や障がい者への支援

5. 健康づくり

6. 緑地保全・地域美化

7. 地域の活性化、まちづくり

8. 子育てへの支援

9. 青少年の健全育成

10. 地域の伝統芸能・祭り継承や保存

11. 住民同士の親睦・交流

12. ごみの減量・資源化

13. スポーツ・文化活動の活性化

14. 学習の機会づくり

15. 町内会・自治会の活性化、組織化

16. 外国人との交流、相互理解

17. 地域の交通・移動支援

18. 空き地・空き家問題

19. 身近な居場所づくり

20. 地域活動のIT化の推進

21. その他

22. 取り組んでみたいテーマはない

n=2,127 
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問 24:お住まいの地域の活動が、もっと参加しやすいものとなるためには、どのようなこ

とが必要だと思いますか。 

 
No 選択肢 

1 活動に関する情報をもっと PR する 

2 活動の内容がマンネリ化しないよう魅力的なものにする 

3 参加しやすい曜日や時間を設定する 

4 活動内容や役割を選べるようにする 

5 役員やリーダーを任期制にするなど、特定の人にずっと負担がかからないようにする 

6 成果や貢献が具体的に見えたり、実感できるよう工夫する 

7 しがらみがあって参加したらやめられないなど、閉鎖的な雰囲気をなくす 

8 会員にならなくても、活動メンバーとして参加できるようにする 

9 特定のイベントのみの参加、インターネット上での参加など、多様な参加方法を用意する 

10 地域内の様々な住民組織、活動団体が連携して、一緒に取り組める活動をする 

11 参加した人が、なんらかのメリットを得られるようにする 

12 参加者の意見を尊重し、民主的な運営をする 

13 その他 

14 わからない 

 

  

1,487642

1,083

646

726

404
1,132

1,209

995

215

675

453

108

519

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

1. PR

2. 活動を魅力的に

3. 曜日・時間帯

4. 活動内容、役割選択可

5. 特定の人への負担過剰を避ける

6. 成果・貢献の実感

7. 開放的な雰囲気

8. 会員にならずに活動メンバーに

9. 多様な参加形態

10. 多様な団体の連携

11. 参加のメリット

12. 民主的な運営

13. その他

14. わからない
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問 25:仮にあなたがお住まいの地域の活動に参加するとしたら、どのような曜日、時間帯

が参加しやすいですか。 

 
 

Ⅵ あなたの生活と相談機関について 

問 26:同居されている方に、次のような方はいますか。 

 
 

問 26-1:「ひきこもり」の状態にある方の年齢は次のどれですか。 

 

762

689

461

1,194

816

399

225

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

1. 平日の午前

2. 平日の午後の昼間

3. 平日の夜間

4. 週末や祝日の午前

5. 週末や祝日の午後の昼間

6. 週末や祝日の夜間

7. その他

20

300

702

609

640

43

134

215

1,231

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

1. 妊産婦

2. 小学校入学前の乳幼児

3. 小学生・中学生・高校生など

4. 65～74歳の方

5. 75歳以上の方

6. ひきこもりの状態にある方

7. 日常生活を送る上で介助を必要とする方

8. 心身に障がいのある方

9. 該当する人はいない

6.0%

(5)

7.2%

(6)

14.5%

(12)

18.1%

(15)6.0%

(5)

9.6%

(8)
6.0%

(5)

7.2%

(6)

25.3%

(21)

1. 小学生・中学生

2. 10歳代(中学校卒業後)

3. 20歳代

4. 30歳代

5. 40歳代

6. 50歳代

7. 60歳代

8. 70歳以上

9. わからない

n=43 
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問 26-2: ご家族がひきこもりの状態にある方にどのような支援を望むか、最もあてはま

るものを選択してください。 

 
 

問 27: あなたが、毎日のくらしのなかで、困っていることはありますか。 

（1）健康のこと 

 
 

（2）子育てのこと 

 

17.8%

(18)

14.9%

(15)

13.9%

(14)
22.8%

(23)

30.7%

(31)

1. 家族や本人の悩み相談を聞いてほしい

2. 本人に合いそうな就労先、就労訓練機関を紹介してほしい

3. 本人に合いそうな居場所・コミュニティ・サークル等を紹介してほしい

4. 本人に合いそうな医療機関やカウンセリング機関を紹介してほしい

5. そっとしておいてほしい

36

155

95

225

18

303

91

117

2,527

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 一人で通院するのが難しいが、付き添ってくれる人がいない

2. 健康について気になることがあるが、相談先がわからない

3. 病気で働くことができない

4. 身近に専門的に治療を行う病院がない

5. 薬の管理が苦手で、自分の薬の管理ができない

6. 通院・治療費用が大きな負担になっている

7. その他

8. 上記の困りごとについて家族が困っている

9. 特にない

114

115

181

58

37

68

292

23

70

40

2,556

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 子育てで、十分に休養・睡眠がとれない

2. 子育てで、自由に外出できない

3. 子育てで、余暇や趣味の時間を持てない

4. 子育てで、働くことができない

5. 子育ての相談をできる人がいない

6. 子育てを手助けしてくれる人がいない

7. 養育・進学費用が大きな負担になっている

8. 子どもがひきこもり・不登校である

9. その他

10. 上記の困りごとについて家族が困っている

11. 特にない

n=43 
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（3）介護のこと 

 
 

（4）経済的なこと 

 
 

（5）住まいのこと 

 
 

45

84

73

21

64

49

71

69

80

2,843

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 介護で、十分に休養・睡眠がとれない

2. 介護で、自由に外出できない

3. 介護で、余暇や趣味の時間が持てない

4. 介護で、働くことができない

5. 介護の相談をできる人がいない

6. 介護を手助けしてくれる人がいない

7. 介護費用が大きな負担になっている

8. その他

9. 上記の困りごとについて家族が困っている

10. 特にない

654

64

201

86

64

114

85

2,188

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

1. 仕事をしているが、収入が十分でない

2. 休職中のため収入がない

3. 仕事をしていないため、収入がない

4. 仕事をしていない親族の生活費を負担している

5. 家計管理が苦手であり、生活に支障が出ている

6. その他

7. 上記の困りごとについて家族が困っている

8. 特にない

252

28

21

299

207

119

66

2,396

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 家賃が高く、大きな負担になっている

2. 住まいを借りたいが、保証人になってくれる人がいない

3. 住まいを借りたいが、自身の年齢や障がいなどで借りられない

4. 住まいが老朽化しているが、住み替え・改築ができない

5. 段差などに不安があるが、住まいがバリアフリーになっていない

6. その他

7. 上記の困りごとについて家族が困っている

8. 特にない
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問 28:あなたは、悩みごとや困りごとを相談できる相手（機関も含む）はいますか。 

 
 

問 28-1: あなたの相談できる相手は、誰ですか。 

 
  

52.8%

(1.948)31.3%

(1,157)

15.9%

(586)1. 身近にいる（徒歩30分未満）

2. 遠くにいる（徒歩30分以上）

3. いない

2,505

1,779

325

139

265

16

90

47

15

10

80

42

13

94

51

44

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1. 家族・親戚

2. 友人・知人

3. 近所の人

4. 市役所

5. 病院など医療機関

6. 社会福祉協議会

7. 福祉施設・福祉サービス提供事業所

8. 町内会・自治会

9. 民生委員・児童委員・主任児童委員

10. ボランティア団体・NPO

11. 高齢者支援センター

12. 障がい者支援センター

13. 子ども家庭センター

14. 保育園・幼稚園・認定こども園・学校

15. 弁護士、司法書士等の法律サービス

16. その他

n=2,754 
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問 29: あなたは、次の福祉に関わる相談窓口・機関などを知っていますか。 

①名前を 

 
 

②利用したことが 

 

  

1,990

2,057

1,888

1,209

982

1,203

1,626

1,107

941

497

1,368

1,298

1,446

2,074

2,302

2,079

1,691

2,203

2,354

2,812

民生委員・児童委員・主任児童委員

高齢者支援センター

障がい者支援センター

子ども家庭センター

子ども発達センター

地域子育て相談センター

社会福祉協議会

町田ボランティアセンター

生活・就労相談窓口

まちだ福祉○ごとサポートセンター

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前を知っている 名前を知らない

97

408

210

97

159

193

156

93

68

21

3,206

2,898

3,070

3,139

3,069

3,032

3,105

3,169

3,184

3,237

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民生委員・児童委員・主任児童委員

高齢者支援センター

障がい者支援センター

子ども家庭センター

子ども発達センター

地域子育て相談センター

社会福祉協議会

町田ボランティアセンター

生活・就労相談窓口

まちだ福祉○ごとサポートセンター

利用したことがある 利用したことがない
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③利用したい 

 
 

Ⅶ あなた自身のことについて 

問 30:あなた（あて名のご本人）の性別を教えてください。 

 

  

242

652

275

180

176

232

288

332

270

261

3,006 

2,598 

2,949 

3,007 

3,008 

2,946 

2,923 

2,890 

2,938 

2,952 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

民生委員・児童委員・主任児童委員

高齢者支援センター

障がい者支援センター

子ども家庭センター

子ども発達センター

地域子育て相談センター

社会福祉協議会

町田ボランティアセンター

生活・就労相談窓口

まちだ福祉○ごとサポートセンター

今後利用したい わからない

39.6%

(1,363)

58.4%

(2,010)

1.9%

(67)

1. 男性

2. 女性

3. その他または答えない
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問 31:あなたの 2024 年 10 月 1 日現在の年齢を教えてください。 

（※グラフは 10 歳単位で層化しました） 

 
 

問 32: あなたのお住まいの郵便番号を教えてください。 

 
 

 

  

3.9%

(131)

5.9%

(199)

9.4%

(318)

16.1%

(546)

23.0%

(778)

19.5%

(659)

22.3%

(757)

1. 10歳代

2. 20歳代

3. 30歳代

4. 40歳代

5. 50歳代

6. 60歳代

7. 70歳代

17.4%

(584)

10.2%

(342)3.9%

(129)

10.8%

(363)8.1%

(271)

5.0%

(167)

11.8%

(396)

21.1%

(707)

7.8%

(262)

3.8%

(126)

1. 南

2. 高ヶ坂・成瀬

3. 原町田

4. 町田第二

5. 玉川学園・南大谷

6. 木曽

7.忠生

8.鶴川

9.小山・小山ヶ丘

10. 相原
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問 33:あなたは現在お住まいの地域にどのくらい住んでいますか。 

 
 

問 34: あなたに配偶者（パートナーを含む）はいますか。 

 
 

問 35:現在あなたと一緒にお住まいの方に〇をつけてください。 

 
 

 

 

 

3.2%

(111)

11.0%

(378)

11.4%

(390)

24.2%

(828)

24.3%

(831)

25.9%

(837)

1. 1年未満

2. 1年以上5年未満

3. 5年以上10年未満

4. 10年以上20年未満

5. 20年以上30年未満

6. 30年以上

19.9%

(678)

70.7%

(2,404)

4.5%

(154)

4.9%

(166)

1. 未婚

2. 配偶者（パートナー）あり

3. 死別

4. 離婚

354

2,315669

1,496

269

48

81

54

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

1. 一人で住んでいる

2. 配偶者

3. 父母（配偶者の父母を含む）

4. 子

5. 兄弟姉妹

6. 祖父母（配偶者の祖父母を含む）

7. 孫

8. その他
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問 36:昨年の年間の世帯の総収入はいくらですか。 

 
 

問 37:あなたのお住まいの形態は、次のどれにあたりますか 

 

  

9.1%

(307)

18.8%

(635)

16.8%

(568)13.0%

(440)

10.7%

(360)

11.0%

(371)

4.7%

(157)

15.9%

(536)

1. 200万円未満

2. 200万円以上～400万円未満

3. 400万円以上～600万円未満

4. 600万円以上～800万円未満

5. 800万円以上～1,000万円未満

6. 1,000万円以上～1,500万円未満

7. 1,500万円以上

8. わからない・答えない

64.2%

(2,194)
2.6%

(90)

15.3%

(524)

9.8%

(334)

3.7%

(126)

2.9%

(98)

0.7%

(25)

0.2%

(8) 0.6%

(21)

1. 持ち家一戸建て

2. 賃貸一戸建て

3. 分譲集合住宅（マンションなど）

4. 民間の賃貸住宅（アパートなど）

5. 都市機構（旧公団）・公社の賃貸住宅

6. 公営住宅（都営・市営）

7. 社宅・官舎・寮

8. 間借り

9. その他
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問 37-1:お住いの集合住宅での住民活動の状況についてお伺いします。 

 
 

No 選択肢 

1 居住環境改善、親睦ともに活動が活発に行われている 

2 居住環境改善のための活動は活発に行われているが、親睦活動はあまり行われていない 

3 親睦活動は活発に行われているが、その他の活動はあまり行われていない 

4 居住環境改善、親睦共にほとんど行われず、理事会や総会が開催されているだけ 

5 参加していないので分からない 

6 その他 

 

問 38:あなたの職業についてお伺いします。 

 
  

115

142

12

126

128

11

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1

2

3

4

5

6

36.6%

(1,236)

18.2%

(614)
5.3%

(180)

0.1%

(5)

17.5%

590)

5.4%

(181)

2.2%

(497) 14.7%

(73)

1. 会社員、公務員、団体職員

2. パート、アルバイト

3. 商工業等の会社経営・自営業・自由業

4. 農林業等の自営業

5. 主婦・主夫（家事専業）

6. 学生(大学のほか、高校、高等専門学校、専門学校を含む)

7. その他

8. 無職

n=524 
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問 38-1: あなたの通勤・通学先は、どちらですか。 

 
 

問 39:あなたが最後に卒業（中退を含む）した、または現在、在学している学校はどれですか。 

 

問 40:あなたは、日ごろ、家事、育児、介護、学校または仕事以外で自由に行動できる時

間（睡眠時間を除く）は、1 週間にどのくらいありますか。 

 

  

7.9%

(181)

33.3%

(762)

10.3%

(235)

19.6%

(448)

26.9%

(617)

2.1%

(48)

1. 主にリモートワーク（週の半分以上）

2. 町田市内

3. 町田市以外の東京市町村

4. 東京都23区

5. 神奈川県

6. その他の県

2.7%

(91)

24.9%

(841)

12.1%

(407)
14.3%

(484))

39.8%

(1,342)

5.7%

(192)

0.5%

(18)

1. 中学校

2. 高等学校

3. 専門学校

4. 高等専門学校・短期大学

5. 大学

6. 大学院

7. その他

12.9%

(436)

16.7%

(566)

25.6%

(865)

24.1%

(815)

14.1%

(477)

6.6%

(222)1.  ほとんどない

2.  10時間程度まで

3.  10～20時間程度

4.  20～40時間程度

5.  40～70時間程度

6.  70時間以上

n=2,288 
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問 41: あなたは現在どの程度幸せですか。1（幸せではない）～10（幸せである）の 10

段階でお答えください。 

 
 

3. 調査票 

次ページ以降に記載 

  

41

54

113

117

426

318

598

932

355

487

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
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ご協力のお願い 

市民の皆様には、平素から市政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

近年、価値観やライフスタイルの多様化、新型コロナウイルス感染症の影響による地域活

動の縮小、民生委員や消防団員等の担い手の減少などにより、地域コミュニティが希薄化し

ているといわれています。 

町田市では持続可能な地域社会をつくり、地域ぐるみで見守り合い、助け合える場づくり

を目指すため、法政大学と共同で地域コミュニティに関する研究を行っております。本アン

ケートの結果は、市民の皆様の地域との関わり、地域コミュニティに関する意識や活動の現

状、生活実態を把握し、今後の施策を検討する貴重な資料として活用させていただきます。

本アンケートの対象として、２０２４年８月１日現在市内にお住まいの１５歳以上８０歳

未満の方を住民基本台帳から無作為に１０，０００人抽出したところ、あなたに回答をお願

いすることになりました。無記名でお答えいただいた内容は、統計的に処理するため、 

記入者が特定されることはありません。お考えのままをご記入ください。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、本アンケートにご協力くださいますよう、お

願い申し上げます。 

２０２４年８月 

町田市長 石阪 丈一 

＜回答方法について＞ 
回答は「郵送」または「インターネット」のいずれかの方法で行うことができます。 

郵送で回答する場合 
本アンケートに回答をご記入いただき、同封いたしましたアンケート回収用封筒に入れて

期限までにお近くのポストへご投函ください（切手を貼る必要はございません）。 

インターネットで回答する場合
パソコンまたはスマートフォン、タブレットで、以下の（１）、（２）いずれかの方法で 

回答フォームにアクセスし、期限までに回答を入力、送信してください。 

（１）２次元コードを読み取り回答フォームにアクセス

（２）ＵＲＬを直接入力し、回答フォームにアクセス

ＵＲＬ：https://forms.office.com/r/2QFhZDW3AR

 

 

【 問合せ先 】 

町田市市民部市民協働推進課  

〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22  

ＴＥＬ：042（724）4362  ＦＡＸ：050（3085）6517 

回答期限：２０２４年９月２５日（水）まで 

地域コミュニティに関する市民アンケート 
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■ 回答に際してのお願い

▶アンケートをお送りしたお名前のご本人がお答えください。

※ご本人が長期不在等で回答できない場合は、回答いただく必要はありません。

お手数ですが、この調査票は破棄してください。

▶回答は、おおむね最近１年間程度の状況でお答えください。

▶回答のご記入は、ボールペンまたは鉛筆をお使いください。

▶回答は質問ごとに、選択肢から選んでいただく形式です（一部、自由記述があります）。

▶選んでいただく数は、「１つだけ」、「３つまで」、「いくつでも」等と指定されています。

指定数よりも多く選択された場合、集計上無効となってしまいます。
▶選択肢「その他」を選んだ場合は、枠内に具体的な内容をご記入ください。

▶回答に迷う場合は、あなたのお考えにできるだけ近いものをお選びください。

▶回答の記入方法は、郵送回答では選択肢の番号に〇印を記入し、

インターネット回答では選択肢をクリックして（押して）ください。

▶回答を修正する場合は、郵送回答では〇印を二重線で消し、

インターネット回答では、再度、選択肢を選び直してください。

▶調査についてのお問い合わせは、表紙の問合せ先までお願いいたします。

インターネット回答の画面イメージ（スマートフォンの場合） 

選択肢を 
クリックすると
印がつきます。

正常に動かなくなるため、ブラウザや 
スマートフォンの『＜』（戻る）、

『＞』（進む）は使用しないでください。

更新ボタン  は 
使用しないで 
ください。 

回答が終了したら最下部の 
「送信」をクリックしてください。 
回答が送信されます。 

※送信後は、修正・再回答は
できません。

① ② 

③ 

この画面が表示されれば 
回答終了です。 
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あなたは、自分が住んでいる「地域」という場合に、どの程度の範囲をイメージしますか。

（○は1つ）

隣近所の範囲 「町」の範囲

住宅街や団地の範囲 合併前の1町4村の地区範囲(町田、南、鶴川、忠生、堺)

「丁目」の範囲 町田市全体

町内会・自治会の範囲 その他（　 ）

最寄の小学校の通学範囲 わからない

最寄の中学校の通学範囲

あなたは、あなたが現在 お住まいの地域 での暮らしやすさについて、どの程度満足して

いますか。 （1から9について、それぞれ◯を1つずつ)

か
な
り
満
足

ま
あ
満
足

や
や
不
満

か
な
り
不
満

1 ） 買い物や交通の便利さ 1 2 3 4 5

2 ） 隣近所などとのお付き合い 1 2 3 4 5

3 ） 町内会・自治会の活動 1 2 3 4 5

4 ） 地域でのボランティア活動 1 2 3 4 5

5 ） 地域の防犯体制 1 2 3 4 5

6 ） 地域の防災体制 1 2 3 4 5

7 ） 地域の福祉・保健の相談体制 1 2 3 4 5

8 ） 病院などの医療体制 1 2 3 4 5

9 ） 地域の景観や街並み保全 1 2 3 4 5

あなたは、お住まいの地域 で安心して暮らしていくためには、特にどのようなことが重要

だと思いますか。 （○は3つまで）

買い物や交通の便利さ 地域の防災体制

隣近所などとのお付き合い 地域の福祉・保健の相談体制

町内会・自治会の活動 病院などの医療体制

地域でのボランティア活動 地域の景観や街並み保全

地域の防犯体制 その他（ )

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

8

1

9

5 10

4

3

問1

1

2

3

4

問3

6

2 7

6

7

8

9

10

115

問2

満　足　度

質　問　内　容

Ⅰ お住まいの地域について
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日常生活に関することについて、お伺いします。

あなたがこれから、病気や事故で日常生活が不自由になったときや、高齢になったと

きに、お住まいの地域 に頼みたいと思うことはありますか。

あなたの お住まいの地域 で、日常生活を送るうえで高齢、障がい、子育てなどで困っ

ている方がいた場合、頼まれたらできることはありますか。

（1から9について、①と②のそれぞれ1つに◯)

で
き
る

1 ） 日常での安否確認の声がけ 1 2 1 2

2 ） ちょっとした買い物やゴミ出し 1 2 1 2

3 ） 食事を作ったり、掃除や洗濯の手伝い 1 2 1 2

4 ） 外出の手助け 1 2 1 2

5 ） 子どもの遊び相手 1 2 1 2

6 ） 話し相手や相談相手 1 2 1 2

7 ） 災害時避難の手助け 1 2 1 2

8 ） 具合が良くないときに、病院や市役所などへの連絡 1 2 1 2

9 ） その他 ①頼みたいこと（ ）

②頼まれたらできること（ ）

あなたには、お住まいの地域 に、いざというとき助け合える人や、信頼して相談できる人

がいますか。 （○は1つ）

5人以上いる 1～4人いる 一人もいない わからない

お住まいの地域 で住民同士の信頼感や助け合い意識を高めるには、どのようなきっかけが

あったら効果的だと思いますか。 （〇はいくつでも）

行事やサークル等、身近な交流や親睦の機会がある あいさつや声を掛け合う

地域の公園などを共同で管理する その他

防災や防犯など地域の問題の解決に、一緒に取り組む （ ）

身近なテーマについて、一緒に学べる講習会等がある わからない

地域の高齢者や子どもの見守りやお世話を一緒に行う

で
き

な
い

2 4

8

頼みたいことと、できること

質　問　内　容

①頼みたいこと
②頼まれたら
できること

問6

2

頼
み
た

く
な
い

1

1

問5

3

4

5

①

6

7

頼
み

た
い

②

問4

3
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お住まいの地域 に対して愛着や親しみを感じていますか。 （○は1つ）

感じている あまり感じていない わからない

やや感じている 感じていない

これからも、現在 お住まいの地域 に住み続けたいと思いますか。 （○は1つ）

ぜひ、住み続けたい 町田市内の他の地域へ住み替えたい

できれば、住み続けたい 町田市外に移りたい

わからない

今度は特に、隣近所の方々 とのお付き合いについてお伺いします。あなたは、

隣近所の方々 と、どの程度のお付き合いをしていますか。 （〇はいくつでも）

家を行き来したり、一緒に出かけたりする人がいる

たがいに相談するなど、生活面で協力し合っている人がいる

立ち話をする人がいる

会ったらあいさつをする人がいる 全く顔も知らない人がいる

顔を知っているだけの人がいる その他（ ）

あなたは今後、隣近所の方々 と、どの程度のお付き合いをしていきたいですか。

（○は1つ）

積極的に付き合いたい あまり付き合いたくない

ほどほどに付き合いたい（問9の3や4程度） 全く付き合いたくない

あなたが関心をもっている お住まいの地域 の課題は何ですか。 （〇は5つまで）

地域の防犯、治安の向上 スポーツ・文化活動の活性化（運動会や

防災、災害時の対応 文化祭等）

交通安全 学習の機会づくり（生活問題や制度や法

高齢者・障がい者への支援 律等）

健康づくり 町内会・自治会の活性化、組織化

緑地保全・地域美化 外国人との交流、相互理解

地域の活性化、まちづくり 地域の交通・移動支援

子育てへの支援 空き地・空き家問題

青少年の健全育成 身近な居場所づくり

地域の伝統芸能・祭りの継承や保存 地域活動のIT化の推進

住民同士の親睦・交流 その他（ ）

ごみの減量、資源化

特に問題や課題はないと思う 問12にお進

問11-1にお進みください わからない、知らない みください

6

7

5

4

3

2

3

4

3

4

14

15

21

5

問10

22

23

10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

16

17

18

19

20

11

1

2

問11

問8

1

問7

1

2

問9

1

2

3

4

5

Ⅱ お住まいの地域で取り組まなければならない課題について
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(問11で「1～21」とお答えの方へ、お伺いします)

問11-1 問11で○をつけた地域課題の中で、当面、最も関心のある課題は何ですか。

（あてはまる番号を1つ、右詰めで記入してください）

番

(ひきつづき、問11で「1～21」とお答えの方へお伺いします)

問11-2 問11-1で選択した課題に対して、現在、解決に向けた取り組みがどのように行われ

ていますか。 （○は1つ）

住民が互いに協力し、自力で解決しようとしている

住民がリーダーシップをとり、市の支援も得て解決しようとしている

住民と市がお互いパートナーとして連携して解決しようとしている

市がリーダーシップをとり、住民も協力して解決しようとしている

市が全責任を持って解決しようとしている

その他（ ）

特になにも取り組みが行われていない

どのような取り組みが行われているかわからない

今後、あなたの お住まいの地域 で、課題解決のために住民の合意を形成していくには、

どのような組織が中心となって取り組むべきだと思いますか。 （○は1つ）

町内会・自治会 特定の課題解決を目的に結成した自由参

各種の市民活動団体が集まった会議体 加の住民組織

町内会・自治会や市民活動団体が集ま 市などの行政機関

った会議体 社会福祉協議会などの専門機関

その他の組織（ ）

＜町内会・自治会について＞

あなたの世帯では、町内会・自治会に加入していますか。 （○は1つ）

加入している 問13-1 にお進みください

加入していない 問13-4 にお進みください
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6
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問13
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Ⅲ 町内会・自治会や自主的活動への参加状況について
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(問13で「1」とお答えの方へお伺いします)

問13-1 町内会・自治会に加入している理由は何ですか。 （○はいくつでも）

加入するのは当たり前だから 近所の人々と親睦が深められるから

親の代から加入していたから いざというとき助けてもらえるから

近所から仲間はずれにされたくな 地域を住みよくするために役立ちた

いから いから

生活に必要な情報が得られるから その他（ ）

(ひきつづき、問13で「1」とお答えの方へお伺いします)

問13-2 ふだんの町内会・自治会との関わり方についてお伺いします。 （○は1つ）

組織の役員や活動のリーダー役をできるだけ引き受けて活動している

会合や行事などの際は、できるだけ手伝うようにしている

都合がつくときは、行事や総会などに顔を出すようにしている

会合や活動には、ほとんど参加していない

(ひきつづき、問13で「1」とお答えの方へお伺いします)

問13-3 あなたの世帯が加入している町内会・自治会では、現在、どのような組織の運営や

活動上の課題がありますか。なお、直接あなたが経験したこと、他の人から伝え聞

いたこと、いずれでも結構です。 （○はいくつでも）

役員を引き受ける人が少なくなってきた

会員が高齢化して、活動全般の運営が滞ってきた

従来からのリーダー層と、若い世代や転入者のリーダー層との間で、運営や活動

の仕方を巡って摩擦が起きてきた

個人情報の取り扱いが厳しくなり、会員の連絡網づくりや、災害時等に援助が必

要なお宅の確認が難しくなってきた

退会を申し出る会員が増加してきた

町内会館や集会施設の維持管理について、会員の合意が得られない

地域の事業者や住民等からの寄付が減少してきた

新規転入世帯に加入の勧誘をしても、断られることが増えてきた

特定の人たちが長く役職についていて自由な議論や企画提案がしにくい

その他（ ）

わからない

問14にお進みください

5

6

7

8

3

1

2

1

2

11

7

8

9

10

3

4

5

6

1

2

3

4

4

巻末資料＜49＞



(問13で「2」とお答えの方へお伺いします)

問13-4 現在 お住まいの地域 で町内会・自治会に加入していたことはありますか。

（○は1つ）

一度も加入したことはない その他（ ）

加入していたが、退会した

(ひきつづき、問13で「2」とお答えの方へお伺いします)

問13-5 町内会・自治会に加入していない理由は何ですか。 （○はいくつでも）

活動時間を取ることができないから

近所の人と関わるのが面倒だから

加入するきっかけがないから

申込方法がわからないから

会費を負担したくないから

町内会・自治会の活動の必要性を感じていないから

役員になると忙しくて大変だから

今住んでいる所に長く住むつもりがないから

町内会・自治会の活動に制約されたくないから

町内会・自治会の雰囲気になじめないから

町内会・自治会があることを知らなかった

住んでいる地域に町内会・自治会がない

その他（ ）

＜地区協議会について＞

町田市では、町内会・自治会や地域の諸団体、住民の方々などが集まって、各地区

ごとに（市内で10地区）「地区協議会」というネットワーク組織を設置しています。

あなたは「地区協議会」をご存知ですか。 （○は1つ）

内容まで含めて知っている 名前は知っている 知らない
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＜町内会・自治会以外の地域活動について＞

町内会・自治会の他に、現在、参加されている地域住民等による自主的な活動はありま

すか。 （○はいくつでも）

町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等）

地区協議会の活動

行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年

健全育成委員、スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA等）

生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動（リサイクル促進、コミュニ

ティバス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等）

趣味のサークルやグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等）

その他のボランティア、助け合い活動（ ）

何も参加していない 問15-3にお進みください

問15-1にお進みください

(問15で「1～6」とお答えの方へお伺いします)

問15-1 活動に参加している理由は何ですか。 （○はいくつでも）

自分の時間を充実させるため 親しい人が参加しているため

社会の役に立ちたいため その他（ ）

仲間や友達をつくるため

自分の知識や技術を役立てたり、高めたりしたいため

(ひきつづき、問15で「1～6」とお答えの方へお伺いします)

問15-2 活動に参加するようになった直接のきっかけは何ですか。 （○はいくつでも）

PTAや子ども会等子どもの活動を通して 団体の開催した行事等を通して

町内会や自治会の活動を通して 友人、知人を通して

職場を通して チラシ、ポスターなど広告物を見て

家族を通して その他（ ）

テレビやインターネット等を通して 特にきっかけはない

問16にお進みください

(問15で「7」とお答えの方へお伺いします)

問15-3 活動に参加していない理由は何ですか。 （○はいくつでも）

活動する時間を取ることができないため

他の人と関わることが面倒なため

身近に参加したいと思う活動や団体がないため

参加するきっかけがないため

活動に参加する必要性を感じていないため

参加することに興味や関心がないため

その他（ ）
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＜町内会・自治会およびその他の地域活動について＞

問16～18は、問13で町内会・自治会に「1 加入している」、または問15で「1～6」と回答され

た方にお伺いします。どの活動にも参加していない方は、問19に進んでください。

問16 あなたが、お住まいの地域 で参加している活動のグループ・団体の数はいくつで

すか。 （○は1つ）

1つ 2つ 3つ 4つ以上

問17 あなたは、お住まいの地域 で、活動に参加する時間が1週間にどのくらいありま

すか。 （○は1つ）

1時間未満 3～5時間程度 11～20時間程度

1～2時間程度 6～10時間程度 20時間以上

問18 あなたが お住まいの地域 で現在取り組んでいる主な活動テーマは何ですか。

（○はいくつでも）

地域の防犯、治安の向上 スポーツ・文化活動の活性化（運動会や

防災、災害時の対応 スポーツ・レクリエーション文化祭等）

交通安全 学習の機会づくり（生活問題や制度や法

高齢者や障がい者への支援 律等）

健康づくり 町内会・自治会の活性化、組織化

緑地保全・地域美化 外国人との交流、相互理解

地域の活性化、まちづくり 地域の交通・移動支援

子育てへの支援 空き地・空き家問題

青少年の健全育成 身近な居場所づくり

地域の伝統芸能・祭りの継承や保存 地域活動のIT化の推進

住民同士の親睦・交流 その他（ ）

ごみの減量・資源化 特にテーマはない

あなたは、お住まいの地域で公益的な活動（町内会・自治会の役員や街の清掃など）に

参加する場合、報酬については一般論としてどうあるべきだと思いますか。

（○は1つ）

活動した分に応じて報酬が支払われるべきだ 無報酬であるべきだ

活動に使った実費・経費は支払われるべきだ その他（ )

多少の謝金があるべきだ わからない
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＜ お住まいの地域以外 の活動について＞

あなたは、お住まいの地域以外 で、何かサークルやボランティア等の自主的な活動に参加

していますか。 （○は1つ）

運動・スポーツに関する活動 自然や環境を守るための活動

文化芸術に関する活動 居場所づくりの活動

子どもを対象にした活動 SNS等オンライン上のコミュニティ

高齢者を対象にした活動 その他（　　　　　　 　  　　　 ）

防犯・交通安全に関する活動 参加していない

地域防災に関する活動

自主的な活動に利用できる次の施設についてお伺いします。

① 具体的に名前や場所を知っていますか。

② 町内会・自治会や地域の自主活動等で利用したことがありますか。

③ 今後、もっと活用したいですか。

（1から7について、①～③のそれぞれ1つに◯)

あ
る

な
い

し
た
い

1 ） 市民センター・コミュニティセンター 1 2 1 2 1 2

2 ） 子どもセンター・青少年施設 1 2 1 2 1 2

3 ） 集会所・町内会館 1 2 1 2 1 2

4 ） 小中学校の学校開放 1 2 1 2 1 2

5 ） 公園・広場 1 2 1 2 1 2

6 ） 公営のスポーツ施設 1 2 1 2 1 2

7 ） 1 2 1 2 1 2

知
ら

な
い

9

11

民間の事業所が地域に提供している集
会所やコミュニティカフェ（カフェ形
式の居場所のこと）

4 10

8

わ
か
ら

な
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　質 問 内 容

　　　　施 設

2

3

知
っ
て

い
る

③もっと
活用

①名前や
場所を

7

5

問20

6

問21

1

②利用した
ことが

Ⅳ 活動のための場所について
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お住まいの地域 の中で、自主的な活動のために利用したい場所はありますか。

（○はいくつでも）

自宅や仲間の家など個人の家屋 神社・仏閣、教会などの施設

近隣の商店や飲食店 空き家、空き店舗

民間企業の施設（会議室、研修室、 民間の事業所が地域に提供している集会所

スポーツ施設など） やコミュニティカフェ

銭湯、健康ランド 道路や施設のための遊休地

大学、高校、専門学校などの教育施設 その他（ ）

農地や雑木林 特にない

あなたは、今後4～5年を見通して、お住まいの地域 でどのような種類の地域活動に参加

したいと思いますか。ただし、「現在参加しており今後も活動を継続するもの」も含め

てお答えください。 （○はいくつでも）

町内会・自治会の活動

町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等）

地区協議会の活動

行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童委員、青少年

健全育成委員、スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA等）

生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動（リサイクル促進、コミュ

ニティバス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等）

趣味のサークルやグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等）

その他のボランティア、助け合い活動（ ）

どれにも参加したくない 問24にお進みください

問23-1にお進みください
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(問23で「1～7」とお答えの方へお伺いします)

問23-1 今後、参加する活動で特に取り組みたいと思うテーマは何ですか。なお、「現在

参加しており、取り組んでいるテーマを継続する」場合も含めてお答えください。

（○はいくつでも）

地域の防犯、治安の向上 スポーツ・文化活動の活性化（運動会や

防災、災害時の対応 スポーツ・レクリエーション文化祭等）

交通安全 学習の機会づくり（生活問題や制度や法

高齢者や障がい者への支援 律等）

健康づくり 町内会・自治会の活性化、組織化

緑地保全・地域美化 外国人との交流、相互理解

地域の活性化、まちづくり 地域の交通・移動支援

子育てへの支援 空き地・空き家問題

青少年の健全育成 身近な居場所づくり

地域の伝統芸能・祭りの継承や保存 地域活動のIT化の推進

住民同士の親睦・交流 その他（ ）

ごみの減量・資源化 取り組んでみたいテーマはない

お住まいの地域 の活動が、もっと参加しやすいものとなるためには、どのようなことが

必要だと思いますか。 （○はいくつでも）

活動に関する情報をもっとPRする

活動の内容がマンネリ化しないよう魅力的なものにする

参加しやすい曜日や時間を設定する

活動内容や役割を選べるようにする

役員やリーダーを任期制にするなど、特定の人にずっと負担がかからないようにする

成果や貢献が具体的に見えたり、実感できるように工夫する

しがらみがあって参加したらやめられないなど、閉鎖的な雰囲気をなくす

会員にならなくても、活動メンバーとして参加できるようにする

特定のイベントのみの参加、インターネット上での参加など、多様な参加方法を用意する

地域内の様々な住民組織、活動団体が連携して、一緒に取り組める活動をする

参加した人が、なんらかのメリットを得られるようにする

参加者の意見を尊重し、民主的な運営をする

その他（ ）

わからない
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仮にあなたが お住まいの地域 の活動に参加するとしたら、どのような曜日、時間帯が

参加しやすいですか。 （○はいくつでも）

平日の午前 週末や祝日の午前

平日の午後の昼間 週末や祝日の午後の昼間

平日の夜間 週末や祝日の夜間

その他（ ）

同居されている方に、次のような方はいますか。 （あてはまるものすべてに〇）

妊産婦 日常生活を送る上で介助

小学校入学前の乳幼児 を必要とする方 問27にお進み

小学生・中学生・高校生など 心身に障がいのある方 ください

65～74歳の方 該当する人はいない

75歳以上の方

「ひきこもり*」の状態にある方 問26-1にお進みください

* 【ひきこもり】仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人と交流をほとんどせずに、6か月以上自宅に引きこもっ

ている状態にある方

(問26で「6」とお答えの方へお伺いします)

問26-1 「ひきこもり」の状態にある方の年齢は次のどれですか。 （○は1つ）

小学生・中学生 30歳代 60歳代

10歳代（中学校卒業後） 40歳代 70歳以上

20歳代 50歳代 わからない

(ひきつづき問26で「6」とお答えの方へお伺いします)

問26-2 ご家族がひきこもりの状態にある方にどのような支援を望むか、最もあてはまるも

のを選択してください。 （○は1つ）

家族や本人の悩み相談を聞いてほしい

本人に合いそうな就労先、就労訓練機関を紹介してほしい

本人に合いそうな居場所・コミュニティ・サークル等を紹介してほしい

本人に合いそうな医療機関やカウンセリング機関を紹介してほしい

そっとしておいてほしい
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あなたが、毎日のくらしのなかで、困っていることはありますか。

1）から 6）についてそれぞれお答えください。 （○はいくつでも）

一人で通院するのが難しいが、付き添ってくれる人がいない

健康について気になることがあるが、相談先がわからない

病気で、働くことができない

身近に専門的な治療を行う病院がない

薬の管理が苦手で、自分で薬の管理ができない

通院・治療費用が大きな負担になっている

その他（ ）

上記の困りごとについて家族が困っている

特にない

子育てで、十分に休養・睡眠がとれない

子育てで、自由に外出できない

子育てで、余暇や趣味の時間を持てない

子育てで、働くことができない

子育ての相談をできる人がいない

子育てを手助けしてくれる人がいない

養育・進学費用が大きな負担になっている

子どもがひきこもり・不登校である

その他（ ）

上記の困りごとについて家族が困っている

特にない

介護で、十分に休養・睡眠がとれない

介護で、自由に外出できない

介護で、余暇や趣味の時間を持てない

介護で、働くことができない

介護の相談をできる人がいない

介護を手助けしてくれる人がいない

介護費用が大きな負担になっている

その他（ ）

上記の困りごとについて家族が困っている

特にない

設問は次のページに続きます

11

1

2

3

4

3

4

5

1

2

8

3 ） 介護のこと

1 ） 健康のこと

項 目

2 ） 子育てのこと

具体的な選択肢

8

10

9

1

2

4

6

7

問27

3

5

5

6

7

6

7

8

9

10

9
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仕事をしているが、収入が十分でない

求職中のため収入がない

仕事をしていないため、収入がない

仕事をしていない親族の生活費を負担している

家計管理が苦手であり、生活に支障が出ている

その他（ ）

上記の困りごとについて家族が困っている

特にない

家賃が高く、大きな負担になっている

住まいを借りたいが、保証人になってくれる人がいない

住まいを借りたいが、自身の年齢や障がいなどで借りられない

住まいが老朽化しているが、住み替え・改築ができない

段差などに不安があるが、住まいがバリアフリーになっていない

その他（ ）

上記の困りごとについて家族が困っている

特にない ）

6 ） その他

あなたは、悩みごとや困りごとを相談できる相手（機関も含む）はいますか。

（○はいくつでも）

身近にいる（徒歩30分未満） 問28-1 にお進みください

遠くにいる（徒歩30分以上）

いない 問29 にお進みください

(問28で「1、2」とお答えの方へお伺いします)

問28-1 あなたの相談できる相手は、誰ですか。 （○はいくつでも）

家族・親戚 民生委員・児童委員・主任児童委員

友人・知人 ボランティア団体・NPO

近所の人 高齢者支援センター

市役所 障がい者支援センター

病院など医療機関 子ども家庭センター

社会福祉協議会 保育園・幼稚園・認定こども園・学校

福祉施設・福祉サービス提供事業所 弁護士、司法書士等の法律サービス

町内会・自治会 その他（ ）

7

5

6

8

3

5 ）
4

4 ）

6

9

10

11

12

13

8

1

2

5

1

2

3

4

5

6

14

7 15

問28

1

8 16

2

住まいのこと

経済的なこと

3

7

1

2

3

4

例）人間関係、ヤングケア、近隣トラブル、学習環境など
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あなたは、次の福祉に関わる相談窓口・機関などを知っていますか。

（1から10について、①～③のそれぞれ1つに〇)

あ
る

な
い

 1 ）民生委員・児童委員・主任児童委員 1 2 1 2 1 2

 2 ）高齢者支援センター 1 2 1 2 1 2

 3 ）障がい者支援センター 1 2 1 2 1 2

 4 ）子ども家庭センター 1 2 1 2 1 2

 5 ）子ども発達センター 1 2 1 2 1 2

 6 ）地域子育て相談センター 1 2 1 2 1 2

 7 ）社会福祉協議会 1 2 1 2 1 2

 8 ）町田ボランティアセンター 1 2 1 2 1 2

 9 ）生活・就労相談窓口 1 2 1 2 1 2

10 ）まちだ福祉〇ごとサポートセンター 1 2 1 2 1 2

あなた（あて名のご本人）の性別を教えてください。 （○は1つ）

男性 女性 その他または答えない

あなたの2024年10月1日現在の年齢を教えてください。

歳

問29

1 3

主に就学前児童とその保護者に子育て相談、子育てひろばなどを行っています。

地域住民主体で地域の問題を話し合い、協力し合って自主的に福祉を高めていくことを目的とした民間の福祉団体です。

町田市内のボランティアの総合窓口で、相談、コーディネートを行っています。

経済的な自立や就労を支援するための相談支援窓口です。

身近な地域で福祉の困りごと相談をお受けし、適切な支援機関におつなぎします。

知
ら

な
い

地域に暮らす身近な相談相手として、社会福祉に関する相談に応じています。

問31

問30

2

　　　　　　　　　　　　　　　質 問 内 容

　

　　　相 談 窓 口・機 関

知
っ
て

い
る

①名前を

高齢者のための総合相談窓口です。

③利用

し
た
い

わ
か
ら

な
い

障がいに関するさまざまな相談ができます。

18歳未満の子どもとその家庭の問題に関する総合相談窓口です。

18未満の子どもの発達について、相談ができます。

②利用した
ことが

Ⅶ あなた自身のことについて
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あなたのお住まいの郵便番号を教えてください。（※郵便番号は封筒の宛名に記載しています）

あなたは現在 お住まいの地域 にどのくらい住んでいますか。 （○は1つ）

1年未満 5年以上10年未満 20年以上30年未満

1年以上5年未満 10年以上20年未満 30年以上

あなたに配偶者（パートナーを含む）はいますか。 （○は1つ）

未婚 配偶者（パートナー）あり 死別 離別

現在あなたと一緒にお住まいの方に〇をつけてください。

（あてはまるものすべてに○）

一人で住んでいる 兄弟姉妹

配偶者 祖父母（配偶者の祖父母を含む）

父母（配偶者の父母を含む） 孫

子 その他（ ）

昨年の年間の世帯の総収入はいくらですか。 （○は1つ）

※すべての収入が対象です（就業で得た収入、年金・手当、家族からの仕送りなど）

200万円未満 800万円以上～1,000万円未満

200万円以上～400万円未満 1,000万円以上～1,500万円未満

400万円以上～600万円未満 1,500万円以上

600万円以上～800万円未満 わからない・答えない

あなたのお住まいの形態は、次のどれにあたりますか。 （○は1つ）

持ち家一戸建て 民間の賃貸住宅（アパートなど）

賃貸一戸建て 都市機構（旧公団）・公社の賃貸住宅

公営住宅（都営・市営）

分譲集合住宅（マンションなど） 社宅・官舎・寮

間借り

その他（ ）

問37-1 にお進みください 問38にお進みください

8

9

問37

5

6

7

5

2 6

1

2

3

4

8

3

4

7

2 3 4

問36

1

問35

問34

5

8

6

7

4

問32

問33

1

2 4

1
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3

1

6

巻末資料＜60＞



(問37で「3」とお答えの方へお伺いします)

問37-1 お住いの集合住宅での住民活動の状況についてお伺いします。 （○は1つ）

居住環境改善、親睦ともに活動が活発に行われている

居住環境改善のための活動は活発に行われているが、親睦活動はあまり行われてい

ない

親睦活動は活発に行われているが、その他の活動はあまり行われていない

居住環境改善、親睦ともにほとんど行われず、理事会や総会が開催されているだけ

参加していないのでわからない

その他（ ）

あなたの職業についてお伺いします。 （○は1つ）

会社員、公務員、団体職員 学生（大学のほか、高校、高等専門学校、

パート、アルバイト 専門学校を含む）

商工業等の会社経営・自営業・自由業 その他（ ）

農林業等の自営業

主婦・主夫（家事専業） 無職 問39にお進みください

問38-1 にお進みください

(問38で「1～4、6、7」とお答えの方へお伺いします)

問38-1 あなたの通勤・通学先は、どちらですか。 （○は1つ）

主にリモートワーク（週の半分以上） 東京都23区

町田市内 神奈川県

町田市以外の東京都市町村 その他の県

あなたが最後に卒業（中退を含む）した、または現在、在学している学校はどれですか。

（○は1つ）

中学校 高等専門学校・短期大学 その他（ ）

高等学校 大学

専門学校 大学院

あなたは、日ごろ、家事、育児、介護、学校または仕事以外で自由に行動できる時間（睡

眠時間を除く）は、1週間にどのくらいありますか。 （○は1つ）

ほとんどない 10～20時間程度 40～70時間程度

10時間程度まで 20～40時間程度 70時間以上

4

3

問39

1

2

3

4
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4
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問38
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あなたは現在どの程度幸せですか。1（幸せではない）～10（幸せである）の10段階で

お答えください。 （○は1つ）

※ご記入いただいた内容に対しての個別の回答は控えさせていただきますので、予めご了承ください。

調査結果をグラフや表でまとめた報告書は、2025年3月頃に「町田市ホームページ」で公開する

予定です。

町田市ホームページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/

2024年9月25日（水）までにご投函ください。

以上でアンケートは終了です。ご協力誠にありがとうございました。

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて

最後に、地域コミュニティについて、ご意見がありましたら自由にお書きください。

9 106 7

問41

1 2 3 4 5 8

町田市
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4. 地区別集計 

 

2024 年度市民アンケート調査の地区別集計から考える 

～各地区での政策的熟議のすすめ～ 

 

研究期間の 2 年目である 2025 年度は、10 の各地区で研究経過報告会を行った。参加者

からは、「各地区は客観的にどのような特徴があるのか、大きな関心がある」との期待も

寄せられている。 

そこでここでは、研究経過報告会で紹介したデータを基本として、各地区の地域コミュ

ニティの特徴や課題について、統計的に検定して有意な特徴が出ているところを中心に簡

単にコメントした。統計的に有意な差があるとは、各設問への回答が地区ごとに全市的な

平均から十分に大きくずれていて、その地区の特徴を表しているといえることを意味す

る。以下のデータにはどれも「全市平均」も示しているが、これから大きく離れた数値が

ある場合は、その地区の特徴を表しているし、多少平均から離れていても、それほど大き

く離れてはいない場合は、偶然そういう結果が出ただけで、その地区の特徴を表している

とまではいえないのである。では、どの程度離れていれば、「大きく離れている」といえ

るかを、数理的に確かめるのが「統計的検定」である。 

資料として、グラフと数値データの表を示したが、グラフによってはかなり線が込み合

っていて見にくいものがある。グラフで大体の傾向を把握したら、細かく考察したい場合

は数値表を見ていただきたい。10 地区それぞれに様々な個性と魅力があり、また固有の

課題もある。読者それぞれが、そうした違いに優劣をつけるといった発想ではなく、お住

まいの地区のデータを他地区のデータと比べ、町田市全体の平均的な姿からするとどのよ

うな特徴を持った地域なのかを俯瞰的に眺めて考えていただきたい。そして、これからの

生活と地域活動に生かしていただきたい。 

研究経過報告会では毎回申し上げたことであり、本編の第 2 章でも紹介しているが、例

えば 2024 年度市民アンケート調査の最後の設問である「問 41 あなたは現在どの程度幸

せですか。10 段階でお答えください。」では、下のグラフのように、地区ごとの違いはほ

とんどない。町田市は、東京の郊外部にある住みよい都市である。 
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出典 2024 年度調査問 41（幸福度を 10 段階で尋ねた） 

地区別集計数値表 

地区名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

南 1.2% 0.7% 3.8% 3.8% 12.2% 6.3% 18.2% 26.5% 11.6% 14.9% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
1.2% 2.9% 3.2% 2.6% 11.7% 8.8% 19.9% 24.9% 9.4% 14.3% 

原町田 1.6% 1.6% 3.1% 3.9% 9.3% 7.0% 21.7% 30.2% 10.9% 14.0% 

町田第二 0.8% 1.1% 3.6% 2.5% 12.4% 10.5% 16.5% 24.0% 12.1% 16.0% 

玉川学園・

南大谷 
1.5% 1.5% 1.5% 5.5% 10.3% 10.7% 17.0% 29.9% 8.5% 13.7% 

木曽 1.8% 1.8% 4.2% 2.4% 15.0% 11.4% 15.0% 24.6% 12.6% 10.8% 

忠生 2.3% 1.3% 3.5% 4.5% 15.4% 8.8% 18.7% 23.5% 8.3% 12.1% 

鶴川 0.8% 1.7% 2.8% 2.7% 10.6% 9.1% 16.4% 32.0% 9.6% 13.6% 

小山・ 

小山ヶ丘 
0.0% 1.9% 2.3% 2.7% 13.7% 11.5% 17.2% 23.3% 11.5% 16.0% 

相原 0.0% 1.6% 4.8% 3.2% 11.9% 12.7% 15.1% 25.4% 10.3% 15,1% 

 

1. 地域の「親睦」的雰囲気 

(1) 地域への愛着・親しみとそのパターン 

2024 年度市民アンケート調査（以下、「2024 年度調査」と略称する。）の問 7 では、「お

住まいの地域に対して愛着や親しみを感じていますか。」と尋ねている。「お住まいの地域」

に下線を引いて回答者に注意を促しているのは、問 1 で考える「地域の範囲」を念頭に置

いて、この問 7 にも回答してもらうためである。したがって、回答した人が「地域」とし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

市民の幸福度の地区ごとの集計結果

南 高ヶ坂・成瀬 原町田
町田第二 玉川学園・南大谷 木曽
忠生 鶴川 小山・小山ヶ丘
相原

幸福度：低＜

高 
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て町田市 10 地区の「地区」を念頭に置いているとは限らない。 

しかし、回答者が居住している「地区」にしたがって回答を集計すると、以下のような

グラフと表になる（2024 年度調査で居住地を回答していない 125 人の回答は除外してい

るので、n=3,347 である）。 

 
出典 2024 年度調査問 7  

地区別集計数値表 

地区名 感じている 
やや 

感じている 

あまり 

感じていない 
感じていない わからない 

南 35.6% 44.2% 11.6% 4.5% 3.3% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
40.6% 42.4% 9.1% 1.8% 6.1% 

原町田 36.4% 37.2% 17.8% 5.4% 2.3% 

町田第二 35.0% 42.1% 14.9% 3.6% 4.1% 

木曽 32.3% 46.1% 16.2% 1.8% 3.6% 

玉川学園・

南大谷 
37.3% 36.2% 17.0% 3.7% 5.5% 

忠生 31.3% 42.2% 14.9% 4.3% 6.3% 

鶴川 37.9% 43.3% 11.7% 3.0% 3.5% 

小山・ 

小山ヶ丘 
35.9% 42.7% 13.4% 2.7% 5.3% 

相原 42.9% 34.1% 12.7% 5.6% 4.0% 

全市平均 36.0% 41.8% 13.5% 3.6% 4.7% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

地域への愛着・親しみの地区別集計結果

1. 感じている 2. やや感じている
3. あまり感じていない 4. 感じていない
5. わからない
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この読み方は様々であろう。ぜひ読者もそれぞれお考えいただきたい。選択肢 1 が多い

パターンと選択肢 2 が多いパターンとがあるのは面白いが、いずれにせよ選択肢 1 と 2 の

ポジティブな回答がどの地区でも 8 割前後を占めている。 

相原地区と高ヶ坂・成瀬地区は特にポジティブな回答が多く、忠生地区はややネガティ

ブな回答が多いように見える。この中で統計的に有意といえるのは、忠生地区で選択肢 1

が少ないということと、玉川学園・南大谷地区で選択肢 2 が少ないということだけである。

実は地区ごとの差はそれほど大きなものではないことを踏まえた上で、選択肢の選び方の

地区ごとのパターンなどについて思いを巡らしてみていただきたい。 

 

次に、今後も「地域」に住み続けたいかを尋ねた問 8 の地区別集計結果を示す（上の問

7 の場合と同様に、2024 年度調査で居住地を回答していない 125 人の回答は除外している

ので、n=3,347 である）。 

 
出典 2024 年度調査問 8  

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%
定住意向の地区別集計結果

1. ぜひ住み続けたい 2.できれば住み続けたい
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選択肢地区別集計数値 

地区名 
ぜひ 

住み続けたい 

できれば 

住み続けたい 

市内の他の地域

に住み替えたい 

町田市外に 

移りたい 
わからない 

南 25.0% 52.4% 2.4% 3.6% 16.1% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
28.7% 48.2% 3.5% 5.0% 14.6% 

原町田 30.2% 43.4% 1.6% 5.4% 19.4% 

町田第二 26.7% 48.8% 2.5% 6.3% 15.2% 

玉川学園・ 

南大谷 
24.0% 46.9% 3.7% 5.5% 19.6% 

木曽 21.6% 54.5% 3.6% 3.6% 16.2% 

忠生 16.7% 52.5% 5.1% 6.3% 17.9% 

鶴川 23.9% 51.1% 2.8% 5.9% 15.8% 

小山・ 

小山ヶ丘 
26.0% 49.6% 0.8% 6.1% 17.6% 

相原 23.0% 47.6% 2.4% 11.9% 14.3% 

全市平均 24.2% 50.1% 3.0% 5.7% 16.5% 

このデータを見ると、原町田地区や町田第二地区など利便性の高い地域で、「ぜひ住み続

けたい」人が多いようである。 

相原地区は、愛着・親しみを感じている人は多かったが、ここでの選択肢 1 はやや少な

く、選択肢 4 が多い。おそらく、最近相原駅前のスーパーが撤退してしまったという事情

が影響したのではないだろうか。だとすれば、ここでも利便性は大きな要因である。しか

し、近年は大都市地域でも移動販売などが普及しつつあり、それと見守りの仕組みを組み

合わせて地域コミュニティの維持につなげていくなどの取り組みはもはや定番となってい

る。利便性を地域力でカバーすることは可能なのである。 

ただし、統計的に有意なのは、「1. ぜひ住み続けたい」が高ヶ坂・成瀬地区は多く、忠生

地区では少ないということ、「3. 町田市内の他の地域に住み替えたい」が小山・小山ヶ丘地

区は少なく、忠生地区は多いということ、「4. 町田市外に移りたい」が、南地区は少なく、

相原地区は多いということだけである。人口が多い（回答者が多い）とそれだけ平均との

乖離が偶然ではないと考えられるということがあり、回答率の平均からの乖離だけでは統

計的に有意かどうかは判断できないのである。 

 

(2) 隣近所との付き合い意向 

その地域に安心して住み続けられるかどうかは、さまざまな要因によって規定されてお

り、買い物や医療へのアクセスなど生活の基盤である利便性がまずは重要だと感じられて

いるようであることはすでに本編の第 2 章で見た。 
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しかし、そうした基盤の上に立って、住みやすさを考えれば、やはり地域の親睦的雰囲

気や地域力は、住みやすさの大きな要因である。 

その親睦的雰囲気の観点で地区別のデータを見よう。 

2024 年度調査では、問 10 で、隣近所との付き合い意向について、「あなたは今後、隣近

所の方々と、どの程度のお付き合いをしていきたいですか。」と尋ねている。このアンダー

ラインの意味は、これ以前に「お住まいの地域」（問 1 で尋ねた「地域」の範囲のイメージ

にしたがう）に関する設問が続いたので、今度は特に隣近所での関係について尋ねるとい

うことを明確にしたものである。 

地区別の集計結果は、以下のとおりである。 

出典 2024 年度調査問 10  
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3. あまり付き合いたくない 4. 全く付き合いたくない
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地区別集計数値 

地区名 
積極的に 

付き合いたい 
ほどほどに 

付き合いたい 
あまり 

付き合いたくない 
全く 

付き合いたくない 

南 5.0% 79.3% 13.0% 2.1% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
7.6% 79.2% 9.9% 2.6% 

原町田 7.0% 69.8% 16.3% 5.4% 

町田第二 6.9% 75.8% 15.4% 1.7% 

玉川学園・ 

南大谷 
8.5% 78.2% 10.3% 2.2% 

木曽 7.2% 69.5% 18.6% 4.2% 

忠生 8.8% 78.3% 10.6% 1.8% 

鶴川 7.6% 78.8% 11.6% 1.4% 

小山・ 

小山ヶ丘 
7.3% 76.7% 12.6% 3.4% 

相原 7.9% 83.3% 8.7% 0.0% 

全市平均 7.2% 77.7% 12.2% 2.4% 

これを見ると、選択肢の 1 と 2 を合わせると、やや数字の低い原町田地区と木曽地区で

も 77%ほどであり、それ以外の地区では 8 割を超えている。相原地区に至っては 9 割を超

えている。親睦的雰囲気の基盤はどの地区も十分であり、これを基礎に、住民や地域活動

団体、行政、専門機関の行動により、住みよい地域を築いていくことが可能であるといえよう。 

統計的に有意なところを拾うと、選択肢 1 が南地区で少なく、選択肢 2 が原町田地区と

木曽地区で少なく、選択肢 3 が木曽地区で多い、といったところである。 

 

(3) 「地域」のイメージ ～「地域」は「社会」であるという意識～ 

2024 年度調査では、問 1 で「地域」に関するイメージについて、「あなたは、自分が住

んでいる「地域」という場合に、どの程度の範囲をイメージしますか。」と尋ねている。 
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出典 2024 年度調査問 1  
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全市平均 相原
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地区別集計数値 

地区名 隣近所の範囲 
住宅街や団地

の範囲 

「丁目」の 

範囲 

町内会・自治会

の範囲 

最寄の小学校

の通学範囲 

最寄の中学校

の通学範囲 

南 3.8% 4.6% 8.6% 22.3% 9.1% 5.1% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
4.7% 7.0% 7.3% 23.1% 8.2% 5.3% 

原町田 3.9% 5.4% 9.3% 18.6% 3.9% 5.4% 

町田第二 5.2% 14.0% 6.6% 16.8% 6.9% 5.2% 

玉川学園・ 

南大谷 
6.6% 7.0% 3.3% 25.5% 7.0% 3.7% 

木曽 5.4% 13.8% 10.2% 22.2% 4.8% 3.0% 

忠生 5.6% 12.1% 4.5% 21.5% 6.6% 4.3% 

鶴川 3.7% 8.5% 5.2% 23.9% 7.8% 4.2% 

小山・ 

小山ヶ丘 
5.3% 5.3% 4.2% 17.2% 11.1% 8.4% 

相原 5.6% 4.0% 1.6% 32.5% 7.1% 0.8% 

全市平均 4.7% 8.4% 6.3% 22.1% 7.6% 4.7% 

 

地区名 「町」の範囲 
合併前の1町4

村の地区範囲 
市全体 その他 わからない 

南 16.6% 7.9% 16.8% 2.7% 0.9% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
16.4% 3.5% 17.3% 3.8% 0.9% 

原町田 24.0% 7.0% 17.8% 3.1% 0.0% 

町田第二 17.1% 3.9% 19.0% 1.7% 2.2% 

玉川学園・

南大谷 
23.6% 3.0% 16.6% 2.2% 0.4% 

木曽 16.2% 4.2% 18.6% 0.0% 1.2% 

忠生 21.5% 6.1% 14.6% 0.8% 1.0% 

鶴川 20.2% 10.2% 12.0% 2.1% 1.6% 

小山・ 

小山ヶ丘 
31.7% 2.7% 11.1% 0.4% 1.9% 

相原 33.3% 3.2% 4.8% 2.4% 1.6% 

全市平均 20.5% 6.1% 14.9% 2.0% 1.2% 
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本編第 2 章においては、2006 年度の同様のアンケート調査と比較して、「地域」を、単

なる地理的範囲ではなく、一個の「社会」として感じている度合いが、この 20 年間で減少

してきたと考えた。ただ、これも特に地区ごとの考察をする場合には、各地区の居住形態

などに留意してデータを見る必要があろう。新規開発地などで住居表示がされており、町

内会・自治会も各丁目で組織されている場合は、選択肢 3 が多くなるだろう。 

「5. 小学校区」や「6. 中学校区」を回答している人が多いのは、ファミリー層が多い地

区であろう。 

「4. 町内会・自治会のエリア」は、平均で 2 割強であるが、相原地区と玉川学園・南大

谷地区では高く、また鶴川地区も平均を若干上回っている。後で見るように、木曽地区は、

町内会・自治会の加入者率はそれほどでもないが、この問 1 のデータでは選択肢 4 はほぼ

全市平均並みであり、町内会・自治会への信頼感がやや厚いといえるのではないか。 

統計的に有意なところをいくつか拾って考えてみると、まず、南地区は、選択肢 2 と選

択肢 7 が少なく、選択肢 3 と 8 が多い。住宅街や団地の単位、「町」の単位よりも、「〇丁

目」の単位のほうが身近に感じられるようである。また、かなり大規模な地区ではあるが、

かつての南村の記憶を保持している人も多いのであろう。 

小山・小山ヶ丘地区は、小山ヶ丘という新規開発地の存在が意識されるのか、「7.「町」

の範囲」が多い一方、「4．町内会・自治会の範囲」は少ない。また、地域活用型学校、学

校を核とした地域づくりなどの政策論との関係では、「5．小学校区」や「6．中学校区」が

多いのは注目される。 

相原地区は、選択肢 3 と 9 がきわめて少ない。これに対して、選択肢 7 が多いのは、相

原町で一つの地区であるという事情が関係しているのだろう。さらに注目すべきことに、

「4. 町内会・自治会の範囲」がかなり多い。相原地区は人口が少ない（したがって回答者

数も少ない）ので、なかなか統計的に有意なデータが出にくいが、ここでは相原地区のコ

ミュニティ意識がかなり明瞭に出ている。 

鶴川地区は、「8. 合併前の町村の範囲」が突出して多く、「9. 町田市全体」は少ない。鶴

川地区は、人口が約 9 万人で、町田市内でも最大の地区であるだけではなく、全国的に見

ても、これだけ大規模なコミュニティ地区は珍しい。当初 5 か町村の合併から出発した町

田市ではあるが、その後地区連合町内会・自治会の再編があり、現在 10 地区となっている

中で、鶴川地区は、南地区とともに、合併前の旧村のエリアを保っている。鶴川地区が地

区としてのまとまりを保っている背景には、合併前の旧町村の範囲を「地域」と感ずる人

が多いことがあるのだろう。他方で、統計的に有意とまではいえないが、「4. 町内会・自治

会の範囲」も平均より多く、身近なエリアとその活動も意識されている。本報告書で考え

た「2 層制」が特に重要であるように思われる。 
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2. 地縁の力 

地域コミュニティにおいて、さまざまな地域課題に関して合意形成をしたり、必要なサ

ービス提供活動を組織したりするときに基礎となる「地域力」を測るとすれば、地縁的な

組織の状況を見ることになる。 

 

(1) 町内会・自治会の加入者率 

その意味でまず、町内会・自治会の加入者率（つまり通常言われる「加入率」ではなく、

アンケート調査で計算される、その世帯が町内会・自治会に加入している人の全人口に占

める割合）を見よう。 

 
出典 2024 年度調査問 13 

選択肢地区別集計数値 

地区名 加入 未加入 

南 61.3% 38.5% 

高ヶ坂・成瀬 56.1% 43.0% 

原町田 45.7% 54.3% 

町田第二 54.3% 45.2% 

玉川学園・南大谷 63.5% 35.8% 

木曽 44.9% 54.5% 

忠生 55.6% 43.2% 

鶴川 67.0% 32.0% 

小山・小山ヶ丘 56.9% 42.4% 

相原 71.4% 28.6% 

全市平均 59.3% 39.9% 
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町内会・自治会の加入者率の地区別集計結果

1 加入 2 未加入
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このうち、統計的に有意なのは、原町田地区と木曽地区が低く、相原地区と鶴川地区が

高い、ということである。 

さらに、加入者がどの程度活動に参加できているかを見てみよう。 

以下の図表とグラフは、2024 年度調査問 13-2 の地区ごとの集計結果（居住地を回答し

ていない回答は除く）である。この枝設問は、町内会・自治会加入者のみを対象にしてい

るので、n=2,065 であるが、その中で無回答者が 88 人いる。 

 
出典 2024 年度調査問 13-2  

選択肢地区別集計数値 

地区名 
役員や 

リーダー役 

できるだけ 

参加 

都合が付けば 

参加 

ほとんど参加 

していない 

南 6.1% 8.9% 28.6% 51.7% 

高ヶ坂・成瀬 5.7% 17.6% 30.6% 40.9% 

原町田 5.1% 18.6% 23.7% 45.8% 

町田第二 5.6% 11.7% 30.5% 49.2% 

玉川学園・南大谷 5.2% 13.2% 27.6% 51.1% 

木曽 9.3% 14.7% 25.3% 46.7% 

忠生 9.0% 16.6% 34.1% 36.3% 

鶴川 7.7% 12.1% 31.9% 45.2% 

小山・小山ヶ丘 6.7% 6.0% 40.3% 42.3% 

相原 13.3% 18.9% 34.4% 27.8% 

全市平均 7.2% 12.8% 31.3% 44.5% 
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町内会・自治会の活動への参加状況の地区別集計結果

1. 役員やリーダー役 2. できるだけ参加

3. 都合が付けば参加 4. ほとんど参加していない
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統計的に有意なデータを中心に考えると、南地区は、加入者率そのものは全市平均に近

かったが、設問 13-2 では、選択肢 2 が低く、選択肢 4 が高い。小山・小山ヶ丘地区は、選

択肢 2 が低く、選択肢 3 が高いが、選択肢 4 は低かった。木曽地区は、加入者率はやや低

かったが、この設問では、統計的に有意なデータはないものの、選択肢 1 と 2 は平均を上

回っており、選択肢 3 は平均以下なので、町内会・自治会の加入者の方々はがんばってい

る印象である。忠生地区は、選択肢 4 が低く、選択肢 1 から 3 までも、統計的に有意では

ないが平均を上回っているので、町内会・自治会は比較的活力があるといえるのではない

か。相原地区は、選択肢 1 が高く、選択肢 4 が低い。統計的に有意とまではいえないが選

択肢 2 も平均をかなり上回っているので、加入者率の高さと相まって、町内会・自治会を

中心とする地域力が高いといえるだろう。鶴川地区は、全市平均からの乖離が小さく、標

準的な姿といえる。 

 

(2) 地区協議会の認知度 

地区協議会は、地区の戦略本部としてますます重要となると考えられる。2024 年度調査

の問 14 ではその認知度を尋ねている。地区ごとの集計結果は以下のとおりである。 

 
出典 2024 年度調査問 14 
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地区協議会の認知度の地区別集計結果

1. 内容まで含めて知っている 2. 名前は知っている 3. 知らない
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選択肢地区別集計数値 

地区名 
内容まで含めて

知っている 

名前は 

知っている 
知らない 

南 2.9% 28.4% 66.3% 

高ヶ坂・成瀬 4.4% 25.7% 67.0% 

原町田 5.4% 17.8% 75.2% 

町田第二 2.2% 24.8% 71.3% 

玉川学園・南大谷 7.0% 35.8% 55.7% 

木曽 1.8% 29.3% 67.1% 

忠生 4.0% 27.5% 66.9% 

鶴川 4.2% 29.3% 63.6% 

小山・小山ヶ丘 0.8% 21.4% 76.3% 

相原 6.3% 40.5% 51.6% 

全市平均 3.9% 28.0% 65.9% 

地区協議会は、始まってまだ 10 年の仕組みであるから、地区ごとのばらつきも大きい

し、全市的な認知度も 3 割強というところである。ただし、この数字は、始まって 10 年目

の都市内分権制度の認知度としては悪くはない。 

統計的な有意性でいえば、玉川学園・南大谷地区が最も突出していて、選択肢の 1 と 2

はきわめて高く、選択肢 3 はきわめて低い。このほか、相原地区でも地区協議会の認知度

は高い。認知度がやや低いのは、原町田地区、小山・小山ヶ丘地区、町田第二地区であった。 

 

3. 地域で合意形成をする地域力 

地域で発生した一定の問題について、どう対処するかの地域社会の合意を形成するとい

うのは、第 1 章で整理した地域コミュニティの四つの機能のうち、「参加」や「計画・企画」

の機能に当たる問題である。地域社会が必要としている（しかし行政は提供しない）公共

サービスをどのように提供するかという「サービス提供」の機能とは少々異なっている。 

このような機能に関する設問として、2024 年度調査では、問 12 で、「今後、あなたのお

住まいの地域で、課題解決のために住民の合意を形成していくには、どのような組織が中

心となって取り組むべきだと思いますか。」と尋ねている。中間報告書や本報告書第 2 章で

は、2006 年度の同様の調査と比較して、町内会・自治会等により地元で合意形成を図るべ

きだとする考え方が後退し、行政機関による合意形成を望む考え方が増えたことを見た。 

これについて、地区ごとの違いはあるのだろうか。地区別の集計結果は以下のとおりで

ある。 
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出典 2024 年度調査問 12  
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地域の合意形成に関する地区別集計結果

1. 町内会・自治会

2. 各種の市民活動団体が集まった会議体

3. 町内会・自治会や市民活動団体が集まった会議体

4. 特定の課題解決を目的に結成した自由参加の住民組織

5. 市などの行政機関

6. 社会福祉協議会などの専門機関

7. その他の組織
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地区別集計数値表 

地区名 
町内会・ 

自治会 

各種の市民

活動団体が

集まった会

議体 

町内会・自

治会や市民

活動団体が

集まった会

議体 

特定の課題

解決を目的

に結成した

自由参加の

住民組織 

市などの 

行政機関 

社会福祉協

議会などの 

専門機関 

その他の 

組織 

南 20.9% 1.9% 9.2% 8.4% 48.8% 4.8% 1.7% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
26.9% 3.2% 11.1% 12.9% 35.4% 4.7% 2.0% 

原町田 16.3% 5.4% 12.4% 10.1% 46.5% 3.1% 3.9% 

町田第二 20.4% 1.7% 8.3% 11.3% 45.2% 6.1% 2.2% 

玉川学園・

南大谷 
23.6% 2.2% 10.0% 11.1% 39.1% 7.7% 1.8% 

木曽 16.8% 3.6% 11.4% 4.2% 52.7% 6.0% 1.2% 

忠生 25.8% 2.3% 8.6% 8.6% 44.7% 5.6% 1.0% 

鶴川 22.8% 1.6% 10.7% 9.9% 45.7% 5.9% 0.4% 

小山・ 

小山ヶ丘 
22.1% 1.5% 10.3% 15.6% 38.5% 5.0% 1.5% 

相原 19.0% 0.8% 8.7% 12.7% 45.2% 7.9% 0.0% 

全市平均 22.3% 2.1% 9.9% 10.3% 44.1% 5.6% 1.5% 

統計的に有意なところを拾うと、高ヶ坂・成瀬地区は、「1. 町内会・自治会」が多く、「5．

行政機関」が少ないという、地元での合意形成を望む意識が強い。これに対して、南地区

は、選択肢 5 が多く、選択肢 1 は、統計的に有意というほどではないが、平均を下回って

いる。原町田地区は、選択肢 2 と「7. その他の組織」が多く、選択肢 1 は、統計的に有意

というほどではないが、平均を下回っている。また、小山・小山ヶ丘地区は、「4. 特定の課

題解決を目的に結成した自由参加の住民組織」が多く、統計的に有意というほどではない

が、選択肢 5 は、平均を下回っている。 

こうして地区別に見てみると、2006 年度調査と比べて市民の地域自治意識が低下したと

見るのは早計で、地域自治にも地域によって多様な姿があるという側面も丁寧に見ていか

なければならないように思われる。こうした多様性に対応するためにも、地域の多様な団

体が集う地区協議会という仕組みは重要である。 

 

4. 地域で課題解決活動をする地域力 

今度は、地域コミュニティの機能のち、地域課題の解決活動を実際に行うこと、すなわ

ち公共サービスの提供活動をする力について、地区別に見てみる。 

町内会・自治会の公共サービス提供活動については、すでに見たので、ここでは、町内

会・自治会の活動以外の活動を分析する。 
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(1) 町内会・自治会の活動以外で活動している分野 

2024 年度調査の問 15 は、町内会・自治会の活動以外で現に活動している分野を尋ねて

いる。 

出典 2024 年度調査問 15   

…
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地区別集計数値表 

地区名 
自治会と関

連する活動 
地区協議会 

民生委員等

行政協力 

リサイクル

等生活環境

改善 

趣味の活動 

その他の 

ボランティ

ア活動 

参加して 

いない 

南 7.9% 0.5% 1.9% 2.2% 8.9% 1.0% 80.1% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
7.0% 0.9% 3.8% 2.0% 8.8% 2.6% 77.8% 

原町田 3.1% 0.0% 3.1% 2.3% 7.0% 0.8% 85.3% 

町田第二 4.4% 1.4% 2.8% 0.8% 8.5% 1.4% 83.5% 

玉川学園・ 

南大谷 
7.7% 2.6% 3.7% 1.8% 8.1% 0.4% 81.2% 

木曽 5.4% 1.8% 4.2% 2.4% 6.0% 1.2% 80.8% 

忠生 11.1% 1.8% 3.0% 2.8% 8.3% 1.5% 77.3% 

鶴川 12.0% 1.3% 2.8% 2.3% 9.5% 1.4% 74.8% 

小山・ 

小山ヶ丘 
7.3% 0.4% 1.9% 0.8% 5.0% 3.1% 83.2% 

相原 9.5% 1.6% 5.6% 4.0% 11.1% 3.2% 74.6% 

全市平均 8.5% 1.2% 3.0% 2.1% 8.3% 1.6% 78.9% 

統計的に有意なところを拾ってみる。 

まず、「7. 特に参加していない」が多いのは、原町田地区、小山・小山ヶ丘地区、町田第

二地区であり、少ないのは、忠生地区、相原地区、鶴川地区であった。「1. 子ども会や老人

クラブなど、町内会・自治会の活動と関係した活動」が多いのは、鶴川地区であり、少な

いのは、原町田地区、町田第二地区であった。「2. 地区協議会」は、回答件数は多くないが、

玉川学園・南大谷地区が統計的に有意に多い。小山・小山ヶ丘地区は特徴的で、上に述べ

たように選択肢 7 は多いのであるが、「5．趣味の活動」が少なく、「6. その他のボランテ

ィア活動」が多い。選択肢 6 は、高ヶ坂・成瀬地区と相原地区も平均をかなり上回ってい

るが、統計的に有意というほどではなく、統計的に有意に多いのは、小山・小山ヶ丘地区

だけであった。  
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次に、問 18 は、問 15 とは少し視点を変えて、現在取り組んでいる活動の「テーマ」を

尋ねている。 

 
出典 2024 年度調査問 18 
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参加している活動のテーマの地区別集計結果

南 高ヶ坂・成瀬 原町田

町田第二 玉川学園・南大谷 木曽

忠生 鶴川 小山・小山ヶ丘

相原 全市平均
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地区別集計数値表 

地区名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

南 11.0% 10.8% 2.1% 2.4% 5.0% 2.2% 1.7% 1.5% 0.9% 0.9% 3.1% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
9.6% 11.4% 2.9% 3.2% 3.8% 5.3% 0.9% 2.3% 2.0% 2.6% 5.3% 

原町田 6.2% 7.8% 1.6% 3.1% 3.9% 1.6% 3.9% 3.1% 2.3% 3.9% 5.4% 

町田第二 8.0% 9.1% 2.8% 2.8% 5.5% 2.2% 1.7% 0.8% 0.3% 1.4% 4.4% 

玉川学園・

南大谷 
10.3% 13.3% 3.3% 3.7% 4.1% 3.3% 1.5% 3.7% 2.6% 0.7% 4.1% 

木曽 7.2% 6.0% 1.8% 4.2% 2.4% 3.6% 4.2% 2.4% 4.2% 3.0% 6.0% 

忠生 8.6% 10.9% 3.5% 4.0% 6.3% 5.8% 1.8% 1.3% 1.0% 3.0% 7.1% 

鶴川 11.3% 13.7% 4.2% 3.1% 5.5% 7.9% 2.5% 3.5% 2.0% 4.0% 5.4% 

小山・ 

小山ヶ丘 
6.5% 8.4% 3.1% 0.8% 2.3% 5.7% 1.1% 1.5% 0.8% 2.7% 5.0% 

相原 8.7% 13.5% 1.6% 5.6% 5.6% 4.0% 4.8% 4.8% 2.4% 7.1% 5.6% 

全市平均 9.3% 11.0% 3.0% 3.0% 4.8% 4.5% 2.0% 2.3% 1.5% 2.5% 4.8% 

 

地区名 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

南 4.3% 4.8% 0.5% 3.4% 0.5% 0.2% 0.3% 0.7% 0.7% 2.4% 9.8% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
3.2% 5.3% 0.6% 5.3% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% 1.2% 2.6% 8.8% 

原町田 0.0% 3.1% 0.8% 3.1% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 5.4% 

町田第二 3.6% 4.1% 0.3% 4.4% 0.3% 0.3% 0.3% 1.9% 0.3% 1.4% 8.5% 

玉川学園・

南大谷 
6.3% 4.4% 0.7% 7.7% 0.0% 1.1% 1.5% 1.1% 0.4% 2.2% 6.6% 

木曽 3.6% 4.8% 0.6% 7.2% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 5.4% 

忠生 5.3% 5.3% 0.3% 6.6% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 0.3% 3.3% 7.3% 

鶴川 4.7% 4.5% 0.1% 5.4% 0.1% 0.7% 1.3% 0.7% 0.4% 2.4% 10.5% 

小山・ 

小山ヶ丘 
3.4% 3.8% 0.8% 2.3% 0.0% 0.0% 0.4% 0.8% 0.4% 1.1% 10.3% 

相原 4.8% 7.1% 0.0% 10.3% 0.0% 4.0% 0.0% 1.6% 0.8% 1.6% 3.2% 

全市平均 4.2% 4.6% 0.4% 5.2% 0.2% 0.6% 0.6% 1.0% 0.5% 2.2% 8.6% 

この設問は、そのテーマに自覚的に関わっている人の回答であるから、この回答件数が

少ないからといって、当該地区でそのテーマの活動が低調だとは必ずしもいえないことに

留意して見ていただきたい。 

統計的に有意なところを見る。「特にテーマはない」という回答と無回答で 3 分の 1 を占
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めており、回答件数の少ない選択肢もいくつかあるので、統計的に有意なデータは少ない

が、その中でも以下のような特徴が見られた。 

「1. 防犯」は、南地区で多かった。「2. 防災」は、鶴川地区が統計的に有意というほど

ではないが平均を上回っており、他の地区はだいたい平均程度であるが、木曽地区は統計

的に有意に少なかった。「4. 高齢者や障がい者の支援」では、小山・小山ヶ丘地区が低かっ

た。「6. 緑地保全等」では、鶴川地区がかなり多かった。「7. 地域の活性化」は、木曽地区

が多かった。「8. 青少年健全育成」は、木曽地区でかなり多く、町田第二地区では少なかっ

た。「10. 伝統芸能、祭り」は、鶴川地区、相原地区で多く、南地区、玉川学園・南大谷地

区で少なかった。「12. ごみの減量、資源化」は、原町田地区で少なかった。「15. 町内会・

自治会の活性化」は、相原地区で多かった。「17. 地域交通、移動支援」は、相原地区でか

なり多かった。「18. 空き地・空き家」は、鶴川地区で多かった。「19. 居場所づくり」は、

町田第二地区で多かった。「22. 特にテーマはない」と回答した人は、地区でかなりばらつ

きがあるが、特に相原地区で少なかった。 

 

(2) 今後の地域での活動意向 

次に、問 23 では、現在取り組んでいる活動も含めて、今後どのような活動をしてみたい

かを尋ねている。 

下の図では、選択肢は簡略化して示しているが、選択肢は、「1. 町内会・自治会の活動」、

「2. 町内会・自治会と関連する活動（子ども会、老人クラブ、自主防災組織等）」、「3. 地

区協議会の活動」、「4. 行政への協力、公的社会貢献活動（民生委員・児童委員・主任児童

委員、青少年健全育成委員、スポーツ推進委員、消防団、公共施設の運営委員会、PTA 等）」、

「5. 生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動（リサイクル促進、コミュニティ

バス等の運行、子育て・高齢者・障がい者支援、伝統芸能の継承等）」、「6. 趣味のサークル

やグループ活動（文化、学習、健康、スポーツ等）」、「7. その他のボランティア、助け合い

活動」、「8. どれにも参加したくない」である（複数回答可）。 
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出典 2024 年度調査問 23  

地区別集計数値表 

地区名 
町内会 
活動 

老人会、

子ども

会、自主

防災組織 

地区 

協議会 

民生委

員、青少

健等の行

政協力 

生活環境

の改善 趣味活動 
その他の

ボランテ

ィア活動 

参加した

くない 

南 19.5% 13.4% 1.7% 4.5% 11.3% 38.5% 2.4% 36.5% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
25.1% 16.7% 2.0% 6.1% 16.7% 35.7% 2.9% 36.3% 

原町田 17.1% 14.7% 3.9% 7.0% 16.3% 41.9% 5.4% 38.8% 

町田第二 21.2% 8.5% 1.7% 5.2% 13.5% 37.5% 3.0% 39.4% 

玉川学園・

南大谷 
21.4% 14.8% 4.1% 9.6% 15.5% 35.4% 3.3% 35.8% 

木曽 19.8% 12.0% 1.8% 6.6% 11.4% 37.1% 1.8% 37.7% 

忠生 23.7% 15.7% 2.8% 7.1% 14.9% 38.1% 3.0% 34.8% 

鶴川 23.1% 16.1% 1.7% 5.5% 14.3% 39.5% 3.4% 30.0% 

小山・ 

小山ヶ丘 
23.3% 11.8% 3.1% 6.5% 14.9% 37.8% 2.7% 37.8% 

相原 25.4% 15.9% 1.6% 4.0% 19.8% 33.3% 4.0% 31.7% 

全市平均 22.0% 14.2% 2.2% 5.9% 14.1% 37.5% 3.0% 35.5% 
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40.0%

50.0%
参加したい活動の地区別集計結果

1. 町内会活動 2. 老人会、子ども会、自主防災組織

3. 地区協議会 4. 民生委員、青少健等の行政協力

5. 生活環境の改善 6. 趣味活動

7. その他のボランティア活動 8. 参加したくない
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ここでも、統計的に有意なデータを中心に見ていこう。 

「1. 町内会・自治会活動」では、地区ごとに多少のばらつきはあっても、統計的に有意

な違いはなかった。「2. 老人クラブ、子ども会、自主防災組織など、町内会・自治会に関連

した活動」では、町田第二地区が少ない。鶴川地区は平均を上回っているが、統計的に有

意というほどではない。「3. 地区協議会」は、ここでも玉川学園・南大谷地区が多かった。

「4. 民生委員、青少年健全育成地区委員会などの行政協力」でも、玉川学園・南大谷地区

が多い。「8. どの活動にも参加したくない」という回答は、町田第二地区で多く、鶴川地区

で少なかった。 

そして、問 23 では、選択肢 1 から 7 までを回答した人に、枝設問の問 23-1 で、「今後、

参加する活動で特に取り組みたいと思うテーマは何ですか。なお、「現在参加しており、取

り組んでいるテーマを継続する」場合も含めてお答えください。」と尋ねている（複数回答

可）。選択肢は、先の問 18 と同じである。 

  
出典 2024 年度調査問 23-1  
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今後参加したい活動のテーマの地区別集計結果

南 高ヶ坂・成瀬 原町田 町田第二

玉川学園・南大谷 木曽 忠生 鶴川

小山・小山ヶ丘 相原 全市平均
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地区別集計数値 

地区名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

南 32.2% 37.4% 8.9% 21.8% 35.3% 13.5% 12.9% 18.7% 5.2% 5.5% 13.2% 

高ヶ坂・成瀬 33.2% 39.5% 11.7% 21.5% 29.8% 12.2% 16.6% 18.5% 11.2% 11.7% 17.6% 

原町田 27.8% 38.0% 17.7% 22.8% 41.8% 16.5% 25.3% 22.8% 8.9% 13.9% 21.5% 

町田第二 32.5% 35.8% 9.9% 20.8% 32.1% 12.7% 11.3% 15.1% 3.8% 7.5% 16.0% 

玉川学園・ 

南大谷 
38.4% 47.6% 13.4% 18.9% 25.6% 12.8% 17.7% 25.6% 8.5% 7.9% 14.6% 

木曽 22.2% 29.3% 15.2% 22.2% 36.4% 12.1% 16.2% 21.2% 8.1% 7.1% 15.2% 

忠生 29.3% 38.0% 11.6% 21.1% 33.9% 17.4% 13.2% 14.9% 5.4% 6.6% 19.4% 

鶴川 30.5% 34.1% 10.2% 19.0% 29.9% 18.8% 9.8% 19.8% 5.3% 8.1% 14.9% 

小山・ 

小山ヶ丘 
28.1% 33.1% 15.6% 13.8% 30.6% 23.1% 10.0% 18.8% 5.6% 5.0% 20.6% 

相原 26.0% 35.1% 11.7% 16.9% 22.1% 14.3% 20.8% 18.2% 14.3% 14.3% 15.6% 

全市平均 30.8% 36.8% 11.5% 19.8% 31.8% 15.8% 13.4% 18.9% 6.7% 7.9% 16.3% 

 

地区名 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

南 11.8% 25.3% 9.5% 7.8% 13.5% 5.5% 2.3% 18.4% 4.0% 1.1% 8.9% 

高ヶ坂・成瀬 15.6% 24.9% 11.7% 11.7% 11.7% 7.8% 9.8% 17.1% 5.9% 1.0% 8.3% 

原町田 11.4% 25.3% 17.7% 7.6% 20.3% 6.3% 2.5% 21.5% 8.9% 5.1% 7.6% 

町田第二 14.6% 25.0% 6.6% 7.1% 4.2% 5.2% 5.2% 19.3% 6.6% 1.4% 9.4% 

玉川学園・ 

南大谷 
12.2% 28.7% 9.8% 12.2% 7.3% 12.2% 7.9% 15.2% 4.9% 2.4% 7.9% 

木曽 15.2% 26.3% 12.1% 15.2% 9.1% 6.1% 4.0% 13.1% 5.1% 5.1% 3.0% 

忠生 13.2% 16.9% 7.0% 10.7% 7.4% 14.5% 4.5% 9.9% 5.0% 0.4% 7.9% 

鶴川 13.0% 21.5% 9.6% 8.3% 8.1% 10.7% 5.3% 11.7% 4.9% 1.5% 6.6% 

小山・ 

小山ヶ丘 
9.4% 28.1% 11.9% 8.8% 6.9% 5.6% 2.5% 14.4% 5.0% 0.6% 8.1% 

相原 9.1% 32.5% 15.6% 9.1% 6.5% 18.2% 7.8% 19.5% 5.2% 1.3% 6.5% 

全市平均 12.9% 24.1% 10.0% 9.3% 9.1% 8.9% 5.1% 15.1% 5.1% 1.6% 7.8% 

統計的に有意なのは、次のデータであった。 

「5. 健康づくり」では、玉川学園・南大谷地区が少なかった。「6. 緑地保全・環境美化」

は、小山・小山ヶ丘地区と鶴川地区が多かった。「7. 地域活性化」は原町田地区で多かっ

た。「9. 青少年健全育成」は、相原地区と高ヶ坂・成瀬地区が多かった。「13. スポーツ」

は、忠生地区が少なかった。「16. 国際交流」は、南地区と原町田地区で多く、町田第二地
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区で少なかった。「17. 地域交通」は、忠生地区、相原地区で多く、南地区で少なかった。

統計的に有意とまではいえないが、鶴川地区も回答数が平均を若干上回っている。「18. 空

き地・空き家」は、高ヶ坂・成瀬地区で多く、南地区で少なかった。「19. 居場所づくり」

は、ここでも町田第二地区で多かったほか、統計的に有意とまではいえないが、南地区で

も回答数が平均をやや上回っている。「21. その他」は、内容を特定できないのだが、木曽

地区に多かった。 

 

(3) 参加しやすい条件 

続いて問 24 で、どんな条件があれば参加しやすいかを尋ねた。 

 
出典 2024 年度調査問 24  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

参加しやすい条件の地区別集計結果

南 高ヶ坂・成瀬 原町田

町田第二 玉川学園・南大谷 木曽

忠生 鶴川 小山・小山ヶ丘

相原 全市平均
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選択肢及び地区別集計数値 

No 選択肢 

１ 活動に関する情報をもっと PR する 

２ 活動の内容がマンネリ化しないよう魅力的なものにする 

３ 参加しやすい曜日や時間を設定する 

４ 活動内容や役割を選べるようにする 

５ 役員やリーダーを任期制にするなど、特定の人にずっと負担がかからないようにする 

６ 成果や貢献が具体的に見えたり、実感できるように工夫する 

７ しがらみがあって参加したらやめられないなど、閉鎖的な雰囲気をなくす 

８ 会員にならなくても、活動メンバーとして参加できるようにする 

９ 特定のイベントのみの参加、インターネット上での参加など、多様な参加方法を用意する  

１０ 地域内の様々な住民組織、活動団体が連携して、一緒に取り組める活動をする 

１１ 参加した人が、なんらかのメリットを得られるようにする 

１２ 参加者の意見を尊重し、民主的な運営をする 

１３ その他 

１４ わからない 

 

地区名 １ 2 3 ４ ５ ６ ７ 

南 43.7% 16.3% 30.0% 18.5% 19.0% 12.0% 32.5% 

原町田 52.7% 20.9% 38.8% 20.9% 20.2% 11.6% 34.1% 

小山・ 

小山ヶ丘 
42.0% 15.3% 30.5% 16.0% 19.8% 11.5% 31.3% 

忠生 40.7% 17.7% 26.3% 20.5% 17.9% 9.8% 30.8% 

木曽 38.3% 16.2% 31.1% 19.8% 19.8% 12.0% 37.7% 

玉川学園・

南大谷 
46.9% 19.2% 35.4% 18.1% 22.9% 14.4% 37.3% 

町田第二 38.3% 19.3% 27.8% 18.2% 20.7% 9.4% 32.2% 

相原 39.7% 25.4% 31.7% 15.1% 21.4% 15.1% 30.2% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
39.8% 17.3% 31.9% 17.3% 21.6% 10.2% 31.9% 

鶴川 47.1% 20.7% 33.9% 20.5% 23.6% 13.0% 32.2% 

全市平均 42.8% 18.5% 31.2% 18.6% 20.9% 11.6% 32.6% 
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地区名 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

南 32.2% 28.4% 4.1% 19.2% 11.6% 3.8% 14.4% 

原町田 42.6% 37.2% 8.5% 20.2% 17.1% 3.1% 17.1% 

小山・ 

小山ヶ丘 
36.6% 29.4% 7.3% 22.5% 13.7% 1.1% 19.1% 

忠生 32.3% 22.0% 6.6% 20.7% 15.7% 2.5% 14.6% 

木曽 37.1% 31.1% 7.8% 14.4% 12.6% 1.8% 15.6% 

玉川学園・ 

南大谷 
40.2% 35.8% 7.0% 22.5% 11.1% 2.6% 10.3% 

町田第二 33.3% 25.3% 4.7% 16.3% 12.9% 3.6% 18.2% 

相原 34.1% 26.2% 7.9% 23.8% 19.8% 1.6% 16.7% 

高ヶ坂・ 

成瀬 
36.3% 26.6% 8.2% 19.0% 12.9% 5.0% 15.5% 

鶴川 33.7% 31.4% 5.4% 20.1% 12.0% 3.0% 12.4% 

全市平均 34.8% 28.7% 6.2% 19.4% 13.0% 3.1% 14.9% 

地区によって若干の差異が認められるが、これが何によって規定されているかはこれだ

けではわからない。当該地区の地域活動において広く共有されているスタイルが影響して

いるのか、それとも当該地区に住んでいる人たちの多くが共有している意識が影響してい

るのか、いずれにせよ、それぞれの地区で活動を発想するときに多少の参考にはなるかも

しれない。ただし、統計的に検定してみると、特に有意な傾向が認められるデータはほぼ

ないといってよい。 

 

5. まとめ 

各地区の特性を、統計的に有意なところを中心に見てきた。我々が調査に訪問させてい

ただいた経験からして、なるほどと思うデータもあったし、意外だと思うデータもあった。

おそらく、この報告書を読まれている市民の方々にとっては、もっと思い当たるふしのあ

るデータが多いのではなかろうか。 

特定の項目について、数字の「高い・低い」や「多い・少ない」をそれだけ切り離してみ

るのではなく、一連の数字を一つの地区について俯瞰して、地区の特徴を想像すると、活

動の工夫にもつながるように思われる。このようにデータを俯瞰してみることによって、

地区の特徴が浮かび上がるように感じたものである。読者におかれても、ぜひそのような

データの眺め方をしていただき、地域コミュニティのために生かしていただきたい。 
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資料 3 

地域活動団体アンケート調査の 

単純集計と調査票 
 

1. 調査の概要 

1.1. 調査目的 

本アンケートは、地域活動団体の皆様の活動状況、地域コミュニティとのつながり及び課題を把

握することを目的に実施した。 

 

1.2. 調査項目 

問１ 団体の概要 

問 2. 団体の情報の入手方法等 

問３ 団体の活動場所等 

問４ 団体の活動資金や経済状況 

問５ 団体と町田市・支援組織・地域との関係 

問６ 団体の活動における課題等 

問７ 地域活動団体と行政との望ましい関係 

問８ 団体の困りごと、将来展望、町田市に期待することや提案 

連絡先（任意） 

 

1.3. 調査設計 

（１）調査地域 町田市全域 

（２）調査対象 町田市を拠点に活動する地域活動団体 

（３）対象者数 4,548 団体 

（４）調査方法 ⼆次元コードを添付したはがきを郵送配布、インターネットにて回収 

（５）調査期間 2025 年 4 月～5 月 

 

1.4. 回収結果 

（１）調査件数 4,548 件 

（２）有効回収数 982 件 

（３）有効回収率 21.6 % 
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2. 単純集計 

※ この調査結果を示すグラフは、基本的にマイクロソフトフォームズが自動生成した画像

を活用して編集したものである。グラフを見る際は以下の点にご留意いただきたい。 

 マイクロソフトフォームズの仕様により「無回答」は反映されていない。つまり、

無回答を除いた回答数を分母として割合が算出されグラフ化されている。 

 分岐設問では、回答該当者数を n として追記した。回答非該当者の回答が含まれて

いる場合があることや、無回答が反映されていないことなどにより、n とグラフ上

の全数とはわずかに異なる場合がある。 

※ 本報告書では量的データの集計結果を示す。自由記述を含む質的データについては、別

冊資料にまとめる。 

※ 円グラフは、上部中央から選択肢の番号順に時計回りに並んでいる。 

 

 

問 1 団体の概要についてうかがいます。 

3 設立年数 

 
 

  

2.8%

(27)

14.0%

(133)

17.2%

(164)

16.3%

(155)
8.9%

(85)

12.7%

(121)

28.0%

(267)

１．１年未満

２．１－５年未満

３．５－１０年未満

４． １０―１５年未満

５． １５－２０年未満

６． ２０－２５年未満

７． ２５年以上
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4 貴団体の活動分野に該当するものすべてを選んでください。また、最も重点を置いて

いる分野を 1 つ選んでください。 
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No. 選択肢 No. 選択肢

1 保健・医療 11 国際協力・交流

2 高齢者福祉 12 子どもの健全育成・子育て支援

3 障がい者福祉 13 防災

4 消費生活 14 防犯

5 社会教育・生涯学習 15 交通安全

6 まちづくり（景観、都市計画、建築等） 16 居場所づくり

7 文化・芸術 17 若者支援

8 スポーツ 18 地域交通・移動支援

9 自然・環境 19
中間支援・コミュニティ支援

（他の活動団体への支援をする活動）

10 人権擁護・男女共同参画 20 その他

7 主な活動の目的や活動の性質は次のどれに近いですか。（複数回答可）

No. 選択肢

1 メンバー相互の親睦を深める

2 悩みや課題を共有し解決を図る

3 ボランティア活動を行う

4 行政や地域から求められた役割を担う

5 理念・思想に基づいて行動し、その実現を目指す

6 地域にとって必要なサービスを開拓・提供する

7 地域について学習・調査し、より良くするための提案を行う

8 その他

758 (78.8%)206 (21.4%)

248 (25.8%)

154 (16.0%)

249 (25.9%)

120(12.5%)

66 (6.9%)

134 (13.9%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800
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8 貴団体の設立時と現在とを比べて活動方針や活動内容に大きな変化はありますか。

10-1 団体の規模

10-2 男女比

10-3 メンバーの居住地

15.8%

(152)

77.1%

(742)

7.1%

(68)

１.ある

２.ない

３.わからない

34.6%

(333)

52.0%

(500)

8.3%

（80）

3.7%

(36)

0.6%

(6)

0.7%

(7）

１.10人未満

２.50人未満

３.100人未満

４.500人未満

５.1,000人未満

６.1,000人以上

59.0%

(568)

20.5%

(197)

17.8%

(171)

2.7%

(26)

１．女性が多い

２．男性が多い

３．ほぼ同数

４．その他

73.0%

(702)

22.1%

(213)

3.3%

(32)

1.6%

(15)

１．ほとんど町田市在住

２．半数程度は町田市在住

３．町田市在住はあまり多くない

４．その他
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10-4 最多年齢層

11 貴団体の組織運営の形態は次のどれに近いですか。

No. 選択肢

1 全員が役割を担い運営する団体（特に役職などを設けない場合も含む）

2 中心となる会員が運営し一般会員が必要に応じて参加する団体

3 専任の事務局員を持つ団体

4 その他

12 法人格について下記より選択してください。

9.8%

(94)

2.0%

(19) 2.5%

(24)

8.6%

(83)
11.3%

(109)

16.0%

(154) 

37.9%

(365)

11.9%

(114)

１．１９歳以下

２．２０歳代

３．３０歳代

４．４０歳代

５．５０歳代

６．６０歳代

７．７０歳代

８．８０歳以上

42.7%

(411)

51.4%

(494)

3.3%

(32) 

2.6%

(25)

１．全員が役割を担う

２．中心会員が運営

３．専任の事務局員を持つ

４．その他

88.4%

(850)

5.4%

(52)

1.8%

(17)

0.2%

(2)

0.2%

(2)

0.5%

(5)

0.3%

(3)
0.1%

(1)

3.1%

(30)

１．法人格なし

２．特定非営利活動法人

３．一般社団法人・公益社団法人

４．一般財団法人・公益財団法人

５．労働者協同組合

６．社会福祉法人

７．株式会社等営利法人

８．合同会社

９．その他
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13 主な活動地域はどの程度の範囲ですか。

14 活動の頻度はどのくらいですか。

8.4%

(81)

2.1%

(20)

1.0%

(10)

8.5%

(82) 4.7%

(45)

2.6%

(25)

6.7%

(64)

4.8%

(46)

31.4%

(302 )

23.9%

(230)

5.9%

(57)１．隣近所

２．住宅街や団地

３．「丁目」

４．町内会・自治会

５．最寄の小学校の通学範囲

６．最寄の中学校の通学範囲

７．「町」

８．合併前の１町４村

９．町田市全体

１０．町田市外を含む

１１．その他

5.7%

(55)

32.4%

(312)

48.2%

(464)

7.2%

(69)

4.1%

(39)

2.4%

(23)

１．ほぼ毎日

２．週に１回以上

３．月に１回以上

４．２～３カ月に１回程度

５．年に１回以上

６．その他
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問２ 貴団体の情報の入手方法等についてうかがいます。

1 活動に必要な情報を現在どのような形で入手していますか。（複数回答可）

No. 選択肢

1 「広報まちだ」などの行政の広報誌（紙）

2 町田市地域活動サポートオフィスからの情報提供

3 各種地域活動団体等の機関誌（紙）・会報

4 新聞・テレビ・ラジオ・雑誌

5 民間の地元情報誌（紙）・タウン誌（紙）

6 SNS（Instagram、X、Facebook、いちのいちなど）

7 インターネット

8 口コミ

9 掲示板・張り紙

10 その他

2 活動に必要な情報を十分に得ることができていますか。

343 (35.7%)

143 (14.9%)

140 (14.6%)

94 (9.8%)

78 (8.1%)

172 (17.9%)

399 (41.5%)

301 (31.3%)

137 (14.2%)

135 (14.0%)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1

2

3

4

5

6
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10

60.1%

(578)

6.1%

(59)

33.8%

(325)
１．はい

２．いいえ

３．どちらともいえない
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3 町田市は地域活動団体が活動するにあたって、必要な情報を十分に発信していると思

いますか。

4 貴団体が活動するにあたって特に必要とする情報は何ですか。（3 つまで選択可）

No. 選択肢

1 施設の空き状況・利用（予約）方法等

2 シンポジウム・講演会などのイベント情報

3 他の地域活動団体の状況

4 専門家に関する情報・依頼方法

5 組織運営のノウハウ等団体活動展開のための情報（支援制度・相談窓口など）

6 行政施策や各種制度の情報

7 その他

37.7%

(363)

12.9%

(124)

49.4%

(475)

１．はい

２．いいえ

３．どちらともいえない

777 (80.8%)104 (10.8%)

186 (19.3%)

87 (9.0%)

128 (13.3%)

175 (18.2%)

45 (4.7%)
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問 3 貴団体の活動場所等についてうかがいます。

1-1 活動は主にどのような場所で行っていますか。それぞれの活動ごとに当てはまるも

のを選んでください。（複数回答可）

No. 選択肢

1 公共の施設内

2 学校

3 民間・企業等の施設

4 野外

5 町内会・自治会館、中規模会館、マンション等の集会室

6 団体専用の事務所

7 メンバーの個人宅

8 レストラン・喫茶店など

9 オンライン

10 その他

483

78
49

28

101

37
76

121
144

22
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175

89
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49

33 46
24
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2-1 活動の経過や成果を発表・発信していますか。または発表・発信したいですか。

2-2 一つ前の設問で「１」「２」を選んだ方はお答えください。それはどのような方法で

すか。（複数回答可）

No. 選択肢

１ 会報・報告書等

２ ホームページ、ＳＮＳ、メールマガジン

３ 発表会・イベント・シンポジウム

４ 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

５ ケーブルテレビ・タウン情報誌

６ その他

53.1%

(511)

9.9%

(95)

37.0%

(356)
１．発表・発信している

２．今後発表・発信したいと思う

３．発表・発信する予定はない

185 (30.5%)
275 (45.4%)

279 (46.0%)
14 (2.3%)

26 (4.3%)

46 (7.6%)
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問４ 貴団体の活動資金や経済状況についてうかがいます。

1-1 団体の年間の活動資金はどのくらいですか。

1-２ 一つ前の設問で「1～6」のいずれかを選んだ方のみ貴団体の年間収入の割合はどの

ようになっていますか。最も多いものから順に、1 つずつあてはまるものを選んで

ください。

No. 選択肢 No. 選択肢

1 会費等 5 行政からの補助金・助成金

2 一般からの寄付金 6 民間団体からの助成金

3 行政からの事業委託 7 借入金

4 事業収入 8 その他

48.0%

(462)

22.6%

(217)

8.1%

(78) 

5.0%

(48)

1.5%

(14)

3.0%

(29)

11.9%

(114 )
１．１０万円未満

２．５０万円未満

３．１００万円未満

４．５００万円未満

５．１，０００万円未満

６．１，０００万円以上

７. なし

656
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16
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78

25
10

33 44
24
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4 11
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最も多いもの ２番目に多いもの ３番目に多いもの
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2 活動をしていく中で経済的負担になっていることは何ですか。（3 つまで選択可）

No. 選択肢

１ 調査・研究費

２ 会場・施設などの使用料

３ 機材・資料・参考図書などの調達費

４ 団体との交流費（交通費含む）

５ イベント等の広報・宣伝にかかる費用

６ 通信費

７ 会報などの作成費

８ 講師などへの謝礼

９ 事務所維持費（光熱水費・家賃等）

10 人件費（職員給与、アルバイト賃金、ボランティア謝礼等）

11 特に経済的負担はない

12 その他

9 (0.9%)

495 (51.5%)

101 (10.5%)

64 (6.7%)

83 (8.6%)

66 (6.9%)

50 (5.2%)

179 (18.6%)

23 (2.4%)

81 (8.4%)

300 (31.2%)

59 (6.1%)
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問５ 貴団体と町田市・支援組織・地域との関係についてうかがいます。 

1-1 現在、貴団体は市行政と何らかのつながりを持っていますか。（複数回答可） 

 
 

No. 選択肢 No. 選択肢 

1 活動資金の補助（定期的なもの） 6 設備や備品の貸し出し 

2 活動資金の補助（一時的なもの） 7 専門家や職員の派遣 

3 活動機会の提供（事業委託など） 8 つながりを持っていない 

4 活動の場の提供 9 その他 

5 
活動に関する情報の 

提供・助言・相談 
  

 

2-1 貴団体は、市行政と今後どのように関わっていきたいですか。 

 

  

110 (11.4%)

28 (2.9%)

35 (3.6%)

345 (35.9%)

115 (12.0%)

158 (16.4%)

20 (2.1%)

450 (46.8%)

23 (2.4%)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2%

(12)

15.9%

(153)

27.1%

(260)
30.3%

(291)

24.1%

(232 )

1.4%

(13) １．行政が行っている事業を請け負っていきたい

２．行政の支援を受けながら活動していきたい

３．必要に応じて連携・協力していきたい

４．独自に活動していきたい

５．わからない

６．その他
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3-1 現在、貴団体は市役所以外の支援組織（町田市社会福祉協議会、高齢者支援センタ

ー、町田市地域活動サポートオフィスなど）と何らかのつながりを持っています

か。（複数回答可）

No. 選択肢 No. 選択肢

1 活動資金の補助（定期的なもの） 6 設備や備品の貸し出し

2 活動資金の補助（一時的なもの） 7 専門家や職員の派遣

3 活動機会の提供（事業委託など） 8 つながりを持っていない

4 活動の場の提供 9 その他

5
活動に関する情報の

提供・助言・相談

4-1 貴団体は支援組織と今後どのように関わっていきたいですか。

64 (6.7%)

36 (3.7%)

27 (2.8%)

111 (11.5%)

131 (13.6%)

48 (5.0%)

28 (2.9%)

683 (71.0%)

23 (2.4%)
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11.7%

(112)

22.0%

(211)

34.9%

(335)

30.5%

(293)

1.0%

(10)
１．支援組織の支援・サポートを受けながら活動していきたい

２．必要に応じて連携・協力していきたい

３．独自に活動していきたい

４．わからない

５．その他
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5 貴団体は、地域と何らかのつながりを持っていますか。（複数回答可）

No. 選択肢

1 メンバーのほとんどが地域住民である

2 地域の行事によく参加している

3 イベントを行う時など地域に手伝ってもらっている

4 活動の対象が地域・住民である

5 地域及び近隣の町内会・自治会等と連携を取ることがある

6 地区協議会と連携を取ることがある

7 地区社会福祉協議会と連携を取ることがある

8 つながりは持っていない

9 その他

651 (67.7%)165 (17.2%)

63 (6.5%)

325 (33.8%)

142 (14.8%)

51 (5.3%)

83 (8.6%)

230 (23.9%)

15 (1.6%)
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問６ 貴団体の活動における課題等についてうかがいます。貴団体が活動をしていく上でど

のような課題がありますか。

1-1 人材面について（複数回答可）

No. 選択肢

1 専門職・事務局員などの人材の確保が難しい

2 役員のなり手がいない

3 高齢化が進み活動を引き継ぐ人がいない

4 中心となるメンバーが固定化し、運営がマンネリ化している

5 メンバーが少ない

6 新しいメンバーが増えず、活動が発展しない

7 メンバーが多忙なため、なかなか活動に参加できない

8 年齢や性別の構成に偏りがある

9 メンバーが多すぎて組織がまとまらない

10 特に課題はない

11 その他

61 (6.3%)

148 (15.4%)

210 (21.8%)

122 (12.7%)

248 (25.8%)

283 (29.4%)

87 (9.0%)

112 (11.6%)

5 (0.5%)

348 (36.2%)

20 (2.1%)
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1-2 運営面について（複数回答可） 

 
 

No. 選択肢 

1 運営資金の確保が難しい 

2 活動の目的や理念が曖昧になっている 

3 活動場所の確保が難しい 

4 打ち合わせ場所の確保が難しい 

5 事業の機会に恵まれない 

6 資金助成を受けることにより団体の自立性・主体性が損なわれる 

7 社会の認知度が低く、支持を受けにくい 

8 運営ノウハウが不十分で効率が悪い 

9 活動情報の発信・PR が難しい 

10 ＳＮＳ やホームページの立ち上げ・運用が難しい 

11 活動の参考になる情報の入手が難しい 

12 他の団体や行政と交流する場が少ない 

13 活動に必要な知識や技術を身につけるのが難しい 

14 特に課題はない 

15 その他 

 

  

146 (15.2%)

15( 1.6%)

293 (30.5%)

54 (5.6%)

11 (1.1%)

6 (0.6%)

73 (7.6%)

25 (2.6%)

112 (11.6%)

62 (6.4%)

39 (4.1%)

59 (6.1%)

39 (4.1%)

427 (44.4%)40 (4.2%)
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問７ 地域活動団体と行政との望ましい関係についてうかがいます。 

1 地域活動団体への行政の支援について、次のような考え方に対して、貴団体の考えは

どれに一番近いですか。 

 
 

No. 選択肢 

1 行政は公益性の高い地域活動を優先して支援すべきである 

2 支援は特定の団体に手厚く行うより、あらゆる団体に少しずつ公平に行うべきである 

3 
地域活動が活発になるためには、人、物、資金といった行政の支援やバックアッ

プが欠かせない 

4 
地域活動の活性化には団体の自主性の尊重が重要であるため、行政は支援をする

際に、団体の運営にあまり深く関与しすぎないように留意すべきである 

5 
公共サービスの提供は行政が責任を持つべきであり、地域活動団体が公共サービ

スを提供する場合であっても行政がコントロールする必要がある 

6 
行政と地域活動が競合する場合には、お互いが対等な立場で、役割分担や棲み分

けを調整すべきである 

7 
行政による地域活動団体との協働や地域活動団体への支援は、何故その地域活動

団体なのかを明確に説明する必要がある 

8 
地域活動団体が行政から支援を受けている場合、地域活動団体は市民に対して活

動内容等を公開する責務を負う必要がある 

9 
地域活動団体への支援が社会状況などの変化に応じて適切に行われているか定期

的に評価し、支援の透明性を確保する仕組みをつくることが必要である 
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巻末資料＜108＞



 

2 行政が今後実施すべき地域活動団体に対する施策について、次のうち優先順位の高い

と思われるものを選んでください。（3 つまで選択可） 

 
 

No. 選択肢 

１ 地域活動団体の活動場所を充実する 

２ 地域活動団体への事業委託や協働事業を増やす 

３ 行政が策定する各種計画の策定プロセスへの地域活動団体の参加を進める 

４ 地域活動団体が利用できる資源（資金、施設等）の情報提供を充実する 

５ 地域活動団体を支援するための基金を創設し、活動資金の助成・融資を行う 

６ 講師・専門家などの人材の派遣、研修の機会や情報の提供を行う 

７ 中間支援組織や各種コーディネーターの支援機能をより充実させる 

８ 組織体制づくりや法人格取得について助言を行う 

９ 
行政や中間支援組織によって、行政と地域活動または地域活動相互の役割分担

や連携・協力・交流を推進するための機会を充実させる 

10 会報や PR 紙等の作成・発行を支援する 

11 その他 

 

 

740 (76.9%)
106 (11.0%)

125 (13.0%)

434 (45.1%)

127 (13.2%)

168 (17.5%)

68( 7.1%)

26 (2.7%)

140 (14.6%)

143 (14.9%)

16(1.7%)
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3. 調査票 

2025 年度｜町田市の地域活動団体に関する調査 回答フォーム 

 

地域活動団体調査へのご協力のお願い 

市民の皆様には、平素から市政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

町田市では持続可能な地域社会をつくり、地域ぐるみで見守り合い、助け合える場づく

りを目指すため、法政大学と共同で地域コミュニティに関する研究を行っております。 

本調査は、地域活動団体の皆様の活動状況、地域コミュニティとのつながり及び課題を

把握し、今後の施策を検討する貴重な資料として活用させていただきます。 

町田市で活動を行っている団体の皆様におかれましては、お忙しいところ誠に恐縮では

ございますが、本調査にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

2025 年 4 月 町田市長 石阪丈一 

 

＜所要時間＞20 分 

＜回答期限＞2025 年 5 月 30 日（金） 

※団体の登録状況により複数届く場合がありますが、一団体につき一回答にてお願いいた

します。 

※本調査フォームは、控えを回答者に送る機能がございません。お手数ですが、回答の控

えを保存したい方は、画面をスクリーンショットするなどの方法で記録していただきます

ようお願いいたします。 

 

【問合せ先】 

町田市市民部市民協働推進課 〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22 

TEL：042 (724) 4362／FAX：050 (3085) 6517 

 

 

問 1 貴団体の概要についてうかがいます。 

 

１ー１． 団体名（グループ名） １ー２． 団体名（グループ名）よみがな 

例：町田地域活動団体 例：まちだちいきかつどうだんたい 
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２－１． 代表者名 ２ー２． 代表者名よみがな 

例：町田花子 例：まちだはなこ 

 
 

３．設立年数 

１．１年未満 

２．１－５年未満 

３．５－１０年未満 

４． １０―１５年未満 

５． １５－２０年未満 

６． ２０－２５年未満 

７． ２５年以上 

 

４．貴団体の活動分野に該当するものすべてを選んでください。また、最も重点を置いている分野を１

つ選んでください。 

 該当する分野 
最も重点を置い

ている分野 

１．保健・医療 □ □ 

２．高齢者福祉 □ □ 

３．障がい者福祉 □ □ 

４．消費生活 □ □ 

５．社会教育・生涯学習 □ □ 

６．まちづくり（景観、都市計画、建築等） □ □ 

７．文化・芸術 □ □ 

８．スポーツ □ □ 

９．自然・環境 □ □ 

１０．人権擁護・男女共同参画 □ □ 

１１．国際協力・交流 □ □ 

１２．子どもの健全育成・子育て支援 □ □ 

１３．防災 □ □ 

１４．防犯 □ □ 

１５．交通安全 □ □ 

１６．居場所づくり □ □ 

１７．若者支援 □ □ 

１８．地域交通・移動支援 □ □ 

１９．中間支援・コミュニティ支援 

（他の活動団体への支援をする活動） 
□ □ 

２０．その他 □ □ 

 

５．一つ前の設問で「２０」を選んだ方は、下記にその内容をお書きください。 
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６．現在の活動内容を具体的にお書きください。 

 

 

７． 主な活動の目的や活動の性質は次のどれに近いですか。（複数回答可） 

１．メンバー相互の親睦を深める ５．理念・思想に基づいて行動し、その実現を目指す 

２．悩みや課題を共有し解決を図る ６．地域にとって必要なサービスを開拓・提供する 

３．ボランティア活動を行う 

４．行政や地域から求められた役割を担う 

７．地域について学習・調査し、より良くするための

提案を行う 

 ８．その他 

 

８．貴団体の設立時と現在とを比べて活動方針や活動内容に大きな変化はありますか。 

１．ある ２．ない ３．わからない 

 

９．一つ前の設問で「１」を選んだ方は、下記にその内容やその背景をお書きください。 

 

 

１０―１．  

団体の規模 

１０ー２．  

男女比 

１０－３．  

メンバーの居住地 

１０－４．  

最多年齢層 

１．１０人未満 

２．５０人未満 

３．１００人未満 

４．５００人未満 

５．１，０００人未満 

６．１，０００人以上 

１．女性が多い 

２．男性が多い 

３．ほぼ同数 

４．その他 

１．ほとんど町田市在住 

２．半数程度は町田市在住 

３．町田市在住はあまり多くない 

４．その他 

１．１９歳以下 

２．２０歳代 

３．３０歳代 

４．４０歳代 

５．５０歳代 

６．６０歳代 

７．７０歳代 

８．８０歳以上 

１１．貴団体の組織運営の形態は次のどれに近いですか。 

１．全員が役割を担い運営する団体（特に役職などを設けない場合も含む） 

２．中心となる会員が運営し一般会員が必要に応じて参加する団体 

３．専任の事務局員を持つ団体 

４．その他 

 

１２．法人格について下記より選択してください。 

１．法人格なし 

２．特定非営利活動法人 

（NPO 法人・認定 NPO 法人） 

３．一般社団法人・公益社団法人 

４．一般財団法人・公益財団法人 

５．労働者協同組合 

６．社会福祉法人 

７．株式会社等営利法人 

８．合同会社 

９. その他 
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１３．主な活動地域はどの程度の範囲ですか。

１．隣近所の範囲

２．住宅街や団地の範囲

３．「丁目」の範囲

４．町内会・自治会の範囲

５． 最寄の小学校の通学範囲

６．最寄の中学校の通学範囲

７．「町」の範囲

８．合併前の１町４村の地区範囲

（町田、南、鶴川、忠生、堺）

９．町田市全体

１０．町田市外を含む

１１. その他

１４．活動の頻度はどのくらいですか。

１．ほぼ毎日

２．週に１回以上

３．月に１回以上

４．２～３カ月に１回程度

５．年に１回以上

６. その他

問２ 貴団体の情報の入手方法等についてうかがいます。

１．活動に必要な情報を現在どのような形で入手していますか。（複数回答可）

１．「広報まちだ」などの行政の広報誌（紙）

２．町田市地域活動サポートオフィスからの

情報提供

３．各種地域活動団体等の機関誌（紙）・会報

４．新聞・テレビ・ラジオ・雑誌

５．民間の地元情報誌（紙）・タウン誌（紙）

６．SNS（Instagram、X、Facebook、いち

のいちなど）

７．インターネット

８．口コミ

９．掲示板・張り紙

１０．その他

２．活動に必要な情報を十分に得ることができていますか。

１．はい ２．いいえ ３．どちらともいえない

３.町田市は地域活動団体が活動するにあたって、必要な情報を十分に発信していると思いますか。

１．はい ２．いいえ ３．どちらともいえない

４．貴団体が活動するにあたって特に必要とする情報は何ですか。（３つまで選択可）

１．施設の空き状況・利用（予約）方法等

２．シンポジウム・講演会などのイベント情報

３．他の地域活動団体の状況

４．専門家に関する情報・依頼方法

５．組織運営のノウハウ等団体活動展開のため

の情報（支援制度・相談窓口など）

６．行政施策や各種制度の情報

７．その他
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問 3 貴団体の活動場所等についてうかがいます。 

 

１ー１．活動は主にどのような場所で行っていますか。それぞれの活動ごとに当てはまるものを選ん 

でください。（複数回答可） 

 （役員会等の）打ち

合わせを行う場所 
活動を行う場所 

１．公共の施設内 □ □ 

２．学校 □ □ 

３．民間・企業等の施設 □ □ 

４．野外 □ □ 

５．町内会・自治会館、中規模会館、マンション等 

の集会室 
□ □ 

６．団体専用の事務所 □ □ 

７．メンバーの個人宅 □ □ 

８．レストラン・喫茶店など □ □ 

９．オンライン □ □ 

１０．その他 □ □ 

 

１ー２．一つ前の設問で「１～５」、「１0」のいずれかを選んだ方のみ、上記回答について下記に具体 

的な活動場所をお書きください。 

 

 

２－１．活動の経過や成果を発表・発信していますか。または発表・発信したいですか。 

１．発表・発信している ２．今後発表・発信したいと思う ３．発表・発信する予定はない 

 

２ー２．一つ前の設問で「１」、「２」を選んだ方はお答えください。それはどのような方法ですか。 

（複数回答可） 

１．会報・報告書等 

２．ホームページ、SNS、メールマガジン 

３．発表会・イベント・シンポジウム 

４．新聞・雑誌・テレビ・ラジオ 

５．ケーブルテレビ・タウン情報誌 

６．その他 

 

問４ 貴団体の活動資金や経済状況についてうかがいます。 

 

１ー１．貴団体の年間の活動資金はどのくらいですか。 

１．１０万円未満 

２．５０万円未満 

 

３．１００万円未満 

４．５００万円未満 

５．１，０００万円未満 

６．１，０００万円以上 

７．なし 
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１ー２．一つ前の設問で「１～６」のいずれかを選んだ方のみ貴団体の年間収入の割合はどのようにな 

っていますか。最も多いものから順に、1 つずつあてはまるものを選んでください。 

 最も多いもの ２番目に多いもの ３番目に多いもの 

１．会費等 □ □ □ 

２．一般からの寄付金 □ □ □ 

３．行政からの事業委託 □ □ □ 

４．事業収入 □ □ □ 

５．行政からの補助金・助成金 □ □ □ 

６．民間団体からの助成金 □ □ □ 

７．借入金 □ □ □ 

８．その他 □ □ □ 

 

１ー３．一つ前の設問で 「８」を選んだ方は、具体的な内容をお書きください。 

 

 

２．活動をしていく中で経済的負担になっていることは何ですか。（３つまで選択可） 

１．調査・研究費 

２．会場・施設などの使用料 

３．機材・資料・参考図書などの調達費 

４．団体との交流費（交通費含む） 

５．イベント等の広報・宣伝にかかる費用 

６．通信費 

７．会報などの作成費 

８．講師などへの謝礼 

９．事務所維持費（光熱水費・家賃等） 

１０．人件費（職員給与、アルバイト賃金、 

ボランティア謝礼等） 

１１．特に経済的負担はない 

１２．その他 

 

問５ 貴団体と町田市・支援組織・地域との関係についてうかがいます。 

 

１―１．現在、貴団体は市行政と何らかのつながりを持っていますか。（複数回答可） 

１．活動資金の補助（定期的なもの） 

２．活動資金の補助（一時的なもの） 

３．活動機会の提供（事業委託など） 

４．活動の場の提供 

５．活動に関する情報の提供・助言・相談 

６．設備や備品の貸し出し 

７．専門家や職員の派遣 

８．つながりは持っていない 

９．その他 

 

１ー２．普段つながりのある市の窓口（担当課）を教えてください。 
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２ー１．貴団体は、市行政と今後どのように関わっていきたいですか。 

１．行政が行っている事業を請け負っていきたい 

２．行政の支援を受けながら活動していきたい 

３．必要に応じて連携・協力していきたい 

４．独自に活動していきたい 

５．わからない 

６．その他 

 

２ー２．一つ前の設問で「１～３」のいずれかを選んだ方は、市とどのような事業・活動で関わり 

（協働し）たいですか。 

 

 

３ー１．現在、貴団体は市役所以外の支援組織（町田市社会福祉協議会、高齢者支援センター、町田市

地域活動サポートオフィスなど）と何らかのつながりを持っていますか。（複数回答可） 

１．活動資金の補助（定期的なもの） 

２．活動資金の補助（一時的なもの） 

３．活動機会の提供（事業委託など） 

４．活動の場の提供 

５．活動に関する情報の提供・助言・相談 

６．設備や備品の貸し出し 

７．専門家や職員の派遣 

８．つながりは持っていない 

９．その他 

 

３－２．上記で回答したつながりのある支援組織について具体的な組織名を教えてください。 

 

 

４－１．貴団体は支援組織と今後どのように関わっていきたいですか。 

１．支援組織の支援・サポートを受けながら活動していきたい 

２．必要に応じて連携・協力していきたい 

３．独自に活動していきたい 

４．わからない 

５．その他 

 

４－２．一つ前の設問で「１」「２」のいずれかを選んだ方のみその場合、支援組織とどのような 

事業・活動で関わり（協働し）たいですか。 

 

 

５．貴団体は、地域と何らかのつながりを持っていますか。（複数回答可） 

１．メンバーのほとんどが地域住民である 

２．地域の行事によく参加している 

３．イベントを行う時など地域に手伝ってもら 

っている 

４．活動の対象が地域・住民である 

５．地域及び近隣の町内会・自治会等と連携を取る 

ことがある 

６．地区協議会と連携を取ることがある 

７．地区社会福祉協議会と連携を取ることがある 

８．つながりは持っていない 

９．その他 
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問６ 貴団体の活動における課題等についてうかがいます。

貴団体が活動をしていく上でどのような課題がありますか。

１ー１．人材面について（複数回答可）

１．専門職・事務局員などの人材の確保が難しい

２．役員のなり手がいない

３．高齢化が進み活動を引き継ぐ人がいない

４．中心となるメンバーが固定化し、運営がマン

ネリ化している

５．メンバーが少ない

６．新しいメンバーが増えず、活動が発展しない

７．メンバーが多忙なため、なかなか活動に参

加できない

８．年齢や性別の構成に偏りがある

９．メンバーが多すぎて組織がまとまらない

１０．特に課題はない

１１．その他

１－２．運営面について（複数回答可）

１．運営資金の確保が難しい

２．活動の目的や理念が曖昧になっている

３．活動場所の確保が難しい

４．打ち合わせ場所の確保が難しい

５．事業の機会に恵まれない

６．資金助成を受けることにより団体の自立性・

主体性が損なわれる

７．社会の認知度が低く、支持を受けにくい

８．運営ノウハウが不十分で効率が悪い

９．活動情報の発信・PR が難しい

１０．ＳＮＳ やホームページの立ち上げ・運用

が難しい

１１．活動の参考になる情報の入手が難しい

１２．他の団体や行政と交流する場が少ない

１３．活動に必要な知識や技術を身につけるの

が難しい

１４．特に課題はない

１５．その他

２．貴団体が抱えている課題について、どのように解消していきたいとお考えですか。
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問７ 地域活動団体と行政との望ましい関係についてうかがいます。

１．地域活動団体への行政の支援について、次のような考え方に対して、貴団体の考えはどれに一番

近いですか。

そう思う そう思わない わからない

１．行政は公益性の高い地域活動を優先して支援

すべきである
□ □ □

２．支援は特定の団体に手厚く行うより、あらゆ

る団体に少しずつ公平に行うべきである
□ □ □

３．地域活動が活発になるためには、人、物、資

金といった行政の支援やバックアップが欠か

せない

□ □ □

４．地域活動の活性化には団体の自主性の尊重が

重要であるため、行政は支援をする際に、団

体の運営にあまり深く関与しすぎないように

留意すべきである

□ □ □

５．公共サービスの提供は行政が責任を持つべき

であり、地域活動団体が公共サービスを提供

する場合であっても行政がコントロールする

必要がある

□ □ □

６．行政と地域活動が競合する場合には、お互い

が対等な立場で、役割分担や棲み分けを調整

すべきである

□ □ □

７．行政による地域活動団体との協働や地域活動

団体への支援は、何故その地域活動団体なの

かを明確に説明する必要がある

□ □ □

８．地域活動団体が行政から支援を受けている場

合、地域活動団体は市民に対して活動内容等

を公開する責務を負う必要がある

□ □ □

９．地域活動団体への支援が社会状況などの変化

に応じて適切に行われているか定期的に評価

し、支援の透明性を確保する仕組みをつくる

ことが必要である

□ □ □
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２．行政が今後実施すべき地域活動団体に対する施策について、次のうち優先順位の高いと思われる

ものを選んでください。（３つまで選択可）

１．地域活動団体の活動場所を充実する

２．地域活動団体への事業委託や協働事業を増やす

３．行政が策定する各種計画の策定プロセスへの地域活動団体の参加を進める

４．地域活動団体が利用できる資源（資金、施設等）の情報提供を充実する

５．地域活動団体を支援するための基金を創設し、活動資金の助成・融資を行う

６．講師・専門家などの人材の派遣、研修の機会や情報の提供を行う

７．中間支援組織や各種コーディネーターの支援機能をより充実させる

８．組織体制づくりや法人格取得について助言を行う

９．行政や中間支援組織によって、行政と地域活動または地域活動相互の役割分担や連携・協力・交

流を推進するための機会を充実させる

１０．会報や PR 紙等の作成・発行を支援する

１１．その他

問８ 貴団体がお困りのこと、貴団体の将来展望、町田市に期待することやご提案についてうかがい

ます（自由記述）。

１．現在、貴団体が特にお困りのことがありましたらお書きください。

２．団体の将来展望等をお書きください。

３．地域活動団体と町田市との関係をより良くし、地域活動や市民との協働がさらに進んでいくため

に、町田市に期待することやご提案等ありましたらお書きください。

４．今後事業を発展・活性化させるために、つながりたい団体・組織や目指す関わり方があればお書き

ください。
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連絡先についておうかがいします（ご協力のお願い）

本調査について追加でヒアリング調査を実施する場合がございます。調査にご協力いただける団体の

みお書きください。

1．連絡先担当者氏名 ２．連絡先住所郵便番号

３．連絡先住所

４．ホームページや SNS などで団体情報を公開している場合は、その URL をすべてお書きください。

５．電話番号（ハイフンなし） ６．メールアドレス

ご協力ありがとうございました。

本調査は、今後の施策を検討する貴重な資料として活用させていただきます。
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資料 4 

町内会・自治会アンケート調査の 

単純集計、調査票 
 

1. 調査の概要 

1.1. 調査目的 

本アンケートは、市の地域コミュニティの中心的な役割を担う町内会・自治会長の皆様を対象に、

町内会・自治会における現状や課題をお伺いするとともに、その背景や構造を整理・分析することを

目的に実施した。 

 

1.2. 調査項目 

Ⅰ   団体の概要・現状について 

Ⅱ   活動状況について 

Ⅲ   他団体との協力・連携について 

Ⅳ   集会施設（町内会館、自治会館等）について 

Ⅴ   町内会・自治会地区連合会について 

 

1.3. 調査設計 

（1）調査地域 町田市全域 

（2）調査対象 町田市が把握している市内所在のすべての町内会・自治会の会長 

（3）対象者数 307 団体 

（4）調査方法 郵送配布、郵送及びインターネットにて回収 

（5）調査時期 2025 年 9 月～10 月 

 

1.4. 回収結果 

（1）調査件数 307 件 

（2）有効回収数 219 件（うち郵送回答 128 件、インターネット回答 91 件） 

（3）有効回収率 71.3 % 
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2. 単純集計 

※ この調査結果を示すグラフは、基本的にマイクロソフトフォームズが自動生成した画

像を活用して編集したものである。グラフを見る際は以下の点にご留意いただきたい。 

 マイクロソフトフォームズの仕様により「無回答」は反映されていない。つまり、

無回答を除いた回答数を分母として割合が算出されグラフ化されている。 

 分岐設問では、回答該当者数を n として追記した。回答非該当者の回答が含まれて

いる場合があることや、無回答が反映されていないことなどにより、n とグラフ上

の全数とはわずかに異なる場合がある。 

 ※本報告書では量的データの集計結果を示す。自由記述を含む質的データについ

ては、別冊資料にまとめる。 

※ 円グラフは、上部中央から選択肢の番号順に時計回りに並んでいる。 

 

 

Ⅰ   団体の概要・現状について 

問１ 貴団体の代表者やその他役員の任期等についてお尋ねします。 

＜会長の任期はありますか＞ 

 
 

 

＜会長の再任の制限はありますか＞ 

 

  

85.4%

(187)

14.6%

(32)

1. あり 2. なし

12.3%

(27)

87.7%

(192)

1. あり 2. なし
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＜その他役員の任期はありますか＞ 

 

 

＜その他役員の再任の制限はありますか＞ 

 
 

問 2 役員の後任候補をどのような方法で見つけていますか。（選択は 1 つ） 

 

 

80.8%

(177)

19.2%

(42)

1. あり 2. なし

11.0%

(24)

89.0%

(195)

1. あり 2. なし

20.6%

(45)

45.9%

(100)

11.9%

(26)

4.1%

(9)

17.4%

(38)1. 役員自身が候補を見つける

2. 輪番による指名

3. 自薦・公募

4. 会員等からの紹介

5 その他
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問 3 役員の引継ぎについて、工夫していることはありますか。

（あてはまるものすべてを選択）

問 4 通常の会員以外に会員種別はありますか。（あてはまるものすべてを選択）

No. 選択肢

1 法人会員（事業所等）

2 賛助会員（運営・実行には直接関与せず、会費によって組織を支援）

3 マンション会員（マンションを 1 棟を 1 会員として入会）

4 会費種別はない

5 その他

問 5 町内会・自治会の普段の活動を主に担っているのはどなたですか。（選択は 1 つ）

67

82

76

50

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1. 役員が次年度に一斉に交代しないようにしている

2. 会長等の役員経験者を相談役としている

3. 役員用のマニュアルを作成している

4. 何もしていない

5. その他

18

26

7

161

15

0 50 100 150 200

1. 法人会員

2. 賛助会員

3. マンション会員

4. 会員種別はない

5. その他

79.9%

(175)

13.7%

(30)

6.4%

(14)
1. 会長やその他役員が担っている

2. 一部、一般会員も協力している

3. 幅広く、一般会員も協力している

4. 一般会員以外も協力している
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問 6 会長、その他役員の手当の支給方法をお答えください。（あてはまる番号すべてを選択）

＜会長の手当の支給方法＞

＜その他役員の手当の支給方法＞

問 6-1 問 6 で「1」、「2」、「4」と答えた方に。会長、その他役員の手当の額（年額）を

お答えください。（あてはまる番号を 1 つ選択）

＜会長の手当の額（年額）＞

48.0%

(107)1.8%

(4)

46.2%

(103)

4.0%

(9)

1. 現金で支払っている

2. 商品券、クオカードなどの形で謝礼を支払っている

3. 支払っていない

4. その他

49.3%

(102)2.9%

(6)

43.5%

(90)

4.3%

(9)

1. 現金で支払っている

2. 商品券、クオカードなどの形で謝礼を支払っている

3. 支払っていない

4. その他

3.6%

(4)15.3%

(17)

10.8%

(12)

45.0%

(50)

12.6%

(14)

12.6%

(14)
1.  1,000円未満

2.  1,000円以上5,000円未満

3.  5,000円以上1万円未満

4.  1万円以上3万円未満

5.  3万円以上5万円未満

6.  5万円以上
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＜その他役員の手当の額（年額）＞ 

 
 

問 7 貴団体では未加入者へどのような方法で加入の呼びかけをしていますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

 
 

問 8 町内会・自治会からの情報を会員に伝達するときにどのような手段を使っていますか。

（あてはまるものすべて選択） 

 

5.4%

(6)

29.7%

(33)

27.9%

(31)

30.6%

(34)

4.5%

(5)

1.8%

(2)

1.  1,000円未満

2.  1,000円以上5,000円未満

3.  5,000円以上1万円未満

4.  1万円以上3万円未満

5.  3万円以上5万円未満

6.  5万円以上

55

22

11

124

42

35

5

75

21

34

0 50 100 150

1. チラシ・広報紙等の配布（ポスティング等）

2. 勧誘ポスターの掲示による呼びかけ（掲示板等）

3. ホームページやSNS等による呼びかけ

4. 転入時に個別訪問による呼びかけ

5. 町内会・自治会未加入者に個別訪問で呼びかけ

6. 盆踊りや運動会等のイベント・事業の中での呼びかけ

7. 賃貸マンション・アパートの家主を通じて呼びかけ

8. 会員を通じて呼びかけ

9. 呼びかけはしていない

10. その他

114

173

179

12

25

7

34

58

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1. 戸別配布

2. 回覧板を使用した回覧

3. 掲示板（貼り紙）

4. 電話連絡網

5. 町内会・自治会のホームページ

6. eメール

7. SNS（いちのいち、LINE等）の利用

8. 町内会・自治会の広報紙

9. その他
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Ⅱ   活動状況について 

問 9 貴団体では、どのような活動を行っていますか。（あてはまる番号すべてを選択） 

 

 

問 10 会員から役員に、困りごとや苦情等の相談はどの程度寄せられますか。（選択は 1 つ） 

 

 

163

99

75

186

167

47

5

3

84

13

2

16

6

92

183

139

71

91

100

68

162

79

3

150
29

17

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1. 地域の清掃や美化（草刈り等）

2. ごみ収集・処理

3. 地域トラブルの調整、相談（騒音等）

4. 防災（防災訓練等）

5. 防犯（パトロール等）

6. 交通安全

7. 乳幼児、子育ての保育支援

8. 男女共同参画の支援

9. 高齢者の支援

10. 障がい者の支援

11. 児童虐待の通報・相談

12. 移動支援（買い物・通院支援）

13. 子どもの教育の支援

14. 青少年健全育成地区委員の支援

15. 掲示板の管理

16. 集会施設の管理

17. 生活道路、街頭、防犯カメラの管理

18. 公園の維持・管理

19. 祭りの実施

20. スポーツイベントや文化活動

21. 慶弔関係（敬老・入学・お悔やみ）

22. 健康づくり活動（ラジオ体操等）

23. 国際交流

24. 回覧業務

25. 街づくり（景観・建築等）

26. その他

0.9%

(2)

4.1%

(9)

31.1%

(68)

46.6%

(102)

17.4%

(38)

1. ほぼ毎日1件以上

2. 週に1件以上

3. 月に1件以上

4. 年に1件以上

5. 寄せられていない
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問 10-1 問 10 で「1～4」と答えた方に。その相談はどのような内容ですか。（あてはまる

ものすべて選択） 

 

 

問 11 貴団体が活動する中で、現在悩んでいること、課題に思っていることはどのような

ことですか。（あてはまるものすべて選択） 

 
 

 

82

5

0

120

91

35

10

19

11

0 20 40 60 80 100 120 140

1. 近隣トラブル

2. 家族関係（相続を除く）

3. 相続

4. 生活環境関係

5. 防犯・安全

6. イベントや地域活動について

7. 福祉・健康

8. 行政サービス

9. その他

168

146

74

122

11

54

35

117

24

30

31

80

4

23

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1. 役員等を担える人が少ない（役員不足）

2. 会長等役員の負担が大きい

3. 自動的に他の職務も兼務すること）が多く負担が大きい

4. 未加入者や退会者数の増加

5. 活動場所の不足

6. イベントや事業等の活動が負担になっている

7. 活動資金の不足

8. 会員の活動に対する関心が薄い

9. 他多団体との連携が弱い

10. 情報発信が十分でない

11. 運営方法（会議の進行方法、情報共有、会費の収集方法…

12. 行政からの依頼が多い（回覧業務、イベントの周知・出…

13. 課題はない

14. その他
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問 11-1 問 11 で「4」と答えた方に。未加入者・退会者数の増加の原因は何だと考えてい

ますか。（あてはまるものすべて選択）

問 12 町内会・自治会に加入するメリットはどのような点だと考えていますか。

（あてはまるものすべて選択）

No. 選択肢

1 近所の方と顔見知りになれる

2 家の周辺にある施設の場所や使い方などがわかる

3 イベント等に参加することで、地域の一員として実感ができる

4 市からの情報を回覧等を通じて知ることができる

5 町内会・自治会の会員として連帯感をもって防犯対策ができる

6 町内会・自治会の会員として連帯感をもって防災対策ができる

7 生活の困りごと（道路の問題等）を市に伝えることができる

8 特にない

9 その他

20

30

118

128

49

79

117

14

0 20 40 60 80 100 120 140

1. 会費が負担

2. 人間関係のしがらみ

3. 加入のメリットを感じられない

4. 役員を担いたくない

5. 活動に参加する時間がない

6. 活動に理解・関心がない

7. 高齢で活動に参加できない

8. その他

176

55

121

121

140

151

95

6

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ⅲ  他団体との協力・連携について

問 13 貴団体は、これまでに他団体と協力したことがありますか。（選択は 1 つ）

問 13-1A 問 13 で「1」と答えた方に。人的協力（イベント参加、スタッフ）について、

協力したことがある団体をすべて選択してください。

（あてはまる欄すべてを選択）

78.5%

(172)

21.5%

(47)
1. 協力したことがある

2. 協力したことがない

112

80

31

12

71

8

77

52

29

13

61

14

16

0 20 40 60 80 100 120

1. 他の町内会・自治会

2. PTA・青少年健全育成地区委員会

3. 民生委員・児童委員

4. 保育園・幼稚園

5. 小中学校

6. その他の教育機関

7. 消防団

8. 高齢者支援センター

9. 社会福祉協議会（福祉○ごとサポートセンター）

10. その他の福祉機関

11. 地区協議会

12. 商店会・企業

13. NPO・地域活動団体
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問 13-1B 問 13 で「1」と答えた方に。物的協力（物品の貸し借 り、場所の提供）につ

いて、協力したことがある団体をすべて選択してください。 

（あてはまる欄すべてを選択） 

 
 

75

13

3

9

24

1

13

19

6

5

9

5

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1. 他の町内会・自治会

2. PTA・青少年健全育成地区委員会

3. 民生委員・児童委員

4. 保育園・幼稚園

5. 小中学校

6. その他の教育機関

7. 消防団

8. 高齢者支援センター

9. 社会福祉協議会（福祉○ごとサポートセンター）

10. その他の福祉機関

11. 地区協議会

12. 商店会・企業

13. NPO・地域活動団体
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問 13-1C 問 13 で「1」と答えた方に。金銭的協力（資金援助）について、協力したこと

がある団体をすべて選択してください。（あてはまる欄すべてを選択） 

 
 

 

40

32

1

0

1

0

67

3

45

28

13

5

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1. 他の町内会・自治会

2. PTA・青少年健全育成地区委員会

3. 民生委員・児童委員

4. 保育園・幼稚園

5. 小中学校

6. その他の教育機関

7. 消防団

8. 高齢者支援センター

9. 社会福祉協議会（福祉○ごとサポートセンター）

10. その他の福祉機関

11. 地区協議会

12. 商店会・企業

13. NPO・地域活動団体
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問 13-1D 問 13 で「1」と答えた方に。情報的協力（広報、ノウハウの提供）について、

協力したことがある団体をすべて選択してください。

（あてはまる欄すべてを選択）

問 13-2 他団体と協力しあっていくうえで、主にどのようなことを他団体に期待しますか。

最も重要だと思うことをお選びください。（選択は 1 つ）

58

34

22

12

35

6

31

66

34

9

40

7

16

0 10 20 30 40 50 60 70

1. 他の町内会・自治会

2. PTA・青少年健全育成地区委員会

3. 民生委員・児童委員

4. 保育園・幼稚園

5. 小中学校

6. その他の教育機関

7. 消防団

8. 高齢者支援センター

9. 社会福祉協議会（福祉○ごとサポートセンター）

10. その他の福祉機関

11. 地区協議会

12. 商店会・企業

13. NPO・地域活動団体

50.0%

(100)

11.0%

(22)

2.0%

(4)

33.0%

(66)

4.0%

(8)
1. 人的協力（イベント参加、スタッフ等）

2. 物的協力（物品の貸し借り、場所の提供等）

3. 金銭的協力（資金提供等）

4. 情報的協力（広報、ノウハウの提供等）

5. その他
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問 14 貴団体の活動をさらに活発なものにしていくために、町内会・自治会と他団体とが

協力し合うことが必要だと思いますか。（選択は 1 つ）

問 14-1 問 14 で「1～3」と答えた方に。今後どのような分野で、協力し合っていくこと

が必要だと思いますか。（あてはまる欄すべてを選択）

16.4%

(36)

49.8%

(109)

17.8%

(39)

12.8%

(28)

3.2%

(7)1. おおいに必要である

2. ある程度必要である

3. どちらともいえない

4. あまり必要でない

5. 全く必要でない

51

29

138

107

51

28

80

28

30

42

81

36

21

35

44

9

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1. 地域の清掃や美化（草刈り等）

2. ごみ収集・処理

3. 防災（防災訓練等）

4. 防犯（パトロール等）

5. 交通安全

6. 子育て支援

7. 高齢者の支援

8. 障がい者の支援

9. 居場所づくり

10. 公共・共同施設の管理（公園等）

11. 祭り・イベント等の実施

12. 健康づくり（ラジオ体操等）

13. 空き地・空き家

14. 移動支援（買い物・通院の支援）

15. 多世代交流

16. その他
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問 15 貴団体の存続についてどのように考えていますか。現在のお考えに最も近いものを

お選びください。（選択は 1 つ）

Ⅳ  集会施設（町内会館、自治会館等）について

問 16 集会施設を保有していますか。（選択は 1 つ）

問 17 問 16 で「1」と答えた方に。修繕資金を定期的に積み立てていますか。（選択は 1 つ）

95.3%

(201)

0.9%

(2)

2.8%

(6)

0.9%

(2)

1. 存続したいと考えている

2. 休会を検討している、または検討したことがある

3. 解散を検討している、または検討したことがある

65.3%

(143)

34.7%

(76)

1. 保有している

2. 保有していない

68.6%

(96)

31.4%

(44)
1. 積み立てている

2. 積み立てていない
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問 18 問 16 で「1」と答えた方に。修繕資金は十分に確保できていますか。（選択は 1 つ）

問 19 問 16 で「1」と答えた方に。施設の維持管理が大変難しい等の理由で集会施設の解体

を検討したことがありますか。（選択は 1 つ）

問 20 町内会・自治会の会合やイベントで活用する施設はどれですか。

（あてはまる欄すべてを選択）

46.4%

(58)53.6%

(67)

1. 確保できている

2. 確保できていない

6.8%

(8)

0.0%

(0)

93.2%

(109)

1. 解体を検討したことがある

2. 解体が決定している

3. 検討したことがない

131

31

56

7

35

0 50 100 150

1. 貴団体の集会施設

2. 近隣の町内会・自治会の集会施設

3. 市民センターやコミュニティセンターなどの公共施設

4. 活用することはない

5. その他
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問 20-1 問 20 で「1～3」、「5」と答えた方に。施設を活用する頻度を教えてください。

（選択は 1 つ）

Ⅴ   町内会・自治会地区連合会について

問 21 貴団体は地区連合会（町内会・自治会同士の連携と相互の親睦・発展を目的とした

連合組織。市内 10 地区で組織している。）に加入していますか。（選択は 1 つ）

25.4%

(52)

55.1%

(113)

19.5%

(40)1. 週に1回以上

2. 月に1回以上

3. 年に1回以上

71.2%

(156)

19.6%

(43)

9.1%

(20)1. 加入している

2. 加入していない

3. わからない
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問 21-1 問 21 で「1」と答えた方に。地区連合会に加入するメリットは何だと考えて

いますか。（あてはまる欄すべてを選択）

No. 選択肢

1 市からの情報を迅速に得ることができる

2 地区内での情報共有ができる

3 組織運営に関するノウハウを共有できる

4 他の町内会・自治会との交流機会がある

5 地区単位の広域的な活動ができる（大規模イベントや道路の速度規制強化など）

6 その他

問 21-2 問 21 で「2」と答えた方に。地区連合会に加入していない理由は何ですか。

（あてはまる欄すべてを選択）

3. 調査票

次ページ以降に記載
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1. 会費の負担

2. イベントや会議等への参加の負担

3. 加入のメリットを感じられない

4. 活動内容がよくわからない

5. その他
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ご協力のお願い

町内会・自治会長の皆様には、平素から市政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。町田市では、持続可能な地域社会をつくり、地域ぐるみで見守り合い、助け

合える場づくりを目指すため、法政大学と共同で地域コミュニティに関する研究を行って

おります。この研究の一環として、市の地域コミュニティの中心的な役割を担う町内会・

自治会長の皆様を対象に、町内会・自治会における現状や課題をお伺いするアンケートを

実施することになりました。皆様からご回答いただきました内容につきましては、本研究

の貴重な資料として活用させていただきます。

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、本アンケートにご協力くださいますよう、

お願い申し上げます。

２０２５年９月

町田市長 石阪 丈一

＜回答方法について＞

回答は「郵送」または「インターネット」のいずれかの方法で行うことができます。

①郵送で回答する場合

本アンケートに回答をご記入いただき、同封いたしましたアンケート返信用封筒に入れ

て期限までにお近くのポストへご投函ください。

②インターネットで回答する場合

パソコンまたはスマートフォン、タブレットで、下記の（１）、（２）いずれかの方法で

回答フォームにアクセスし、期限までに回答を入力、送信してください。

（１）２次元コードを読み取り回答フォームにアクセス

（２）ＵＲＬを直接入力し、回答フォームにアクセス

ＵＲＬ：https://forms.office.com/r/6Q5XCaz6gQ

回答期限 ： ２０２５年１０月１０日（金）まで

【 問合せ先 】

町田市市民部市民協働推進課

〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22 

ＴＥＬ：042（724）4362

ＦＡＸ：050（3085）6517

町内会・自治会に関するアンケート

巻末資料＜139＞



■ 回答に際してのお願い

▶ご自身の回答内容を控えておきたい方は、事前にメモや画面のスクリーンショット等の

方法で保存してください。

▶アンケートをお送りした町内会・自治会長のご本人様がお答えください。

▶回答は、おおむね最近１年間の状況でお答えください。

▶回答のご記入は、ボールペンまたは鉛筆をお使いください。

▶回答は質問ごとに、選択肢からお選びください（一部、自由記述があります）。

▶選んでいただく数は、「１つだけ」、「いくつでも」等と指定されています。

指定数よりも多く選択された場合、集計上無効となります。

▶選択肢「その他」を選んだ場合は、枠内に具体的な内容をご記入ください。

▶回答に迷う場合は、お考えにできるだけ近いものをお選びください。

▶回答の記入方法は、郵送回答では選択肢の番号に〇印を記入し、インターネット回答で

は選択肢をクリックして（押して）ください。

▶回答を修正する場合は、郵送回答では〇印を二重線で消し、インターネット回答では再

度、選択肢を選び直してください。

選択肢を

クリックすると

印が付きます。

正常に動かなくなるため、ブラウザや

スマートフォンの『＜』（戻る）、『＞』（進む）

は使用しないでください。

回答が終了したら再開部の「送信」をクリック

してください。回答が送信されます。

※送信後は、修正・再回答はできません。更新ボタン   

は使用しないでく

ださい。

この画面が表示されれば回答終了です。

① ②

③
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Ⅰ 団体の概要・現状について

問１ 貴団体の名称及び代表者やその他役員の任期等についてお尋ねします。（記述）

団体名 （例：〇〇〇町内会）

会長、その他役員の任期、再任の制限についてあてはまるものに〇をしてください。

任期や再任の制限がある場合はその年数、回数をお答えください。（記述）

会長 その他役員

任期 あり（    年）・なし あり（    年）・なし

再任の制限 あり（    回）・なし あり（    回）・なし

問２ 役員の後任候補をどのような方法で見つけていますか。（〇は１つ）

１ 役員自身が候補を見つける

２ 輪番による指名

３ 自薦・公募

４ 会員等からの紹介

５ その他（                               ）

問３ 役員の引継ぎについて、工夫していることはありますか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ 役員が次年度に一斉に交代しないようにしている

２ 会長等の役員経験者を相談役としている

３ 役員用のマニュアルを作成している

４ 何もしていない

５ その他（                               ）

問４ 通常の会員以外に会員種別はありますか。（あてはまるものすべてに〇）

１ 法人会員（事業所等）

２ 賛助会員（運営・実行には直接関与せず、会費によって組織を支援）

３ マンション会員（マンション 1 棟を 1 会員として入会）

４ 会員種別はない

５ その他（                               ）

問５ 町内会・自治会の普段の活動を主に担っているのはどなたですか。（〇は１つ）

１ 会長やその他役員が担っている

２ 一部、一般会員も協力している

３ 幅広く、一般会員も協力している

４ 一般会員以外も協力している
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問６ 会長、その他役員の手当の支給方法についてそれぞれ該当する以下の番号をお答え

ください。（あてはまる番号すべてを記入）

１ 現金で支払っている

２ 商品券、クオカードなどの形で謝礼を支払っている

３ 支払っていない（→問７へ）

４ その他（                        ）（→問６－１へ）

回
答
欄

記入例 会長 その他役員

１、２

（問６で「１」、「２」、「４」と答えた方に）

問６－１ 会長やその他役員の手当の額（年額）についてそれぞれ該当する以下の番号を

お答えください。（あてはまる番号１つを記入）

１ １，０００円未満

２ １，０００円以上５，０００円未満

３ ５，０００円以上１万円未満

４ １万円以上３万円未満

５ ３万円以上５万円未満

６ ５万円以上

回
答
欄

記入例 会長 その他役員

３

問７ 貴団体では未加入者へどのような方法で加入の呼びかけをしていますか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ チラシ・広報紙等の配布（ポスティング等）

２ 勧誘ポスターの掲示による呼びかけ（掲示板等）

３ ホームページやＳＮＳ等による呼びかけ

４ 転入時に個別訪問による呼びかけ

５ 町内会・自治会未加入者に個別訪問で呼びかけ

６ 盆踊りや運動会等のイベント・事業の中での呼びかけ

７ 賃貸マンション・アパートの家主を通じて呼びかけ

８ 会員を通じて呼びかけ

９ 呼びかけはしていない

１０ その他（                              ）

問６－１へ
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問８ 町内会・自治会からの情報を会員に伝達するときにどのような手段を使っています

か。（あてはまるものすべてに〇）

１ 戸別配布

２ 回覧板を使用した回覧

３ 掲示板（貼り紙）

４ 電話連絡網

５ 町内会・自治会のホームページ

６ e メール

７ ＳＮＳ（いちのいち、ＬＩＮＥ等）の利用

８ 町内会・自治会の広報紙

９ その他（                               ）

Ⅱ 活動状況について

問９ 貴団体では、どのような活動を行っていますか。（あてはまる番号すべてに〇）

●住環境について ●公共・共同施設関係

１  地域の清掃や美化（草刈り等） １５ 掲示板の管理

２  ごみ収集・処理 １６ 集会施設の管理

３  地域トラブルの調整、相談（騒音等） １７ 生活道路、街灯、防犯カメラの管理

●生活安全の確保 １８ 公園の維持・管理

４  防災（防災訓練等） ●親睦・文化活動・健康づくり

５  防犯（パトロール等） １９ 祭りの実施

６  交通安全 ２０ スポーツイベントや文化活動

●福祉への支援 ２１ 慶弔関係（敬老・入学・お悔やみ）

７  乳幼児、子育ての保育支援 ２２ 健康づくり活動（ラジオ体操等）

８  男女共同参画の支援 ２３ 国際交流

９  高齢者の支援 ●その他

１０ 障がい者の支援 ２４ 回覧業務

１１ 児童虐待の通報・相談 ２５ 街づくり（景観・建築等）

１２ 移動支援（買い物・通院支援） ２６ その他

●教育への支援 （                  ）

１３ 子どもの教育の支援

１４ 青少年健全育成地区委員の支援
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問１０ 会員から役員に、困りごとや苦情等の相談はどの程度寄せられますか。

（〇は１つ）

１ ほぼ毎日 1 件以上

２ 週に 1 件以上

３ 月に１件以上

４ 年に１件以上

５ 寄せられていない（→問１１へ）

（問１０で「１」、「２」、「３」、「４」と答えた方に）

問１０－１ その相談はどのような内容ですか。（あてはまるものすべてに〇）

１ 近隣トラブル

２ 家族関係（相続を除く）

３ 相続

４ 生活環境関係

５ 防犯・安全

６ イベントや地域活動について

７ 福祉・健康

８ 行政サービス

９ その他（                              ）

問１１ 貴団体が活動する中で、現在悩んでいること、課題に思っていることはどのよう

なことですか。（あてはまるものすべてに〇）

１  役員等を担える人が少ない（役員不足）

２  会長等役員の負担が大きい

３  あて職（役職に就くと自動的に他の職務も兼務すること）が多く負担が大きい

４  未加入者や退会者数の増加（→問１１－１へ）

５  活動場所の不足

６  イベントや事業等の活動が負担になっている

７  活動資金の不足

８  会員の活動に対する関心が薄い

９  他団体との連携が弱い

１０ 情報発信が十分でない

１１ 運営方法（会議の進行方法、情報共有、会費の収集方法等）

１２ 行政からの依頼が多い（回覧業務、イベントの周知・出席等）

１３ 課題はない

１４ その他（                              ）

問１０－１へ
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（問１１で「４」と答えた方に）

問１１－１ 未加入者・退会者数の増加の原因は何だと考えていますか。

（あてはまるものすべてに〇）

 １ 会費が負担

 ２ 人間関係のしがらみ

 ３ 加入のメリットを感じられない

 ４ 役員を担いたくない

 ５ 活動に参加する時間がない

 ６ 活動に理解・関心がない

 ７ 高齢で、活動に参加できない

 ８ その他（                               ）

問１２ 町内会・自治会に加入するメリットはどのような点だと考えていますか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ 近隣の方と顔見知りになれる

２ 家の周辺にある施設の場所や使い方などがわかる

３ イベント等に参加することで、地域の一員として実感がもてる

４ 市からの情報を回覧等を通じて知ることができる

５ 町内会・自治会の会員として連帯感をもって防犯対策ができる

６ 町内会・自治会の会員として連帯感をもって防災対策ができる

７ 生活の困りごと（道路の問題等）を市に伝えることができる

８ 特にない

９ その他（                               ）
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Ⅲ 他団体との協力・連携について

問１３ 貴団体は、これまでに他団体と協力したことがありますか。（〇は１つ）

１ 協力したことがある（→問１３－１へ）

２ 協力したことがない（→問１３－２へ）

（問１３で「１」と答えた方に）

問１３－１ １～１３の団体について、協力したことがある分野 A～D にそれぞれ〇をし

てください。（あてはまる欄すべてに〇）

Ａ：人的協力

（イベント参

加、スタッフ）

Ｂ：物的協力

（物品の貸し借

り、場所の提供）

Ｃ：金銭的

協力

（資金援助）

Ｄ：情報的

協力

（広報、ノウ

ハウの提供）

記入例 Ａ ○Ｂ ○Ｃ Ｄ

１ 他の町内会・自治会 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２
ＰＴＡ・青少年健全

育成地区委員会
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

３ 民生委員・児童委員 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

４ 保育園・幼稚園 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

５ 小中学校 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

６ その他の教育機関 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

７ 消防団 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

８
高齢者

支援センター
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

９

社会福祉協議会

（福祉〇ごとサポ

ートセンター）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１０ その他の福祉機関 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１１ 地区協議会 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１２ 商店会・企業 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１３
NPO

・地域活動団体
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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その他（自由記述）

（問１３で「１」、「２」と答えた方に）

問１３－２ 他団体と協力しあっていくうえで、主にどのようなことを他団体に期待しま

すか。最も重要だと思うことをお選びください。（〇は１つ）

１ 人的協力（イベント参加、スタッフ）

２ 物的協力（物品の貸し借り、場所の提供）

３ 金銭的協力（資金提供）

４ 情報的協力（広報、ノウハウの提供）

５ その他（                               ）

問１４ 貴団体の活動をさらに活発なものにしていくために、町内会・自治会と他団体と

が協力し合うことが必要だと思いますか。（〇は１つ）

１ おおいに必要である

２ ある程度必要である

３ どちらともいえない

４ あまり必要でない

５ 全く必要でない

（問１４で「１」、「２」、「３」と答えた方に）

問１４－１ 今後どのような分野で、協力し合っていくことが必要だと思いますか。

（あてはまるものすべてに〇）

１  地域の清掃や美化（草刈り等） １０ 公共・共同施設の管理（公園等）

２  ごみ収集・処理 １１ 祭り・イベントの実施

３  防災（防災訓練等） １２ 健康づくり（ラジオ体操等）

４  防犯（パトロール等） １３ 空き地・空き家

５  交通安全 １４ 移動支援（買い物・通院の支援）

６  子育て支援 １５ 多世代交流

７  高齢者の支援 １６ その他

８  障がい者の支援 （                  ）

９  居場所づくり

問１４―１へ

問１５へ
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問１５ 貴団体の存続についてどのように考えていますか。現在のお考えに最も近いもの

をお選びください。（〇は１つ）

１ 存続したいと考えている

２ 休会を検討している、または検討したことがある

３ 解散を検討している、または検討したことがある

４ 近隣の町内会・自治会との統合を検討している、または検討したことがある

Ⅳ 集会施設（町内会館、自治会館等）について

問１６ 集会施設を保有していますか。（〇は１つ）

１ 保有している（→問１７へ）

２ 保有していない（→問２０へ）

（問１６で「１」と答えた方に）

問１７ 修繕資金を定期的に積み立てていますか。（〇は１つ）

１ 積み立てている

２ 積み立てていない

（問１６で「１」と答えた方に）

問１８ 修繕資金は十分に確保できていますか。（〇は１つ）

１ 確保できている

２ 確保できていない

（問１６で「１」と答えた方に）

問１９ 施設の維持管理が大変難しい等の理由で集会施設の解体を検討したことがありま

すか。（〇は１つ）

１ 解体を検討したことがある

２ 解体が決定している

３ 検討したことがない

（問１６で「１」、「２」と答えた方に）

問２０ 町内会・自治会の会合やイベントで活用する施設はどれですか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ 貴団体の集会施設

２ 近隣の町内会・自治会の集会施設

３ 市民センターやコミュニティセンターなどの公共施設

４ 活用することはない（→問２１へ）

５ その他（                       ）（→問２０－１へ）

問２０―１へ
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（問２０で「１」、「２」、「３」、「５」と答えた方に）

問２０－１ 施設を活用する頻度を教えてください。（〇は１つ）

１ 週に 1 回以上

２ 月に 1 回以上

３ 年に 1 回以上

Ⅴ 町内会・自治会地区連合会について

問２１ 貴団体は地区連合会（町内会・自治会同士の連携と相互の親睦・発展を目的とし

た連合組織。市内 10 地区で組織している。）に加入していますか。（〇は１つ）

１ 加入している（→問２１－１へ）

２ 加入していない（→問２１－２へ）

３ わからない

（問２１で「１」と答えた方に）

問２１－１ 地区連合会に加入するメリットは何だと考えていますか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ 市からの情報を迅速に得ることができる

２ 地区内での情報共有ができる

３ 組織運営に関するノウハウを共有できる

４ 他の町内会・自治会との交流機会がある

５ 地区単位の広域的な活動ができる（大規模イベントや道路の速度規制強化など）

６ その他（                               ）

（問２１で「２」と答えた方に）

問２１－２ 地区連合会に加入していない理由は何ですか。

（あてはまるものすべてに〇）

１ 会費の負担

２ イベントや会議等への参加の負担

３ 加入のメリットを感じられない

４ 活動内容がよくわからない

５ その他（                              ）

巻末資料＜149＞



最後に町内会・自治会について、ご意見がありましたらご自由にお書きください。

※ご記入いただいた内容に対しての個別の回答は控えさせていただきますので、予めご了承ください。

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて

２０２５年１０月１０日（金）までに投函してください。

本調査の結果が反映される研究報告書は、２０２６年３月末頃に

「町田市ホームページ」で公開予定です。

本研究の詳細は右の二次元コードから

ご覧いただけます（市ホームページ）
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巻
末
用

自
治
体

町
田
市

明
石
市

一
関
市

松
山
市

丸
亀
市

高
松
市

茅
ヶ
崎
市

調
布
市

武
蔵
野
市

三
鷹
市

人
口

43
.0
万
人

30
.6
万
人

10
.4
万
人

49
.5
万
人

10
.7
万
人

40
.7
万
人

2
4
.7
万
人

2
4
.0
万
人

1
4
.8
万
人

1
9
万
人

面
積

71
.5
5㎢

49
.4
1㎢

12
56
.4
2㎢

42
9.
35
㎢

11
1.
80
㎢

37
5.
10
㎢

3
5
.7
0
㎢

2
1
.5
8
㎢

1
0
.9
8
㎢

1
6
.4
2
㎢

町
内
会
・
自
治
会

加
入
率

約
42
.8
%

約
64
.1
%

（2
02
4年

時
点
）

-
約
70
.3
%

（2
02
4年

6月
時
点
）

約
44
.7
%

(2
02
4年

時
点
）

約
46
.9
%

（2
02
5年

時
点
）

約
7
2
%

約
3
4
.7
%

（
2
0
2
4
年
時
点
）

-
2
8
.7

4
%

地
域
運
営

組
織
名
称

地
区
協
議
会

・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

推
進
組
織

・
校
区
ま
ち
づ
く
り
組

織

地
域
協
働
体

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協

議
会

ま
ち
ぢ
か
ら
協
議
会

地
区
協
議
会

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

住
民
協
議
会

構
成
団
体

町
内
会
・
自
治
会
連

合
会
の
地
区
連
合
、

民
生
委
員
児
童
委

員
協
議
会
、
青
少
年

健
全
育
成
地
区
委

員
会
、
消
防
団
、
高

齢
者
支
援
セ
ン

タ
ー
、
小
中
学
校
等

自
治
会
、
子
ど
も

会
、
民
生
児
童
委

員
、
高
年
ク
ラ
ブ
、

P
T

A
、
ス
ク
ー
ル

ガ
ー
ド
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、
個
人
等

自
治
会
、
子
ど
も

会
、
商
店
街
、
消
防

団
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
農

家
組
合
、

P
T

A
、

N
P
O
等

町
内
会
・
自
治
会
、

高
齢
ク
ラ
ブ
、
民
生

委
員
児
童
委
員
協

議
会
、
社
会
福
祉
協

議
会
、
P
T
A
、
子
ど
も

会
、
自
主
防
災
会
、

消
防
団
、
学
校
、

N
P
O
等

自
治
会
、
民
生
委
員

児
童
委
員
、
消
防

団
、
老
人
会
、
小
中

学
校
、
体
育
協
会
、

市
民
活
動
団
体
、
農

業
協
同
組
合
、
地
元

企
業
、
社
会
福
祉
協

議
会
、

P
T

A
、
個
人

等

連
合
自
治
会
、
子
ど

も
会

育
成

会
、

P
T

A
、
青
少
年
健
全

育
成
協
議
会
、
消
防

団
、
民
生
委
員
児
童

委
員
協
議
会
、
社
会

福
祉
協
議
会
、
地
区

体
育
協
会
、
公
募
の

個
人
・法

人
等

自
治
会
、
地
区
社
会

福
祉
協
議
会
、
民
生

委
員
児
童
委
員
協

議
会
、
青
少
年
育
成

推
進
協
議
会
、

P
T

A
、
体
育
振
興

会
、
個
人
等

自
治
会
、

P
T

A
、
青

少
年
健
全
育
成
推

進
協
議
会
、
個
人
等

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
の
エ
リ
ア
内
の

住
民
が
中
心
（
エ
リ

ア
外
の
市
民
や
市

外
在
住
者
で
も
参
加

で
き
る
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
の
利
用
団
体
、

町
会
、
地
区
防
犯
協

会
、
青
少
対
、
自
主

防
災
組
織
な
ど
の
各

種
地
域
団
体
か
ら
の

推
薦
、
自
薦
等
（
加

入
必
須
団
体
は
な

し
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

区
割
り
数

10
地
区

28
地
区

34
地
区

※
う
ち
1
地
区
未
設
立

41
地
区

※
う
ち
8
地
区
未
設
立

17
地
区

44
地
区

1
3
地
区

※
う
ち
1
地
区
未
設
立

2
0
地
区

※
1
地
区
未
設
立

1
6
地
区

7
地
区

エ
リ
ア
単
位

地
区
連
合
会

区
域

小
学
校
区
域

市
民
セ
ン
タ
ー

区
域

公
民
館
区
域

小
学
校
区
域

お
お
む
ね

小
学
校
区
域

地
区
自
治
会
連
合

会
区
域

小
学
校
区
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
区
域

※
明
確
な
区
割
り
は
な
い

中
学
校
区
域

地
域
運
営
組
織
が
拠
点

と
す
る
施
設

（
施
設
数
）

市
民
セ
ン
タ
ー
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（1
0か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・セ
ン

タ
ー
（2
8か
所
）

市
民
セ
ン
タ
ー
（
34

か
所
）

公
民
館
（4
1か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（1
8か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（5
2か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
1
1
か
所
）

小
学
校
（
非
常
駐
）

等
（
1
9
か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
2
0
か
所
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン

タ
ー
（
7
か
所
）

地
域
担
当
職
員

（
課
の
担
当
職
員
除
く
）
・
地
区
担
当
職
員
を

配
置
（4
名
）

―
・
支
所
に
地
区
担
当

職
員
を
配
置
（
10
名

程
）

―

【各
地
区
に
設
定
】

※
通
常
業
務
と
兼
任

・ま
ち
づ
く
り
担
当
（2

名
）

・防
災
担
当
（1
名
）

・保
健
担
当
（1
名
）

【各
地
区
に
設
定
】

※
通
常
業
務
と
兼
任

・
局
次
長
級
、
課
長

級
、
課
長
補
佐
級
（
1

名
）

・
係
長
級
、
一
般
職

（1
名
）

・
総
合
セ
ン
タ
ー
職

員
ま
た
は
協
働
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課

職
員
（1
名
）

―
―

―
―
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